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平成３０年１ ２月定例会日 程表  
 

    会期１１日間（１２月１０日～１２月２０日） 
 

月 日 曜日 区 分 会     議     内     容 会期 

12．10 月 本会議  
会期の決定、諸般の報告、請願第１０号、諮問第２号、議

案第６５号ないし第７７号 
１ 

  11 火 休  会   ２ 

  12 水  〃   総務教育常任委員会  10：00～ ３ 

  13 木  〃   民生常任委員会  10：00～ ４ 

  14 金  〃   産業建設常任委員会  10：00～ ５ 

  15 土  〃                              ６ 

  16 日  〃                              ７ 

  17 月 本会議  

一般質問  13：00～ 

  ①鎌田 礼二 議員  ②小野 幸男 議員 

  ③志子田吉晃 議員  ④阿部かほる 議員 

８ 

  18 火  〃   

一般質問  13：00～ 

  ⑤土見 大介 議員  ⑥曽我 ミヨ 議員 

  ⑦志賀 勝利 議員  ⑧西村 勝男 議員 

９ 

  19 水 休  会  議会運営委員会  13：00～ １０ 

  20 木 本会議  委員長報告  13：00～ １１ 
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    塩竈市議会平成３０年１２月定例会会議録 目 次 

 

（１２月定例会） 

第１日目 平成３０年１２月１０日（月曜日） 

 開  会  ·································································  １ 

 議事日程第１号 ····························································  １ 

 開  議  ·································································  ３ 

 会議録署名議員の指名 ······················································  ３ 
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   伊 勢 由 典 議員  ··················································  ８ 

   志 賀 勝 利 議員  ··················································  12 

 請願第１０号  ·····························································  20 

 諮問第 ２号  ·····························································  20 

 議案第65号ないし第77号  ····················································  21 
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  総括質疑  ·······························································  31 
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   鎌 田 礼 二 議員  ··················································  34 

   伊 勢 由 典 議員  ··················································  37 

   浅 野 敏 江 議員  ··················································  41 

   土 見 大 介 議員  ··················································  45 

   山 本   進 議員  ··················································  50 

   阿 部 眞 喜 議員  ··················································  54 

   志 賀 勝 利 議員  ··················································  57 

 散  会  ·································································  63 
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第２日目 平成３０年１２月１７日（月曜日） 

 議事日程第２号 ····························································  65 

 開  議  ·································································  67 

 会議録署名議員の指名 ······················································  67 

 一般質問  ·································································  67 

  鎌 田 礼 二 議員（一問一答方式） 

（１）2025年問題について  ····················································  67 

 ①塩竈市として2025年問題をどう捉えているか 

 ②財政力指数と経常収支比率について 

  ・数値の改善策は 

 ③塩竈市公共施設再配置計画について 

  ・塩竈市公共施設再配置計画審議会の開催状況と今後 

  ・施設利用団体への説明会の開催状況 

 ④広域行政について 

  ・宮城東部衛生処理組合への加入は 

  ・行政事務に関する組合の設置 

 ⑤特別会計への繰出しについて 

  ・市立病院建設基礎調査事業の状況 

  ・市立病院の収支状況 

  ・魚市場と浦戸交通事業について 

 ⑥ふるさと納税について 

  ・現在の実績は 

  ・今後の方向性について 

 ⑦人口増加策について 

  ・子育て支援等 

  ・転入者への特典等 

  ・教育環境とレベル向上等 

  ・働き場所確保等 

  ・魅力あるまちづくり等 
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  小 野 幸 男 議員（一問一答方式） 

（１）防災減災対策 ··························································  88 

 ①ハザードマップについて 

 ②マイタイムラインの作成推進について 

 ③ブロック塀等の安全対策について 

（２）災害時の食料備蓄 ·····················································  100 

 ①乳児用液体ミルクの活用について 

 ②備蓄品のアレルギー対応について 

  志子田 吉 晃 議員（一問一答方式） 

（１）市民への生老病死対策について  ·········································  103 

 ①生 

  ・少子化対策について 

  ・出生手続きと母子手帳等家族への応援制度について 

 ②老 

  ・高齢者の社会参加推進について 

  ・介護予防対策と介護支援ボランティア事業について 

 ③病 

  ・健康推進事業について 

 ④死 

  ・火葬場の移転とその後の方針について 

  ・死亡の手続きと家族への応援制度について 

（２）教育について ·························································  116 

 ①学力向上対策について 

 ②いじめ防止条例の効果について 

（３）道路の整備について  ···················································  119 

 ①市道の補修と道路側溝の整備について 

 ②安全でスムーズな通路の確保について 

（４）市立病院事業について  ·················································  122 

 ①経営健全化対策について 
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 ②市立病院建設基礎調査事業について 

（５）浅海漁業の振興について  ···············································  127 

 ①松島湾と浦戸の漁業振興について 

  阿 部 かほる 議員（一問一答方式） 

（１）活力ある産業のまちづくり  ·············································  128 

 ①塩釜水産物仲卸市場の振興策について 

  ・仲卸市場建物老朽化に伴う施策 

  ・組合員の高齢化 

  ・インバウンドの対応策 

  ・仲卸市場への市としての対応策について 

（２）高齢者福祉の充実 ·····················································  134 

 ①介護予防の為の日常生活支援について 

  ・在宅福祉サービス（タクシー利用助成について） 

（３）通行空間の安全性快適性の確保  ·········································  137 

 ①通学路における交通安全対策について 

  ・無電柱化の推進について 

（４）特色ある学校づくり  ···················································  139 

 ①しおがま「学びの共同体」による授業づくり 

  ・深い学びの実現へ授業改善について 

  ・生徒の学習意欲向上について 

  ・市内小・中学校の取り組み状況 

（５）健やかな体の育成推進  ·················································  141 

 ①「置き勉」について 

  ・通学カバンの重量に対する対策について 

（６）浦戸生活基盤整備 ·····················································  143 

    ①浦戸通信障害の対応策について 

 散  会  ································································  145 
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第３日目 平成３０年１２月１８日（火曜日） 

 議事日程第３号 ···························································  147 

 開  議  ································································  149 

 会議録署名議員の指名 ·····················································  149 

 一般質問  ································································  149 

  土 見 大 介 議員（一問一答方式） 

（１）市民力向上について  ···················································  149 

 ①今後のまちづくりにおける市民の役割は 

 ②市民力向上のための施策は 

（２）市立病院について ·····················································  155 

 ①今後の市立病院の担うべき役割は 

（３）浦戸振興について ·····················································  160 

 ①今後の浦戸振興の方向性は 

 ②浦戸振興策は 

（４）空き家対策について  ···················································  165 

 ①空き家の状況把握 

 ②空き家の利活用 

（５）商業の活性化について  ·················································  170 

 ①商業の活性化策 

（６）今後の公共施設のあり方について  ·······································  173 

  曽 我 ミ ヨ 議員（一問一答方式） 

（１）被災者支援について  ···················································  174 

 ①「災害援護資金」返済の現状について 

 ②被災者の災害公営住宅家賃軽減延長実施の見通しについて 

 ③被災者見守り・相談支援事業の現状と来年度の継続実施について 

（２）子育て支援策に関わる諸課題について  ···································  179 

 ①「放課後等デイサービス」厚生労働省・事務通達に基づく調査について 

 ②現段階での来年度に向けた保育所申込み状況について 

（３）介護保険事業について  ·················································  183 
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 ①浦戸の介護事業者参入の状況について 

 ②低所得者の介護保険料軽減とサービス利用料の軽減について 

（４）地元産業振興関わる課題について  ·······································  186 

 ①浅海漁業の振興と漁業法改定に伴う影響について 

（５）「公共施設再配置計画」について  ·······································  187 

 ①「塩竈市公共施設再配置計画（素案）」について 

  志 賀 勝 利 君（一問一答方式） 

（１）市立病院の新築の件  ···················································  192 

 ①建て替えの事業費の試算額、約100億円の算出根拠は 

 ②市立病院建設基礎調査事業（予算額2,000万円）で委託したコンサルタントの業務 

  範囲は 

 ③市立病院建設基礎調査業務委託の契約内容と現在までの業務の進捗状況は 

（２）浦戸がれき処理に関して  ···············································  199 

 ①「再調査」の意思について、改めて確認いたします。 

  西 村 勝 男 議員（一問一答方式） 

（１）自治体クラウドについて  ···············································  209 

 ①塩竈市としての取り組み、考え方について 

（２）公共施設のコストについて（塩竈市公共施設白書）  ·······················  214 

 ①塩竈市清掃工場・伊保石リサイクルセンターについて 

 ②塩竈市保健センターについて 

 ③塩竈市民図書館について 

 ④塩竈市公立保育所について 

 ⑤市内小中学校の管理運営について 

 ⑥集会施設について 

（３）歴史的風致維持向上計画について  ·······································  226 

 ①進捗状況について 

（４）行政窓口対応について  ·················································  227 

 ①各部・各課の市民に対する窓口対応について 

 散  会  ································································  229 
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第４日目 平成３０年１２月２０日（木曜日） 

 議事日程第４号 ···························································  231 

 開  議  ································································  233 

 会議録署名議員の指名 ·····················································  233 

 議案第65号ないし第77号（各常任委員会委員長議案審査報告）  ·················  233 

  討  論  ······························································  238 

   小 高   洋 議員  ·················································  238 

   山 本   進 議員  ·················································  240 

  採  決  ······························································  242 

 請願第10号（議会運営委員会委員長請願審査報告）  ···························  243 

  採  決  ······························································  243 

 議案第78号及び第79号 ·····················································  243 

  提案理由説明 ···························································  244 

  採  決  ······························································  246 

 議員派遣の件  ····························································  246 

 閉  会  ································································  247 

 



 

 

平 成 30年 12月 定例会  
12月 10日    開 会 

12月 20日    閉 会 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

             議 案 審 議 一 覧 表 

             議 員 提 出 議 案 
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塩竈市議会１２月定例会議案審議一覧表  

付託委員会名 議案番号 件       名 議決結果 議決年月日 

総務教育 

議案第65号 塩竈市復興産業集積区域における固定

資産税の課税免除に関する条例の一部

を改正する条例 
 

原案可決 30.12.20 

議案第67号 塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条

例 
 

原案可決 30.12.20 

議案第69号 平成30年度塩竈市一般会計補正予算 
 

原案可決 30.12.20 

議案第76号 工事請負契約の締結について 
 

原案可決 30.12.20 

民  生 

議案第69号 平成30年度塩竈市一般会計補正予算 
 

原案可決 30.12.20 

議案第72号 平成30年度塩竈市介護保険事業特別会

計補正予算 
 

原案可決 30.12.20 

 

 

 

産業建設 

 

 

議案第66号 塩竈市下水道条例の一部を改正する条

例 
 

原案可決 30.12.20 

議案第68号 塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する

条例及び塩竈市水道事業給水条例の一

部を改正する条例 
 

原案可決 30.12.20 

議案第69号 平成30年度塩竈市一般会計補正予算 原案可決 30.12.20 

議案第70号 平成30年度塩竈市下水道事業特別会計

補正予算 
 

原案可決 30.12.20 

議案第71号 平成30年度塩竈市漁業集落排水事業特

別会計補正予算 
 

原案可決 30.12.20 

議案第73号 平成30年度塩竈市北浜地区復興土地区

画整理事業特別会計補正予算 
 

原案可決 30.12.20 

議案第74号 平成30年度塩竈市藤倉地区復興土地区

画整理事業特別会計補正予算 

原案可決 30.12.20 

議案第75号 工事施行協定の一部変更について 
 

原案可決 30.12.20 

議案第77号 塩釜港旅客ターミナルの指定管理者の

指定について 
 

原案可決 30.12.20 
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塩竈市議会１２月定例会議案審議一覧表  

付託委員会名 議案番号 件       名 議決結果 議決年月日 

 
諮問第２号 
 

人権擁護委員の推薦につき議会の意見

を求めることについて 
 

同  意 30.12.10 

 

 

議案第78号 一般職の職員の給与に関する条例及び

塩竈市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例 
 

原案可決 30.12.20 

 
議案第79号 特別職の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例 
 

原案可決 30.12.20 

 

 

塩竈市議会１２月定例会請願審議一覧表  

受理番号 件      名 受理年月日 付託委員会名 審議結果 議決年月日 

第10号 塩竈市議会議員定数の削減

に関する請願 

30.12.4 議 会 運 営 継続審査 30.12.20 
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平成３０年１２月１０日 塩竈市議会定例会 
請  願  文  書  表 

 

番   号 第 １０ 号 

受理年月日 平成３０年１２月４日 

件   名 塩竈市議会議員定数削減に関する請願 

要   旨 

【請願の要旨及び理由】 

平素より塩竈市の発展のため、そして市民生活と市民福祉の向上

のためにご尽力を賜っておりますことに、心から敬意を表し深く感

謝申し上げます。 

さて、私たち「議員定数の削減を求める市民の会」は、全国的な行

政改革の流れや、塩竈市の人口が減少の一途をたどる中で、塩竈市

議会議員の定数を削減することによって「塩竈市の行財政の改善を

成し、市民生活及び社会福祉の向上を図ること」を目指して取り組

んでおります。 

つきましては、塩竈市議会の議員定数を１５名と定めていただき

たく、ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

提 出 者 

住所・氏名 

塩竈市石堂２－１７ 

議員定数の削減を求める市民の会 

代表者 高橋 平 

紹介議員  

氏   名 
今野 恭一 

付託委員会 議会運営委員会 
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議 員 派 遣 の 件 

 

平成３０年１２月２０日 

 

 

 地方自治法第１００条第１３項及び塩竈市議会会議規則第１６１条の規定により、

次のとおり議員を派遣する。 

 

記 

 

１．二市三町議長団連絡協議会 議員研修会 

 （１）派遣目的  研修会等出席 

 （２）派遣場所  多賀城市 

 （３）派遣期間  平成３１年１月１７日 

 （４）派遣議員  議員１７名以内 



 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 30年 12月 定例会  
12月 10日    開 会 

12月 20日    閉 会 

 

 

 

         塩 竈 市 議 会 会 議 録 

 



 

 

 

 

 

平成 30年 12月 10日（月曜日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

塩竈市議会 12月定例会会議録 
 

（第１日目） 
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   議事日程 第１号 

  平成３０年１２月１０日（月曜日）午後１時開議 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期の決定 

 第３ 諸般の報告 

 第４ 請願第１０号 

 第５ 諮問第２号 

 第６ 議案第６５号ないし第７７号 

                                            

   本日の会議に付した事件 

 日程第１ないし日程第６ 

─────────────────────────────────────────── 

   出席議員（１８名） 

  １番  小 野 幸 男 議員      ２番  菅 原 善 幸 議員 

  ３番  浅 野 敏 江 議員      ４番  西 村 勝 男 議員 

  ５番  阿 部 眞 喜 議員      ６番  阿 部 かほる 議員 

  ７番  香 取 嗣 雄 議員      ８番  山 本   進 議員 

  ９番  伊 藤 博 章 議員     １０番  志 賀 勝 利 議員 

 １１番  今 野 恭 一 議員     １２番  菊 地   進 議員 

 １３番  鎌 田 礼 二 議員     １４番  志子田 吉 晃 議員 

 １５番  土 見 大 介 議員     １６番  伊 勢 由 典 議員 

 １７番  小 高   洋 議員     １８番  曽 我 ミ ヨ 議員 

─────────────────────────────────────────── 

   欠席議員（なし） 

─────────────────────────────────────────── 

   説明のため出席した者の職氏名 

市 長 佐  藤    昭  副 市 長 内  形  繁  夫 

病院事業管理者 福  原  賢  治  

市 民 総 務 部 長 

兼 政 策 調 整 監 小  山  浩  幸 
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健 康 福 祉 部 長 阿  部  徳  和  産 業 環 境 部 長 佐  藤  俊  幸 

建 設 部 長 佐  藤  達  也  
市立病院事務部長 
兼 医 事 課 長 荒 井 敏 明 

水 道 部 長 大  友  伸  一  
市民総務部次長 
兼 総 務 課 長 川  村    淳 

健康福祉部次長 
兼社会福祉事務所長 
兼生活福祉課長 小  林  正  人  

産業環境部次長 
兼 環 境 課 長 木  村  雅  之 

建 設 部 次 長 
兼都市計画課長 本  多  裕  之  

水 道 部 次 長 
兼 業 務 課 長 並  木  新  司 

市 民 総 務 部 
危 機 管 理 監 佐 々 木    誠  

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 菊  池  有  司 

市 民 総 務 部 
政 策 課 長 相  澤  和  広  

市 民 総 務 部 
財 政 課 長 末 永 量 太 

市 民 総 務 部 
税 務 課 長 武 田 光 由  

産 業 環 境 部 
水 産 振 興 課 長 草  野  弘  一 

産 業 環 境 部 
商 工 港 湾 課 長 高  橋  数  馬  

建 設 部 
土 木 課 長 星    潤  一 

建 設 部 
下 水 道 課 長 関    陽  一  

市 民 総 務 部 
総 務 課 長 補 佐 
兼 総 務 係 長 伊 藤  勲 

教 育 委 員 会 
教 育 長 髙 橋 睦 麿  

教 育 委 員 会 
教 育 部 長 阿  部  光  浩 

教育委員会教育部次長 
兼教育総務課長 本  田  幹  枝  

選挙管理委員会 
委 員 長 

 

坂  井  盾  二 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 相 澤  勝  監 査 委 員 高 橋 洋 一 

監 査 事 務 局 長 菅  原  秀  一    

─────────────────────────────────────────── 

 

   事務局出席職員氏名 

事 務 局 長 鈴  木  康  則 
 

事 務 局 次 長 

兼議事調査係長 鈴  木  忠  一 

議事調査係主査 平  山  竜  太  議事調査係主事 片  山  太  郎 
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   午後１時  開議 

○議長（香取嗣雄） 去る12月３日、告示招集になりました平成30年第４回塩竈市議会定例会を

ただいまから開会いたします。 

  直ちに会議を開きます。 

  本議場への出席者は、市長、教育委員会教育長、選挙管理委員会委員長、監査委員並びにそ

の受任者であります。 

  これより、さきに開催されました総務大臣感謝状贈呈式において、市議会議員としての長年

にわたる功績に対して、感謝状の贈呈がありましたので、感謝状の伝達を行います。 

○議会事務局長（鈴木康則） それでは、感謝状の伝達を行います。議員在職35年以上表彰とし

て総務大臣からの感謝状の伝達を行います。曽我ミヨ議員、演壇にお進みください。 

○議長（香取嗣雄） 感謝状。宮城県塩竈市、曽我ミヨ殿。 

  あなたは35年以上の長きにわたり、市議会議員として地方自治の振興、発展に寄与され、住

民福祉の向上に尽くされた功績はまことに顕著であります。よって、ここに深く感謝の意を表

します。 

  平成30年10月26日、総務大臣石田真敏。 

  代読でございます。どうもおめでとうございました。（拍手） 

○議会事務局長（鈴木康則） 以上で感謝状の伝達を終了いたします。 

○議長（香取嗣雄） 本日の議事日程は、「日程第１号」記載のとおりであります。 

  傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等を持参されている方は、電源を切るようにお願いを

いたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（香取嗣雄） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員には、18番曽我ミヨ議員、１番小野幸男議員を指名をいたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第２  会期の決定 

○議長（香取嗣雄） 日程第２、会期の決定を行います。 

  本定例会の会期は、11日間と決定することに、ご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、本定例会の会期は、11日間と決定いたしました。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第３  諸般の報告 

○議長（香取嗣雄） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告につきましては、さきに皆様方にご配付しておりますとおり、専決第16号「和解

することについて」、専決第17号「車両損傷事故による和解及び損害賠償の額の決定につい

て」、専決第18号「家屋破損事故による和解及び損害賠償の額の決定について」、専決第19号

「車両損傷事故による和解及び損害賠償の額の決定について」、以上４件につきましては地方

自治法第180条第２項の規定により、12月３日付で議長宛てに報告がなされたものであります。 

  また、監査委員より議長宛てに提出されました、例月出納検査の結果報告１件並びに企業会

計例月出納検査の結果報告１件であります。 

  これより質疑に入ります。 

  13番鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） 私から、専決第17号、第18号、そして第19号について質疑をさせていただ

きます。 

  まず専決第17号ですが、これについては、工事現場でしょうか、カラーコーンが飛びまして、

車両を損傷したというような事故でありまして、このカラーコーンはどうしてここにあったの

か、それから天気予報とか、最近はきちんとした予報がなされている状況でもありますし、風

が出たなら飛びそうだというのはわかりそうなものだなと思うわけですけれども、なぜ対策を

とらなかったのか、その辺をお聞きしたいと。一連の経緯、経過をお聞きすればわかるのかな

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 専決第17号、市営北浜住宅駐車場内の車両損傷事故についてご質問

をいただきました。カラーコーンの設置の理由、あるいは事故の発生を予測できなかったのか

というふうなご質問かと思います。 

  初めに事故発生について事実関係を簡潔にご説明させていただきますと、当時隣接する区画

整理事業区域では載荷盛り土による地盤改良工事を施工中でありまして、道路部分は未舗装の

暫定供用であったことから、カラーコーンを配置し、通行帯を明示する安全対策を行っており

ました。カラーコーンにつきましては、転倒防止を兼ね、おもりが附属したものを設置してお
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りましたが、台風24号の接近に備え、実施いたしました現場のパトロール、その際には、この

中におもりのない物が１つ混入していたことを見落としており、結果、これが飛散し、事故原

因となったものであります。 

  今後の対応ですけれども、今後とも再発防止を含めた安全管理を徹底させていただきますの

で、ご理解願います。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） わかりました。１個だけおもりのついていないコーンがあったということ

で、見過ごしたということですね。今後こういったことがないように、よろしくお願いしたい

なと思います。 

  次に、専決第18号について。これについては、強風で飛ばされた松の枝が屋根に当たり、屋

根を損傷したという事故でありますけれども、この内容をよく見させていただきました。私も

知っている地域なので、そこも通ったりもしていますし、頭には入っていたんですが、市管理

の用地内の松の木ということですけれども、道路用地内というような表現がされているんです

が、道路があったとは思えないし、通る場所の道路には松の木がないということで、どういう

状況なのかなと思いますので、その辺、ちょっとご説明をいただきたいのと、それから屋根の

損傷でありますけれども、この額が結構な額になっているんですね。これはどうしたことなの

かなという、屋根のこの部分修理であればこんなに経費もかからないだろうと考えるわけです

が、その辺の状況を、これも一連の経緯と経過をご説明いただければわかるのかなと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 専決第18号、家屋破損事故についてご質問いただきました。事故の経

緯、概要について説明をさせていただきます。資料№１の４ページとあわせまして資料№１の

２の４ページをごらんください。説明は、資料№１の２の４ページ、５ページをごらんいただ

きながらお聞き取りいただければと思います。 

  まず位置関係からご説明いたしますと、事故発生場所につきましては４ページの下段に位置

図をお示ししておりますが、中央の小松崎１番地区から右折し、第二小学校へ向う市道小松崎

北浜線沿いの住宅で、丸印の箇所となります。上段には見取り図をお示ししておりますが、中

央が相手方住居であり、右側が市管理道路用地ののり面となります。 

  経緯といたしましては、市管理道路用地ののり面内にありました松の木が、平成30年９月上
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旬の台風等の影響によって倒れ、５ページの写真に載っております隣接する相手方住宅の屋根

を破損させたものであります。下の写真は、応急措置により倒木を撤去した後の状況を写した

ものですけれども、屋根には20センチメートルを超す穴があいた状況であり、事故発生から応

急措置までに３週間ほど時間が経過したため、雨漏り等によって天井、壁、床などの損傷が進

んだものと推察いたしております。 

  事故発生から応急措置までの時間を要した点でございますけれども、相手方はひとり暮らし

の要介護者であり、毎日朝晩訪問介護を受けている方であります。また、聴覚の障がいや、雨

漏りした部屋は、こちらは通常使用していないといったこともありまして、倒木被害に気づか

ず、確認のおくれが生じたため、このことによって被害が広がったものであります。 

  本件を踏まえました今後の対応としましては、市職員や道路維持管理委託業者による日々の

パトロールを引き続き実施し、特に台風等、そういったときには強風が予想される状況にあり

ますので、あらかじめパトロールを強化し、安全性の確保に努めてまいります。ご理解願いま

す。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） わかりました。 

  この専決第18号もそうですが、これから質問する専決第19号もそうですが、市管理用地のか

かわり合いが大きいんですね。そんな点で従来のとおりの管理でいいのかなという疑問も湧い

てきます。やはりこの木々についてはだんだん毎年毎年伸びてくるものでもあるし、ある程度

計画的な対応が必要なのではないかと考えるわけですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 今回の事故後、造園業者さんに依頼しまして、周辺の樹木の確認、調

査をさせていただいております。その結果、こちらののり面周辺には５本程度の高木がありま

して、そのうち１本が一部枯れていることが確認されております。これにつきましては速やか

に伐採するよう準備を今進めております。また、その他の高木につきましても今後とも状況等

を常に確認をさせていただきながら、必要な措置を講じてまいりたいとは考えております。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、専決第19号についてお聞きをいたします。 



-7- 

  これについては、この地区については、以前もこの専決処分で私も質問を何回かさせてもら

っているわけですが、記憶によるとここ最近で３回目ではないかと思います。ちょっとエリア

的には同じエリアですけれども、上下の差がありますが、同じような形態でやはり枝が折れた

りという、それでの事故となるわけですが、あの折には、いろいろ今後ともこういった管理を

していきますということで伐採もしたりとか、やってきたと思いますが、その後、前回の私が

質問させてもらったあれはことしの春でしたか、何か去年の今ごろかだったと思いますが、そ

の後の対応の経過、どういった対応をとられてきたのかをお聞きをまずしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 鎌田議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  こちらの専決第19号の車両損傷事故でございますけれども、議員ご指摘のとおり、こちらは

塩竈市の普通財産ということでございまして、いわゆる市民の公共施設の用に供していない普

通の財産ということで管理させていただいているものでございます。昨年12月に事故がござい

まして、去る６月定例会で専決処分ということでご報告をさせていただいております。そのと

きが２回目で、今回３回目ということでご報告させていただいておるところでございます。 

  前回、６月定例会以降、まずは専門家の業者に見ていただくというようなことでご相談をさ

せていただいておりますけれども、まずは塩竈市の職員が、塩竈市で管理しております普通財

産約200カ所ございますけれども、そのうち山林のおうち、特に危険だと思われる箇所につい

て、市の職員がグループを組んで目視の確認をさせていただいておるようなところでございま

す。その上で造園業者さんにお願いをしまして、今樹木伐採の手配をさせていただいておりま

して、年明け２月にも伐採をいただくということでお願いをしておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） 前回の質問で、ある程度近いところやらなんやらを伐採するという話でし

た。そうすると残った木に風圧がかかるというか、そんな観点もあるし、かえってそれがもと

になったのかなと。これは結果論ですけれども。それを責めるつもりはないんですが、あの折

にそういった伐採もあれですが、針葉樹から広葉樹にかえたらどうでしょうかというような提

案をさせていただきました。一般的には針葉樹は根の張りぐあいが小さいし、その点、広葉樹

については根を広く張るということで、こういった傾斜地やら、こういったところについては

やはり広葉樹が向いているのではないかと思うので、６月の、私が質問させてもらった、提案
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させてもらったあの時期から、そういった検討といいますか、そういうことはなされたのでし

ょうか。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 造園業者の方とまずは伐採、あるいは危険を防止

するためにどうしたらいいかということで伐採を中心にちょっと相談をさせていただいており

ます。たしかに前回の６月定例会の折に針葉樹はどうだというようなお話をいただいておりま

したので、そちらにつきましても打ち合わせをさせていただきたいと考えております。 

  こちらの用地の関係でございますけれども、前の定例会でもお話ししましたとおり、明治40

年に取得している土地で、それ以降樹木が確かに成長しておるところでございます。本当にも

う50年以上経っているかなり大きな木が大量にそちらには林立しているところでございます。

こちらにつきましては、これまでも実は長い間余り大きな事故がなかったということで、それ

ほど大きな予算をかけて対応してこなかったということがございますけれども、昨年度からや

はり計画的にこういった事故を未然に防ぐ必要があるだろうということで、予算をある程度の

措置をさせていただいておりますので、こういったことで、これから少し計画的にどういった

樹木にかえるかということも含めて検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） 次に話そうかなと思ったんですが、ちょっと市民総務部長から今言われた

ように、私は市の管理地が結構な管理地に及ぶということもありますし、年数も経過している

ということもありますので、やはり計画的に管理をされて、できればそういった樹木の種目選

定ですか、その辺もちょっと考えられたらいいかなと提案をして終わりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 16番伊勢由典議員。 

○16番（伊勢由典） 私からは、手元に配られている例月出納検査の結果について確認をさせて

いただきます。 

  最初に監第33号というところで何点か確認させてもらいます。ここには全ての会計の特別会

計、一般会計も含めて予算額が記載されております。合計で約483億4,320万円と、こういうこ

とで平成30年度の予算には含まれております。これをずっと横で見ていきますと、調定額とい

うのがあって256億5,668万円となっております。調定額という点で、改めてこういう金額での
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それぞれ調定された金額、隣が161億円の収入済額ということで、例えば調定額から収入済額

を差し引きますと94億円というのが収入未済ですとなっております。１点監査委員にお聞きし

たいのは、こういった例月出納検査で毎月３カ月ごとに出てきますが、これは監査委員の立場

から見て、例えば調定額なり収入済額なり、収入未済額というのは大体例年どおりと捉えてよ

ろしいんでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） ただいま予算現額が483億円ということで、昨年度の予算が594億円で

111億円ほど減になっております。これは震災復興による復旧復興事業の関連が縮小してきた

ということによるものと考えております。 

  それで、執行率、収入率ということですけれども、予算に対する執行率が９月時点で33.4％、

昨年が34.4％ですのでほぼ昨年並みぐらいということで、収入率につきましては63.1％と表記

してありますけれども、昨年が69.3％ということで、こちらも大体昨年どおりぐらいで、前年

度からそんなに大きく変化していない状況にあると見ております。 

○議長（香取嗣雄） 伊勢議員。 

○16番（伊勢由典） 大体前年並みの関係で、予算に対して調定額も含めて、それぞれ執行率も

含めて同水準と捉えてよろしいのかなと思います。 

  そこで、１つは調定額、私たちもよく耳にするんですが、調定額とはどういうものなのか、

改めて、調定額そのものの考え方、捉え方についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 調定額というのは、その時点で入ることが決まってきた金額を入る予

定であるという形で額が決まった部分という形で捉えております。それで、収入済額というの

は、その中で実際にお金が入ってきた部分というのが、調定額と収入済額ということになりま

す。 

○議長（香取嗣雄） 伊勢議員。 

○16番（伊勢由典） 改めて私も聞いたので、調定額とは何なのかなということで、宮城県のホ

ームページをちょっと開いてみました。そうしたら、調定とは、その歳入の内容を具体的に調

査し、収入すべき金額を決定する行為で、公金を公金として収納するための手続と。調定がな

いと収納義務者への納入通知ができないと。だから前段の調定を図らないと、いわば税なり、

あるいは使用料ですか、そういうものがきちんと入ってこないということで、改めて理解をし
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たところです。 

  そこで、こういった７、８、９月までの今年度の調定額との関係で、収入はここまでありま

したと。256億円のうち161億円が収入済額で、収入未済、調定額に対してということで比較を

していて、94億円ですよね。そうすると、先ほど予算では483億円ですから、もっとある意味

その調定額が本来ふえて、その年度内の執行で入ってくるべきもの、そういった税なり使用料

があるのかな、あるいは国の支出金なり分担金なりがあるのかなと思いますが、その辺のいわ

ば会計ですので、改めてその辺の今後の取り扱い等について、そういったものを、予算との関

係、予算の現年度の関係でどのような対応や処置がされていくのか、その辺、ちょっと確認さ

せていただきたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 現在まで調定が256億円で、大体５割ちょっと超えているぐらいのよ

うな形になりますけれども、これについては、交付税が確定したときに交付税の分が加わると

か、補助金が確定したときに補助金の分が加わってくるという形で、恐らく予算に近い形の金

額が調定されてくる、今後されてくるんだろうとは考えております。あと、具体的に細かいと

ころまでは、ちょっと私は把握しておりませんので。 

○議長（香取嗣雄） 伊勢議員。 

○16番（伊勢由典） そこで、改めて収入未済額ですね。今後その調定に対して収入未済額94億

円ほどまだありますが、財政課としては、例えばこういう未済額の関係でどのように対応し、

捉えていけばいいのか、ちょっと私らも対処方についてはわからないので、その辺であらあら

で結構ですので、お答えいただければと思います。 

○議長（香取嗣雄） 末永財政課長。 

○市民総務部財政課長（末永量太） 財政課からお答えいたします。 

  まず前段、調定についての考え方からもう一回ちょっとまず整理させていただきたいんです

けれども、役所の歳入の予算というのは、ご承知のとおり市税から国庫補助金、国庫支出金で

すとか、地方債ですとか交付税ですとか、さまざまな歳入があります。それぞれの歳入という

のは、１年間の中でいつ入ってくるかというのはばらばらです。例えば定期的に入ってくる使

用料ですとか、そういったものというのは毎月毎月定期的に一定程度入ってくる。それに対し

て、例えば交付税ですと額が大きいんですけれども、普通交付税ですと４月、６月、９月、11

月と年に４回入ってくるという動きになります。市債に関していえばもう本当に年１回、もし
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くは２回程度、そのタイミングで10億円単位での金額が入ってくるということで、何を言いた

いかというと、各月ごとに収入というのは全くもってばらばらの状態になるということになり

ます。 

  ご質問の収入未済額なんですけれども、調定、先ほど監査委員からお話ししましたとおり、

入ってくるという見込みの額が確定したときにこのぐらいの金額が入ってきますよということ

で調定を切ります。だけれども、例えば市税なんかでいいますと、４月から来年３月までの１

年間を通して入ってくるわけです。ですので、この９月末の段階で調定は切っていますけれど

も、当然10月以降の市税はまだ入ってきていないということで、それが収入未済額という形に

なっております。この辺が収入未済額と収入済額、あと予算額との関係というのが、ざっくり

な説明で恐縮ですけれども、そういった内容でございます。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 伊勢議員。 

○16番（伊勢由典） これはそれぞれ収入、あるいは未済額の流れですので、出納閉鎖の時期ま

での期間を見ないと最終確定はできないんでしょうから、その辺は今後いろんな市税の入って

くる流れやさまざまな流れについては、ちょっと今後も注目を払いたいと思います。これは一

応一般会計の関係でも大体大筋わかりましたので、これで終わりたいと思います。 

  次に、病院会計だけちょっと１点だけお聞きをしたいと思います。それで、お聞きしたいの

は、監第34号ということで、病院での全体事業収入は、これを見ると18億9,500万円というこ

とになっております。一方で支出合計が17億1,908万円ということで、前年の関係で病院の経

営自体の上半期といったらいいんですかね。その辺の関係でどのように捉えていけばいいのか、

そこだけちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 病院は１ページ目に記載されておりますけれども、９月末時点で収入

合計が、先ほど出ましたように18億9,000万円、あと支出が17億1,000万円ということで、プラ

スマイナス１億7,600万円の現金が今帳簿上、黒字になっているという形になります。ただ、

上のほうに一時借入金の欄がありますけれども、９月に２億円ほど一時借り入れをしていると

いう状況になっております。それで、現金の残が１億7,600万円という形になっております。

それで、昨年の９月末時点で一時借入金の残高が１億1,500万円ということですので、昨年よ

りも8,500万円ほど一時借入金が多くなっているという形になります。 
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  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 伊勢議員。 

○16番（伊勢由典） わかりました。 

  病院については、さまざま私どももやはり病院経営自身、今後あり方についてさまざまな角

度で議論されると思いますので、一応監査で見た数字の確認をして、これで終わりたいと思い

ます。 

○議長（香取嗣雄） 志賀勝利議員。 

○10番（志賀勝利） 私からも、監第33号、一般会計及び各特別会計についてお伺いしたいと思

います。 

  第33号の２ページです。歳入に関して確認をさせていただきたいと思います。今回７月、８

月、９月ということで報告されているわけですが、歳入の面で、例えば一般会計の場合、７月

が６億約8,000万円、８月が９億円、それで９月になって30億円というかなりの金額のばらつ

きがあるわけですが、こういったものは毎年こういう傾向にあるものなのか、それと、こうい

った30億円という大きな数字のものが、先ほど財政課長がおっしゃったような交付金に当たる

月なのでふえたのか、その辺、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 先ほど財政課からもお話がありましたように、なかなか平準化した形

で入ってくるわけではないという形になります。それで、特に９月が30億円という形で大きい

収入になっている。このうち交付税の関係が18億円ぐらい入っているということで、９月につ

きましてはかなり大きな収入になっているということで、30億円という数字が出てきていると

いう形になります。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ありがとうございます。 

  例えばその30億円の中身なんかについては、どういうものが来たのかはこの場で教えていた

だけるんですか。 

○議長（香取嗣雄） 菊池会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（菊池有司） 例月出納検査で監査委員に書類を提出しておりますのは

会計課ですので、私から説明させていただきます。 

  まず、平成30年９月ですと、今言ったように地方交付税関係が18億4,000万円ほど入ってき
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ております。そのほかになりますと、これは毎月ですけれども、市税、これが２億7,000万円

ほど歳入として入っております。９月ですと地方消費税の交付金として、これは宮城県から３

億1,700万円ほど入ってございます。それとあと保育所、これは使用料関係、分担金負担金で

す。保育所の入所保育料が１億2,000万円ほど。それと国庫支出金関係になります。こちらは

主に生活保護費でありますとか、障がい者関係、そういった国庫負担金ですけれども、これが

３億2,600万円ほど歳入として入ってございます。その他は県の支出金として、これは乳幼児

医療費でありますとか、児童手当の県の交付金ですか。そういったものを含めて6,600万円ほ

ど入っております。これで全部、30億円までは行きませんけれども、主な歳入としては以上の

とおりでございます。よろしくお願いします。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ご丁寧な説明ありがとうございます。 

  それと、同じページで交通事業特別会計、ここのところでお聞きしたいんですが、この交通

事業の場合のこの歳入の部というのは、これは運賃収入に当たるのかどうか、ちょっと確認さ

せていただきます。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） ちょっと細かくはわかりませんけれども、料金収入とその他の部分が

入っていると思いますけれども、内訳については今手元にありませんので、ちょっとわかりか

ねます。 

○議長（香取嗣雄） 菊池会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（菊池有司） 今監査委員おっしゃったとおり、ほとんど料金収入です

けれども、あと公告収入とかも本当に一部入ってございます。ざっくり言うとそういうふうな

形になります。ご理解願います。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） なぜこの小さい金額を聞いたかといいますと、例えば、７月、８月、９月

で当然観光シーズンに入ってくるんだろうなと。例えば７月が極端に金額が少なくて、９月が

1,200万円と倍以上になっていると。どういった要因があるのかちょっとお聞きしたいと思っ

たんですね。例えば９月が1,200万円とこれだけ伸びているのであれば、ほかの月も同じ要件

で伸ばせる手だてがないのかなということもちょっとちらっと考えたものですから、これをち

ょっとお聞きしたいなと思ったわけです。 
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○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 市営汽船の料金収入でございます。今議員から、観光シーズン、

夏休みとかを含めての金額にしては７月が少ないのではないかというのが趣旨かと思いますが、

市営汽船の料金収入ですと、その月の分１カ月分を月末でまとめまして、その分を調定を切っ

て翌月に入るという形になります。ですから、７月に実際料金が入ったものが８月に計上され

てくる。８月分が９月という形になります。なおかつ９月分については学校等の定期券なんか

も入っていますので、８月のところの９月の収入分が多くなっているというふうな事情がある

ということをご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ありがとうございます。 

  実際の収入よりは１カ月ずれてここに計上されると。７月から、例えば、海水浴とかなんと

かがふえてくると７月、８月、９月というふうに反映されてくるというところで理解してよろ

しいわけですね。ありがとうございます。 

  それと、今度は魚市場事業特別会計のことでちょっとお聞きしたいと思いますが、歳入歳出、

歳入が、７月が835万円、８月が601万円、９月が838万円。一方歳出は、歳入835万円に対して

歳出が1,216万円、８月は歳入が601万円に対して1,013万円、９月は歳入の838万円に対して歳

出が1,360万円ということで、この３カ月間の歳入トータルが2,274万円、歳出が3,589万円と

いうことで、この差額1,315万円というのが要するに魚市場事業特別会計としてのこの期間の

赤字額という捉え方でいいのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 草野水産振興課長。 

○産業環境部水産振興課長（草野弘一） お答えします。 

  いわゆるキャッシュフロー上でいえば、議員がおっしゃるとおりで、その期間内ではやはり

入ってくるよりも出ていくほうが多いという現象になります。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） それで、半年間の合計をしますと、この差額が2,440万円になるんですね。

これでいくと魚市場事業特別会計の中での予算達成というんですか、予算内でその費用面で進

行していくのか、それとも魚市場事業特別会計の中での繰入金の予算をはみ出していってしま
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うのか、その辺はいかがなんでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 草野水産振興課長。 

○産業環境部水産振興課長（草野弘一） 失礼しました。 

  先ほど申し上げたのは、短期間のいわゆる独自財源です。魚市場の歳入をもって全て歳出に

充てられているのかというとそうではないという形になります。議員ご承知のとおり、魚市場

事業特別会計は、一般会計から最終的に繰り入れをいただくような形になります。経理上、繰

入金は年度末にどんとまとめて来ますので、一旦その年度末に至るまでは、やっぱりどうして

も歳出の方が多いといったような状態が続いております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 歳出についての予算が、何か１億6,900万円とうたってあるわけですね。

半年後、経過した時点で、歳出が5,976万円ということで半分以下の歳出になっているわけで

すね。ということは何を意味するのかなと。要するに、予定どおりの水揚げ金額が、市場の稼

動が悪いから歳出が減っているのかどうかというところなんですね。それで、このままで行っ

たときに魚市場の特別会計が当初の予算どおり全うできるのかなというようなところは、監査

ではそういう心配はしないでただ数字だけの確認をされているのか、そういうところも監査で

心配されて、今後どうなっているのというようなことを担当課にやっぱり打診するとかという

ようなことを日常的にされているのか、ただ数字の合わせだけに専念されているのか、ちょっ

とその辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 例月出納検査の時点では、もちろん数字を見てどうなのかと思ったり

することはありますけれども、担当課にお話しするということは特にしておりません。あと、

決算の段階では、事情とかなんとかは聞いたりはいたしますけれども、例月出納検査の段階で

はそういうことはしておりません。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ありがとうございます。監査委員はそこまでは注意していないということ

ですね。 

  それで、その次に監34号です。市立病院事業会計のところでお伺いしたいと思います。 

  どういう意味なのかちょっとわからないところがあるので、というのは、まず前年度未収金
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というものがありまして、３億6,000万円ほど乗っかっていまして、それで７月には57万5,000

円、８月には18万9,000円、９月には６万9,000円の執行額という数字が掲載されているんです

が、まずこの前年度未収金という考え方はどういうものなのか、ちょっと中身を教えていただ

ければ。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 前年度未収金といいますのは、３月31日決算の段階で、病院ですと例

えば２月分と３月分の診療報酬が入ってくるべきというか、カウントしていると。でも現実的

にはまだお金が入っていないということで、そういったものが前年度未収金という形になりま

す。それで、それがここにはちょっと数字は書いておりませんけれども、昨年度の決算で前年

度未収金が４億1,800万円ほどあったという形になります。その変移がこの表に書いてあると

いう形になります。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ということは、そうするとその前年度の未収金というのが一、二カ月のや

つに入ってくるのではなくて、６カ月間もそういったものが、診療報酬とかがずれて入ってき

ているという理解でよろしいわけですか。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） そういうことではなくて、例えば、２月の診療報酬については４月に、

ここですと今年度の４月で１億8,000万円ほど入っております。あと５月に３月分が入って１

億7,400万円ほど入っているという形になりまして、あと残りの5,000万円少々がこれまでの未

収になっているといいますか、なかなか診療報酬ではなくて患者さんから未納になっている部

分を含めて5,000万円ほどあるという形になっています。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） だから、最初の説明のとき、そういう説明をしていただくと、患者さんか

らの未収金もありますよということで、何か診療報酬だけのお話をされているので、そういう

5,000万円ほど患者さんからの未収金があるということでよろしいわけですね。わかりました。 

  それと、あとこの水道事業会計をちょっとまたお聞きしたいと思いますが、同じように水道

事業会計でも前年度未収金というのが１億4,193万円ですか、ということがあるわけですが、

これについてはこの中身について、ちょっと意味についてお聞きしたと思います。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 
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○監査委員（高橋洋一） 今年度の水道の決算で１億4,000万円ほどの未収金がありましたけれ

ども、これは国庫補助金と他会計の負担金が３月末時点ではまだ入っていなくて、実際は４月

に入っておりますけれども、その分が主なものとして未収金になったということになります。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） これは料金未回収という部分は入っていないんでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 水道の場合は、未収料金の分は入っていないという形になります。ご

めんなさい。３月分がすっかり入っていないという意味じゃなくて、未納の方は若干おります

ので、若干はありますけれども、基本的には病院と違って入っていないという形になります。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ありがとうございます。 

  毎年こういう報告書を出されていて、今さら何で聞くんだと思われるかと思いますけれども、

改めていろいろ見ていますとちょっとわからないところもあったものですから、ちょっとお聞

きしたわけです。 

  それと、監査報告、毎たび連続してお聞きしているわけですけれども、その報告文について、

いつも私がいつも同じでいいんですかということを言っているわけですが、監査委員がお２人

いて、その案件によって監査委員の方のお２人の意見が違ったりすることはないんだろうかと

単純な疑問を持つわけですね。それで、そのときに例えば、監査委員の意見がこうこう違った

よとかということを議会に対して報告するとか、それと、その監査委員の意見の違いと、それ

から監査委員として市当局にいろいろ進言されているかと思います。ところがそういった進言

をされたことが議会には一切伝わってこない。これは何か秘密事項なのか、それとも公開すべ

き事項なのかわかりませんが、我々議員というのは、どういうことが起きているのか一切わか

らない、蚊帳の外に置かれたままこういった報告をずっと受け続けているわけですが、その辺

については、監査のお２人の意見がそういった相反する違ったことがあったのか、それと、当

局に対してのそういったいろんな進言なりが今まで一切なかったのかについてお聞きしたいと

思います。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 今回は例月出納検査だけで定期監査の部分は入っていませんけれども、

定期監査、例月出納検査含めて議会に報告という形にしている部分につきましては、監査委員
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同士の合議が成立といいますか、意見があった部分ということで報告させてもらっています。

それで、仮にそういった意見が合わないという形、合議が成立しないというときには報告はで

きないという形になりますので、例月出納検査と定期監査については、合議が成立したものだ

け報告させてもらっているという形になります。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 市当局に、特別これ以外に報告しているということは、進言したりと

いうことはございません。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） そうすると、監査委員としては、市当局の会計処理については全て適正に

行われているか、今まで一切そういう是正勧告とか、そういったことは一切今までなかったと

いう理解でよろしいんですか。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 例月出納検査ではありませんし、決算の段階では決算の中で意見とい

う形で若干述べさせてもらったりすることはございますけれども、特にそれ以外の部分で進言

といいますか、当局にお話ししたことはございません。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） そうすると、その辺が、決算ではそういったことがあるというお話でした

けれども、それについては私もちょっと記憶していないんですが、この報告書の中にはこうい

った意見を出したよということは記載されているわけですね。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 決算のときにお出しします厚い本といいますか、冊子がございますけ

れども、あそこの中に状況を書いたり、もっと努力してくださいとかなんとかという形での意

見は述べさせてもらっております。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） そうすると、塩竈市の監査の場合は、途中の期間中については特段にそう

いったことは、当局に対して意見を述べることはないという理解でよろしいわけですね。 

  それで、この監査で10月に２件ほど住民監査請求が出ていると思います。ただ、そういうこ

とがその監査報告には一切記載はされていないですが、ただ、地方自治法を読みますと、結果

が出たときは、公示すべきだということが書いてあるんですが、そういったものが出されてい
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るということが、例えば、議員の皆さんが全く知らないままでいていいのかなと単純に疑問に

思うわけですね。そうすると、そういったものが出されたときは、せめて監査の報告の中にや

はりこういうもので住民監査請求が出ていますというぐらいの報告があってもいいのかなと感

じるわけですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 住民監査請求については、監査請求の中で公開する部分とかなんとか

というのは決まっております。それで、特に議会に対して報告するということはございません

ので、こちらとしては報告をしていくという予定は今のところありません。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 報告はないというけれども、本当にそれでいいのかなと。開かれた自治な

のかなと感じるわけですね。結局そういうものは、住民から出されているのに議員が何も知ら

ずにいていいのかなと単純に疑問に感ずるわけですよ。やっぱりそこは今までやっていないか

らやらないんだと。当然、住民監査請求というのもしばらく出ていなかったようですけれども、

ここに来て出ていますので、そういったことをやはり議会に対して報告するぐらい、こういう

ものが出ていますよというぐらいの、せっかくのこの報告の機会があるわけですから、出され

たらいかがなのかなと思いますが、監査として検討する余地はございませんか。 

○議長（香取嗣雄） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一） 議会に対する報告が義務づけられているわけではない事項ですので、

正式な形で報告するということについては、ちょっと今監査委員２人で合議した内容というこ

とではありませんけれども、制度上は義務づけられていないということで、そういったご意見

があったことについては、２人の監査委員で少しお話ししてみようとは思っておりますけれど

も、制度上は報告する義務はない事項だと理解しております。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 開かれた自治という観点からいえば、結論が出る、出ないにかかわらず、

せめて議員にはそういったものが提出されているというぐらいの報告はあって私はしかるべき

だと思いますので、別に決してその地方自治法上に規定されているからやらなくていいんだと

かというんじゃなくて、やはりどこまでも開かれた自治ということを目指して、そこのところ

を今後検討していただきたいと思います。 
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  以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（香取嗣雄） これをもって質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

  以上をもって、諸般の報告を終わります。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第４  請願第１０号 

○議長（香取嗣雄） 日程第４、請願第10号を議題といたします。 

  今定例会において所定の期日まで受理した請願につきましては、お手元にご配付の請願文書

表のとおりであり、議会運営委員会に付託いたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第５  諮問第２号 

○議長（香取嗣雄） 日程第５、諮問第２号を議題といたします。 

  議案の朗読は省略いたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ただいま上程いただきました諮問第２号につきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。 

  これは、「人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて」でございます。現

委員７名中、２名の委員が平成31年３月31日をもって任期満了となりますため、その後任の委

員を法務大臣に推薦しようとするものであります。 

  後任には、塩竈市石堂にお住まいの阿部奈加子氏、昭和25年３月15日生まれを引き続き推薦

をしようとするものであります。 

  また、１名の委員が今期を限りに退任をされますことから、後任として、塩竈市玉川三丁目

にお住まいの佐藤福実氏、昭和26年４月10日生まれを新たな委員として推薦しようとするもの

であります。 

  経歴につきましては議案記載のとおりであり、いずれの方々も人物識見ともに適任と考えま

すので、満場のご賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由のご説明とさせてい

ただきます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 



-21- 

○議長（香取嗣雄） お諮りいたします。本件は人事案件でございますので、質疑、委員会付託、

討論を省略し、直ちに採決することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直

ちに採決することに決しました。 

  採決いたします。 

  諮問第２号「人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて」は、同意を与え

ることに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（香取嗣雄） 起立全員であります。よって、諮問第２号については、同意を与えること

に決しました。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第６  議案第６５ないし第７７号 

○議長（香取嗣雄） 日程第６、議案第65号ないし第77号を議題といたします。 

  議案の朗読は省略いたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ただいま上程されました、議案第65号から第77号までにつきまして、提案

理由のご説明を申し上げます。 

  まず、議案第65号「塩竈市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例」でありますが、復興推進計画に定める復興産業集積区域において対象施

設等を新設または増設した事業者等への固定資産税の課税免除の適用期限を１年間延長するた

め、所要の改正を行おうとするものでございます。 

  次に、議案第66号「塩竈市下水道条例の一部を改正する条例」でありますが、これは、自治

体に登録される排水設備工事責任技術者の登録の有効期間等について、宮城県内で統一を図る

ため、所要の改正を行おうとするものでございます。 

  次に、議案第67号「塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例」であります。 

  これは、塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙において選挙運動用自動車への公費負担の導入

を行うとともに、公職選挙法の一部改正により頒布が可能となりました市議会議員選挙におけ
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る選挙運動用ビラへの公費負担の導入等を行うため、新たな条例を制定しようとするものであ

ります。 

  次に、議案第68号「塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び塩竈市水道事業給水条例

の一部を改正する条例」であります。 

  これは、学校教育法等の一部改正により、新たな高等教育機関として専門職大学が創設され

ることに伴い、一般廃棄物処理施設における技術管理者並びに水道布設工事監督者及び水道技

術管理者の資格要件におきまして、「短期大学の卒業」の規定に短期大学の卒業と同様の教育

水準を達成したとみなされる「専門職大学前期課程の修了」を含める等、所要の改正を行おう

とするものであります。 

  続きまして、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」から、議案第74号「平成30

年度塩竈市藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計補正予算」につきまして、提案理由のご説

明を申し上げます。 

  まず、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」でありますが、国の補正予算を活

用した事業といたしましては、市内小中学校の普通教室などへのエアコン整備といたしまして、

小中学校空調整備事業を計上していたしております。 

  また、東日本大震災復興関連予算といたしましては、平成31年３月11日に開催予定の東日本

大震災追悼式開催費や、被災された方々に対する東日本大震災災害義援金の計上のほか、本市

水産加工業従業者の確保策として、塩竈市水産加工業従業員宿舎整備事業などを計上をさせて

いただいております。 

  その他、通常事業といたしましては、市内の道路付属施設等の緊急安全点検に基づきまして、

早期に補修等が必要な施設設備を修繕するための道路維持補修工事費の計上や、第３期都市再

生整備計画に基づいて本塩釜駅駅前広場を整備する都市再生整備計画事業などを計上いたしま

したほか、平成30年度決算を見据えた決算整理のための減額を含めまして、歳入歳出それぞれ

２億7,059万3,000円を減額補正をいたし、総額を247億161万7,000円とするものであります。 

  主な歳出といたしましては、国の平成30年度補正予算を活用した事業予算といたしまして、 

  １．市内小中学校へのエアコン整備のための小中学校空調整備事業として 

                                  ３億7,768万9,000円 

  東日本大震災復興関連事業といたしまして、 

  ２．東日本大震災追悼式の開催経費として                476万7,000円 
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  ３．同じく、東日本大震災災害義援金として              2,190万2,000円 

  ４．同じく、本市水産加工業の従業者確保のための塩竈市水産加工業従業員宿舎整備事業と

して                                    1,000万円 

  通常事業といたしまして、 

  ５．道路付属施設等の緊急点検の結果を踏まえ、早期に施設設備の修繕を行うための道路維

持補修工事費として                              250万円 

  ６．同じく、第３期都市再生整備計画に基づき、本塩釜駅駅前広場の整備を行う都市再生整

備計画事業として                              9,000万円 

  決算整理に向けた減額といたしまして、 

  ７．平成30年度決算を見据え、事業費の確定や進捗などにより、事業予算の決算整理を目的

とした、東日本大震災復興関連事業、通常事業及び各特別会計繰出金の減額補正として 

                                  ９億1,383万9,000円 

などを計上いたしております。 

  これらの財源につきましては、 

  小中学校空調整備事業や都市再生整備計画事業などの補助事業に係る国庫支出金として 

                                  １億3,744万9,000円 

  東日本大震災災害義援金に係る寄附金として              2,171万7,000円 

  東日本大震災追悼式開催費や塩竈市水産加工業従業員宿舎整備事業などに伴う増額補正のほ

か、決算整理のための減額補正に係る財源であります、繰入金の減額補正として 

                                  ６億9,659万1,000円 

  同じく、減額補正に係る財源であります、地方交付税の減額補正として 

                                  ４億6,807万6,000円 

などを計上いたしております。 

  債務負担行為つきましては、元号改正に対応するための住民情報システム及び内部情報シス

テムの改修委託のほか、学校給食調理業務一部委託の計３件を追加するものであります。 

  また、地方債につきましては、都市再生整備計画事業、緊急防災・減災事業債のほか、小中

学校空調整備事業に係る小学校施設整備事業及び中学校施設整備事業の計４件について、それ

ぞれ限度額を増額変更をいたすものであります。 

  次に、議案第70号「平成30年度塩竈市下水道事業特別会計補正予算」でありますが、北浜地
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区災害復旧事業におけます、受注業者の破産手続開始による工事履行不能に対応するため、残

工事の速やかな再発注・施工に向けた事業予算の計上のほか、復興事業といたしまして、工法

の見直し等に伴う北浜地区区画整理関連下水道事業の増額補正予算を計上いたしております。 

  また、東日本大震災復興交付金事業などの決算整理に向けた減額補正及び平成29年度決算の

精算に伴います繰越金とともに、一般会計繰出金を計上しまして、歳入歳出それぞれ４億148

万5,000円を増額し、総額を58億1,976万9,000円とするものであります。 

  債務負担行為につきましては、北浜地区災害復旧事業の補正計上に伴います、公営企業災害

復旧費を追加するものであります。 

  また、地方債につきましては、公営企業災害復旧事業及び公営企業復興交付金事業の計２件

について、それぞれ限度額を増額変更いたすものであります。 

  次に、議案第71号「平成30年度塩竈市漁業集落排水事業特別会計補正予算」でありますが、

平成29年度決算の精算に伴います繰越金とともに、一般会計繰出金を計上して、歳入歳出それ

ぞれ1,573万7,000円を増額をし、総額を２億2,433万7,000円にするものであります。 

  次に、議案第72号「平成30年度塩竈市介護保険事業特別会計補正予算」でありますが、保険

事業勘定につきまして、平成29年度決算の精算に伴います財政調整基金からの繰入金とともに、

一般会計繰出金を計上いたしまして、歳入歳出それぞれ17万5,000円を増額し、総額を54億

7,265万1,000円とするものであります。 

  次に、議案第73号「平成30年度塩竈市北浜地区復興土地区画整理事業特別会計補正予算」で

ありますが、区画整理事業の決算整理に向けた減額補正を計上いたしましたほか、平成29年度

決算の精算に伴います繰越金とともに、一般会計繰出金を計上いたしまして、歳入歳出それぞ

れ4,275万5,000円を減額をし、総額を１億7,834万5,000円とするもであります。 

  次に、議案第74号「平成30年度塩竈市藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計補正予算」で

ありますが、平成29年度決算の精算に伴います繰越金とともに、一般会計繰出金を計上いたし

まして、歳入歳出それぞれ286万4,000円を増額をし、総額を１億6,196万4,000円にするもので

あります。 

  続きまして、議案第75号「工事施行協定の一部変更について」でありますが、内容につきま

しては、宮城県と締結をいたしております「東日本大震災による港湾災害復旧事業と隣接する

野野島漁港毛無崎護岸災害復旧事業に係る工事施行に関する協定」の一部変更でありまして、

全体事業費の確定により宮城県の工事受託枠設定額が拡大をされたことに伴い、協定金額１億
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4,962万4,000円を２億2,049万9,000円に増額変更するものであります。 

  続きまして、議案第76号「工事請負契約の締結について」であります。工事名「３０－復・

交 越の浦雨水ポンプ場流入渠築造工事」でありますが、越の浦地区の内水排除機能強化を目

的とした、雨水ポンプ場流入部の水路整備に係ります工事請負契約でありまして、去る10月18

日に一般競争入札の公告を行いましたところ、３社から参加の申し込みがあり、11月12日に入

札を執行した結果、坪井工業株式会社東北支店が４億9,788万円で落札をし、11月26日に仮契

約を締結したものであります。 

  以上の結果を受けまして、議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定に基づき、

提案を行うものであります。 

  続きまして、議案第77号「塩釜港旅客ターミナルの指定管理者の指定について」であります

が、塩釜港旅客ターミナルについて、選定委員会の審査を経て候補者となりました塩釜港開発

株式会社を指定管理者に指定しようとするものであります。 

  以上、各号議案についてご説明を申し上げましたが、なお、補足を必要とする部分につきま

しては、担当部長から説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、ご協賛を賜りますよう

にお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。私からは以上でございま

す。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） それでは、私からは、議案第69号「平成30年度塩

竈市一般会計補正予算」の概要につきましてご説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案資

料№５の13ページをお開き願います。 

  こちらの表は、一般会計及び特別会計の12月補正後予算額の総括表でございます。今回補正

いたします金額は、補正額の欄にありますように一般会計マイナス２億7,059万3,000円、下水

道事業特別会計４億148万5,000円、漁業集落排水事業特別会計1,573万7,000円、介護保険事業

特別会計17万5,000円、北浜地区復興土地区画整理事業特別会計マイナス4,275万5,000円、藤

倉地区復興土地区画整理事業特別会計286万4,000円、合計では、一番下段にありますように１

億691万3,000円となるものでございます。これによりまして、一般会計及び特別会計の補正後

の予算総額は、その右側にありますように439億327万3,000円となりまして、補正前に比べま

すと0.2％の増となります。 

  次に、一般会計の補正予算の概要につきまして歳出からご説明をさせていただきますので、
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同じ資料№5の16、17ページをお開き願いたいと思います。 

  ここでは歳出予算を目的別に分類しておりますので、補正額の欄で費目２の総務費7,149万

4,000円でございますが、右ページ備考欄をごらんいただきたいと思います。訴訟及び行政不

服審査請求事務につきましては、通行権確認など、調停事件に係る弁護士費用を、東日本大震

災追悼式開催費につきましては、塩竈市の追悼式の開催に係る事業費を、国庫補助金等返還金

につきましては、補助事業の確定に伴い、概算交付を受けておりました国県支出金の精算及び

東日本大震災復興交付金のうち、残余額が確定しました文部科学省分の返還金を、東日本大震

災復興交付金基金費につきましては、復興交付金事業におけます過年度事業の不用額相当額の

基金への積み立てを計上するものでございます。 

  この後、同様に各費目の主な内容を右側の備考欄でご説明をさせていただきます。 

  費目３の民生費5,719万9,000円でございますが、国民年金事務費につきましては平成31年度

からの制度改正に伴います国民年金システムの改修費用、自立支援医療費及び障害児通所給付

費につきましては、制度利用者の増加等に伴います増額を、災害救助費につきましては被災さ

れた方々に対する東日本大震災災害義援金の支給に係る事業費を計上してございます。 

  費目６の農林水産業費マイナス３億4,660万円でございますが、水産振興費につきましては

本市水産加工業の従業者確保のため、従業員宿舎の整備に対する補助金を計上し、一方で決算

見込みに合わせまして各復興交付金事業を減額させていただくものでございます。 

  費目８の土木費マイナス４億968万7,000円でございますが、道路維持補修工事費につきまし

ては、市内道路の道路付属施設の修繕費用を、１つ飛びまして、市道整備事業費につきまして

は市道新富町笠神線の整備事業費を、都市再生整備計画事業につきましては、本塩釜駅駅前広

場の整備事業費を、最後にございます朴島地区小規模住宅改良事業につきましては、国土地理

院が新しい水準点を公表したことに伴いまして修正設計を行う必要が生じましたことから所要

の事業費を計上し、一方で決算見込みに合わせまして各特別会計の繰出金を減額するものでご

ざいます。 

  費目９の消防費36万8,000円でございますが、防災対策事業につきましては、平成30年北海

道胆振東部地震により被災した自治体に対する本市からの応援職員の派遣に係る事業費を計上

しております。 

  費目10の教育費３億8,655万9,000円でございますが、私立幼稚園就園奨励事業費につきまし

ては、対象者の増加等に伴う増額を、小学校空調整備事業及び中学校空調整備事業につきまし
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ては国の補正予算を活用し、市内小中学校の普通教室等にエアコンを設置する事業費を、塩竈

市スポーツ施設整備事業につきましては、塩釜ガス体育館全館に給水するための加圧給水ポン

プユニット更新に係る事業費を計上させていただいております。 

  費目11の災害復旧費マイナス2,992万6,000円でございますが、漁港施設災害復旧費につきま

しては、決算見込みに合わせ、減額をさせていただくものでございます。 

  次に、歳入の補正内容につきまして説明いたしますので、前の14、15ページお開きいただき

たいと思います。 

  費目10の地方交付税マイナス４億6,807万6,000円でございますが、防災対策事業に対し、財

政措置されます特別交付税を増額する一方、災害復旧事業や復興交付金事業の減額等により地

方負担額に充当いたします震災復興特別交付税を減額するものでございます。 

  費目14の国庫支出金１億3,744万9,000円ですが、１行目中ごろにございます社会資本整備総

合交付金や小中学校の空調整備事業の財源となりますブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付

金の計上など、補助事業の財源として計上するものでございます。 

  費目15の県支出金280万8,000円ですが、障害児施設給付費や自立支援医療費に係る更生医療

給付費県補助金など、補助事業の財源として計上するものでございます。 

  費目17の寄附金2,171万7,000円でございますが、災害救助費に係る一般寄附金でございます。 

  費目18の繰入金マイナス６億9,659万1,000円ですが、本補正に係る所要一般財源としまして

の財政調整基金繰入金や復興関連事業等の補正に伴います各基金の減額補正のほか、各特別会

計における平成29年度決算の精算に伴い、特別会計からの繰入金を計上させていただいており

ます。 

  費目19の繰越金３億9,200万円でございますが、平成29年度一般会計決算における前年度繰

越金の計上でございます。 

  費目21の市債３億4,010万円ですが、都市再生整備計画事業や市道整備事業、小中学校の空

調整備事業、塩竈市スポーツ施設整備事業の財源としての計上でございます。 

  なお、この資料の18、19ページにつきましては、歳出予算の性質別比較表を掲載しておりま

す。また20ページは投資的経費の内訳書となりますので、後ほどご参照いただきますようよろ

しくお願いいたします。私からは以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 続きまして、議案第75号「工事施行協定の一部変更について」ご
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説明を申し上げます。恐れ入りますが、資料№２の９ページをお開きいただきたいと存じます。 

  この議案は、平成30年２月８日付で宮城県と締結をいたしました浦戸野野島漁港毛無崎護岸

の災害復旧事業に係る工事施行協定の内容に変更が生じ、変更後の額が１億5,000万円を超え

るため、提案をさせていただくものでございます。 

  １の協定名でございます。東日本大震災による港湾災害復旧事業と隣接する野野島漁港毛無

崎護岸災害復旧事業に係る工事施行に関する協定でございます。 

  ２の協定金額は、現協定額１億4,962万4,000円を２億2,049万9,000円に変更しようとするも

のでございます。 

  ３の協定の相手方は、宮城県知事でございます。 

  次に、恐れ入ります、資料№５「第４回市議会定例会議案資料」の45ページをお開きいただ

きたいと存じます。 

  具体的な内容についてご説明いたします。まず上の平面図をごらんいただきたいと思います。

浦戸野野島漁港毛無崎地区につきまきしては、平面図の左側に当たる南側から濃い青で示して

おります宮城県が管理する港湾海岸、真ん中水色で示しております、同じく宮城県の河川海岸、

そして赤で示しております本市が管理する漁港海岸が隣接する区域となってございます。この

地区は、右下囲みの（２）の経緯にございますとおり、工事施行に必要となります背後地や搬

入路が狭隘でございまして、それぞれの管理者が個別に工事を発注した場合、資材置き場や車

両動線の確保、調整が大変困難な地域でございます。このことから、管理者の間で協議をいた

しまして、県が一括して発注する方式を採用することとし、本市と県の間で平成30年２月８日

付で工事施行協定を締結し、工事を委託したところでございます。ただし、この協定につきま

しては、県として全体事業費が未確定であり、さらに工事受託に当たっての歳入の予算枠に不

足がありましたが、工事の早期発注を図るため、県の受託枠に合わせた概算設計によりまして

協定を結んだとこころでございます。その後、これまでの間、全体事業費が確定いたしまして、

平成30年９月の県議会で受託枠の拡大の議決がなされましたことから、委託金額を増額するた

め、協定の変更を行おうとするものでございます。 

  工事の概要といたしましては、左下枠内とその上の標準断面図に示しておりますとおり、Ｔ

Ｐ3.3メートルの防潮堤及び水叩きコンクリート、腹付けコンクリート、そして陸閘２カ所等

となってございまして、変更後の事業費につきましては、先ほど申しましたように２億2,049

万9,000円となるものでございます。 
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  議案第75号につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 続きまして、議案第76号「工事請負契約の締結について」、ご説明

をいたします。資料№２の10ページをお開き願います。 

  工事名は「３０－復・交 越の浦雨水ポンプ場流入渠築造工事」でございます。一般競争入

札により、契約金額４億9,788万円で坪井工業株式会社東北支店と平成30年11月26日に仮契約

を締結いたしました。 

  工期は、平成32年３月20日までとしております。 

  次に、工事概要についてご説明をいたします。資料№５の46ページをお開き願います。 

  本工事は、越の浦地区の内水排除機能強化のため、越の浦雨水ポンプ場の流入部に当たる既

存水路について下水道計画断面に沿った整備を行い、改善を図るものでございます。 

  工事箇所は、資料右上の位置図のとおり、越の浦二丁目のダブル踏切付近から越の浦調整池

までの区域となります。 

  工事の概要につきましては、右下の囲みの部分になりますが、水路築造工延長が850.41メー

トル、流入渠工１カ所及び附帯工となります。資料の図面では上段と中段に分割しまして、水

路築造工の施工箇所を赤表示で、水の流れを青の矢印でお示ししております。上段がダブル踏

切側、下段が越の浦雨水ポンプ場側となります。上段の図、右側Ａ‐Ａ´で切ったものを左

下に断面図でお示ししております。表示単位はミリメートルとなっておりますけれども、底版

が2.8メートル、高さ1.5メートル、Ａ‐Ａ´間で有効断面が7.3メートルを確保する。ちょう

ど右側のイメージ写真のような整備内容となっております。中段の図面で、水路築造工の有効

断面が7.3メートルから９メートルに変わる部分がございます。ここが流入渠工の整備箇所と

なります。ここから青葉ケ丘からの雨水を流入するため、下流側の有効断面が９メートルと広

くなるものでございます。 

  続く47ページは工事契約台帳でございますので、後ほどこちらをご参照いただければと思い

ます。説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） それでは、続きまして、議案第77号「塩釜港旅客ターミナルの

指定管理者の指定について」、ご説明を申し上げます。まず、恐れ入りますが、資料№２の11
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ページをお開きいただきたいと存じます。 

  本議案は、現行の塩釜港旅客ターミナルの指定管理業務の期間が平成31年３月31日までとな

っておりますので、次期の指定管理者の指定について提案をさせていただくものでございます。 

  １の施設の名称は、塩釜港旅客ターミナル（マリンゲート塩釜）でございます。 

  ２の指定しようとする団体は、塩釜港開発株式会社でございます。同社は現在の指定管理者

でもあります。 

  ３の指定の期間は、平成31年４月１日から平成36年３月31日までとなります。 

  次に、恐れ入りますが、資料№５の48ページをお開きいただきたいと存じます。 

  48ページには、指定管理者候補の概要といたしまして、塩釜港開発株式会社の概要を記載さ

せていただいております。 

  次のページ、49ページには「塩釜港旅客ターミナル（マリンゲート塩釜）指定管理者候補者

審査結果について」といたしまして、選定の経過、審査方法などについて記載をさせていただ

いております。 

  １の経過にございますとおり、10月５日の選定委員会におきまして、募集要項、仕様書、選

定基準等の協議を行いまして、10月15日から募集要項等の配布を行い、公募を開始いたしまし

た。11月２日に１団体からの申請を受理いたしまして、11月７日に公開プレゼンテーションと

選定委員による審査を行い、３の審査結果にございますとおり、今回提案させていただいてお

ります塩釜港開発株式会社を指定管理者の候補者として選定いたしたところでございます。 

  次のページ、50ページには選定基準項目と評価点数を記載しておりますので、ごらんいただ

きたいと存じます。また、51ページ以降は、参考資料といたしまして募集要項、さらに57ペー

ジからは仕様書、そして66ページからは募集に当たって候補者から提出をされました事業計画

書を記載してございますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  議案第77号につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（香取嗣雄） ありがとうございました。 

  暫時休憩をいたします。再開は14時50分といたします。 

   午後２時３５分  休憩 

                                            

   午後２時５０分  再開 
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○議長（香取嗣雄） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより議案第65号ないし第77号の総括質疑に入ります。 

  ２番菅原善幸議員。 

○２番（菅原善幸） 公明党の菅原善幸でございます。よろしくお願いいたします。 

  議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」のうち、学校施設の空調設備について総

括質疑を行います。 

  政府が決定した2018年度補正予算案に公立小中学校の教室へのエアコン設置を支援する緊急

対策が盛り込まれ、子供の命と健康を守る取り組みが大きく前進することができました。この

夏、日本列島は災害級と言われるほどの暑さに見舞われ、小学生が亡くなられる痛ましい事故

も起き、酷暑が恒常化する中、子供たちにとって安全な学習環境を整えることは喫緊の課題で

ありました。また、学校は災害時に避難所として使われます。高齢者や病弱な人、乳幼児など

が身を寄せることを考えますとエアコンの必要性は明らかであります。学校へのエアコン設置

は、これまで自治体が主体となって進めてきました。しかし、全国約38万ある公立小中学校の

教室のうち、半数近い約17万教室が未設置であり、設置率が100％の自治体がある中で、一方

０％のところもあるなど、自治体の格差も大きく拡大しております。そこで、３点お伺いしま

す。 

  今回の12月補正予算に、国の補助金を活用して本市も設置されるということで、そこで今回

のエアコン導入に至った経緯についてお尋ねいたします。 

  ２点目は、設置が進まない主な理由として財政負担が重いことが挙げられますが、我が子供

の命にかかわる施設が自治体の財政力によって左右されることがあってはならず、本市も国に

よる後押しが不可欠であることから、本市のエアコンの設置箇所196カ所、事業費３億7,768万

9,000円の積算概要についてお尋ねいたします。 

  ３点目は、今回の緊急対策は、エアコン設置費用に対する国の補正が全国的に国の臨時特例

交付金を財源として充てられ、宮城県内の公立小中学校の空調設備の整備が一斉に来春に向け

てエアコン導入がされますが、そこで委託業者はどのように確保されているのかお伺いいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ただいま菅原議員から議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」

のうち、学校施設のエアコン設置の経緯について、総括質疑をいただきました。まず初めに経
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過について若干ご報告をさせていただきたいと思います。 

  ９月定例会、一般質問のときに私が、市内の小中学校全体の全ての教室を整備するというこ

とでありますと約７億円が必要であるということをご報告をさせていただきました。この内訳

でありますが、７月に行われました文部科学省からのエアコン設置に係る緊急予備調査という

ものがございまして、各小中学校の空き教室も含めた最大値として388カ所を報告をさせてい

ただき、事業費を約７億円と試算をいたしたところであります。しかしながら、その後10月18

日に文部科学省より、国の補正予算を活用した空調整備方針が示され、国の方針といたしまし

ては普通教室を優先的に採択する方針であるというようなお話でありましたことから、本市と

いたしましては実際に使用されている普通教室155教室に加え、その他の教室といたしまして、

例えば保健室、あるいは会議室、教員室等の41室を加えまして合計196カ所を申請し、事業費

として３億7,768万9,000円を補正予算として今回計上させていただいたところであります。た

だ、最近の動きでありますが、全国的に多くの自治体が同時に申請を行っております。そうい

ったことから、たしか国の１次補正予算が817億円であります。不足をするという事態のよう

でありまして、国からは、あくまでも現在活用している普通教室のみの採択になるというよう

な情報がもたらされてきているところであります。いずれ１月になりますと額が確定するかと

思いますが、現段階では、先ほど申し上げました196室全部ということではなくて、155教室の

普通教室のみの採択ということが今文部科学省の基本的な方向であるようであります。 

  次に、全国各地でこの空調設備の設置という動きがありますが、できるだけ早くそういった

ことを実現するためには、現段階からしっかりと対応策を講じるべきではないのかというご質

問でありました。本市の場合であります。各学校の立地条件、施設の構造、現在の熱源状況等

を踏まえまして、イニシャルコストと、それからランニングコストも含めた検討をさせていた

だきたいと思っております。おおむね、例えば、都市ガス方式、プロパンガス方式、電気式の

３通りになるのではないのかというところを想定をいたしております。どのような方式が最良

かということにつきましては、今後比較検討を行いながら実施設計の段階で明らかにしてまい

りたいと思っております。したがいまして、若干検討のお時間をお借りをしたいということで

ございますことをご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 菅原議員。 

○２番（菅原善幸） 大変ありがとうございました。 
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  今市長から経緯について、それからエアコンの機種の部分も今から検討ということでお話が

ございました。いろんな地方の学校のエアコンの設置されているところがあるわけでございま

すけれども、これから我々本市にしても学校のエアコン導入ということで今回補正予算が組ま

れたということで、本当に評価しております。 

  ここで、やはり電気、ガス、どちらかとなりますと、やはりガスですと配管等が、例えば、

壊れたとかとなるといろいろな災害が発生する場合がございますので、電気もまたコスト面で

も必要になる部分があると思いますけれども、電気になりますと、今学校施設ですとやはり太

陽光発電も設置している箇所もあるわけでございますので、これは意見としましてこういうの

も考えていただければなと思っております。また、災害時に関しましては、やはり学校が避難

所に指定されておりますので、体育館等も今後も国として多分されるかなと思いますので、そ

の辺も踏まえてぜひともこのエアコン設置の導入を今後さらに拡大できるようにしていただき

たいなと思っております。 

  １点だけ質問させていただきますが、校長室なんかは設置されないんでしょうか。ちょっと

お伺いします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今回補正予算として計上させていただいておりますのが、普通教室155プ

ラス保健室、会議室等、あるいは校長室も含めて41室ということで196カ所を設置したいとい

うことを文部科学省に書類を提出をいたしております。ただ、文部科学省としては全国から集

まった必要件数等を客観的にご判断をされている時期のようであります。そういった中から、

まずは子供さんの教育環境を整えるためには普通教室を最優先すべきではないのかというよう

な情報が漏れ伝わってきているところであります。最終的には１月の半ばぐらいまで今年度事

業として実施できる内容が明らかにできるものと思っておりますし、そういったものを踏まえ

まして、先ほど実施設計といいますか、熱源も含めましてそういったことを実施設計をさせて

いただいた上で、また議会にもご報告をさせていただきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 菅原議員。 

○２番（菅原善幸） よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 13番鎌田礼二議員。 
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○13番（鎌田礼二） 市民クラブの鎌田礼二でございます。よろしくお願いいたします。 

  議案第77号「塩釜港旅客ターミナルの指定管理者の指定について」、お聞きをいたします。 

  まず１点目は、マリンゲートの指定管理者候補者審査結果を見ますと、公募の結果、１団体

からの申請だけとなっておりますが、公募方法に問題はなかったのでしょうか。 

  ２つ目として、審査の方法ですが、本市選定委員５名及び外部有識者２名での審査であった

ようですが、審査員の構成には問題ないのでしょうか。 

  それから、３点目といたしまして、審査結果が70.3点でした。合格ラインが70点であり、合

格ラインからわずかプラスコンマ３点という結果でした。確かにコンマ３点の差でも合格ライ

ンに達していれば合格でしょうけれども、私としては何とも割り切れない思いがします。この

結果を見て、塩釜港旅客ターミナル施設指定管理者選定委員会で何も意見等はなかったのでし

ょうか。選定委員会での反応をお聞きいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ただいま鎌田議員から議案第77号「塩釜港旅客ターミナルの指定管理者の

指定について」の総括質疑をいただきました。 

  １点目でありますが、募集の公開方法についてであります。10月15日に告示をさせていただ

きますとともにホームページに募集要項等を公開し、11月２日を締め切りとして募集をさせて

いただきました。また、一部業界の新聞にも掲載いただきましたこと等もあり、10月22日に開

催をいたしました募集説明会には４者の方々からご参加をいただきました。11月２日の締め切

り日には候補者が１者という状況でありました。 

  選定委員会の構成、選定基準、評価点数の考え方についてご質問いただきました。 

  内部から選定委員５名、また経営の面から商工会議所、そして交通、旅行、観光の面からＪ

Ｒ東日本仙台支社の方に外部有識者としてお願いをし、計７名により審査を行ったところであ

ります。選定基準につきましては13項目の審査基準を設定をいたしましたが、特に指定期間内

の安定した運営、テナント誘致の取り組み、さらにはにぎわいの創出に積極的な取り組みがで

きることを重点項目といたしまして、基準点を２倍にして審査をいたしたところであります。

これら13項目に関する提案などにつきまして、それぞれヒアリングで委員の方から内部を確認

していただいた上で、審査の結果、今ご質問いただきましたとおり、70点を0.3ポイント上回

る点数となったところであります。 
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  大変厳しい状況ではなかったかというご質問でありました。 

  委員の方々からも評価をすべき点、または評価が低かった点について、若干ご説明をさせて

いただきたいと思います。各項目の得点を見ますと、にぎわいの創出でありますとか、危機管

理体制というものについては一定程度高い評価がなされている一方で、評価の低かった部分が、

例えばテナントの誘致でありますとか、経営基盤に関することでありました。我々といたしま

しては、指定の議決をいただけましたら、基本協定締結の際には会社に対しまして今申し上げ

た点につきましてしっかりと取り組んでいただくよう指導いたしてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 応募の段階で、最初の段階ですか。公募の段階で４団体が出たと。そして

実際に応募してくれたのは１団体という結果のようですけれども、本来ですと最初問い合わせ

といいますか、そういった人たちが全部参加していただければ一番いいわけですけれども、こ

れが全部参加できなかった要因として、本人に聞かないとわからないんでしょうけれども、ど

ういうふうに察しているというか、考えているのか、その辺をちょっと再度お聞きしたいと思

います。 

○議長（香取嗣雄） 高橋商工港湾課長。 

○産業環境部商工港湾課長（高橋数馬） 説明会には４者のご参加をいただきましたが、結果的

に１者だったということでございます。２者につきましてはビルメンテナンス会社の方にご参

加をいただいて、やはり施設の管理面ということではそういうことは可能であるということで

すが、やはりちょっとイベントとか、やっぱりテナント誘致、そういうところでやっぱり難し

さを感じて辞退されたのではないかと推測しております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） ちょっとやはりこの公募するタイミングももう少し早くとっていただいて、

少しでも広く公募に参加していただく、そういう募る手法を少しでも努力してとるべきではな

いかなと私は思いますが、そんな中、この４者だけといって、その中の３者は辞退していると

いうことですが、今後の課題かなと思います。 

  それから、70.3点のコンマ３の、本当に拮抗したという表現がいいのかどうかわからないん
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ですが、何ともちょっと何とかならないのかなといいますか、この団体はずっと継続してやら

れているんですから、もっとこの評価点が高まってもいいのではないかと思いますが、この採

点の仕方については、構成は先ほどお聞きしましたが、どうなんですかね。何と言えばいいの

かあれですけれども、厳しいと考えているのか、それとも簡単ということはないでしょうけれ

ども、緩やかということはないんでしょうけれども、その採点方法については皆さんの感触と

してはどういうふうに考えられているのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） お答えをさせていただきます。 

  私もその審査には入らせていただきましたが、先ほど市長からのご答弁にもございましたが、

その項目によって、今議員からもご質問ありましたように、これまでずっとやってきてくれて

いるそこを踏まえてのよかった点ということと、それからやはりここのところは厳しい評価を

せざるを得ないよねという部分がやはり分かれたということです。それに伴いまして、にぎわ

いの創出とか、そういったものにつきましては、例えば毎月のように本当にイベントをやって

テナントに向けての誘致、誘客を図っている、そういう取り組みが物すごく評価できる部分だ

ろうということ。ただ、一方では、先ほどお話ししたテナント誘致とか、そして、それに翻っ

て、そうすると経営の部分での収入が少し下がるというようなことになりますので、そういっ

たところはやっぱりもっともっと努力してもらわなくてはいけないよねというのが審査員の皆

さんから出た質問でもあり、評価であったかと思います。それから、今後もしお認めをいただ

ければ、そういったところにさらに力を入れてほしいということを我々としては強くお願いし

てまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） やはりにぎわいの創出はしているけれども、テナントの入りが悪いといい

ますか、誘致がちょっと足りないのかなというその辺が一番の問題かなと思います。 

  それから、この中で気がつく点としては、利用者の満足度の向上というところで、５点満点

で3.4ということで、本来ですとここも利用者の満足度が上がるようなことをしていただかな

いといけないのかなと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 本当にご指摘のとおりと我々も思っているところでございます。
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５点満点で3.4、70点だと3.5という本当にぎりぎりのところではあるんですけれども、さらに

こういった利用者、これは利用者そのものというのは一般のお客様もそうですし、それからテ

ナントさんというのも一般の利用者に含まれると思いますので、これはこれまで培ってきたテ

ナントさんとかのコミュニケーションとか、そういったものをさらに深めていただいて満足度

を上げていただくというのが課題だと思います。 

  それに関連してということなんですが、今資料№５の50ページでご質問いただいたと思いま

すが、その前の１ページ戻っていただきまして49ページ、これは一番下の５番のところなんで

すけれども、さらに審査員からの指導の助言といいますか、これはヒアリングの際に出てきた

２点目のところなんですが、我々でいいますところのいわゆる接遇、顧客、お客さん、一般の

来場者の皆さんに対するサービスの向上、そういったところを、例えばお金をかけなくても資

格を取得してそういう顧客サービスの向上に上げていくと、そういった取り組みをぜひやって

ほしいということを指摘もさせていただいたところでございますので、そういったところもお

願いをしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。（「以上です」の声あり） 

○議長（香取嗣雄） 16番伊勢由典議員。 

○16番（伊勢由典） 日本共産党市議団の伊勢由典でございます。 

  12月定例会に当たりまして、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」と議案第76

号「工事請負契約の締結について」総括質疑を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」において、先ほど菅原議員からも質疑が

ございました国の平成30年度補正予算第１号ですか、学校施設の空調設備についての質疑がご

ざいました。そこで３点について質疑を行いたいと思います。 

  その前に、この案件については先ほど市長からもありましたとおり、９月定例会の一般質問

で日本共産党の市議団の小高 洋議員を初め、数多くの議員の皆さんも一般質問で取り上げて

まいりました。当時９月定例会では、佐藤市長から、単純に見積もりますと約７億円を超える

事業費が必要となってくるということと毎年の電気代、あるいは点検設備が必要となり、自治

体としては大変厳しい状況ということで、これではちょっとなかなかこのクーラー設置がいか

ないのかなという印象を持ちましたが、しかし改めて今回の補正予算について提案されたこと

については大変喜ばしい限りでございます。12月定例会で、先ほどの提案でも３億7,768万

9,000円が提案されまして、説明の資料を見ますと小学校７校126室、中学校５校70教室を設置
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予定箇所としておりますが、しかし先ほどの回答の中では155教室と、ちょっと規模が縮小す

るのかなという懸念もございます。それも踏まえながら、次の３点をお伺いいたします。 

  １点目は、９月定例会の約７億円の事業費ということと、それから今回の３億7,768万9,000

円との違いについて、最初にお尋ねをしたいと思います。 

  それから２点目は、12月の設計起工としておりますが、基本設計、実施設計、先ほど実施設

計もできた時点でと、こういうお話がございました。それから入札の告示、入札など、一定の

手続時間が必要であろうかと思います。特に去年の夏のことを振り返ってみますと、やはり７

月ごろからもう空調が使えなければならない時期になってくるのではないかと考えるところで

あります。そこで、３億7,000万円を超える予算でございますので、当然ながら例えば３億

7,000万円ですと議会の議決の対象になってまいります。速やかな対応について、議会の対応

との関係が今後出てくるのかもしれませんし、今後どういうふうな速やかな工事発注ができる

のか、市当局の考えをお伺いをいたします。 

  ３点目は、３億7,768万9,000円、こういった大枠の事業としてこういった空調設備を行う上

で、地元企業の仕事おこしとしての絶好の機会であろうかなと思います。分離発注、分割発注

など、例えば具体例として１校ずつとか、そういう発注の形態も含めてやはりやったほうが速

やかな工事発注、あるいはその工期としても短縮できるのではないかと思いますが、その辺の

お考えをお聞きをいたします。 

  次に、議案第76号「工事請負契約の締結について」、先ほどありました３０－復・交 越の

浦雨水ポンプ場流入渠築造工事についてお伺いいたします。 

  今回提案された契約案件では、坪井工業株式会社東北支店が落札し、４億9,788万円として

今回提案されております。この案件は、平成29年12月定例会の総括質疑でも小高議員から越の

浦ポンプ場流入渠の事業の進捗について問われ、佐藤市長から、上流部にＪＲ管理用地があり、

利用地の立ち合いに日数がかっていると。そして測量調査、土地測量、詳細設計などで年度末

まで完成できるものと答弁をしていました。この土地については、やはり東北本線ダブル踏切

周辺の水害対策として吉津、あるいは庚塚、越の浦の住民の皆さんの長い願いであり、越の浦

ポンプ場整備とあわせてＪＲ東北本線のこうした線路沿いの水路完成は地域の望まれた課題、

事業実現の一歩でございます。そこで、次の点についてお聞きをいたします。 

  １点目は、上流部にＪＲ管理用地があっての関係で、調査とこれまでの塩竈市のこうしたＪ

Ｒ用地の関係の市の対応についてお聞きをいたします。 
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  ２点目は、工期は先ほど２年間と言いましたが、そうしますと２年間の工期ですので、結構

周辺の皆さんに工事の関係で大変ご迷惑をおかけするのかなというところを懸念するところで

すが、周辺の関連する町内会への説明等について、今後の対応についてお伺いをいたします。 

  ３点目は、流入渠工事の竣工、完成の暁には越の浦ポンプ場の排水能力、あるいは先ほど言

った流入渠との関係で、上流、下流域の雨水対策、水害対策の効果についてどういった効果が

あるのか、地域エリアなども含めてお伺いをし、この２つの点についての総括質疑とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 伊勢議員の総括質疑にお答えいたします。 

  初めに、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」のうち、学校施設の空調設備に

ついてご質問いただきました。 

  １点目であります。経過につきましては、先ほど菅原議員にもご説明をさせていただきまし

たが、本年７月に行われました文部科学省からのエアコン設置に係る緊急予備調査の段階では、

最大値の数値であります全ての教室をということで388カ所を報告をし、事業費として約７億

円と試算をさせていただいたところであります。今回国の補正予算を活用した空調設備につき

ましては、基本的に国の方針といたしましては普通教室を優先的に採択をするという条件では

ありましたが、前段ご説明申し上げましたとおり、塩竈市といたしましては普通教室155室に

加え、普通教室同様に活用させていただいております保健室や会議室等41室を加えて196カ所

を申請をし、３億7,768万9,000円として今回補正予算として計上させていただいたところであ

ります。ただ、繰り返し申し上げますが、最近になりまして、国につきましては当初、予算と

して計上したとおり、普通教室にまずは整備をさせていただきたいという話が昨今出てきてお

りますので、１月明けには予算が決定をすると思いますので、また改めてそのような状況をご

報告させていただきたいと思っております。 

  来年の夏までの対応ができないかというご質問でありました。 

  １つは、各学校の立地条件、施設の構造等の問題がありまして、熱源の種類がさまざまにな

るのではないのかと想定をいたしているところであります。また、イニシャルコストとランニ

ングコスト等も含めて、それぞれの学校にどの方式が最良なのかということを今後実施計画の

段階で精査をさせていただきたいと思っております。 

  その他の教室については、しからばどうなるのかというご質問でありました。 
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  先日も宮城県の教育長と私と、それから町村会の村上会長と３人で、文部科学省にぜひ全額

採択をいただくようにと要請活動を行ってまいりました。その際に文部科学省からは、これか

ら先、国では２次補正も計画をされているようでありますと。我々文部科学省では申請があっ

た全てを認めたいと。しかしながら、財務省では大変厳しい査定をされていると。したがいま

して、各自治体でも単に文部科学省の門をたたくだけではなくて、汗を流して財務省等にも要

望活動をしていただきたいというふうなお話を賜ってまいったところであります。 

  なお、積み残されたものにつきましては、平成31年度以降も基本的には当初財源措置がされ

ると思っておりますので、あわせてそういったものも活用しながら、できる限り目的に沿った

整備を進めてまいりたいと思っております。 

  地元企業への分離発注についてということでございましたが、前段申し上げましたとおり、

どのような熱源をどう活用して、どのような発注体制にしていくかということにつきましては、

一定程度実施設計がまとまらないと軽々にご発言ができませんので、そういったことにつきま

しても今後実施設計を見据えた上で改めて決定をさせていただきたいと考えているところであ

ります。 

  ２点目であります。議案第76号「工事請負契約の締結について」であります。これまでの経

過についてご質問いただきました。特にＪＲとの対応についてというご質問でありました。 

  ＪＲ用地調査とこれまでの対応についてでありますが、測量調査、詳細設計につきましては

昨年４月に業務に着手し、測量調査業務は本年３月に、詳細設計につきましては本年９月末で

完了いたしております。ＪＲ東日本とはこれらの作業と並行して協議を行い、本年９月26日に

近接工事の承諾をいただきました。これは線路の近くで水路を掘ります。こういったことにつ

いて事前に届け出が必要となるわけでありましたので、そういった事前近接工事を申請をさせ

ていただきましたところ、ご承諾を９月26日にいただいております。また、用地買収につきま

してもおおむね了解が得られたことから11月８日に工事用地として使用することについての工

事同意をいただき、工事施行の承認による工事の着手に至りましたので、今回先がけて工事を

発注させていただいたというところであります。今後につきましては工事の施行とあわせ、用

地買収の手続を進めてまいります。今年度末までには土地売買契約の締結ができるという予測

をいたしております。 

  次に、工期と各町内会についてのご説明ということであります。債務負担行為を１年間設定

をさせていただき、完成時期は平成32年３月20日といたしております。各町内会への説明であ
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りますが、越の浦ポンプ場竣工時の現場見学会時に周辺の越の浦振興会でありますとか、吉津

町内会などの皆様方には、流入渠工事を実施する予定であるということについてはご説明をさ

せていただきましたが、今回設計がまとまり、施工業者も決まりましたので、できるだけ早い

時期に関係する町内会に現地説明会を開催をさせていただく予定であります。 

  次に、流入渠工事と越の浦ポンプ場の整備によりましてどういった効果が発現されているの

かというご質問でありました。 

  今市内全域につきまして時間当たり雨量44.5ミリに対応できるような整備を目指して取り組

みをさせていただいているということについては、これまでもご説明をさせていただいたとこ

ろでありますが、今回越の浦雨水ポンプ場と放流渠、そして今回の流入渠整備により、庚塚地

区や越の浦地区、杉の入地区におきましては当初の目標値であります44.5ミリに対応できると

いうようなことになります。これまで大雨の際にダブル踏切付近で道路冠水等によりまして地

域住民の皆様方に大変なご不便、ご不安をかけてまいりましたが、今回の工事で洪水被害の解

消ということの大きな前進になるのではないかと考えているところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 伊勢議員。 

○16番（伊勢由典） 詳細は、付託された委員会の中でしっかりと議論していただいて、地域住

民の安全、あるいは児童の安全、環境整備についてしっかりと議論していただければというと

ころで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（香取嗣雄） ３番浅野敏江議員。 

○３番（浅野敏江） 議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」及び議案第76号「工事

請負契約の締結について」総括質疑いたします。 

  まず初めに、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」のうち、本塩釜駅駅前広場

整備事業についてお伺いいたします。 

  １点目は、今回本塩釜駅駅前広場の整備は、この地に本塩釜駅が整備されてから少なくとも

40年ぶりの大きな整備と思いますが、今回の事業に至る経緯をお聞かせください。また、ＪＲ

とはどのような協議があったのでしょうか。特に設計図によると15台の車が駐車できた有料駐

車場が今回撤去されているようですが、利用者の便宜は図られるのでしょうか。今回構内に新

たに観光案内所がリニューアルオープン、また新しく店舗も開店し、にぎわいを期待できるだ

けに利便性に欠けるのではないかと心配されます。 
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  ２点目は、タクシー協会との協議についてお聞きいたします。バスの停留所などが乗り入れ

られ、これまでのタクシー乗り場のタクシー協会との関連はどのようになっていますでしょう

か。また、タクシー乗り場の雨よけなどがかなり腐食して旅客の安全性が危惧されておりまし

たが、それらの整備についての話し合いはどのように進められているのでしょうか。 

  次に、議案第76号「工事請負契約の締結について」お聞きいたします。 

  まず１点目は、今回の越の浦ポンプ場に流入渠築造工事をすることになった経緯についてお

聞きいたします。今回の水路の流入渠築造に占める広さにおける隣接するＪＲ所有の土地の割

合はどの程度でしょうか。 

  なお、ＪＲとの協議は先ほどもお聞きしましたが、特に土地の売買についてはどのように進

んでいるのか、お聞かせください。 

  最後に、今回の水路の整備によって、今後この流域の水害の心配は解消されるのでしょうか。

この貯水池に係る水路は１本だけではなく、もう一本あるのはご存じだと思いますが、その辺

についての解決はなされるのか、その点、お聞きいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 浅野議員から議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」のうち、

本塩釜駅駅前広場整備事業について総括質疑をいただきました。 

  整備の目的についてということでありますが、まず通常、市民の方々から１日三千数百名の

方々に本塩釜駅から乗降いただいております。まだまだ周辺の道路については、段差があった

り駅前広場の中にも若干段差等がありまして大変なご迷惑をおかけし続けてまいりました。そ

ういった方々が快適に安心して駅前広場を通過できるような環境整備がまず第１点であります。 

  あわせまして、神社参道口という名称で呼んでおりますが、本市を訪れていただきます観光

客の方々のかなりの方々が本塩釜駅をご活用いただいております。そういった皆様方にやはり

塩竈市の景観はということを言っていただくようなまちづくりを進めさせていただきたいと思

っております。ご案内のとおり、本市におきましては景観計画を既に策定をいたしております

ので、駅前広場についても市内外から訪れていただく方々の第一印象になりますので、そうい

った印象に応えられるような駅前広場を整備をさせていただきたいと思っております。 

  駐車場の考え方についてご質問いただきました。 

  現在広場には15台分機械式駐車場がございますが、全てＪＲの所有管理となっております。

ＪＲとしては、利用者数が少なく、採算性等の理由から今回の整備にあわせ、廃止したい旨の
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お話を本市に頂戴をいたしました。このことを受けまして、本市といたしましては、送迎車両

等の待機場所として利用者数がほぼ同程度の東北本線塩釜駅を参考に５台分の無料駐車スペー

スを整備する計画といたしました。 

  なお、議員からご質問いただきました観光案内所、あるいはお店の利用者についてでありま

すが、先般駅舎内にオープンいたしました商業施設の利用者用としてＪＲが近接地に無料駐車

場を約10台分確保されたと伺っており、整備後におきましては従前の15台を確保できる環境に

なるものと考えているところであります。 

  次に、タクシー協会との協議についてであります。本整備を行うに当たりましては、広場を

利活用いただいているタクシー協会の皆様ともご意見を重ねさせていただいたところでありま

す。ご質問いただきました協会所有のタクシー乗り場のルーフにつきましては、老朽化により

撤去のご要望がございましたことから、今回の整備の一環として古いルーフを撤去させていた

だき、新たにルーフを設置する予定とさせていただいております。 

  なお、駅前広場には障がい者用の駐車場でありますとか、今は北浜沢乙線沿いにあるバスプ

ールにつきましても駅前に移設をさせていただき、走行動線の拡幅や横断防止柵の設置等の広

場内の安全対策にも万全を期してまいりたいと思っております。 

  次に、議案第76号「工事請負契約の締結について」、３点ご質問いただきました。 

  まず、越の浦地区の流入渠の整備についての経緯でございます。ご案内のように水路河川に

ついては、基本的には下流から上流に向って整備をしていくというのがルールとなっておりま

す。したがいまして、この流入渠が所属する水路につきましても、ますは放流渠とポンプ場を

整備をさせていただきました。一定程度概成をいたしましたので、今回その上流部に当たる流

入渠の整備にいよいよ着手をさせていただくということになったところであります。この整備

によりまして、前段もご説明申し上げましたが、庚塚地区、越の浦地区、杉の入地区などの周

辺各地の方々にとりましては、時間当たり44.5ミリに対応できるような雨水対策事業が完了す

るということになりますほか、大雨の際には常に水があふれておりましたダブル踏切付近の道

路冠水等も抜本的に解消ができることになるものと期待をいたしているところであります。 

  ＪＲとの交渉経過についてであります。前段、全体で必要な面積のうち、ＪＲの用地部分が

どれぐらいかというご質問をいただきました。全体で必要な面積が約6,600平方メートルであ

ります。このうちＪＲ用地が約3,200平方メートル、割合でまいりますと48％、約半分がＪＲ

用地という状況であります。したがいまして、ＪＲとは用地取得につきましてたびたび話し合
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いを重ねてまいりましたが、11月８日にようやく施工承認といいますか、工事に着手すること

の了承をいただいたところであります。なお、契約等については来年の２月、３月ぐらいにな

るものと考えているところであります。 

  次に、東北本線のその他の部分の水路の話であったかと思います。先ほど担当部長から、上

流側については幅７メーター30センチで、流入渠が合流するところから下流については水路の

天端幅が９メーターに広がるということをご説明をさせていただきました。途中から入ってま

いります流入渠でありますれば、今回の整備計画の中でその部分も含めた水路の幅を整備をさ

せていただいているということでございますことをご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 浅野議員。 

○３番（浅野敏江） ありがとうございました。ＪＲの駅前広場については、大変理解を深めさ

せていただきました。 

  また、今越の浦の件なんですが、最後の質問の中でもう一本の水路があると言ったのが実は

貯水池ですか、ポンプ場のその池のところにはつながっているんですか。途中からはもうだん

だんと湿地帯になってその水路が消えているんです。ほとんどそれがＪＲの土地を通っている

水路ということで、なかなか市としてはそこに工事をすることができないと。ですから、今回

は放流渠ができることによって、またポンプの排水機能が強化されることによってこちらのＪ

Ｒ側の土地におおむねあるそっち側の水も引っ張っていく、素人考えですが、引っ張っていっ

てもらえれば安心かなというようなことを確認したくてご質問させていただきましたので、そ

の点、もう一度だけお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 大変失礼いたしました。 

  今のご質問の場所でありますと、基本的にはＪＲの所有地になります。したがいまして、こ

ちらで勝手に水路をつくるということはなかなか難しいということはご理解をいただきたいと

思いますが、今回予算計上させていただいております隣接する道路につきましては大分舗装も

傷んでおりますことから、舗装と一部水路の整備等について着手をさせていただくことになっ

ております。そういった中で、今ご質問いただいた部分にどのような対応ができるか、また別

途お話をお伺いさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 
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○議長（香取嗣雄） 15番土見議員。 

○15番（土見大介） つなぐ会の土見です。 

  私からは、議案第65号、復興特区における固定資産税の課税免除の延長について、そして議

案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」の中から、本塩釜駅駅前広場の整備事業につ

いて、さらに議案第77号、塩釜港旅客ターミナルの指定管理者候補者の概要についての３点に

ついて総括質疑をさせていただきたいと思います。 

  まず初めに、議案第65号から伺いたいと思います。この復興特区における固定資産税の課税

免除の延長についてなんですけれども、この事業としては被災地における投資促進、もしくは

雇用促進を図るために復興特区において固定資産税の課税免除を延長するというものになって

おりますけれども、まず、この事業の目的とその効果というのをどのように検証する、もしく

はチェックするのかという点についてお伺いしたいと思います。 

  次、２点目。議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」の中から、本塩釜駅駅前広

場の整備事業についてですけれども、先ほど浅野議員の総括質疑の中でもご答弁があった部分

は省いていただいて結構なんですけれども、この本塩釜駅前の広場ができてから既に大分時間

が経っている中で、用途とかの変容もあり、抱えている問題というのはさまざまあったと認識

しております。その中で今回の整備事業を行うに当たり、市が認識している抱えている問題と

いうものがどのようなものであり、それがちゃんと解決を図られるのかという点についてお伺

いしたいと思います。 

  最後に、議案第77号、塩釜港旅客ターミナルの指定管理者候補者の概要についての中から、

現在新しく指定管理者の候補者となられた事業者様については、既にもう実績をお持ちであり、

この中からこれまでの運営の中で見えてきた課題というのも多々あると考えております。 

  以上を鑑みまして、現在の旅客ターミナルの経営というものが抱えている課題というのは市

としてどう認識しているのか、あとはその現状の課題というものをちゃんと反映した上での仕

様書になっているのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ただいま土見議員から３点にわたりまして総括質疑をいただきました。初

めに、議案第65号「塩竈市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例」についてのお尋ねにお答えをさせていただきます。 
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  まず、復興特区制度の目的についてのご質問でありました。 

  被災地の産業の復興を加速化をさせるため、復興推進計画に定める復興産業集積区域におい

て施設設備を新設または増設した事業者への固定資産税の課税免除を行うものであります。現

在、対象資産の取得の期限が平成31年３月31日までとなっておりますものを今回平成32年３月

31日まで１年間延長させていただくものであります。 

  なお、市が行った課税免除に関しましては、現在のところ全額震災復興特別交付税により補

塡をされることとなっております。 

  効果等の検証についてはというご質問をいただきました。初めに、新規投資における効果に

ついてご説明をさせていただきます。 

  平成25年度からの新規の課税免除額の合計金額でありますが、１億7,051万6,000円となって

おります。そのうち土地を除く家屋と償却資産の免除合計額でありますが、１億6,942万6,000

円であります。これを税で逆算をさせていただきますと投資総額は約121億円と想定をいたし

ております。また、この投資による雇用に関しましては、事業者が採用を行う際にはさまざま

な要因がございますので、全て本制度の効果とは一概には申し上げられない部分もございます

が、本制度を活用した全38事業所の課税免除前の雇用人数542人に対しまして平成29年度の雇

用が684名でございますので、計142名の方々の雇用につながったものと考えているところであ

ります。 

  以上のことから、生産雇用という面で本制度により大きな地域経済効果が生まれたのではな

いかと考えているところであります。 

  ２点目であります。駅前広場についてであります。大分長年経っているので改めて今回の整

備コンセプトについてというご質問でありました。大きく３つのコンセプトを考えております。 

  １点目でありますが、やはり交通利便性の向上であります。現在、北浜沢乙線の道路上にあ

るバスの停留所を駅舎前に移設することで公共交通の集約を図らせていただきたいと思ってお

ります。また、一般車、タクシー、バスの走行動線を明確にし、これらの動線が交わらないよ

うに、広場の中で交わることがないように安全に配慮するほか、各乗降所にルーフ等も設置を

させていただきたいと考えております。２点目でありますが、バリアフリーの向上であります。

広場内の車道部をかさ上げをし、歩道部との段差を解消いたします。また、駅舎前に福祉車両

乗降スペースを新たに設置をさせていただきたいと考えております。そして、最後になります

が、景観の向上であります。庭園をイメージした装飾や季節感ある植栽等を行うほか、歩道部
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を石畳風に整備をし、北浜沢乙線との景観の調和を図ってまいりたいと思っています。 

  以上のコンセプトのもと、お客様をお迎えをする本塩釜駅駅前広場の新たな魅力を提供させ

ていただきたいと考えております。 

  次に、塩釜港旅客ターミナルの指定管理者の選定についてであります。 

  マリンゲート塩釜の現状と課題についてであります。マリンゲート塩釜でありますが、塩釜

港を発着する旅客航路利用者の利便性を図り、海に親しみながら交流できる空間を創出をする

とともに、地場産業の振興、地域の活性化に寄与するために設置をされた施設であります。し

かしながら、塩竈・松島エリアそのものの観光客が減少している中で、それらの影響もあり、

来館者数は残念ながら平成29年度で88万人、減少傾向にございます。震災前のにぎわいを取り

戻すため、さまざまなイベントを企画し、集客を図っている状況ではありますが、テナント入

居率につきましても現在67％となっており、なかなか開き空間が埋まらないという現状を抱え

ております。これらの課題については塩釜港開発のみならず我々にも大きな役割があるものと

思っておりますので、しっかりと指導をいたしてまいりたいと思っております。 

  次に、募集に係る仕様書についてのご質問でありました。 

  仕様書につきましては、課題に対する改善のための内容が織り込まれたものになっていると

ころであります。指定管理者が行う業務の中に、企画運営に関することとして、積極的な誘客、

地域のシンボルとなる観光拠点として特色ある運営に努めることや空きテナントへの積極的な

誘致などを項目として記述をさせていただいたところであります。また、施設の維持管理につ

きましても日常点検はもとより、基本的な費用負担区分を定め、一定部分については指定管理

者に負担をしてもらい、利用に支障が出ないように迅速な修繕等を盛り込みをさせていただい

ております。仕様書の中では大きな視点での項目になっておりますが、具体的な取り組みにつ

きましては、震災からの復興が進み、周辺の環境も変化をいたしていることや年々変化をする

時代のニーズに柔軟に対応するため、来客者やテナントなどのご意見やニーズを取り入れなが

ら会社と連携して、なお取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 15番土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  では、続いてお伺いしていきたいなと思いますけれども、まず議案第65号からなんですが、

今回は課税免除という形をとっていますが、そのほかにも助成金であるとか補助金であるとか、
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事業者さんの負担軽減処置をとるときに一つ行政側として注意しなければいけない点として、

そういう軽減処置に対して事業者が余り依存してしまわないようにすることが一つ重要なこと

なのかなと思います。今回の点もそうなんですけれども、例えば、課税免除期間が終了した後

にどうなるのかということを考えていかなければいけないと思いますけれども、そういう点に

ついては、効果の検証といいますか、実際にそういう点については検討というのはされている

のでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 高橋商工港湾課長。 

○産業環境部商工港湾課長（高橋数馬） お答えいたします。 

  今回の固定資産税の免除は５年間で終了ということで、その後は固定資産税をお支払いして

いただくということになっております。具体的に個別の企業様に対しまして効果の検証という

ことはしておりませんが、その後もいろいろ各種補助金がございますのでそういうものがあり

ますが、そういうものに頼らない方向でぜひ自立した企業運営、経営というものを目指してい

ただきたいと考えております。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。補助金漬けという言葉が適切かどうかわかりませ

んけれども、そのような負担軽減処置に依存しないような企業経営というのは、常に私たちと

いうか、行政側としても意識していってほしいなと思います。 

  続きまして、第69号、一般会計補正予算の本塩釜駅駅前広場の整備についてです。こちらに

ついてもご答弁いただいたので、大体内容は把握させていただきました。その中で景観の向上

という観点が一つありましたけれども、この点について、いただいた資料では見やすいように

全体を高いところから見た、俯瞰した図になっておりますが、本塩釜駅前に駅からおり立った

観光客の方の視線というのが一つ大切になるものかなと思います。その中で、以前からあった

課題としては、例えば本塩釜駅に行くときの動線がよくわからないとかというものがあるんで

すけれども、今回このデザインの中で本塩釜駅前の動線ですとか、もしくは神社といった観光

地との一体を図ったようなイメージにするといったような工夫というのは、されているのでし

ょうか。 

○議長（香取嗣雄） 本多建設部次長。 

○建設部次長兼都市計画課長（本多裕之） 動線の件でございますが、やはりおり立ったときに、

神社参道口ということですので、自然にやっぱり神社に目のいくような動線ということで、１
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つは、石畳風にしたことによりまして、例えばですけれども、魚民さんのほうに行く動線では

なくて、いわゆる北浜沢乙線沿いに歩行者を自然に少し誘導するような動線を考えております。 

  なお、もっと具体的に示す動線につきましては、今後改めてまた検討させていただきたいと

考えております。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。サイン、掲示板なども含めて、その点ご配慮いた

だければなと。 

  あとは、例えば、先ほど乗降口のルーフですとか、柵といった小物についてもデザインとい

うのはしっかり検討していただけたらなと思います。あとは先ほどバリアフリーの話もありま

したけれども、実際列車の到着時間になりますとどうしてもなかなか想定したとおりの効果が

出ないような、要するに車が混雑してしまうとなかなか思ったとおりの運用がなされないよう

な場合もあると思いますので、その点についてもご配慮いただければなと思います。 

  では、最後に議案第77号についてなんですけれども、私、さまざまマリンゲートについて見

ているんですけれども、その中で一つ大きな課題としては、イベントはたくさんやられている

んです。その中で来場者数というのはある一定入っているんですけれども、それがなかなかテ

ナントの集客につながっていないというのが一番大きな課題なのではないかなと思いますが、

その点についての解決策というのは指定管理候補者からは挙げられていたりはするのでしょう

か。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） お答えをさせていただきます。 

  誘致、誘客という取り組みとしてイベント等を開催する、これは今ご指摘の範囲かと思いま

すが、どうしてもやはり土曜日とか日曜日、そういったところが多いということになっていま

す。今現在の指定管理期間の中でもこの候補者からは平日の誘客というのをどう考えていくか

というのを今課題に挙げて検討していただいております。もう少し具体的に申し上げますと、

平日ということになりますと主婦層なんかがやっぱりメーンのターゲットになってくるであろ

うということで、こういった方々を対象にして例えばヨガの教室とか、そういったところに協

力しながらインストラクターを配置してもらってやって、それで終わった後、食事をしていた

だく、買い物をしていただく、お茶を飲んでいただく、そういったところでテナントへの波及

効果というものにつなげていくようなことを今ご検討をいただいていると伺っております。 
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  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。主婦層ということですと、一般の観光客と比べて

実際に入っていただくテナントいうのも大分かわってくるのかなと思っていますので、そのテ

ナント選びというのも大変苦労されるのかなと思っております。 

  最後に、テナントの誘致を非常に頑張っているということが事業計画書も含めていろいろさ

まざま書いてあるんですけれども、なかなかテナントさんが入居を決められない理由として、

先ほど来客数というのがあると思います。その中で一つ重要な意見となるところでテナントさ

ん自身の意見というものがあると思いますけれども、今回のこの計画の中でテナントさんの意

向というものがどのように聴取されて、どのように反映されているのか、お答えいただきたい

と思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 私ども、審査する側として直接テナントさんに出向くという形の

ことはちょっと今回はやっておりません。ただ、指定管理者側で、お客様であったり、それか

らテナントさんに対するアンケートとかをやって、それに対してどういう改善を施していくと

いうのは事業計画にも盛り込まれておりますので、そういったところを参考にさせていただき

ながら今回は審査をさせていただいたという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） ８番山本 進議員。 

○８番（山本 進） 引き続き、つなぐ会の山本でございます。 

  私からは、議案第77号「塩釜港旅客ターミナルの指定管理者の指定について」を総括的に質

疑をさせていただきます。 

  まず、塩釜港旅客ターミナルの指定管理者候補として選定されました団体、塩釜港開発株式

会社に平成31年４月１日から平成36年３月31日までの５年間管理を指定する議案が上程されま

した。当該議案につきまして、塩釜港開発株式会社が指定管理者として指定されることになり、

これまでの実績をいかに評価されているのか、その経過について、まずお聞きいたします。 

  当会社は、平成18年４月、初めて指定管理者となり、以来、今日まで塩釜港旅客ターミナル

の管理に当たってきたわけですが、委託者としての塩竈市の実績評価はどうだったのかという

ことについてお尋ねします。これまで２名の議員から総括的に質疑されておりますので、おお
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むね理解はしておりますが、これまでの管理実績、それからイベント実績、それからチャレン

ジショップ、それから支出削減の努力というものを大変評価されているようでございますが、

果たしてどうなのか。先ほど鎌田議員からありましたように、経営の部分でも70.5ということ

が果たして評価としてどうだったのかということについては、私も疑問を持ちました。 

  そこで、視点をかえまして、塩釜港開発株式会社の基本的経営戦略はどこにあるのかという

ことでお尋ねします。プレゼンテーションの内容を検証しますと、いずれも県・市と協力し、

あるいは積極的に働きかけ、あるいはアンケート調査を実施し、意見を聴取、テナント誘致を

積極的に、あるいはＳＮＳを活用した観光客誘致等々と一般的かつ抽象的な表現にとどまって

いるわけですけれども、ここに市としてどのようなところの評価をされたのかということにつ

いてお尋ねするわけであります。特に収支計画の説明欄によりますと、現指定管理者として現

在の収支額をベースとしますが、収入は増加のための努力を行い、支出は経費削減の工夫で削

除に努力しますと、削減に努力しますと言っていますが、具体的な数値目標、経営指標という

ものが何ら示されておりません。これは民間企業の場合、必ず１年、あるいは５年の経営計画、

そして四半期ごとの検証というものが実施されるわけですけれども、その辺、どのようになっ

て、またどの辺のところを評価されたのかを改めてお聞きします。 

  次に２番目に、資料№５の72ページに経営状況という欄がございます。そこで私、注目した

のは、減資という表現を使っています。資本金はご案内のとおり、11億8,000万円でございま

す。第24期、つまり昨年度の決算期期末残高が９億501万9,000円でございます。その繰越欠損

金を解消すべく減資するために今株主の方々に説明に上がっていると書いてありますけれども、

それは市として承知しているのかどうか。それから、減資としてどこまで減資する、中小企業

ですから恐らく１億円未満まで減資するんでしょうけれども、その辺のところを市としてどこ

まで関知し、どのような関心を持ってこの経営状況を把握されたのかということを２点目とし

てお尋ねします。もちろん総括質疑でございますので、詳細についての質疑は、これは委員会

に任せまして、総括的な答弁で結構でございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ただいま山本議員から議案第77号「塩釜港旅客ターミナルの指定管理者の

指定について」、何点か総括質疑をいただきました。初めに現指定管理者の実績評価について

というお尋ねでありました。 
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  現指定管理者である塩釜港開発株式会社は、マリンゲート塩釜への指定管理制度導入当初の

平成18年度から施設の管理運営を担ってきております。本施設の指定管理は、利用料金制を採

用しており、指定管理者の裁量でにぎわい創出に向けた柔軟な取り組みが可能でありますので、

現在もこのような取り組みをしていただいておりますが、なお一層会社の積極的な取り組み等

について期待をさせていただいているところであります。 

  この間の実績の評価といたしましては、大きく３点であります。まず経営面であります。平

成13年度の公設民営化後は、会社の単年度収支は黒字状況で推移をしてきておりましたが、前

期・第24期決算が単年度収支でマイナスという状況でありました。この経営状況を改善するた

めに、イベント開催に合わせたチャレンジショップを初めとしたテナント誘致など、施設の利

用率向上や経費節減などに取り組む姿勢について一定の評価をさせていただいたところであり

ます。 

  ２点目でありますが、観光面など、にぎわい創出についてでございます。イベント開催は、

地域のシンボルとなるにぎわい拠点としての役割を果たすためにも継続的な開催が必要である

と考えております。会社として大幅な利益向上には直結はしないものの観光客はもとより、市

民にも楽しんでいただける施設として多くのイベントを企画し、集客を図り、テナントへの利

益導入に努めているという点を評価をさせていただきました。 

  ３点目でありますが、施設管理面であります。建設から20年以上は経過をしていることに加

え、震災の影響も一部に残るところでありますが、市と役割分担をしながら管内施設の修繕も

小まめに取り組み、利用者の増大と満足度向上に努めているものと評価をさせていただいてい

るところであります。 

  次に、会社の経営戦略についてのご質問でありました。 

  前期の決算において、営業収支が赤字となったことを受け、会社として経営改善化計画を策

定をしているところでございます。会社が抱える課題を解決するために入居テナントの定着に

よる施設の利用率の向上、また集客を図るための自主イベントの継続開催、営業力を高めるた

めの組織体制の強化、多様な顧客ニーズへの対応、その他税負担軽減による収入の改善、光熱

水費を初めとする経費削減を経営方針として掲げ、現在取り組みをいたしているところと認識

をいたしております。 

  会社から提出された事業計画についてでありますが、選定に当たりましては、指定期間の５

カ年間で安定した運営ができる、そのために必要な経営基盤があること、来場者が利用しやす
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い施設管理運営、さらにはにぎわいの創出に向けた積極的な取り組み、こうした点を評価し、

候補者の選定を行いました。評価のポイントとしては、これまでの実績からテナントとのコミ

ュニケーションづくりやイベント開催によるにぎわいの創出、単年度赤字を解消するための節

減対策などを一定程度評価をさせていただいたものであります。 

  具体的な収入策についてはというご質問をいただきました。 

  やはりこの施設の主たる収入源は家賃テナント収入であります。指定管理は利用料金制を採

用しておりますことから、入居テナントの増加が収入の増加に直結することとなります。しか

し、テナント誘致の営業をしているもののなかなか入居率が上がらない現状であります。この

点を考慮し、イベント開催に合わせたスポット的な出店も数多く取り組んではいただきながら、

出店者に館内の雰囲気や客層に敏感に反応していただけるようなテナントの入居もこれから必

ず必要な項目であると判断をいたしております。また、３階の旧レストラン部分につきまして

は、現在は用途が飲食業とされておりますが、残念ながら面積が大きいということもあり、入

居に至っていない期間が続いております。今後は飲食店に限らず、多様な業種、業態の誘致活

動を行っていくことで検討を重ねております。市といたしましても会社と連携を図りながら一

時も早く入居者が決定できますように努力をさせていただきたいと思います。 

  最後に、減資についてのご質問でありました。 

  先ほど、経営改善計画を塩釜港開発でコンサルタントを使って取り組んでいるということを

申し上げました。その取り組みの中で、減資というものによりまして、経営改善を図るという

ことも一つの方策ではないのかということが提案されたようであります。社長からも私をご訪

問いただきまして、こういった検討も今後重ねていきたいというようなお話はいただいたとこ

ろであります。株主、あるいは役員の方々にしっかりと計画を説明をしながらぜひ取り組んで

いただきたいというお話をさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 山本議員。 

○８番（山本 進） ありがとうございました。 

  今市長から答弁いただきましたけれども、これまでの実績評価というものについては期待を

込めての実績評価と受けとめるわけです。確かに募集に対して１者ということでありますので、

なかなか厳しく評価するということはでき得ないわけですけれども、ただ、この会社の事業の

中には、地域開発に係る企画、調査等の研究事業とか、単なる不動産賃貸業にとどまらない港
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奥部再開発事業の先導施設、先導企業としての一つのミッションを持っているわけであります

ので、やはり会社にいる方々がその辺のところを十分認識しながら今後指定管理に当たってい

ただければなと考えております。 

  そこでお尋ねしますけれども、たしか第24期は、昨年度決算700万円ほどの赤字で決算をし

ておりましたが、ことし９月末までの第25期はどうだったんでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 内形副市長。 

○副市長（内形繁夫） お答えいたします。 

  第25期につきましては、578万1,000円の収支不足というような見込みになります。いずれこ

れは12月25日に株主定期総会でしっかりと株主に報告させていただくと思っています。 

  以上であります。 

○議長（香取嗣雄） ８番山本議員。 

○８番（山本 進） やはり入居率が65％ということの影響がもろに出ているのかなということ

と、この会社自体も周辺の工事、特に防潮堤の工事とか、それから駐車場の使い勝手の悪さと

かということでの誘客の不便さ、そういったことも一つの原因に挙げているわけですけれども、

見積もりの客観的な状況を悪い数字のための根拠とするのではなくてそれを克服した上での経

営戦略というものをやっぱりこれからやっていかなければいけないと私は思います。 

  そこで、参考までに今全国の自治体の指定管理の状態はどうなっているかと調べてみますと、

昨年度で2,300件が業務不履行、あるいは効果の未達等によって指定管理を廃止したり契約を

解除している実態があります。総務省基準によれば、指定管理の基準というのは３つありまし

て、当然住民の平等利用の確保、これは公平性ということですが、それから事業計画書の内容

が施設の効果を最大限発揮すること、そして安定した管理ができる物的、人的能力を有してい

ることということであります。つまり経営体として健全な企業経営ができているかどうかとい

うことは大きな要素になるわけでありまして、その辺のところが不安要素としてある以上は、

これは総務省基準に照らしても、その基準にたがう要件だなと思わざるを得ないわけでありま

す。これ以上の質疑は避けますけれども、十分その辺について委員会の中でご議論されると思

いますので、私からは以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（香取嗣雄） ５番阿部眞喜議員。 

○５番（阿部眞喜） オール塩竈の会、阿部眞喜です。 

  総括質疑をさせていただきます。 



-55- 

  私からは、議案第67号「塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例」についてから２点お伺いをさせていただきます。 

  １点目は、変更点について確認をさせていただきます。次回から選挙運動用自動車の公費負

担がありますが、次回から導入されるきっかけとなった経緯を教えてください。もしその際に

他自治体との違い等がございましたら、教えていただければと思います。 

  ２点目は、選挙用ビラについてでございます。自治体選挙において選挙用ビラが配布できる

ようになりました。ビラの配布についてのルールを一度確認をさせていただければと思います

ので、ルールについて教えていただければと思います。 

  また、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」の学校施設の空調整備については、

私も会派の代表として９月に一般質問をさせていただいた経緯がありますので、質問させてい

ただこうと思いましたが、菅原議員、伊勢議員と重なる部分も多く、お２人にされた答弁で私

も重々理解をさせていただきました。子供たちのため、教育現場の皆様のためにも一日も早い

整備を願います。ということで、私からは第67号「塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例」についての１点のみをご質疑させていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ただいま阿部眞喜議員から議案第67号「塩竈市議会議員及び塩竈市長の選

挙における選挙運動の公費負担に関する条例」について総括質疑をいただきました。２点につ

いてお尋ねいただきましたが、実は３点かわっておりますので、３点についてご説明をさせて

いただければと思います。 

  １点目でありますが、現行では市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ポスターの作

成、選挙運動用ビラの作成、これは現在市長選挙のみでありますが、これに係る費用について

公費負担を行わせていただいておりますが、公職選挙法施行令の一部改正によりまして公費負

担の単価が改正になっておりますので、国に準じて単価を改正させていただくというものが１

点目であります。 

  ２点目でありますが、選挙運動用自動車の使用、今回新たに計上されましたが、その意図は

というご質問でありました。 

  昨今、若者の政治への関心の高まりが期待される中、立候補する方々の負担を減らして、最

も身近な地方政治に多くの方々に参加しやすい環境を整えるという目的でございます。 
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  次に、公職選挙法によりまして市議会議員の選挙にも選挙運動用ビラの作成が公費負担とな

りましたが、その取り扱いについてのご質問でありました。 

  枚数でありますが、選挙管理委員会に届け出た２種類以内のビラということであります。市

長の選挙の場合は１万6,000枚、市議会議員の選挙は4,000枚まで頒布することができるもので

ございます。記載内容は特にございませんが、頒布責任者及び印刷者の氏名、法人にあっては

名称、住所の記載が必要となるものでございます。頒布の方法でありますが、新聞折り込み、

候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、または街頭演説の場所における頒布に限られま

す。この際には選挙管理委員会が発行する証紙を張らなければならないということが規定でご

ざいます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） ５番阿部議員。 

○５番（阿部眞喜） ありがとうございました。 

  ちょっと１点確認させていただきたいんですけれども、塩竈市として、今回選挙カーですか、

自動車でドライバーのお金と、またガソリンのお金、それを借りるレンタカーのお金というと

ころまで公費負担をしていただけるということでございますが、これはほかの自治体でも多分

公費負担されている自治体が多数もちろんあると思いますけれども、今回塩竈市で初めてとい

う認識でよろしいですか。 

○議長（香取嗣雄） 相澤選挙管理委員会事務局長。 

○挙管理委員会事務局長（相澤 勝） お答えいたします。 

  自動車関係につきましては、県内の各自治体と同様の内容ということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） ５番。阿部議員 

○５番（阿部眞喜） ありがとうございます。負担が減るのは非常に助かりますので、多くの皆

様にチャンスがあるような選挙になれるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  チラシなんですけれども、証紙4,000枚ということでございましたので、ぜひともしっかり

と証紙を張ったもの、そしてそれが手渡しになるんですかね、という形になると思いますので、

または折り込みですか、折り込みができるということでございます。ルールにのっとってしっ

かりとみんなでルール違反せず戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

私からはそのルールの統一というところが一番メーンでございましたので、しっかりとお話が
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聞けたので助かりました。ありがとうございました。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 10番志賀勝利議員。 

○10番（志賀勝利） 市民クラブの志賀でございます。 

  議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」について総括質疑をさせていただきます。 

  ３点ほど質疑がありますが、まず初めに、地方交付税が４億6,800万円減額という形になっ

ておりますので、この内容についてお知らせください。そしてこの減額が行政の運営について

どのような影響を及ぼしているのか、お聞きしたいと思います。 

  あと２点につきましては、幼稚園費の補助金、これが342万8,000円減額補正されております。

この内容についてお伺いいたします。 

  もう一点は、学校給食調理業務一部委託の拡大についてについてお伺いいたします。行政運

営の効率化を図る、また安全で良質な学校給食を安定的に供給するためとうたってありますの

で、従前に比べてどのように変わっていくのか、その辺についてもお伺いしたいと思います。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 志賀議員から３点にわたり総括質疑をいただきました。順次お答えをさせ

ていただきます。 

  初めに、地方交付税４億6,807万6,000円の減額補正の内容についてご説明を申し上げます。 

  今回お諮りをいたします地方交付税の減額補正予算につきましては、主に決算整理に向けた

震災復興特別交付税の減額と歳出事業費の計上に伴います特別交付税の増額分でございます。 

  補正額の内訳につきましては、震災復興特別交付税が４億6,837万円の減額で、特別交付税

が29万4,000円の増額であります。まず震災復興特別交付税につきましては、平成30年度の決

算整理により不用額が見込まれます、各種復興交付金事業や災害復旧事業費、各特別会計への

繰出金の減額補正に伴いまして、１億5,761万4,000円の減額となりますほか、平成29年度決算

におけます各会計の実質収支額のうち、震災復興特別交付税の精算分３億1,178万8,000円の減

額が主なる内容となっております。また、特別交付税につきましては、平成30年北海道胆振東

部地震により、被災した自治体に対します本市の応援職員の派遣に要した事業費への措置額を

増額補正いたすものであります。36万8,000円であります。 

  次に、幼稚園費補助費を342万8,000円減額をいたしております。この補助金でありますが、
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東日本大震災により被災し、経済的理由により就園困難となった幼児の教育機会の確保を図る

ことを目的に市町村が行う幼稚園就園奨励企業に要する経費のうち、被災児童に係る経費を県

が市町村に被災幼児就園支援事業費補助金として交付をする事業であります。今年度の補助金

額でありますが、前年度と同程度の1,000万円を見込んで計上させていただいておりましたが、

被災児童の保護者からの幼稚園就園奨励費の申請総額が657万2,000円にとどまったことから、

県に対して補助金の変更申請を行うとともに、歳入予算について342万8,000円の減額補正を行

うものであります。 

  次に、学校給食費のうち、学校給食調理業務の一部委託の拡大についてご質問いただきまし

た。 

  学校給食調理業務の委託につきましては、塩竈市行財政改革推進計画及び塩竈市アウトソー

シング基本方針に基づき、技能労務職退職者不補充により、１校当たり２名の正規職員の配置

が困難になったため、給食調理業務の一部委託の拡大を行ってきているところであります。こ

れまで、平成27年度から第一中学校と第二中学校、平成29年度からは玉川中学校の学校給食調

理業務の一部委託を行ってきたところであります。業務内容につきましては、調理業務、配膳

作業、そして洗浄清掃作業となっております。 

  なお、献立作成栄養管理、食材発注はこれまでどおり学校に配属されている学校栄養士が行

うこととなっております。衛生管理につきましては、厚生労働省が定める大量調理施設衛生管

理マニュアル及び文部科学省の学校給食衛生管理の基準に基づき、教育委員会として、国・県

の指導のもと、受託者に対し、必要な指導を行なっております。一方、受託者におきましては、

定期的に巡回し、業務責任者や調理業務従事者に対して、適切な指示、指導を行い、安全で安

心な学校給食を提供させていただきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ご丁寧な説明ありがとうございます。 

  それで、もう一回確認しますけれども、地方交付税４億6,800万円の減額については、これ

はもう不用になった余ったお金を国にお返しするという理解でよろしいでしょうか。そこのと

ころ。 

○議長（香取嗣雄） 末永財政課長。 

○市民総務部財政課長（末永量太） そのとおりでございます。 
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○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） それと、あと幼稚園の補助なんですが、今市長の説明を聞きましたら

1,000万円来たものが余ったので342万8,000円戻すことになったということですね。そうする

と、資料№５の39ページですか、ここに一般財源が675万7,000円と書いてあって事業費327万

円ということが書いてあるんですが、この一般財源の数字というのはどういうふうに理解すれ

ばいいのか、ちょっと教えてください。 

○議長（香取嗣雄） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） この幼稚園就園奨励金というのは国が３分の１、それから市町村

が３分の２、幼稚園に入るお子さんに対してお金を奨励金として支給することになっておりま

す。今般、先ほど市長が答弁いたしました宮城県の就園奨励金というのは被災した世帯の幼児

にだけ、幼稚園に通うお子さんにだけお金を出すと。その分が減りましたので、その分一般の

幼稚園児が、被災していない幼稚園児が入ったということになりまして、市町村の持ち出しが

その分ふえるというふうなことになります。それで、今回、国が県から当初1,000万円分ぐら

い被災した子供が幼稚園に入るのではないかというふうな見込みでおりましたが、被災した子

供は600万円分ぐらいの子供しか入ってきませんでしたので、その差額は市町村が出さなけれ

ばならなくなったということでございます。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 何となくわかったような気がしますけれども、簡単に言うと被災者の子供

さんたちが少なかったと。減ったと。減った分が一般の人が入ってきて、その分がふえたとい

うところで、その分が675万円新たに市が負担しましたよと。県から来た補助金は、減った分

をお返ししましたよということでいいんですね、1,000万円に対して。 

○議長（香取嗣雄） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 返すというか、まだもらっていませんので、減額の変更申請をす

るということになります。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） わかりました。ありがとうございます。 

  それで、あとこの学校給食でちょっとお聞きしたいんですが、私もちょっと不勉強で申しわ

けないんですけれども、第一中学校、第二中学校、玉川中学校が委託しているということなん
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ですが、これはそれぞれの学校の給食室を使って、そして人だけアウトソーシングしていると

いうことなんでしょうか。そこのところをちょっと確認させてください。 

○議長（香取嗣雄） 阿部教育部長。 

○教育委員会教育部長（阿部光浩） お答えいたします。 

  各学校の給食室を利用して委託した業者は、そこで調理を行っているという状況です。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） そこで、行政運営の効率化という言葉を使っているんですが、これはどう

いう形で効率化が図られたのか教えてください。 

○議長（香取嗣雄） 阿部教育部長。 

○教育委員会教育部長（阿部光浩） お答えいたします。 

  効率化といいますか、今退職者不補充という現状で正規職員が減ってきておりますので、そ

ういった中で、今の学校の給食室を活用した中で調理業務を行うというために委託を行ってい

るというような内容です。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） もっとざっくばらんに言えば、職員の方を使うよりは民間にやったほうが

安いから、そういうふうに使っているという理解でいいんですか。そうではなくて、もうちょ

っと崇高な理念があるんですか。 

○議長（香取嗣雄） 阿部教育部長。 

○教育委員会教育部長（阿部光浩） 正規の調理業務の職員を採用できないような状況でありま

すので、民間に業務を委託して行っているというような状況です。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） それで、結局外部の方に委託するということなんですけれども、第一中学

校、第二中学校、玉川中学校が今やっています。この委託先はそれぞれ別なんですか。全部同

じところなんでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 本田教育部次長。 

○教育委員会教育部次長兼教育総務課長（本田幹枝） お答えいたします。 
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  現実的には別な業者となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） そこで、安全で良質な学校給食を安定的にとうたってあるわけですけれど

も、果たしてそれで外部の方にばらばらに別々のところに頼んで、何が安全で何が安定的に供

給されるのかという、ふとした疑問が起こるわけですね。本当に安全なんだろうかというとこ

ろをどのように安全を確保しているのか教えてください。 

○議長（香取嗣雄） 本田教育部次長。 

○教育委員会教育部次長兼教育総務課長（本田幹枝） お答えいたします。 

  業務委託の際に業務委託仕様書に基づきまして、大量調理等々に対しましての一定程度の縛

りをきちんと設けてございますので、そういったことで安全・安心で安定的な給食を提供でき

るというふうに、そういった契約で行ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 仕様書にうたってもやるのは人間ですよね。その人間がその仕様書どおり

のやっぱり仕事をやってくれるのかどうかというのは非常に難しい、個人差がありますからね。

今まで市の職員としてやっていた方よりもより安全で安心だと一口で本当に言えるのかなとも

思うわけです。そこのところはいかがなんですか。それだけ優秀な人だったらほかにも幾らで

も勤め先が出てくるのかなと思いますけれどもね。 

○議長（香取嗣雄） 本田教育部次長。 

○教育委員会教育部次長兼教育総務課長（本田幹枝） お答えいたします。 

  先ほど来、ご回答申し上げておりますように、どうしても行財政改革の一環で職員の不補充

という形になってございますので、力量というよりは人数の定数の問題でございます。そこで、

こちらとしましては、学校給食の安全性を担保するということで業者さんに委託をしていると

いうところでございます。もちろんいわゆる丸投げというわけではなくて、教育委員会とも意

見交換をしながら、食育の一環としてきちんと責任を持った給食運営を協力して行っていると

いう状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 志賀議員。 
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○10番（志賀勝利） 仕様書でうたうのは、それはそれで結構なんですけれども、なかなか人間

というのは感情の動物で、仕様書どおりに、果たしてそのやっている方が仕様書を全部認識し

ているのかと。会社の方が認識していても、多分認識していないと思います。ですから、会社

の方の管理から外れて仕事をされているわけですから、やっぱりその辺のところを、学校給食

室に勤める方がいないということであれば、なおのこと子供さんたちの安全・安心を考えてよ

り注意深く人格をやっぱりちゃんと見定められるような方策をとっていただいて、何か問題が

起きないようにしていただければなと思います。問題が起きてからでは遅いですし、ましてや

今度それぞれ違った場所に頼んでいるということになると、受けている会社もそれだけ責任感

が逆になくなっていくのかなという心配もありますので、その辺も考慮して、やっていただけ

る人たちにも市で当然面接等なんかはされているんでしょうから、そのあたりもしっかりとや

っていただいて、それこそ安心・安全で良質な給食を提供していただきたいと思います。なか

なか人のやることですから管理が難しいと思いますので、そこのところをしっかりやりますと

いう言葉じゃなくて、どうやったらしっかりできるのかというそのマニュアルをきちっとつく

ってやっていただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（香取嗣雄） 本田教育部次長。 

○教育委員会教育部次長兼教育総務課長（本田幹枝） 学校給食の運営につきましては、国・県、

それから本市でもマニュアルを持ってございまして、それに沿ってきちんとそれを遵守するよ

うな形での運営を行っておりますし、それから業者に対しましても定期的な巡回、それからや

っぱり業務責任者、調理業務従事者に対しても適切な指示、指導を行ってございますので、そ

ういったことを今後ともなお続けていきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） これをもって総括質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、総括質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております各号議案につきましては、お手元にご配付の議案付託表のと

おり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、明11日から16日までを常任委員会開催のため

休会とし、17日定刻再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（香取嗣雄） ご異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、明11日から16日までを常任

委員会開催のため休会とし、17日定刻再開することに決定いたしました。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

   午後４時４７分  散会 

                                            

  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   平成３０年１２月１０日 

 

        塩竈市議会議長  香 取 嗣 雄 

 

        塩竈市議会議員  曽 我 ミ ヨ 

 

        塩竈市議会議員  小 野 幸 男 
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   午後１時  開議 

○議長（香取嗣雄） ただいまから12月定例会２日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、「日程第２号」記載のとおりであります。 

  傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等を持参されている方は、電源を切るようにお願いを

いたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（香取嗣雄） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員には、２番菅原善幸議員、３番浅野敏江議員を指名をいたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第２  一般質問 

○議長（香取嗣雄） 日程第２、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

  なお、本日の一般質問は全て一問一答方式にて行います。 

  13番鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二）（登壇） 市民クラブの鎌田礼二でございます。よろしくお願いいたします。 

  本日は、質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。皆様に感謝申し上げます。 

  今回の一般質問の質問項目を１本に絞り、2025年問題としました。皆さん、2025年問題につ

いてはおわかりとは思いますが、現在2018年ですから７年後のことですが、第１次ベビーブー

ムの団塊の世代の人たちが65歳以上となり、高齢化率が上がり、高齢化社会の到来です。認知

症者の増加や空き家の増加、そして医療費の増加のほか、社会保障費などは現在の40％もの増

加が予想されます。塩竈市においても、人口減少や福祉関係に係る費用の増加が懸念され、こ

のままいけば市の財政は危機的な状況になるのではと心配をいたします。 

  また2025年を越え、2040年には、社会保障費が現在の1.6倍となり、それを支える現役世代

が20％も減る。現役世代でも、ニートや生活保護受給者もいると、高齢者を１人で支える肩車

状態になるとも言われております。これが2040年問題です。 

  塩竈市としては、まず2025年を生き抜かなければ、市の存続が危ぶまれます。何としても生

き抜かなければなりません。一刻も早く対策をとる必要があり、平成31年度の予算を決める最

終段階である12月定例会で一般質問に取り上げました。 



-68- 

  今回の質問にはストーリー性を持たせています。 

  まず、現在の塩竈市の財政状況について考え、そして財政状況の改善には人口増加策により

市民をふやし、自主財源となる市税の増加を図らなければならないと考えます。そのためには、

将来に向けて無駄なお金は使わない。その考え方では、塩竈市公共施設再配置計画の進め方や

広域行政等により経費を削減する。そしてふるさと納税の増収を図り、一般会計からの市立病

院や魚市場、浦戸交通事業への繰り出しをなくし、そのお金を人口増加策に使用する。この人

口増加策については、他市で行っていることはもちろんのこと、他市を飛び越えた魅力ある人

口増加策が必要です。 

  人口増加策としては、子育て支援、転入者等への特典、教育環境とレベルの向上、働き場所

の確保、魅力あるまちづくり等により人口をふやす。新たな人口増加策によりふえた市民によ

って、増加した市税の増加分はまた新たな人口増加策に使用し、雪だるま式に人口をふやすべ

きだと考えています。 

  塩竈市として2025年問題をどう捉えているのか、まずお聞きをしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

  ②から⑦までは、自席にて行いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） ただいま鎌田議員から、まず2025年問題についてのご質問をいた

だきました。 

  あわせて、地域戦略プラン2040計画をにらみながら、本市として今どのような考え方でこの

問題解決に取り組むのかというご質問をいただきました。 

  改めて確認をさせていただくわけでありますが、2025年問題、いわゆるベビーブーム世代が

2025年には75歳以上となり、高齢者人口の割合が国全体として約30％に達するなど、これまで

は高齢化の進展の速さが大きな問題とされておりましたが、2025年ごろには高齢化率、いわゆ

る高さが大きな課題となるものと捉えております。 

  また、2016年には生まれてくる子供の数が国全体で初めて100万人を割り込み、2025年には

80万4,000人、また年少人口比率につきましては約11％と推察されており、今後も少子化の進

行が見込まれるという問題であります。 

  結論から申し上げますと、もう既に塩竈市の現状が2025年水準にもう達しているというふう

に我々は理解いたしております。具体的に申し上げれば、高齢化率でありますが、32.9％であ
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ります。また、年少人口比率につきましても10.4％程度と、大変厳しい環境であり、まさに

2025年問題に現在が直面しているというふうに理解をいたしております。 

  したがいまして、この問題解決が、将来2025年が到来したときに、我々塩竈市がどういった

課題の解決で乗り越えられたかというようなモデルを提示できるようにしっかりと頑張ってま

いりたいというふうに考えているところでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） 回答ありがとうございます。 

  次のテーマといいますか、話に早速移らせていただきますが、財政力指数と経常収支比率に

ついて、ちょっとお話をしたいんですが、総務省で市町村の財政比較分析表、これ今手に入る

のは、平成28年度分の結果を見ますと、財政力指数が塩竈市は0.51と、これは類似団体、人口

比や産業構成の類似団体から見ますと、85団体のうちの75番目に入ると。下のほうなんですね。

それから、問題は経常収支比率です。これが98.8％です。これは類似団体、85団体ありますけ

れども、70番目と、これも下のほうというふうになります。それから、それで全国平均が

92.8％なんです。ですから、かなりの隔たりがあるし、やはり自由に使えるお金、政策的経費

が確保できる、これがやはり塩竈市の将来を左右するのではないかというふうに思うわけです。

これについては、いかがでしょうか。できれば財政課長、ないしは市長にお答えをいただきた

いと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今本市の財政力指数についてのご質問をいただきました。平成28年度決算

で0.51、平成29年度決算では0.52であります。また、経常収支比率でありますが、平成28年度

決算では98.8％、平成29年度決算では97.9％であり、どちらの指標も前年度と比較をいたしま

すと若干改善はされておりますが、依然として厳しい数値であるというふうに理解をいたして

おります。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） 改善は見られるが厳しい状況ということは私も認めたいと思いますが、や

はり自由に使える政策的経費を生むためには、人口増加が一番かなと。そして、それによる市

税の増加が一番ではないかと、改善策として、考えるわけですけれども、財政課長はいかがで

しょうかね。 
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○議長（香取嗣雄） 末永財政課長。 

○市民総務部財政課長（末永量太） ご指摘のとおりでございます。経常収支比率の計算上、市

税収入が分母ということになりますので、市税収入のアップイコール経常収支比率が下がると。

財政上では弾力性が生まれるというのは事実でございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） どうもありがとうございます。そうすると、人口をふやすためには、やっ

ぱり人口の増加策が必要だというふうになるわけですけれども、そのためには経費が必要だと。

その経費をどこから生み出すかというところなんですが、まず今後出ないようにしてほしいと

いうところで、塩竈市の公共施設の再配置計画、これにお金をかけてはちょっと無駄になっち

ゃうかなというふうに思うんです。その観点から、現在、公共施設の再配置計画の審議会です

か、これが開催されておりますが、どんな状況でしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今ご質問いただきました塩竈市公共施設再配置計画についてでありますが、

審議会につきましては、平成30年８月に設置をされて以来、今日まで３回にわたって審議会を

開催させていただいております。 

  審議内容としては、単なる施設の削減だけではなくて塩竈の地域特性、あるいは歴史文化の

魅力といったようなものを生かしながら、将来のまちづくりを見据えた計画にすべきであると

いうようなご意見も頂戴いたしたところであります。 

  また、市民協働による施設運営や民間活力の活用を積極的に取り入れて、新たな公共施設の

管理の取り組みをすべきである等の意見等もいただいたところであります。 

  今後につきましては、年度内に残り２回を開催をし、平成31年２月ごろに最終的な答申をい

ただく予定となっているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） あと２回の開催ということですけれども、私はその審議の内容を細かく見

ているわけではありませんが、もう少し審議が必要なのではないかと個人的には考えます。こ

の間、総務教育常任委員会で秦野市に調査に行ってまいりました。その折にいろいろ話をお聞

きしたんですが、公共施設の統廃合の計画に当たっては、それぞれの施設や建物、それだけで
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はなくて、その中にあるそれぞれの会議室や、どの部分がどういう時間帯でどういう人が使っ

ているのかという細かな調査をしたと。そういったものをもとに一部部屋を民間に貸し出すと

か、それから使い方をいろいろ工夫しているというところがあるんです。ですから、塩竈市の

場合は、もうそういった話も聞かれたようではありますが、もう計画をぽんと出されたという

ことで、本当に細かな調査をして進まないでいいのかなという疑問点が生じるわけですけれど

も、そのことについてはいかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 確認をさせていただきますが、総合管理計画をつくりました。それを受け

まして再配置計画という審議会を今開催させていただいておりますが、それは個別個々のもの

ではなくて、施設単位にこういった部分については、今後どういう方向であるべきかという議

論をいただきながら、今議員からご質問いただいております最終形としては、個別計画を策定

させていただきます。当然のことながら、個別計画の策定に当たりましては、さまざまな視

点・観点からご意見をいただきながら、廃止すべきもの、あるいは縮小すべきもの、あるいは

中にはさらに新たな機能を付加するものも当然出てくるかと思いますが、そういった議論を市

民の方々としっかりと重ねさせていただいた上で、個別計画を策定をさせていただくという予

定でございますが、今申し上げました再配置計画というのは、全体的なそれぞれの種別ごとに

どういった方向であるべきかということをご議論いただくという段階でありますことをご理解

いただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） そうすると、今大まかな再配置計画であって、細かな個別については、今

後ということだろうかなというふうに思うんですが、その際には、やはりそういったきめ細か

な調査をしていただいて、ただ単に１日で何人使うとか、ここに建物に何人来るだけではなく、

それぞれの個別の部屋やらそういった利用団体の調査もやって進んでいただきたいなというふ

うに思います。 

  そんな中、私はちょっと今回秋にかなりいろいろセミナーを受けさせていただきました。そ

の中で、ＰＰＰ、ＰＦＩの関連のセミナーが何回かあったわけですけれども、このセミナーの

中で、やはり統廃合も含めて民間の力をかりているというところが結構ありました。ですから、

例えば、皆さんご存じですけれども、図書館であるとかそういったところについては、いろん
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なお店ではないですが、ただ単に図書の貸し出しやら読む場所ではないという状況に達してき

ているんです。ですから、そういった民間の力をかりるのも、今図書館を挙げましたけれども、

ほかの部分でもあるんではないかと。公民館やら、今塩竈ではエスプとか、そういうことも幅

広く検討なさって進めていただきたいなというふうに思います。 

  そして、もう一つの無駄な金を使わないという観点から、広域行政にちょっと話を移らせて

いただきます。 

  塩竈独自で今ごみ処理はなされていると。そうすると、二市三町でやるのと、やっぱり経費

的に塩竈市単独でやるのとでは、単価といいますか、全く違ってくるというふうに思うんです。

そういった点では、この宮城東部衛生処理組合に参加すべきではないかというふうに思います。 

  それで、６月の定例会でも私は質問をさせていただきました。その折にも回答としては、き

ょう議事録を持ってきたんですけれども、「そういった長寿命化、延命化を図ることがあれば、

改めてどこかの段階で塩竈市もぜひ参画させていただけないかという要請はさせていただいて

おります」という回答をいただいているんですが、その後、どういう状況にあるのかを教えて

いただきたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今ご質問いただきましたとおり、６月定例会でありました。鎌田議員から

一般質問でこの宮城東部衛生処理組合と将来に向けて合流すべきではないのかというご質問を

いただきました際に、私からそのようなご回答を申し上げております。そういった議論は、塩

釜地区広域行政連絡協議会の中でも意見を交換させていただいておりますが、主にはやはり一

市三町の担当課長と私どもの職員がこれからのスケジュール等について具体的にお話をさせて

いただく必要があると思っております。具体的には宮城東部衛生処理組合の構成市町との会議

を既に２回開催をさせていただいております。 

  １回目では総体的な地域のごみ量の確認であります。現在、宮城東部衛生処理組合にありま

す炉については、170トンであります。これに対して、塩竈市も加入するとなると、１日当た

り40トンのごみが処理できない状況になってしまうと。こういったことをどのようにカバーし

ていくのかというようなことの具体的なお話もされております。 

  また、２回目が８月23日に開催をさせていただいておりますが、塩竈市が合流したいという

ことであれば、現有施設をしからばいつまで活用できるのかと。そういった活用期限について

も、塩竈市から個別個々にお話をいただきたいというようなご要望がございまして、一市三町
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の担当課長さん方と今後に向けたお話等も開始をさせていただいているところであります。 

  宮城東部衛生処理組合としては、かなり長期にわたる延命化を今検討されているようであり

ます。我々では、とてもそういったスケジュールに合わせて、例えば、ごみ焼却施設、あるい

は最終処分場を延命化ということは不可能な状況でありますので、今後も宮城東部衛生処理組

合の皆さんと今後の取り組みについての具体的なお話を継続をさせていただきたいと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 継続して審議をしていると。進んでいるという回答でありますけれども、

私に漏れ聞こえるところによると、議員の方の話ですが、なかなか塩竈はやる気ないんじゃな

いのという、そういう話が私の耳には入ってくるんですが、そういうことはないという解釈で

よろしいでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 根強くありますのが、発足当時に、塩竈市がなぜ参画しなかったのかとい

う思いをお持ちの方々がおられることは事実であります。我々はそれを受けとめざるを得ない

わけでありますが、我々はそのお話ではなくて、将来に向けてどういった取り組みをさせてい

ただきたいかということについて、まずはお願いはさせていただいたつもりでありますし、今

申し上げましたように担当課長会議等についても、宮城東部衛生処理組合の要請、あるいは本

市のお願いでこのような会議を重ねさせていただいて、そういった中から徐々に過去のしこり

については、解消させていただきながら、ぜひ合流をしながら、二市三町一体としてごみ処理、

あるいは焼却処分場、進めていくということで、ぜひお願いをいたしてまいりたいと考えてい

るところでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田礼二議員。 

○13番（鎌田礼二） 繰り返しになりますけれども、やっぱり塩竈独自でやるのと単価が違って

くると思いますので、将来の塩竈を考えると何とか参画していただきたいなと、参加していた

だきたいなというふうに思います。今後とも、よろしくお願いしたいと思います。 

  そして次に、二市三町で私の提案的な形になりますけれども、何回かこの一般質問で取り上

げているんですが、北海道の室蘭市等の西いぶり広域連合がかなり成果を上げていると。これ

はもう大分前の話ですけれども。それから大分経過をしておりますし、今二市三町でこういっ
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たことがやれれば、いわゆる事務関係、全部一括して行うと。形、フォーマットもみんなつく

って１カ所のコンピューターセンターといいますか、電算センターを設けてそこで処理すると

いうような形で成果を上げているわけですけれども、こういったことも私はやるべきではない

かというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） まず、広域行政のご質問にお答えいたします。 

  かつて塩釜地区消防事務組合は、消防事務だけを担当されてまいりました。介護保険制度が

スタートしたときに、介護保険についても二市三町で共同でやりましょうというような機運が

あったことは事実であります。ただ、残念ながら、介護保険事業会計が非常に潤滑にいってい

る市町と、それからなかなか厳しい環境という中で、若干温度差がございまして、残念ながら

介護保険事業を二市三町で共同でというところまでには至りませんでしたが、審査業務につい

ては、消防事務組合で現在も担当させていただいておりますし、あるいは、障害者自立支援法

に基づく審査判定等についても、消防事務からは本来外れるかとは思いますが、消防事務組合

として任務の一翼を担っていただいております。 

  また、ご案内のとおり、塩釜地区環境組合でしたかね、そういったものもあったわけであり

ますが、これらについても、現在組合を廃止をし、塩釜地区消防事務組合の中で一括して取り

組みをさせていただいているということであります。したがいまして、二市三町で残っており

ます事務組合は、塩釜地区消防事務組合と宮城東部衛生処理組合の２組合であります。 

  前段ご質問いただきましたように、宮城東部衛生処理組合には塩竈市が参画をしていないと

いう状況でありますので、将来のあるべき姿としては、宮城東部衛生処理組合に塩竈市が参画

をさせていただければ、構成員としては全くそろいますので、その先は、宮城東部衛生処理組

合とそれから塩釜地区消防事務組合がどうやって１本になっていくのかということを二市三町

でしっかりと議論する段階になるものと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 私が言わんとしているのは、それをまた飛び越えた、役所でやられている

仕事をもうほとんどのものを二市三町で行うという、そういうシステムなんです。それを10年

以上前にもこの室蘭市ではやられているんですけれども、そういったことを言っているんです

が、そこに進むに当たっては、一段階として先ほど言われる宮城東部衛生処理組合の参画なの
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かなというふうに思ったりするわけですけれども、ちょっとこれについてもいろいろ話すと長

くなるもんですから、やはり宮城東部衛生処理組合から出発して、段階を上げていただいて、

やはり全体的な事務まで進んでいただきたいなというふうに思います。 

  そして、そういったことができないのであれば、昨今ちょっと新聞に掲載された、登米市で

ＩＣＴ、それからＡＩ活用をした協定を大手電気通信事業者と結んでいるということで、これ

も成果を上げているようなんですが、いろいろ行政事務ですが、これを読まれたかどうかはわ

かりませんけれども、こういったこととか、あとはクラウド化を図っているんですね、これは。

富谷市と村田町が書いていますけれども、これを図ったことによって、もう削減されていると

いうようなこの新聞報道もありますけれども、これを知っていらっしゃると思うんですけれど

も、どう考えているのか。できなければ、こういったことにまず着手するのもいいかなと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） たしか５年ぐらい前でありましたか、塩釜地区広域行政連絡協議会の際に

二市三町でクラウドを共有しませんかというようなご提案をさせていただきました。事務担当

が具体的な打ち合わせスケジュールまでつくって打ち合わせをしたんですが、結果的には、ス

タートの時間といいますか、スタートの時期が違うということで、残念ながら二市三町として

もまとまれなかったというのが実態であります。昨日も村田町長にお会いしましたので、富谷

市とのクラウドの共有でどういった経費節減が図られましたかということをつぶさにお伺いし

ました。10％ぐらいだというようなお話でありましたが、できるだけその輪を広げていきたい

ということでありましたので、ぜひ塩竈にもそういった具体的なお話を聞かせていただきたい

というご要望をさせていただきましたところ、近々中に宮城県が主催をして、県の中でこうい

った輪を広げようというような取り組みをされるというお話もいただいたところでありますの

で、我々もどういったことで経費の節減等が図られるかということにつきましては、アンテナ

を高くして情報収集を行ってまいりたいと思っています。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） では、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、一般会計からの繰り出しのある市立病院関係、それから浦戸交通、それから魚市場に

ついて話を移らせていただきます。 
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  まずは市立病院ですけれども、今年度、予算化しておりました市立病院の建設基礎調査事業、

これの進捗状況、どんなぐあいになっているのか、どういう方向性あるのか、その辺をお教え

願いたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 今年度、初めて実施しております市立病院建設基

礎調査事業の今の進捗状況ということですが、まず初めに、この調査の概要だけお伝えしたい

と思います。 

  この調査は、病院の現状の整理・分析、こういったものを行いながら、今後のあるべき診療

体制やその機能、こういったものを調査検討するということで、今進めております。 

  まとめの段階の途中というところにはありますけれども、今のこの必要性、あるべき姿、そ

ういった方向性などのちょっと主なるものをご説明したいと思います。 

  大きく３点ほどあるんですが、まず１点目、これは一般的な病気を丁寧に診る病院という考

え方です。これはどういうことかといいますと、高いレベルの診療で丁寧な説明、それから診

療を行うことでの満足度を上げるということ。それから、２つ目としましては、消化器分野を

柱としました急性期医療の提供ということです。当院は、外科・内科ともにハイレベルの消化

器内科では診療を行っているということで、こちらの急性期医療をきちっと守っていくという

考え方です。３点目は、その臓器別専門医にこだわらない総合診療というものと在宅医療、こ

れの拠点病院であるという考え方です。今まで総合診療といえば内科中心ということだったん

ですが、そういうことではなくて、どんな広く市民の方、一般の地域の方がいらしていても、

そういったものに総合的に対応できる、そういった診療科を強化していこうというものと、そ

れから在宅療養支援病院という、在宅でも当院は認定を受けているということがありますので、

その総合診療と在宅、こういったものをあわせ持った拠点病院となるべきではないかという考

え方が今出てきております。 

  さらに、これらに加えまして、当院としましては、地域の診療所、それからクリニックなど

の開業医の先生とか、それから近隣の民間病院、そして大病院とをつなぎますそういった結び

つきというものをさらに強めながら、地域医療の中心的な医療機関ということも担っていくべ

きではないかという考え方もございまして、こういったことが公立病院だからこそ果たせる役

割であるというふうな考え方も出てきております。 

  このように今後の医療のあり方、それから経営についての整理を今進めている段階にござい
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まして、これから策定する収支計画というものにおいて、繰出金関係とかそういった収支は明

らかになってくるという今段取りになってございます。一定程度内容がまとまり次第、議会に

も中間報告という形でご報告申し上げたいというふうなことで今進めてございます。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） そうしますと、現在の市立病院を簡単に言えば幅広く深くという形なのか

なというふうに思います。それで、肝心のこの名称にもある建設基礎調査ですけれども、この

建設という言葉がついていますけれども、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） まず、建設という前に、今整理すべき課題として

ご説明申し上げました診療の機能、それから体制、それによってようやく規模感というのが生

まれてまいります。そういった基本的な今調査をまとめつつある段階にありますので、そうい

った機能がはっきりこちらで整理できましたらば、いよいよどういう規模の施設が必要かとい

うようなところの試算に入るという今段取りになっていますので、その件については、先ほど

申し上げましたとおり、もう少しお時間いただければというふうに思っております。以上です。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） わかりました。本来だったら、やる場所もある程度にらんで進めないと、

先ほど言ったようなどういった方向性でいくのかというのもちょっと違ってくるのかなと思う

んですけれども、本来は並行して進んでいて、そこもいっているのかなと思うんですが、そう

いうことはないのかなと、今の話を聞いてそう思いました。 

  それで、肝心の、肝心といいますか、現在の市立病院の収支状況はどんな状況なのか、繰り

出しとかありそうなのか、どのぐらいありそうなのか、その辺を話をさせていただきます。 

○議長（香取嗣雄） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 今年度の収支状況というご質問です。 

  今年度に入りますと、近隣の大きな病院、近隣といっても仙台市内ということになると思い

ますけれども、そういった開設等によって、正直、今苦戦を強いられているというのが現状で

す。上半期の数字ではかなり目標を下回っておりまして、外来、それから入院、こちらの収益

目標から上半期ですと約１億6,000万円ほど今開きが出てきているという厳しい環境になって

ございます。ただ、これが下半期に入りまして、ようやく外来患者数が今伸びてきております。



-78- 

これまで平均220人というところが10月では246人、それから11月に入りまして265人というふ

うに40人ぐらい１日平均上がってきているということがありますので、こういった外来患者さ

ん、今取り組みの中で大分ふえてきましたので、そういった外来患者さんを含めて入院、外来

ともに増加の対策に今努めてきているという現状にございます。以上です。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 苦戦しているということでもありますし、外来が最近伸びているというこ

とで、そうすると平年どおりといいますか、毎年どおりなのかなというふうに思ったりします。

そうすると一般会計からの繰り出しも当然出てくるのかなというふうに思います。 

  この間、全国の市議会の主催のセミナーに行ってきました。この中では、北海道の士別市立

病院ですか、この院長さんがいろいろ奮闘されたことをいろいろ述べて、話を聞いてきました。

内容として、簡単な話が急性期から慢性期へ方向転換したと。それで、収益を伸ばしたと。回

復したという内容なんですが、現在の病院も市立病院が今できないのに新たにつくってできる

のかなという疑問も私は生じてくるんですけれども、そんな意味で、士別市の踏み切り方です

か、これも参考になるのではないかというふうに思うわけですけれども、これについてはどう

いうふうに考えるんでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 今回の基礎調査事業の中で、今後の診療体制、そ

れから診療の機能のあり方を検討するということで先ほど申し上げさせていただいた中で、３

点ほど事例をお話しさせていただきました。もちろんこの医療というのが、市立病院という公

立病院として果たす役割の中でどういったことが必要かというところまで今踏み込んでおりま

す。今当院では、ご承知のとおり、急性期、回復期、慢性期、いずれも全部やっているという

ことになっています。ただ、その中で、今お話あった慢性期というのは、実は非常に単価が低

いと。一般病棟あるいは包括ケアの中の半分以下ということもありまして、こういったところ

をどう捉えるべきなのかというところまで今議論を進めようとしております。したがいまして、

そういった機能と経営というものの両方を見合わせながら、今調査をまとめようとしている段

階にあるということですので、もう少し、またお時間をいただければと思っております。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 今まで必ず市立病院について一般質問で取り上げてきているわけですけれ
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ども、私は黒字化しないなら、もう売却やら民営化という話をしてきたわけですけれども、皆

さん情熱を持って、必要だということでもあるし、私も考えてみれば、やはり必要なのかなと

いうふうに思います。必要は必要ですが、今後はいわゆる繰り出しがない状態で、ですから、

自分たちだけで運営できるというようないわゆる形になれば、財政状況になれば、問題ないん

であって、そういった改善に進んでいっていただきたいなというふうに思います。 

  次に、魚市場関係ですけれども、魚市場関係についても繰り出しがあるんです。完成してほ

ぼ１年たちます。水揚げ状況とそれから収支状況、これがどうなっているのか、そして例年ど

おり繰り出しがありそうなのかどうか、その辺についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 魚市場事業特別会計への繰り出しについてお答えをさせていただ

きます。 

  今議員から新しい魚市場ができて１年ということでございますが、昨年の10月からというこ

とになりますので、ちょうど１年を過ぎたところと。ただし、平成30年度につきましては、ま

だ途中ということでございますので、平成29年度の決算をベースにちょっとお話をさせていた

だきたいとは考えております。 

  魚市場事業特別会計への繰り出しにつきましては、平成29年度で5,614万5,000円ほどという

ことになっています。内訳といたしましては、まず総務省が示す基準内の繰り出しというもの

がございます。指導監督等に要する経費、あるいは建設改良に関する経費としまして、5,614

万円のうち、4,121万円。あとは、そのほか水揚げ漁船対策などの政策的な事業ということで、

これは基準外の繰り出しということになりますが、1,493万円ほどとなってございます。 

  今年度の見通しはということであれば、まずはこの総務省が示します基準内の繰り出し、こ

ちらにつきましては、総務省の基準ということになりますので、継続をさせていただくように

なるかと思います。 

  それから、基準外の繰り出し部分につきましては、昨年度は魚市場をあけるに当たりまして

の備品の整備費も500万円ほど入っておりましたので、それを抜きまして、水揚げ漁船対策等、

そういった政策的な部分の繰り出しは、基準外としてお願いをしていくものというふうになる

かと思います。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 
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○13番（鎌田礼二） 市立病院では繰り出しのルール分といいますか、そういった話は出なかっ

たわけですけれども、魚市場から今出るのはちょっとびっくりしたんですが、甚だ私が思うに、

やっぱり役所的考え方だなというふうに思うんです。いわゆる普通であれば、そういったほか

から援助を受けるようなことをしないような運営をする方向を目的とすべきであって、最初か

らそのルール分を考えて動くということ自体が、もうやる気がないんじゃないのというふうに

私は思うわけですけれども、そんなわけで、これについても、ですから黒字化すべきだと思う

んです。立派な魚市場を建てたし、設備が整ったわけですし、これはやっぱり黒字化すべきで

あろうというふうに思います。 

  そんな中、一元化の話がありますけれども、事務所関係の、これは合理的な運営をする意味

で、やっぱり欠かさざるを得ないことではないかと私は考えるわけですけれども、この一元化

についてはどの程度進んでいるのか、全然進まないのか、やる気がないのか、その辺をお聞き

をしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 卸売機関の一元化ということでよろしいのかと思いますが、このことにつ

いては、たびたび議会からもご心配いただいてまいっております。今現在でありますが、まず

は一元化に両方で合意というようなところまで進みつつあるというふうにお伺いをいたしてお

ります。お伺いをいたしておりますという言葉で申し上げるのは恐縮なんでありますが、今金

融機関の方々が入りまして、両卸売機関と金融機関の間で今後の魚市場のあり方についてとい

うことで議論をいただいております。塩竈市からも職員が入ってはおりますが、その中で、両

卸売機関から基本的な部分についての合意はほぼ成立できそうな状況であるというふうなお話

を聞きました。ただ、これから先については、しからば、両卸売機関にかわるべき卸売の組織

をどうするかといったようなことについては、まだ明確になっていないという状況であります

ので、今後は塩竈市魚市場の卸売部門をどういった形で、誰が担っていくのかといったような

ことを行政もこれは当然参画をさせていただきながら議論をさせていただく段階になりつつあ

るというふうに理解をいたしております。以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） やはり一元化は、合理的な魚市場の運営に欠かざるものだと私は思うので、

早急に進めていただきたいなというふうに思います。 

  次に、浦戸交通関係についてお聞きをいたします。浦戸交通関係も繰り出しがあるわけです
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けれども、浦戸交通事業の収支のことしの、今年度の見込み、それから繰り出しがまたあるの

かないのか、その辺を簡単にお聞きをしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） お答えをさせていただきます。 

  魚市場と同じ流れでちょっとご説明をさせていただきたいと思います。平成29年度の決算に

おきましては、一般会計からの繰出金、6,050万6,000円という内容になってございます。内訳

としまして、県からの離島航路の補助金という、こちらがございます。これは一般会計を経由

して繰り出していただいているということで、こちらが2,260万円ほど。それから、交通事業

特別会計の運営につきましての特別交付税、こちらが2,300万円ほどということになりまして、

そのほか残余の約1,475万円ほどが平成29年度決算におきましては市の実質的な負担額という

形になってございます。 

  離島航路につきましては、一般会計からの繰り出しに関する総務省の基準とかはございませ

ん。ただ、市としましては、島民の皆さんの生活を支える足ということで、足ともいえる交通

手段でもありますことから、安定的な運営のため、一般会計から繰り出しを行っていただいて

おります。 

  今年度につきましては、夏の期間、海水浴場とかもやらせていただきましたが、ちょっと天

候不順などもありましたので、どのような決算になってくるかは、ちょっと今見込みとして申

し上げるところではございませんが、同じように一般会計からの繰り出しをお願いしていくよ

うな形になるかと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） ちょっと浦戸の島民の減少がおさまらない状況で、利益を上げるのは大変

なのかなというふうに思ったりもするわけですけれども、どうなんですかね。やっぱり私はい

わゆる公設の民営化したらいいんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、そうすれ

ばもうちょっとコストが下がってくるのではないかと。ないしは、またサービスがふえるので

はないかなと考えたりするわけですけれども、そういう形で、もうできれば魚市場もそうすべ

きではないかと私は考えるわけですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） まず、魚市場でありますが、前段申し上げましたように両卸売機関が塩竈
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市魚市場の今後のあり方についてということで、一歩前進をいただいたと思っております。こ

れから先、魚市場の運営管理をどういった形で行うのが一番よろしいかといったようなことに

ついては、また議会の皆様方にもご説明をさせていただきながら取り組みをさせていただきた

いと思っております。 

  それから、塩竈市営汽船であります。大変厳しい環境であることを先ほど担当部長から申し

上げました。具体的に申し上げれば、かつて540人おられました島民の方々が今は実質300人、

もしかしたら300人を切るような状況になっているのかなという大変厳しい環境であります。

また、観光客数につきましても、残念ながら、なかなか顕著な伸びが感じられないという状況

であります。こういった問題・課題をやはり島民の方々と意識を一つにしながら、今後の方向

性についてしっかりと議論をさせていただきながら、市営汽船のあり方を検討いたしてまいり

たいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 回答いただきましたが、これはことしの９月の決算報告の繰出金の推移の

一覧表をちょっとコピーをとってきたんですけれども、浦戸交通事業、それから魚市場、病院

関係、これをずっと整理をすると、年平均、浦戸交通については約7,350万円、それから魚市

場については8,880万円と、それから病院については約７億円と。そうすると、これはトータ

ルすると８億6,000万円になるわけです。これの交付金も帰ってくるからいいやという、そう

いう考えもあるわけですけれども、この中の半分として、そうすると４億円以上使えるという

ことなんです、繰り出しが、そういったルール分ぐらいでいくのであれば、多分。そうすると、

かなりこの人口増加策に使えるのではないかというふうに思うのです。そんなわけで、努力を

していただきたいなというふうに思います。 

  そして、次はふるさと納税に移ります。 

  やっぱり人口増加策として、このふるさと納税、使えるんではないかと。ちょっとルール違

反的なところはまずいにしろ、現在の実績はどうなっているのか、まずちょっとお聞きをした

いと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 鎌田議員から、ふるさと納税の現在の状況についてというご質問でありま

した。本年４月から11月までの申し込み件数でありますが、627件、金額は1,922万円でござい
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ます。昨年の同時期に比べますと申し込み件数では約２倍であります。それから、金額で約１

割増という状況であります。要因でありますが、寄附増加のために11月から御礼品の大幅なリ

ニューアルを開始をさせていただきました。リニューアル前と比べて２倍を超える約150品目

の御礼品を取りそろえたところであります。こういったところがふるさと納税にご協力いただ

きます方々に若干の評価をいただいたということではないのかなと思っておりますし、なお今

後もさまざまな分野で努力をさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） このふるさと納税については、いつでしたっけ、12月、今月の初めですね、

新聞に掲載されましたけれども、陸前高田市では、このふるさと納税の返礼を見守りサービス

に充てているという。見守りサービスは何なのかといったら、郵便局の見守りサービスという

のがあるんですね。それを活用しているという形なんです。ですから、これは額の小さい人ま

でこれをやるというのは大変かもしれないんですが、ある程度の段階的に上の人については、

この見守りサービスなんかも利用したら結構人気になるのではないかというふうに思います。 

  それからもう一つは、見守りサービスのほかに、何かで私読んだんですけれども、やっぱり

ふるさと納税を、今例えば、塩竈市が将来、人口減少して困るので、これにどうしても力を入

れたいという目的税的な考え方で、見る皆さんに募ると。そうすると、塩竈市、じゃ助けてあ

げようかといってそれに応募するという。そういうただ単に何に使うかわからないという形で

はなくて、もう人口増加策に使うんですよと。塩竈これで困っているんですよということで訴

えれば、またふえるかもしれないという、こういった手法を、いろんな手法を利用しながら、

できれば今までの返礼品も加えながら、額によるんでしょうけれども、そういった形で進めた

らどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 誤解のないように申し上げれば、現在もふるさと納税にご協力いただきま

す方々にどういったことにご活用いただきたいというようなことでのアンケートはお願いして

おります。例えば、学校教育の充実に、あるいは地域振興に、さまざまな方々からさまざまな

思いで寄せていただいております。そういったものも、今後引き続き幅を広げてまいりたいと

思っております。今、こんなことにというようなご紹介をいただきましたが、例えば、塩竈で

は地元の酒蔵を見学していただく酒蔵ツアーでありますとか、浦戸諸島でカキの種つけ体験を

していただくといったようなことについても、返礼品のメニューに計上させていただいている
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ところであります。また、多くの市民の皆様方からも、こういったことに対するアイデアを頂

戴をしながら、地域全体としてふるさと納税の金額がさらに上昇していくように努力をさせて

いただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） いろいろ工夫されて今後ともこれ伸ばしていただきたいなというふうに思

います。 

  次に、最終的な人口増加策に入ります。 

  私は、大きく５項目を挙げているわけですけれども、これについて、一個一個進んでいきた

いなというふうに思います。その前に、これも２回、３回ぐらい話しているんですけれども、

三重県の鳥羽市に、ことしの１月に会派で視察に行ってきました。その折に、鳥羽市から何だ

っけ、何か忘れちゃったね。あの路線沿いにＪＲ、ＪＲなのかなあれ、乗ったら、車両の中に

看板が乗っかっている。こういう看板でした。ちょっと電車に看板が張ってあるわけです。仙

石線でも看板ありますよね。ああいったやつです。その中に、鳥羽で暮らそうよという内容で

す。内容どうなのかというと、鳥羽市で家を新築すると100万円の奨励金と。子供が生まれる

と３万円の子育て用品の購入券がもらえると。５歳までの子供については１万円のチャイルド

シートの助成があると。それから、保育所、幼稚園については、２児まで保育料無料だと。そ

れから、子育て世代が店舗で特典が受けられると。こういう「とばっ子カード」というのがあ

りまして、そういうのが割引になるんでしょうね。それから、中学３年生まで子供の医療費が

無料と。高校生にかかる通学費や下宿代、下宿費用３年間助成すると。それから、移住者に対

する空き家改造、これはリフォームでしょうね、200万円の助成があると。それから起業する、

会社を開く人については、施設整備費として50万円を助成するというような内容です。 

  そして、私の言う５項目の中にすっと入っていきたいんですが、まず転入者の特典として、

子育て支援ですか。この中に、児童の登下校の見守り、これがこの間新聞に載っかりましたけ

れども、郵便局と提携して、これはすばらしいなと、塩竈市で、思いました。それから、何で

したっけ、もう一つは。ここで質問なんですけれども、体外受精関係が、今生まれる人の18人

に１人は体外受精らしいんですね。塩竈では不妊治療のあれはやりましたよね。これの実績を

ちょっと教えていただきたいなと思います。 

○議長（香取嗣雄） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 約60％の方が妊娠または出産に至ったというふうなことの実績に
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なっております。以上です。件数は後ほど調べてお答えいたします。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） これもすばらしい取り組みだなというふうに、このデータを見て、18人中

１人が体外受精だということを知って、なかなか先見の明がある施策だったんだなというふう

に私は思いました。今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、転入者への特典、これについては、先ほど言ったように空き家の、やっぱりリフ

ォームの補助が必要だと思うんです。やっぱり空き家といったら大体古いので、水回りとかの

改造にお金がかかると思うんです、水洗化とかで。そんなわけで、こういった形で補助する。

それから、新築する際にも、今回ホームページにも載っけていましたけれども、近居なんとか

で、三世代で住む場合どうのこうのとありますけれども、あれにこだわらずに、もう入ってく

る人にぼんと奨励金をあげるとか、それから転入者については３年間住民税免除するとか、そ

れから起業する人については、やはりこれまた何かの補助があればというふうに思うんです。

そんな中、この間、こういう記事をちょっと見つけました。赤パンツ丸森というんです。丸森

町の地域おこしの協力隊が起業したと。事業を起こしたと。地域に根差した企業を支援する町

の事業に応募してという、町で募集していたんですよね、補助金を出して。それについて応募

して起業したということなんです。これは男性用のパンツと。赤パンツをつくって、これを売

り出したということですけれども、こういったこともあるので、やはりこれも大切だと思うん

です。塩竈に来て起業しようという人があればいいわけですから、その辺についてどう思われ

るのか。塩竈市としてやっぱりこれ飛び抜けたものを、各市町村にあるものと同じものをやる

んではなくて、それから飛び抜けたものをやらないといけないと思うんですが、こういったこ

とについて、とりあえずは子育て、転入者についてどうですか。 

○議長（香取嗣雄） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 先ほど不妊の関係の補助の実績ですけれども、平成29年度は17人

の方に実績として助成をしております。 

  それから、塩竈市、子育て、どのような特徴があるのか、どういうことを考えているのかと

いうことですけれども、具体的な例として現在取り組んでおりますのは、子育てリフレッシュ

事業や、あとほかではなかなかやっていないと思いますけれども、放課後の子どもの居場所づ

くりを進める塩竈アフタースクール事業、これは教育委員会でやっておりますわくわく遊び隊

や健康福祉部でやっておりますＳｈｉｏｇａｍａこども“ほっと”スペースづくりなど、地域
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の方のご協力をいただいてやっておりまして、こういったことを女性の就労に結びつけていき

たいというふうに考えております。以上です。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 時間がなくなったので、飛び飛びでポイントでいきたいと思います。まず、

学力向上ですけれども、この間、藤枝市に総務教育常任委員会で行ってきたんですが、そこが

人口ふえていると。何でだという質問をしたら、すぐに学力だと、教育だという回答が出まし

た。ですから、学力向上が人集めの手段になるんだなというふうに思いました。ぜひとも塩竈

でもそういうふうにしていただきたいなというふうに思います。 

  それから魅力あるまちづくりで、いつも言っているのは、市道、それから私道の整備も必要

ではないかというふうに思うんですが、私道の補助の割合、これをちょっと上げていただきた

いと思うんですが、回答をお願いします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 私道の整備補助金については、毎年度100万円の予算化をしながら対

応していきます。現在は、地元の町内会さんとかそういった方々の負担金は、２分の１ないし

３分の１ということで、負担をいただきながら整備を進めてきている。特に地域の部分で共益

性があるような道路については、３分の２というふうな形の対応もしておりますけれども、一

定の負担をいただきながらというふうなことで、引き続きお願いをしたいというふうに考えて

おります。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 一定の負担はわかるんですけれども、ですから10％とか５％負担していた

だくという補助率を上げるという形で進めれば、ぼんぼん利用されて、ぼんぼんきれいになる

と思うんですが、いかがですか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 基本的には、道路整備、そういったものについては、例えば、開発行

為で市に帰属されるというふうな道路につきましては、地元の方々、土地を取得する際にそう

いった整備費も含めて負担をしていただいているというふうな状況がございますので、この辺、

あと要するに私道の部分については市道に編入するというふうなことに仮になったとしても、

やっぱり一定の負担をいただくというふうなことで、これまでどおり対応させていただきたい

なというふうに思います。 
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○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） １％でも一定の負担だと思うんです。ですから、その割合を上げてほしい

という要望です。ぜひとも検討をお願いしたいと思います。 

  それから、防犯灯のＬＥＤ化ですが、これ今までの状態ですと、何度も言うんですが、かな

り時間がかかるというわけで、やはり多賀城市でも何かいろいろ踏み切ったみたいですけれど

も、市で一括してもう１回でやっていただきたいと。何とかそういった計画を立てていただけ

ないでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 市内の防犯灯のご質問でございました。 

  市内の防犯灯につきましては、4,900灯ございますものについて５カ年計画で400灯ずつの整

備ということで、これまで進めてまいりまして、平成30年度につきましては、452灯整備させ

ていただきまして、残りが2,650灯になります。これについては、ことし９月に改めまして各

町内会にどのぐらいの整備をご希望されますかということで調査させていただきましたところ、

400灯を超えて760灯の整備が要望されているところでございます。したがいまして、これにつ

きましては、何とか前倒しで整備できないかというようなことで、今、来年度に向けて整備の

準備をさせていただいているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 何とか検討いただきたいなというふうに思います。 

  そして、防犯カメラの設置についてはどういう状況にありますか、今。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 防犯カメラでございますが、たびたび議会でもいろ

いろご意見頂戴しているところでございます。現在２月定例会で条例制定できますよう準備し

ておるところでございます。条例内容につきましても、市民の皆様から広く意見を求めるため

にパブリックコメント等の準備を今行っているところでございます。また、条例制定後のカメ

ラの設置につきましても、警察や防犯協会等の意見を踏まえて、今後検討するようなことで、

あわせて準備をしているところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） 次に、伊保石公園についてお聞きをしたいんですが、ここに今荒れていて
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は入れないと、遊べないという声があるんですが、どういう状況でしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 今のお話にあった部分はこどもの森区の状況かと思います。大雨等の

被災を受けまして、現在立ち入り禁止というふうな形の措置をさせていただいております。た

だ、地元の方々の協力等も得られまして、一部復旧できるような状況もありますので、環境が

整いましたら、その辺の立ち入り禁止の部分については、解除していきたいなというふうに思

っております。 

○議長（香取嗣雄） 鎌田議員。 

○13番（鎌田礼二） やはりここ私も行ってきたんですけれども、かなり荒れていました。やは

り市内中心部からもう10分もかからずに行ける場所で、ああいった自然はないなというふうに

思います。もったいないです。ですから、これを直ちに整備するべきだし、整備するのにお金

がないのであれば、民間を利用して、ある程度の期間で、10年だったら10年を貸し切るという

形で営業して、利益が上がれば税金として上がるわけですから、レストランとか、温泉とか、

それから図書館とか、ホテルに、そういった民間を活用した形に変えてほしいなと、やってい

ただきたいなという要望をして終わりたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 以上で、鎌田礼二議員の一般質問は終了いたしました。 

  １番小野幸男議員。 

○１番（小野幸男）（登壇） 平成30年12月定例会におきまして、公明党を代表して質問させて

いただきます小野幸男です。 

  私の質問は、防災・減災対策として、ハザードマップについて、マイタイムラインの作成推

進について、ブロック塀安全対策についての３点。そして災害時の食料備蓄として、乳幼児液

体ミルクの活用について、備蓄品のアレルギー対応についての２点お伺いをいたします。 

  佐藤市長を初め、当局の誠意あるご答弁をよろしくお願いをいたします。 

  それでは、通告に従いまして質問をいたします。 

  初めに、ハザードマップについてお伺いをいたします。 

  近年、地震や集中豪雨など、自然災害が頻発しております。今回の西日本豪雨では、気象変

化や避難の必要性に関する情報が発信されていましたが、住民の避難行動につながらず、甚大

な被害をもたらし、具体的には浸水想定区域などを示したハザードマップに対する住民の理解

が不十分であったことが言われております。 
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  ハザードマップの作成・周知は、2005年に義務化されてから各自治体で取り組まれてきてい

ます。各自治体では、地域の特性に応じたマップを作成し、住民に配布をしたり、ホームペー

ジ上に掲載するなど周知をしておりますが、課題として、ハザードマップの存在を知っている

住民が少ないことがあります。 

  ハザードマップは、地形や地質などから洪水や土砂災害、地震、津波などの自然災害を予測

し、警戒すべき区域や避難ルートなどを明示し、住民は居住地の危険度を認識し、備えを進め

ておくことができます。 

  西日本豪雨災害での岡山県倉敷市真備町の浸水地域は、市が作成した洪水土砂災害ハザード

マップの想定とほぼ重なっていたとの事例を見ても、災害時に市民が迅速に避難できる体制づ

くりとしてハザードマップは重要と考えます。 

  そこで、本市でも、津波マップ、防災ガイドブックなどを作成されておりますが、市民の方

に広く知ってもらうための周知と活用についてお伺いをいたします。 

  以降の質問は自席にて行いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） 小野議員から防災・減災対策の中で、まずハザードマップについ

てのご質問をいただきました。 

  特に、ハザードマップについて、市民への周知と活用に関するご質問をいただきました。さ

まざまな自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものがハザードマップでご

ざいますが、本市におきましては、平成27年に防災ガイドブックの最新版を作成をさせていた

だき、市内全世帯に配布をさせていただいております。ただし、確実にその内容をご理解いた

だいているかということでありますが、残念ながら存在すら認知いただけない方々もおられる

ことは事実であります。 

  この防災ガイドブックの内容でありますが、津波浸水区域や指定避難所、あるいは崖崩れ等

のおそれがある地域での急傾斜地を示したマップ、日ごろ備えることや災害が発生した際の対

応などの解説、避難所に避難した際には作成する避難者名簿が円滑に作成できますよう、あら

かじめ各家庭で家族情報を記入していただくなどの対策をとったものであります。 

  加えまして、実はこの防災ガイドブックのハザードマップだけでは、なかなか自分の住む地

域が対象になるかどうか判別がしがたいというようなご不満もいただきましたことに対処する

ため、平成29年には津波避難が必要な区域を本土内は標高５メートル未満、浦戸地区内は標高
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10メートル未満と設定し、防潮堤が工事中であることを考慮しながら、避難区域を大きく示し

ました津波避難マップ、かなり大きな図面であります。１メートルぐらいの図面でありますが、

そういったものを作成し、市内全世帯に配布をさせていただいたところであります。 

  また、議員からご質問いただいたとおり、中身を理解していなければ宝の持ち腐れになるの

ではないのかというご心配でありました。このハザードマップの周知や活用については、例年、

６月に実施をさせていただいております塩竈市総合防災訓練などの際に各家庭におけるハザー

ドマップの確認と自主防災組織や町内会の皆様による一時避難マップを活用した避難実施など

のご協力を要請をさせていただきますとともに、津波防災センターでの非常時の持ち出し品の

例としての展示や学習教材としても活用し、常に身近なものにしていただく努力を重ねている

ところでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） 答弁ありがとうございます。それで、今市長から本市でのハザードマップ

のことで答弁をいただきましたけれども、本市でも地震のマップと、あと今市長も言いました

津波マップと防災ガイドブックということで、配布をされております。この防災ガイドブック、

これ私も拝見しておりますけれども、日ごろの備えから始まって、地震、津波、風水害、原子

力、また避難勧告指示編とか、またハザードマップも最後に何枚か指示されていて、その中に

は指定避難所であったり、緊急の避難所であったり、津波避難ビルもありますし、急傾斜地の

崩壊危険箇所とか、土石流の危険区域とか、津波浸水区域とか、皆書き込まれていて、地図に

落とされていると。こういう内容で、日ごろの備えのことも書かれておって、すごく充実され

て本当にうまくつくられているなということで、私もこの点は感謝というか、評価をしたいと

思っております。 

  ただ、せっかく行政が情報を集め、住民に提供しているものがあるにもかかわらず、それが

活用されない。または、受け取る側の認識が低いことが言われております。 

  こういう点をどう周知し伝えていくのかということは非常に大事でありまして、この認知度

の向上に向けた取り組みとして、先ほど市長も言いました防災訓練とか、自主防災組織の中で

とか、こういったところで徹底、活用しているということが答弁の中でもございました。ただ、

６月の避難訓練等でも、やっぱり主体となるのが避難所開設訓練というそういったところなの

かなと私は感じております。もっともっとこういったものを、やっぱりせっかくいいものをつ

くっていることもあるわけですから、やっぱりその防災訓練の中でももっとこういったものを
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活用して、中身を紹介したり、パンフレットを紹介したり、またイベント、またはほかの遊ホ

ールとかコンサートのときだったりなんかをやるときだったり、そういったところで、そうい

った感じので地震が起きた場合の注意ということでもアナウンスやるわけですから、そういっ

たときでも紹介をしたり、そういったところで、もっともっと防災訓練を含めきちっと徹底を

されてはと思いますけれども、この点、どう考えるかお聞きをしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今、ご指摘をいただきました。せっかくあっても、なかなかそれを確認を

する機会と、もう一つは、やっぱり数多くの方々の目に触れる場所にそういったものを掲示を

するということの必要性も非常に高いと思っております。我々も例えば、塩竈市役所の中のど

こにこの津波防災マップが張ってありますかと言われると、私も「あれ？どこだったかな」と

ちゅうちょするような状況であります。できる限り身近なところで、こういうマップがあるん

だということを確認をいただく努力をまだまだ重ねていかなければならないという意識を持っ

ているところであります。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。それで、平成27年度の関東・東北豪雨のときでありますけ

れども、国でもこのハザードマップ等についてアンケートなんかをとっていることがあるんで

すが、その中ではやっぱりハザードマップを知らないとか、見たことがない、ハザードマップ

を見たことはあるがどこにしまっているかわからないとそういうことで、やっぱりもうなくな

っている方もいるだろうし、もうしまって探せない方もいるだろうし、そういった方の対応と

して、ホームページとかそういったところにも掲載になって見られますけれども、そういった

ことでなく、こういった点は、やっぱりこういうものはわかって手元で確認して万が一のとき

に避難行動につなげるものとして活用されることが本当に大事だと思うんですが、こういった

方がいることに対してはどう考えるか。また、対応はどうしようと考えているでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 実は、このハザードマップをつくったときに本当に市民の方々にいかに身

近な場所に置いていただくことが大切かということについては、かなり議論をさせていただき

ました。結果としては、今のハザードマップには、ビニールのストラップといいますか、かけ

ておくようなあれがもう常につけてあります。ですから、ご自分でおつけになるんじゃなくて、

自分のうちの一番見えやすいところにぜひかけておいていただきたい。災害が発生したとき見
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るのではなくて、家族団らんのときにそういったものを改めて開いて、家族のみんながそうい

ったものを確認させていただく時間を持っていただきたいというようなお願いをさせていただ

いております。ただ、残念ながら、確実に実行されているかと言われますと、なかなかそうい

った機会が少ないのかなということについては、私も感じております。改めて職員と、そうい

った環境をするために今何が必要かと。もう東日本大震災から、我々はまだ８年もたっていな

いわけでありますが、でも現実にはそういったことすら薄れつつあるという現状もございます

ので、また改めて今ご指摘のところについては対応してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。やっぱりこういったものは各課とかにありますけれども、

そういったカウンターなんかに立てかけておいて、市民の方、これ持っていないとか、これ欲

しいとか、そういったことで広がっていくという部分もあると思いますので、また全戸に配布

するというと大変なことになると、経費もかかるところもあると思うんですけれども、やっぱ

り防災のところにだけじゃなくて各部分に立てかけて市民の目に触れさせるというそういった

ことも大事ではないのかなと思っております。 

  また、これは本市では地震でもマップ、津波でもマップというそういう名称を使っています

ね。それで、この防災ガイドブックの後ろでハザードマップという名称を使っているわけです。

一般報道を見ても、やっぱりハザードマップということで、やっぱり市民の方に対してインパ

クトの強い名称ということで、やっぱりその点も今後更新というか、改定というか、つくり直

すときは、そういったハザードマップ的な、これはいろんな情報が入っているということで防

災ガイドブックという感じにはなっていると思うんですが、そういった名称もやっぱり市民の

方のインパクトの強い、一般ではハザードマップということで言われておりますので、そうい

った点もちょっと考えてほしいなと思いましたけれども、いかがでしょうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） あえて防災ガイドブックというような名称を使わせていただいたというの

は、例えば、避難所に避難をされたときにどういったことをやったらいいのかと。あるいは、

常日ごろ、家庭生活の中で、防災意識を向上していただくために家族同士でどういったことを

やったらいいのかと。そして、先ほどもご説明申し上げましたが、一時避難所に避難すること
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を前提にもう名簿をつくっておいていただくということで、そういった分野も入れさせていた

だきました。そういった防災に関するさまざまな情報をそれにまとめさせていただきましたの

で、あえてハザードマップという名称ではなくて、防災ガイドブックという形にさせていただ

き、中の資料にはハザードマップという形で表現をさせていただきました。ただ、それでもな

かなか徹底しないということで、先ほど申し上げました平成29年に改めて１枚のハザードマッ

プというものを各家庭に全てお配りをさせていただいたということでございます。よろしくお

願いします。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。かなり大きいマップですので、それを常日ごろ開いてみる

か、または張っても各家庭でそれを張れるところがあるかという、そういったいろんな課題は

あると思いますけれども、本市の努力とかそういったところは私も感心はしております。 

  ただ、もう一点は、必要な防災関連情報を厳選して、軽量でコンパクトな冊子づくりという

ことで、会派で視察に、奈良県の生駒市に行ったときに子育て支援関連で行ったわけですけれ

ども、その中で、妊娠中のママから子育て家族のための「防災ＢＯＯＫ」ということで作成さ

れていて、やっぱりカウンターに立てかけておいて持ち帰りができるようになっているわけで

すけれども、こちらは蛇腹折りということで、少しずつずらして、そのずらしたところに見出

しをつけて、表から見ても、裏から見ても、そこから違う、始まっていけるというそういった

ものだったんですが、災害、子供・ママのための情報をこの１冊にまとめて備蓄品から災害時

の行動、災害時だけではなくて、普段から使える情報も掲載していて、いつもバッグに入れた

り備えておける。持ち運びも楽にできるという、そういったものもつくっている。大変すばら

しいものだなと思って見てきたんですが、やっぱりそのハザードマップ的なことをやるのと、

またはコンパクトなやつと、その部分では２つ持つというかそういったことも必要だと思うん

ですが、ぜひこういった防災ブックとかの改定のときにはこういったものもちょっと考えてい

ただきたいなと思っているわけですが、この点、お伺いしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） ただいま小野議員から奈良県生駒市の例というこ

とでご提案いただきました。大変ありがとうございます。 

  市長が答弁しておりますとおり、我々としましてハザードマップ、あるいは防災ガイドブッ

ク、あるいは少し大きいということでございますけれども、津波避難マップ等をつくっており
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ます。確かにそれはつくって終わりということではもちろんございませんで、いかにそれを日

ごろから関心を持ってごらんいただいて、いざ災害のときにそれが役に立ったというように言

っていただけるのが非常に大事だというふうに考えておりますので、今いただいたようなアド

バイス等を参考にしながら、次回の改定等ございましたときには、いろんな形で市民の方々に

ご活用いただけるような形にさせていただければなというように考えております。ありがとう

ございます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。もう一つ、観光客とか外国人の方、または労働者の方もい

ると思いますけれども、そういった方向けに多言語とか、そういったことの取り組みというの

は本市ではどういうふうになっているんでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 外国人、労働者あるいは観光客を含めてでござい

ますけれども、現在のところ、本市の防災ガイドブック、あるいは津波避難マップにつきまし

ては、日本語版のみというふうになってございます。外国語の表記にはなっておりません。昨

今、市内の水産加工業者につきましては、本当にアジアを中心にさまざまな国から研修生を受

け入れておりますし、対応する言語も各種多様でございます。今後どういった形で外国語表記

が必要かということも含めまして、これについては、また改めて検討させていただきたいとい

うふうに思っております。 

  また、本市におきましては、外国人の皆様が転入手続をする際に、これは宮城県が発行して

いるものでございますけれども、８カ国語に対応いたしました外国人県民のための防災ハンド

ブックというものを配布させていただいておりまして、また今年４月から商工港湾課で外国人

就労担当という職員おりますけれども、そういった者が各企業を訪問する際にそういったもの

を活用しながら、災害時の対応方法ですとか、あるいはお勤め先とか、ご自宅からの避難場所

についてのお話などというものもさせていただいているようなところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。災害が頻発している中で、この観光の危機管理というのも

今重要とされているところであります。各自治体でも、そういった方への防災、そしてまた災

害時の支援体制をしっかりと取り組んでいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願
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いします。 

  また、ハザードマップ等についても、改定、そういったときには私が質問した点も取り入れ

られるところは考えていただきまして、作成、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次にまいります。 

  次に、防災・減災の中で、２番目のマイタイムラインの作成推進についてお伺いいたします。 

  今回の西日本豪雨で行政からさまざまな情報が発表されていたにもかかわらず、避難がおく

れて犠牲になった方が多かったというそういった教訓を生かしまして、政府の中央防災会議の

作業部会というところで、住民が迅速な避難行動をとるために必要な対策について検討を進め

ておられるというこういったお話を聞きました。報告書の３では、避難行動、原則個人単位で

確認することが重要だということとしています。災害のたびに住民の逃げおくれなどが指摘さ

れているわけですけれども、「逃げ遅れゼロ」に向けた取り組みとして、一つとしてこのマイ

タイムラインの作成があります。マイタイムラインというのは、自分の地域がどういうところ

なのか、何に弱いのかなど弱点を知り、みずからの避難行動を事前に定めておくものでありま

す。作成作業を通じて避難意識を高める効果も期待できるとされています。 

  そこで、本市でも、災害時に個人がとるべき避難行動を時系列にまとめた計画として、この

マイタイムラインの作成推進が必要だと思いますけれども、そのお考えをお聞きをいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今小野議員からマイタイムラインの作成というご質問をいただきました。 

  東日本大震災の津波を想定させていただきましても、塩竈市内のさまざまな地域で状況がそ

れぞれ違います。到達時刻から、高さから、それぞれ違うわけであります。我々行政は、そう

いったものを逐一地域住民の皆様方にご提供できるかと言われますと、実は行政側の情報とい

うのは、大まかな情報しかお伝えできていないという状況であります。 

  今、小野議員からご質問いただいたマイタイムラインについてでありますが、これはどちら

かといえば、自助・共助といったような部分に活用され、我々が出しているさまざまな情報は、

公助という部分を中心に対応させていただいております。したがいまして、マイタイムライン

では、いつ誰がどこで何をするのかと。それぞれの個々人の対応を規定するものだというふう

に理解をいたしております。 

  私も、かつて県職員の時代に、迫川水系の河川改修事業をさせていただきました。地域住民

の方のご自宅にお伺いしますと、うちの中に船をつっているうちもあります。これはいつおろ
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すんですかとお伺いしますと、ここまで水が来たら船をおろして、その船を浮かべるんだと。

あるいは、大変尾籠な話で恐縮でありますが、「かわや石」というのがあります。トイレのふ

たの上に石を乗せて、できるだけそういった被害を軽減すると。これはもうまさに生活の知恵

かと思いますが、そういった取り組みもされていました。かわや石をいつ置くのやというお話

を聞きましたら、うちの中で会話をしていて相手の声が聞こえなくなったら私たちはそういっ

たものを対応するんだというようなお話でありました。 

  このことに代表されますように、あくまでも公的なというよりは、例えば、塩竈市内のこの

地域のここに住まいの方はこういったタイムラインをつくるんだということを今議員からはご

質問いただいていると思っております。非常に大切なことです。最後は自分の命は自分が守る

ということになると思いますので、例えば、塩竈で、しからばマイタイムラインというのはど

ういった場合に適用できるのかということであります。例えば、津波のようにかなり速いスピ

ードで来るということになりますとなかなか難しいかと思いますが、例えば、土砂災害等であ

りますと、一つは降雨強度であります。何十ミリの雨が降った場合。それから、累計雨量であ

ります。１日の間くらいにどれくらいの雨量が降ったかと。それによっては土砂災害警報とい

うのが出されるわけでありますので、そういったときは、例えば、お休みになるときに自分の

うちの崖地から一番近いところにお休みをいただく。あるいは、２階に寝ていただくとか、そ

れぞれの家庭の避難行動をつぶさに記載したものをそれぞれのご家庭でお持ちいただくという

ことになるものかなと思っております。 

  これは非常に大切なことでありますので、我々もできる限り個々人の皆様方がそういったこ

とを意識した防災対策を講じていただけますように機会を見てお話をさせていただきたいと思

っております。以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） 今市長から公的な情報しか流すことができないというお話がありましたけ

れども、それはわかりますし、また、これは、マイタイムラインは、もうさきにもお話ししま

したけれども、ハザードマップなどのそういったものも活用されて、自分の地域はどういった

ものに弱いのか、水なのか、風なのか、火災なのか、このマイタイムラインは３年前鬼怒川の

破堤によって常総市で始まったものですけれども、これは川、塩竈でいうと河川というのは余

りあれですけれども、これをいろんなところに活用、応用はできるわけなんです。ですので、

これはワークショップなんかを開いて、その中でみんなで話し合って、どういったところが危
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険なのか、どういったこと、こういったときはどういう行動をとるのかとか、そういったみん

なで話し合って、それを避難行動につなげていくと、そういった取り組みも大事なわけですの

で、何も公的な情報しかないから、このマイタイムラインはできないということでもないです

ので、個人個人、または地域、自分たちが災害に遭ったときにどういった行動をとって早目に

避難するとか、対策を練るとか、そういったことなんです。ですので、防災意識の向上とかそ

ういったことをやっていればもう意識の部分に入っていますので、いざというときにその知恵

を行動に生かしていくというのが大事だということで、こういった取り組みをされているとこ

ろでありますので、市長から何かの機会にお話をさせていただくということがありましたけれ

ども、そういったことも今後考えていただきたいなと思っております。 

  こういった取り組み、学校教育現場のところでも非常に大事で、この常総市ではこういった

取り組みを学校にも取り入れて、多くの方が作成して、何かのときのためにということで取り

組みをしています。学校で地震が起きたとか、登下校に災害が起きたとか、そういったときに

どういうふうな行動を起こすのか、どういったところに逃げるのか、避難するのかとか、そう

いったことを学校の防災訓練など、学校教育現場でもこういったものが生かされるのではない

かなという私も考えているわけですが、こういった点、教育の現場ではどう考えるのか、お聞

きをしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 遠山学校教育課長。 

○教育委員会教育部学校教育課長（遠山勝治） マイタイムラインの作成を市内の小中学校の

防災教育に加えてはどうかというご質問をいただきました。 

  現在、市内の小中学校の防災教育につきましては、震災後、県教育委員会で作成した小中

学校別の防災教育副読本と本市の東日本大震災の体験作文を集めた、独自に作成した防災教

育副読本を用いながら、各教科や本市の総合防災訓練等を含めた各種行事と関連させながら、

年間カリキュラムに基づいて指導を行っているところでございます。 

  議員のおっしゃるマイタイムラインの作成に関する取り組みにつきましては、まだ本市で

は取り組んでおりませんけれども、議員からご提案のありました子供たちを含めて市民一人

一人が自分自身に合った避難に必要な情報、判断、行動を把握し、自分の逃げ方を理解して

おくということは大変重要なことでありますので、先進自治体の実施状況等を参考にしなが

ら、本市においてどのような形で取り組みが可能なのか、今後調査研究をしてまいりたいと

考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。これと似たもので、災害避難カードとか、多々いろんな取

り組みがございますが、こういった取り組みもありますので、本市では何かこれはというもの

ありましたら、そういったものも防災訓練等に本当に取り入れながら、毎回繰り返しやってい

くことも大事だと思いますので、ぜひ取り組んでいただくよう、または考えていただくよう、

よろしくお願いをしたいと思います。 

  それで、次に、３番目のブロック塀の安全対策についてお伺いをしたいと思います。 

  大阪府の北部地震の教訓を踏まえまして、本市においても通学路などの緊急点検が行われま

した。学校施設や公共施設の点検などは、当然これは進めなければいけませんが、民間の施設

や住宅に設置されているブロック塀も、実態を調べて万全の対策を図らなければ、人的安全は

確保できないと思っております。 

  本市では、学校施設だけではなくて、市道等沿線にあるブロック塀の安全点検を行いまして、

危険性があると判定された箇所につきましては、文書による指導と補助制度の活用を促すとし

ておりますが、しかし高額となる所有者の費用負担などが原因で改善が進まないという点もあ

るのではないかと考えております。 

  そこで、例えば、撤去費の助成限度額の上積みや撤去後の軽量フェンスなどの新設費を補助

するなど迅速な対応ができるよう工夫をされてはと考えておりますけれども、市長の見解をお

伺いをいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ブロック塀の安全対策についてご質問いただきました。 

  まず、現在ありますブロック塀に対する補助制度について、若干触れさせていただければと

思います。危険ブロック塀等除却事業の制度でありますが、ブロック塀１平方メートル当たり

4,000円、補助上限額が15万円であります。そういった金額での補助をいたしておりまして、

実績を見ますと、撤去費用のほぼ２分の１、それから新設については３分の１といったような

状況であります。 

  議員のご質問は、こういった補助率では、なかなか危険ブロック塀の除却でありますとか、

新設というのが進まないのではないのか。もっと補助率の上積み、あるいは撤去後の例えば、

ブロック塀にかわる軽量フェンス等の設置といったようなものができるような制度であるべき
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ではないのかというご質問であったかと思います。 

  我々も、こういった制度が今後どのように拡充をされる方向であるのかということを確認を

させていただきましたところ、国土交通省が平成31年度に向けて新たにブロック塀等の安全確

保のために新耐震診断や除却、新設、改修に係る補助金を３分の２に拡充をすると。国が３分

の１、市が３分の１ということであります。したがいまして、所有者については３分の１の負

担でできるということで、旧来の３分の２に比べますと大分軽減がされるのではないのかなと

いうふうに判断をいたしておりますし、またかわるべき塀の新設につきましても、ブロックで

はなくて、例えば、軽量鉄骨等を使って整備するものもこの対象に加えるというような方向で、

今財務省の査定が進みつつあるというような情報を確認させていただきました。こういったも

のが認められましたら、早速、塩竈市でも手を挙げさせていただいて、心配されている方々が

安心してこういった事業にご協力いただけるような、なお一層の努力をいたしてまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。国でも動きが出ているということで、そういったものを本

市でも手を挙げて活用しながら進めていくということで、市長から答弁いただきましたので、

こういったところも考えていただきながら進めていただきたいなと思いますので、よろしくお

願いします。 

  また、本市では、ブロック塀について三千二百数カ所、総点検、沿道を点検されたというこ

とでありましたが、これも国土交通省では、耐震診断が義務化となって報告もしなければなら

ないと、こういうことが出てきますけれども、本市においては、この点検において完了してい

ると見ていいのか、それともまだ対策として進めるところがあるのか、その点、お伺いしたい

と思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 今回は、市で行ったブロック塀の調査につきましては、全体で市で

市道点検の際に行ったのが3,200から3,300カ所ぐらいになります。そのほかにも行っている部

分がありまして、全体で4,000カ所ほど行っております。そのうち、調査をして状況が一番悪

いというような箇所についてご指導させていただいているというふうなことで、40件ほどにな

るというふうなことになります。 
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  一方で、耐震の診断等、細かく調査するというふうなことになると、場合によっては、改善

が必要な状況だというふうなものも出てくるかなというふうに思いますので、前段に市長がご

説明したように、その辺は新たに国土交通省の制度化される支援策、そういったものもちょっ

と研究しながら支援について検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。今部長からも耐震診断ということでお話がありましたけれ

ども、やっぱりこの耐震診断は早急に進めていかなければならないと思っておりますので、点

検はするけれども、こういった耐震診断の部分等にまでは、まだ達していないというようなお

話はありましたけれども、本市においても、やっぱり二度と悲惨なそういった災害を起こさな

いためにも、こういった耐震診断のところにもしっかりと力を入れていただきたいと思ってお

ります。危険なブロック塀の対策、本市ではもう早くとっていただいたことには感謝をいたし

ているところでございます。こういった災害が起こったときこそ、やっぱり市民の皆さんも関

心が高いわけでありますので、より一層後押しにつながるようなそういったことも考えていた

だきながら、今後とも安全の部分で進めていただきたいとお願いをいたしますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  それでは、次にいかせていただきます。 

  災害時の食料備蓄ということで、１番目に乳児用液体ミルクの活用についてということで、

お伺いをいたします。 

  厚生労働省は、８月に規格基準を定めた改正省令を施行いたしまして、国内での製造販売が

解禁となっております。液体ミルクは常温で保存ができまして、ふたをあけて吸い口を装着す

るなどすれば、すぐに飲めるというものでございます。夜間や外出時の授乳が手軽になり、水

や燃料を確保できない災害時にも有効とされているところでございます。 

  そこで、避難所などの災害時の備蓄品としての活用と考えているところでございますが、本

市のこの点についての見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 災害時の液体ミルクの活用についてのご質問でありました。 

  私も不勉強で、この液体ミルクが備蓄できるという状況がいまだ理解ができませんでしたの

で、今回慌てて勉強させていただきましたところ、今年８月に乳製品などの成分規格を規定し

ている厚生労働省の省令が変わったというようなことを確認をさせていただきました。なおか
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つ、液体ミルクは、成分は粉ミルクと同様でありますが、使用する際にわざわざ水とかお湯に

溶かす必要がないということで、災害時には大変有効な活用ができるものかなと思っておりま

す。 

  ただ、１点でありますが、粉ミルクよりも保存するときに若干かさばるというような問題が

１つあります。また、保存期間でありますが、粉ミルクの場合は、おおむね１年半という状況

のようであります。この液体ミルクの場合は、余り使用例もなかったんですが、半年から１年。

若干粉ミルクに比べては短い期間になるというようなことであります。加えまして、現時点で

は、まだ販売されていないといったようなことから、価格の面、そしてアレルギー対応の有無

なども若干不明な点もあります。今後、さまざまな機会に、この液体ミルクが備蓄として、ど

のような活用ができるかということについて勉強させていただきたいと思っております。 

  聞くところによりますと、大手メーカーでは、来年の春をめどに国内販売というような方向

性も決まっているようでありますので、日本栄養士会等を通じて、さまざまな情報を入手をし

ながら、今後の対応策について早速検討させていただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。今市長も答弁なされたように、価格の問題とか賞味期限の

問題とかいろいろあって、まだまだ今後半年、１年と販売されるまで時間があるようでありま

す。それで、本市では粉ミルクは備蓄はされているんですか。 

○議長（香取嗣雄） 佐々木危機管理監。 

○市民総務部危機管理監（佐々木 誠） 粉ミルクと、あと使い捨ての哺乳瓶と備蓄してござ

います。以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。この災害時の備蓄などに乳児用液体ミルクの普及を、こう

いったものを求める声も多くなっていることから、今後、本当にぜひ災害用備蓄食品として検

討の対象とされるようにお願いをしたいと思います。 

  粉ミルク、粉ミルクアレルギー対応云々とありますけれども、やっぱりこの液体ミルクもあ

れば非常に効果を発するものと考えておりますので、何とか本市でも導入していただきますよ

う、今後前向きな検討をしていただくよう、よろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、２番目のアレルギー対応について質問いたします。 

  災害で避難される方の中には、やっぱり食物アレルギーを持っている方もおります。最近で
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はさまざまなアレルギー対応用の備蓄食品も開発されておりまして、販売されてきております。 

  そこで、本市の避難所などにおける備蓄食料の食物アレルギー対応への取り組みについてお

伺いをしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 備蓄食料の食物アレルギーについてのご質問をいただきました。このこと

については、先ほど議員からもご披露いただきましたが、岡山県倉敷市の大洪水の際にも大変

大きな混乱があったということを我々も勉強させていただいております。 

  本市におきましては、東日本大震災以降、備蓄について基本的にはこのような対応をさせて

いただいております。まずは、アルファ米5,436食を各避難所の備蓄倉庫に備蓄をさせていた

だいております。また、このアルファ化米でありますが、多くは五目ご飯、ワカメご飯などの

味つきのご飯となっており、例えば、おかずなしでもそのままお召し上がりいただけるものと

なっております。お湯を入れて15分で食べられるというようなもののようであります。 

  この本市で導入しているアルファ化米でありますが、全てアレルギー表示対象となる27品目

が使用されていないアレルギー対応食となっているところであります。 

  今後も、備蓄食料の更新に当たりましては、食物アレルギーをお持ちの方に誤って非アレル

ギー対応食をお配りすることのないよう、食物アレルギー対応食で統一をし、万全を期してま

いりたいと考えているところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。こういったものも必要とされる方へ適切に提供されるよう

な、そういった取り組みも必要なのかなと考えているところでございます。最近では、災害食

というのも多種多様でございまして、ご飯だったり、おかずだったり、スープだったり、今温

めなくても、水がなくてもそのまま食べられるという、そういったものもあるわけでございま

す。 

  あと、東日本大震災では、乳幼児というか小さいお子さんの食べる物がないとか、そういう

声もあったわけですけれども、今後、本市の災害食の備蓄の点、種類等限界はあるとは思いま

すけれども、そういった点、どのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐々木危機管理監。 

○市民総務部危機管理監（佐々木 誠） 議員ご指摘のとおり、今例えば、防災ゼリーといい

まして、水で戻したりする必要がなくて結構な栄養とかエネルギーが補給できるものですと
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か、あとはようかんとか、いわゆる歯が余り丈夫でない方々にも容易に食べていただけるよ

うな製品も出てきておりますので、これは実は、日進月歩といいますか、時間が経過するに

従いましていろんな製品が出てきておりますので、全員の分というわけにはいかないんです

けれども、いろんな避難する方々の状況に合わせてお配りできるように、今後、研究・検討

を重ねて備蓄品を整えてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 

○議長（香取嗣雄） 小野議員。 

○１番（小野幸男） わかりました。避難される方もさまざまな状況の方もおりますので、そう

いった点も今後考えながら、備蓄食に関しても考えていただくようにお願いをしたいと思いま

す。その間にも財源の問題とか、予算の問題とかいろいろあると思いますけれども、ただ防災、

災害のときには、非常に大事なところでもありますので、そういったところも考えながら、今

後お願いをしたいと思います。 

  今回は防災関連の質問をさせていただきましたけれども、今後とも備蓄食品の充実に努めて

いただくとともに、また防災意識の向上へのさらなる取り組みをお願いをいたしまして、私の

質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（香取嗣雄） 以上で、小野幸男議員の一般質問は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。再開は15時15分といたします。 

   午後２時５７分  休憩 

                                            

   午後３時１５分  再開 

○副議長（伊藤博章） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  14番志子田吉晃議員。 

○14番（志子田吉晃）（登壇） 市民クラブの志子田吉晃です。12月定例会におきまして一般質

問の機会を与えていただき、関係の皆様方に感謝申し上げます。 

  2018年は、明治維新から数えて150年に当たります。この時代があらゆる面で激動している

ように感じているところでございます。2018年は、私にとっても、近親者が続けてこの世を去

る四苦八苦の年になってしまいました。人生と人生の意義を改めて考えさせられた１年となり

ました。 

  そこで、本日の質問は、市民への生老病死対策について、仏教的観点から設問させていただ
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きました。四苦の苦しみからの解放、市民に対していかなる行政サービスが行え得るかという

質問でございます。生老病死の四苦や八苦からいかにして市民を救えるか、抜苦与楽、苦しみ

のとげを抜いて安心して住めるまちづくりができるかという質問です。 

  最初に、１、生。少子化対策について及び出生手続と母子手帳等家族への応援体制について

という設問ですが、どうしたら塩竈市の出生数がふえるのか、塩竈市に子供に生まれていただ

くための出生数増加のための環境づくりができるかという質問でございます。また、関連いた

しまして、誕生前後の手続や家族への応援体制について、当局の施策をお聞かせください。 

  ２項目め、老、高齢者の社会参加推進についてから教育、道路、市立病院、浅海漁業につい

ての質問は、自席にて行います。 

  当局におかれましては、一灯照隅で明快な答弁を期待いたします。ご清聴ありがとうござい

ます。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤 昭市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） ただいま志子田議員から生老病死についてのご質問をいただきま

した。 

  初めに、生の部分であります。少子化対策、特に妊婦、出産にかかわる分野で、本市として

どのような取り組みを行っているかというご質問でありました。先ほど鎌田議員からも同様の

ご質問をいただきましたが、本市におきましては、例えば、特定不妊治療費助成事業でありま

すとか、妊婦一般健康診査事業、乳児一般健康診査事業などに取り組みをさせていただいてお

ります。 

  特定不妊治療については、１回の治療費が極めて高額でありますため、本市でも助成をさせ

ていただいているものであります。妊娠を希望する夫婦の経済的・精神的負担の軽減を図って

いるところであります。本市のこの制度を利用するために転入をされたご夫婦もあったという

ふうにお伺いをいたしております。このような悩みが少しでも解決されますよう、なお努力を

いたしてまいります。 

  また、妊婦一般健診事業であります。基本的には自費扱いとなりますが、本市におきまして

は、費用の一部を14回分、また多胎の場合はさらに６回分を追加し20回分の助成をさせていた

だいております。 

  さらに、出産後は赤ちゃんの健やかな成長のために乳児一般健康診査事業により個別医療機

関で受診する２カ月児及び８～９カ月児健診の費用の助成を行わせていただいているところで



-105- 

あります。 

  そういった新たに誕生される子供さんたちの出生手続と母子健康手帳、家族への応援制度に

ついてご説明をさせていただきます。 

  妊娠された方の最初の支援といたしましては、やはり母子健康手帳交付であります。交付の

際に妊婦面接を行い、保健師とのかかわりを持つことによって不安の軽減を図っていただきま

すとともに、適時地区の担当保健師による妊婦訪問や出産後の乳幼児全戸訪問など、妊娠期か

ら子育て期にわたって継続的な支援を行わせていただいております。 

  赤ちゃんが生まれましたら、ご両親はまず出生届けを行うほかに母子健康手帳別冊に添付を

されております出生連絡票を保健センター宛てにお送りをいただきます。出生連絡票には出産

後の状況や産後に過ごす住所、相談したいことなどを記載いただく欄がありますので、これら

により新生児訪問がスムーズに行えるものと理解をいたしております。 

  また、妊産婦・新生児訪問事業では、産後早期の不安の強い時期に丁寧な相談支援を行うこ

とで、例えば、産後鬱病の早期発見でありますとか虐待予防を図りますとともに、必要時に育

児支援家庭訪問や育児支援ヘルパー派遣等の養育支援を行わせていただいているところであり

ます。 

  その他妊婦無料歯科健診等、さまざまな事業があることをご紹介させていただきまして、私

からのご答弁とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） ご答弁ありがとうございます。 

  塩竈市ではさまざまな施策をされているということを聞いて、市民の皆様も少しは安心した

んではないかと思います。 

  それで、そのほかにもやっぱり少子化対策ということですけれども、いろいろ塩竈市でやら

れているのがいっぱいあるから言わなかったんでしょうけれども、赤ちゃんふれあい交流事業

とかそういうのもなされているみたいでございます。それは今生まれる前後ということよりも、

もう子供のときからそういう教育をするということだと思うんです。ですから、考え方として

は、生まれる前後のところもそうなんですが、この塩竈市に新しい子供が生まれる、生まれて

きていただくために、こちらの塩竈市にどうぞ生まれてきてくださいとこのようなそういう生

まれてくる魂にとっても、塩竈市に生まれてもいいなと思うような環境づくりが、生まれる前

後のところのことばかりじゃなくて、やっぱりそういう環境づくりが必要だと思うんですけれ
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ども、そのようにいろいろ魅力ある人口増加策、あるいは塩竈の独自な人口増加策、ほかでは

生まれてからばかりしかやっていないけれども、その前から塩竈にどうぞ生まれてくださいと

いうようなそのようなことも必要なんでないかと思うんですけれども、まずそのほかに今市長

答弁された以外にもいろんな事業、少子化対策についてやられていることがございましたら、

ご答弁をお願いします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 大変失礼いたしました。議員から逆にもっといっぱい取り組んでいるので

はないのかと。あるいは地域を挙げて新生児の誕生を応援しているのではないのかというよう

なご質問でありました。今いただいたご質問は、やはり親子の成長を地域全体で見守っていく

というような温かい心遣いの機運を地域で醸成していくということが何よりも大切ではないの

かなと思っております。 

  例えば、育児相談会でありますとか、ピチピチしおがまっ子大集合といったような企画もさ

れております。また、産後ヨガやベビーマッサージなんかもさせていただきまして、本当に地

域全体で新生児の方々を温かく温かくお迎えさせていただくような取り組み、さまざまござい

ましたが、その一部分しかご紹介できなかったことをおわびを申し上げますとともに、やはり

我々行政は単にこの新生児の窓口が健康福祉部というだけではなくて、市民総務部も、それこ

そ建設部も、教育委員会も、皆様方がしっかりと挙げてお祝いをしていくということが大切な

ことだと思っております。以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。ますますいろんなものがあるということ

で、安心はしましたが、それでもなかなか新生児が生まれてきてくれない。これが現状でござ

います。もうそういうことで、もう少し違った観点から、塩竈市には鹽竈神社がございまして、

安産の神様になっております。ですから、どうぞ塩竈市に安産の神様もございますので、どう

ぞ塩竈に生まれてきてくださいと、そのようなところまでして、とにかくほかのところに生ま

れるんなら塩竈に生まれてきてくださいねというようなことまでして、もっといろいろ塩竈に

生まれてきてもらえるようなことも、そういう行事も行っていただければ、なおやっぱり最後

は苦しいときの神頼みというんでしょうかね、昔からそう言いますけれども、何かそのぐらい

までしないと本当に生まれてきてくれないんじゃないかなと。そういう意味では、塩竈市は、

鹽竈神社は奥州一の神様で、産土の神様ですから、塩竈の神社の神様がやっぱり塩竈市に優先
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的にこちらに生まれてきていただけますようにというふうになさってくださいますかもしれま

せんので、そういう祈願も必要ではないかと私は個人的に思っております。 

  続いて、２番目の生老病死の老の質問をさせていただきます。 

  老は、高齢者の社会参加推進についてということでございますが、高齢者になると、やはり

仕事もなくなって、それから、あと人生を終えるまでどのように暮らしたらいいのかなという

のが問題になってくると思います。 

  それで、一番は高齢者の人たちの仕事をあっせんするとか、居場所をつくってやるとか、そ

ういうことの施策が必要だと思うんですが、そういう意味で、高齢者の社会参加について、特

に包括支援センターでの生活相談等を含めましてご説明願いたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 高齢者の社会参加推進についての取り組みについて、まずご説明をさせて

いただきます。 

  老人クラブの育成、あるいは活動支援、そして生涯学習の推進、ボランティア活動の支援・

育成といったようなことがまずは高齢者の社会参加の第一歩というふうに考えているところで

あります。また、生きがい活動の支援といたしましては、いきいきシルバー号運行事業による

外出を支援する。さらには、老人福祉センター事業などを行っておりまして、社会貢献活動の

支援をいただいております。 

  また、その一環として、ご案内のとおり、本市独自の取り組みとなりますが、介護支援ボラ

ンティア活動事業を実施をさせていただいているということが、今総じてご説明をさせていた

だける内容ではないのかなというふうに理解をいたしております。よろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。老の対策についても、塩竈市でいろんな

施策をしていただいております。それで、私は、包括支援センターのことをこういうふうに考

えていたんです。北部と西部と南部とあるいうと、そうすると地区の、この地区全体をまとめ

る、地区をまとめるから包括支援センターかなと思っていましたら、やっている事業の内容が

包括支援なんですと。ということをお聞きしましたので、どのような事業、対策、そういう該

当する方にどのようなあっせん事業というのか、就業事業というのか、どういう生活指導をさ

れているのかという、その辺の包括支援センターの事業内容をお聞きしたいと思いますが、よ
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ろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 地域包括支援センターの役割でございますが、高齢者が地域で安

心して生活を継続していけるよう、どのような支援が必要なのかを把握するということでござ

います。地域における適切な保健、医療、福祉、サービス、それらの機関や制度につなげるな

どの支援を、総合相談ということを実施をしていくというふうになります。塩竈市には現在、

西部地区の包括支援センター、それから南部・東部地区の包括支援センター、北部１、北部２

の包括支援センター、浦戸地区ということで、５カ所の包括支援センターがあります。 

  機能としては８つほどございまして、今申し上げましたさまざまな相談に乗ること、それか

ら民生委員との連携、それから介護予防のケアマネジメント、総合相談支援事業、それから高

齢者の権利擁護関係、そういった事業も行っていただいております。それから、地域の介護に

かかわる関係機関との連携のための包括的・継続的なケアのマネジメント、それから地域ケア

会議ということで、その地域でどのようなサービスをくっつけると個人個人の方々がその地域

で生活していけるのかというような会議を開くというようなことです。代表的な事業としては

その８つを担っていただいているものでございます。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。だから、いろんなこと、人生相談という

と変ですけれども、生活相談というんですか、全てのことが地域包括支援センターに行けば相

談に乗ってくれるということで、本当に老後対策の安心できる、一番そこは相談の大黒柱にな

ってくれるというふうに思います。その件については、これまで以上に進めていただきたいと

思います。 

  それと、質問に関連いたしまして、介護支援ボランティア事業ということも出ましたので、

これが始まってからどのような実績が出ているか、活動内容についてお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○副議長（伊藤博章） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 介護支援ボランティアについてお尋ねをいただきました。 

  介護支援ボランティアでございますけれども、これはシルバー人材センターに塩竈市として

は委託をしております。健康に自信があって、自力で移動が可能な65歳以上の方に指定の介護
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保険事業所でボランティア作業、軽微な補助活動を行っていただいて、ポイントをためていた

だいて、年度末にそのポイントを換金できるというような事業でございます。平成30年３月末

現在では、126人の方にご登録をいただいてご活躍をいただいております。 

  ことしの９月にそのシルバー人材センターでボランティア登録者の方々との意見交換会、こ

れらを３度ほど実施していただきました。改めて皆さんが活動できる範囲であるとか、さまざ

まな創意工夫をお訪ねいただいた施設でやっていただきながら、活躍していただいているとい

うふうな様子を確認させていただきました。 

  このように、高齢者の方々が地域貢献や社会活動に参加することで、本人の介護予防にもつ

ながり、健康で生きがいのある暮らしができるよう、引き続き取り組んでまいりたいというふ

うに思っております。以上です。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。積極的にその事業も進めてもらいたいと

思います。 

  それから、介護予防のための施策についても、具体的にこういう事業をしていますというの

がありましたら、ご紹介いただきたいんですが、よろしくお願いします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 介護予防事業についてのご紹介というお話でありました。介護予防・日常

生活支援総合事業として、大きく２つの事業を実施をさせていただいております。 

  まず、１点目でありますが、一般介護予防事業であります。例えば、運動、栄養改善、口腔

ケア、閉じこもり予防、認知症予防について、高齢者が日常的に介護予防に取り組めますよう、

地域での活動や通いの場づくりなどの活動支援、あるいは情報提供を出前講座のさまざまな機

会を通して行わせていただいております。今年度は、栄養や口腔ケアについての講話を町内会

等21カ所で実施をさせていただいております。 

  また、市内の町内会や有志の方々が自主的に健康づくり、介護予防を目的として、ダンベル

サークル・脳げんき教室を開催いただいております。市内には64カ所がございまして、本市で

もその活動支援を一緒に行っているところであります。 

  ２点目でありますが、介護保険生活支援サービス事業でございます。高齢者の日常生活の自

立を目的に、介護認定で要支援１・２の認定を受けた方々、また基本チェックリストで生活機

能が低下していると判断をされた方々が利用できる制度であり、通所介護や訪問介護など、現
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在７事業を実施をいただいております。以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。介護予防のための施策もいろいろ多岐に

わたって塩竈市でやられているということでございますので、引き続き介護予防のための事業

をお願いしたいと思います。そういうことで、塩竈市に住めば年とっても心配ないですよとい

うことをいっぱいアピールして塩竈市にいっぱい住んでいただけますように、いろいろ努力し

ていただきたいと思います。 

  ３点目、病について、生老病死の病の健康推進事業についてでございます。 

  先ほどの介護予防と少しかぶるところもあるかもしれませんが、特に病についての対策とい

うことですから、病気にならないようにということもありますし、病気になったらどうするか

という対策もございます。 

  それで、まず健康推進事業を中心に質問させていただきたいんですけれども、塩竈市には健

康推進員制度というのがやられていると思いますので、その活動内容をお知らせ願いたいと思

います。 

  それから、栄養のためには食生活改善員制度というのもあって活動されているみたいですの

で、そのような健康のためのいいことを塩竈市でこういうものをやっているから皆さんご利用

してください、あるいは栄養講座の出前講座とかいろんな講座も出前講座もありますよとか、

そういう事業、いろいろされていると思いますので、そのような事業のご紹介をよろしくお願

いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 健康を推進するためにというご質問の中で、健康推進員の方の役割につい

てご質問いただきました。大きくは３つになるかと思います。１つは、各種健診の一括申込書

の回収協力であります。２つ目でありますが、集団健診会場でのボランティア活動をいただい

ております。３点目でありますが、地域での健康教室の運営、あるいは健康講座等のＰＲや参

加協力など、行政と地域のパイプ役として活動・活躍をしていただき、地域の健康づくりの支

え役となっていただいております。 

  次に、食生活改善推進員でありますが、栄養に関する講習や研修を積み、地域に出向き、望

ましい食生活の実践を推進していただいております。また、本市では、一般市民を対象に、１

つは栄養の基礎知識の習得であります。２つ目といたしましては、生活習慣病予防の食事につ
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いて学んでいただきますとともに、将来的に食生活改善推進員となっていただけますような

方々の養成活動もあわせて行っていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） ありがとうございます。健康推進員さんや食生活改善推進員さんにいろ

いろ協力いただいて、活動していただいているということでございます。 

  それで、食生活改善推進員さんの活動なんですけれども、望ましい食生活の改善とかそうい

う生活習慣病の対策とか、どのような、実際の活動内容としてはどのくらい、どういうところ

でやって、どういう内容の指導をなされているのか、その辺の中身のことは当局でやられてい

るのか、あるいはもうそこの委員さんだけ、独自ですから、こちらは補助金出すだけですよと

いうのか、その辺のところをわかりましたら、中身をお教えください。 

○副議長（伊藤博章） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 食生活改善推進員さんは、食育基本法に基づいた食育の分野にお

いても市内で非常に大きな活躍をしていただいておりまして、今年度につきましては、第一中

学校に食生活改善推進員さんが出向いて、サンマの三枚おろしの講習などそういったことをや

っていただいておりまして、魚食普及とか、それから地元の食材に子供たちがきちんと手で触

って料理をして、みんなでおいしくそれを食べるというような非常に貴重な経験を子供たちに

提供していただくというような活動などもしていただいております。 

  それから、高齢者になると、今度は肥満というよりも低栄養ということが問題になってきて

おりまして、ただひとり暮らしになるとなかなか面倒くさくてきちんと調理をしないというふ

うになってもう簡単なもので済ませてしまうということもありまして、簡単だけれども栄養が

あるような料理の仕方であるとか、乳製品を取り入れた栄養のとり方であるとか、そういった

ことを料理教室として各地域に出向いてやっていただいております。 

  それから、幼稚園などにも出向いて、簡単な調理の仕方、地元食材を使った塩分の少ない食

事の提供の仕方、そういったものを非常に多くやっていただいておるところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。そういうことで、私も食生活改善推進員

さん、塩分のことだけ指導しているのかなと思っていたものですから、それ以外の、今は塩分
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がとり過ぎだということよりも、とらな過ぎる栄養分のほうが問題だというふうな時代になっ

てきたんじゃないかなと思います。塩分のとり過ぎというよりも、塩分というと一般には食塩

はＮａＣｌの99.9％の化学物質を食塩と称して使用しているから、やっぱり高血圧になりやす

い。そうすると、昔からあった自然塩なんかだと、カリウム分とかマグネシウム分が入ってい

るので、そちらのほうは血圧を下げるほうの塩なんだと。そういうことですから、そういう化

学塩でなくて自然塩を使ったほうがそういうふうな血管の病気にはなりにくいですよとか、そ

ういうことを指導してくれているのかなというふうに思っていますけれども。そういうことで、

いろいろ健康に対するそういう指導、食生活改善推進員さんもやられているんですけれども、

塩竈市では都合のいいことにというか、市民にとって都合のいいことに市立病院がございます

ので、きょうは先生も出席されているみたいですから、市立病院から何か健康アドバイスをさ

れるようなことがございましたら、栄養のとり方とか、休養のとり方とか、今言った塩分の摂

取のこととか、何かそういうことで市民のために栄養、健康アドバイスをいただけたらと思い

ますが、よろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 食生活の改善という点と、それから健康教室とい

うことになりますと、当院では糖尿病教室というのを開催してございます。これは毎月行って

おりまして、当院の管理栄養士が外来の糖尿病の患者さんを食事の面でいろいろとご指導する

と。それで病状を和らげたりとか軽減するという取り組みを行っておりますが、最近では外来

の患者さんだけではなくて、一般の方にもご参加いただけるようなそういった門戸を広げてお

りまして、むしろ逆にそういった一般の方々がふえてきていると。かなり関心をお持ちになっ

て生活習慣病にならないような、そういったことで参加されていると。残念ながら、実は糖尿

病の患者さんですと当院では診療報酬の加算があるんですが、一般の患者さんからはとれない

というちょっと残念な面もありますが、そういったことも行っていますし、あと一番大きいの

は、当院では年４回公開セミナーというものを開催しております。これは、当院の医師が身近

にある病気、これを詳しくまずご説明申し上げる。そして、その予防でありますとか、気をつ

けなければいけない点というところをお話し申し上げて、詳しく丁寧にご説明していると。こ

ちらは大体80名から100名ご参加いただきまして、多いときには130名を超えるという人数を数

えております。そのほかにもリハビリをかねる体操をやったりとか、それからあとは健診、特

に脳ドックでありますとか、そういったところのプレゼントというものをやって、楽しく病気
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がどういうものかとご理解をいただきながら、その予防というようなところまでこちらでご説

明申し上げているということでは、疾病、健康管理、健康増進ということも当院の役割として

公開セミナーを通して皆様に広く周知をさせていただいております。以上です。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。市立病院でも公開セミナーを初め、いろ

んな施策をやられておりますので、本当に塩竈市というのはいいところなんだなという施策を

いっぱいやられているんじゃないかな。病に対しても、やられているというふうに思いました。 

  生老病死の４番目は、死です。死ということになりますと。火葬場の移転とその後の方針に

ついてということで、質問項目をさせていただきました。 

  それから、死亡の手続と家族への応援制度について。 

  聞きますところによると、利府町に今度、新しい火葬場が建設予定になっているということ

でございますので、その辺のところ、当局で情報わかりましたら、火葬場の進捗状況をお聞か

せ願いたいと思います。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今火葬場の移転については、塩釜地区消防事務組合で取り組みをさせてい

ただいております。議会にもおおむねご説明した部分について、私から状況をお知らせさせて

いただきます。 

  まず、手続関係であります。今年10月16日に利府町におきまして、仙塩広域都市計画の変更

決定が告示をされ、事業用地となる県有地9,056平米につきましても、10月５日に宮城県と売

買契約を締結し、11月22日に所有権移転登記を完了いたしました。これによりまして、建設に

必要な用地については全て取得ができました。このことを踏まえまして、現在、２つの取り組

みを行っております。 

  まず、火葬炉であります。火葬炉につきましては、さまざまなタイプがございまして、一般

的な入札ということができないということで、公募型のプロポーザル方式によりまして、火葬

炉建設業者の方々に参加をいただきました。今月５日には、またあわせて土木造成工事に係る

入札執行を行い、来る26日の塩釜地区消防事務組合議会に契約案件として上程をさせていただ

く予定であります。 

  したがいまして、ほぼ建設に向けた手続工事関係については一定程度の進捗がございました。 

  残された工事は、建物本体の設計業務、あるいは建築工事という状況であります。おおむね
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で申し上げれば、15％ぐらいの進捗状況ではないのかなというふうに判断をいたしているとこ

ろでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。私の思いからすれば、順調に火葬場の建

設も進んでいるんではないかなということをお聞きしましたので、一安心でございます。 

  それで、その後なんですが、何年後かなるんでしょうが、新しい火葬場ができたとすると、

現在、塩竈市にある火葬場、ここのところは、その後どのようになるのかお聞きしたいんです

が、要するに、移転後の、そこがなくなれば空き地になるわけですので、空き地の活用方法み

たいなことは大まかには決めているんでしょうか。その辺のところ考えがあるのかどうかをお

聞きしたいと思います、大きな方針として。 

○副議長（伊藤博章） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 現在の火葬場の跡地利用についてのご質問を頂戴い

たしました。現在の塩竈斎場につきましては、昭和47年９月に市営火葬場として都市計画決定

がされまして、面積が約5,300平米ほどございます。新斎場供用開始後には、まず現斎場の都

市計画法上の廃止手続というものを行ってまいりますけれども、具体的な跡地利用につきまし

ては、地域の住民の皆様方、多種多様なご意見あるかと思いますので、そういったものを伺い

ながら有効活用が図れるように検討を行うということでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。火葬場の跡地というと、なかなか普通に

うちを建てるというわけにもいかないでしょうから、ある程度用途は限られてくるんではない

かなと思います。 

  それで、後ほど市立病院のことでもお聞きしたいと思うんですけれども、空き地になれば、

そういうところに、もしかしたら市立病院がそこに建つんじゃないかということだって可能性

としては、5,300平米だから、少な過ぎるかもしれませんが、建て方ですから、上のほうに建

てればできないことはないんでないかなと思って、そういう、もういろんな意味において有効

に活用できるように検討していただきたいと思います。これは私の勝手な考えでございますの

で、一応そういうことも考えてほしいなということでございます。 

  それから、大体わかりましたので、死亡の手続と家族への応援体制ということでございます
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が、その死んだ後のことまで、やはり塩竈市ではいろいろやっているよという事業があると思

うんですが、例えば、死亡後の行政サービスがあるんですかと。例えば、塩竈市の墓地という

のもありますし、それからいろいろな市の行事として供養塔、供養なんかもやられているので、

死んだ後の塩竈市としての行政の施策なんかありましたら、ご紹介、お願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 死亡の手続、あるいは家族への応援制度についてで

ございます。 

  身内の方が亡くなられたような場合に、まず初めに行うのは葬儀の有無にかかわらず火葬に

なるかと思います。火葬を行うに当たりまして、最初に行う手続といたしましては、市役所に

死亡届を出していただきまして、火葬許可を受けるということがまず必要でございます。その

死亡届の提出以外にも国民健康保険証の届け出、返却の届け出を14日以内にやっていただくと

か、あるいは国民健康保険関係ですと、葬祭費の請求などをいただきますと一定の金額が出る

などがございます。そういったさまざまな手続、これに限らず、介護保険の関係ですとか、あ

るいは相続の関係ですとか、そういったさまざまな手続がございますので、まず死亡届を提出

されました市民の方々にはご遺族の皆様が手続をスムーズにできるようにチラシを配布させて

いただきまして、その後の問い合わせ等に、電話等の問い合わせも含めましてスムーズに対応

させていただくような形でさせていただいておるところでございます。 

  また、市役所には市民相談窓口というものもございますので、先ほども言いましたけれども、

相続の問題ですとかさまざまな登記の関係とかございますので、そういったことについての問

題を抱えていらっしゃるような場合にはご遺族の方々の相談も受け付けておりますし、また月

に一度無料法律相談なんていうのもやっておりますので、より込み入った内容についてもご相

談いただけるような機会を設けさせていただいております。 

  そのほか月見ヶ丘霊園の墓地につきましても、年に２回程度空き区画について公募をさせて

いただいてございますので、そういったこともあわせてご活用いただけるような形で市役所で

対応させていただいておるところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。死んだ後のことまで市民にいろいろ市民

相談窓口を通して相談体制があるということでございますから、よく社会保障のことでこうい
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うことを言うんですけれども、揺りかごから墓場までという言葉がございます、社会保障につ

いては。でも、塩竈の場合は、揺りかごの前から墓場の後までいろいろ行政サービスをされて

いるということで、いろいろ充実された内容になっていると思いますので、そういうことを最

後まで市民を大切に行政サービスをこれからもしていただければと思います。 

  以上で、１点目の生老病死についての質問を終わります。 

  ２点目の教育についてお伺いします。 

  これについては、２つお聞きします。学力向上対策についてと、２つ目にいじめ防止条例の

効果についてということでございます。 

  いじめ防止条例の効果ということにつきましては、このいじめ防止条例制定の過程とか、そ

の運用とか、その後のいじめ防止条例つくってからどのようにされているかというような、今

学校の内容についてお聞かせ願えればと思いますので、これ２番目の教育についてご答弁をお

願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 志子田議員から学力向上対策といじめ防止条例の効果についてというご質

問でありました。 

  初めの学力向上対策でありますが、ことし４月実施をされました全国学力・学習状況調査で

は、小中学校ともに残念ながら全国平均を下回るという結果であります。市長としては大変重

く受けとめをさせていただいているところであります。 

  なお、そのためのその後の対応、あるいはいじめ防止につきましては、教育長からご答弁を

させますので、よろしくお聞き取りいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋睦麿） それでは、学力向上について、全国学力・学習状況調査の結

果以外で具体的な成果が何かないのかというご質問であります。 

  大きく２つであります。まず１つ目は、子供たちの学校生活の中心であります授業に対する

満足度が高まっているということであります。昨年度末に実施した小中一貫教育のアンケート

調査では、「授業がよくわかる」、「授業が楽しい」と答えた小学生が85％、中学生では約

80％という結果が出ております。実際の授業を見ても、以前と比較して生き生きと取り組む子

供たちの姿がふえているように思うところであります。 

  ２つ目は、学習の基盤となる学級生活における満足度が高いということでございます。 
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  ことし６月に実施した学級生活満足度調査、「Ｑ－Ｕ」というものでありますが、学級生活

満足度が全国値を上回った学級が市内小学校で91.5％、中学校では90％という結果が出ており、

学級生活に満足している子供たちが全国に比較し大分多いということがわかっております。 

  子供たちの所属する学級集団の状況と学力というのは非常に高い相関がありますので、こう

いったことを十分に生かして平均正答率の向上につなげてまいりたいと思っておるところであ

ります。 

  次に、いじめ防止条例の効果についてであります。 

  本市では、全国に先駆けていじめ防止条例を制定したところでありまして、その効果であり

ます。大きく２つであります。 

  １点目としては、教職員のいじめに対する意識改革が進んだことであります。教職員のいじ

めに対する気づき、理解が深まり、いじめの早期発見、いじめ問題に対する組織的対応の整備

が進んでおります。 

  昨年度１年間における本市のいじめ認知件数は、小学校４件、中学校16件で、合計20件であ

りました。そのいじめの解消率は小学校で75％、中学校では87.5％ということで、早期解決に

向けて頑張っておるところでございます。 

  ２点目は、児童生徒の意識の変容であります。 

  学校ごとにいじめ防止に関する年間指導計画を作成し、さまざまな角度からいじめ防止対策

を進めてきており、いじめは重篤な問題行動であり、決して許されないものであるという意識

が児童生徒の中に広く浸透してきているなと感じるところであります。 

  ことし４月に実施しました全国学力・学習状況調査の中の、「いじめはどんな理由があって

もいけないことだと思いますか」という質問に対して、「当てはまる」、「どちらかといえば

当てはまる」と答えた小学生が98％、中学生が95％と高い値になっております。 

  これは、先ほどの本市の子供たちの学級生活満足度が高いこととも関係しており、子供たち

の所属する学級集団の状況がよく、子供たちが安定した学級生活を送るということは、いじめ、

不登校問題等の根幹になりますので、今後も力を入れていきたいと考えておるところでありま

す。 

  その他、本人や保護者のいじめに対する相談窓口の複数整備、関係機関からの情報が学校に

集まる体制の整備が進んでおり、あわせて条例に基づくいじめ問題対策連絡協議会やいじめ防

止等対策委員会も機能しておりますので、今後も引き続きいじめへの組織的な対応が図られる



-118- 

よう努めてまいりたいと考えておるところであります。 

  以上であります。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。 

  一生懸命、学力向上対策についてもやられております。いじめ防止についても、一生懸命、

教育委員会、されているというふうに今説明で聞かせていただいたところでございます。特に、

学級生活満足度が上がっている、あるいは授業満足度が上がっているから、これから点数もよ

くなるんじゃないかなということでございます。満足度が高いということは、やっぱりいじめ

も少なくなってくると、こういうふうなことになるので、相乗効果で上がってくるんじゃない

かなと思います。 

  このいじめ問題については、やっぱり最終的には目標はいじめがゼロになればいいんですが、

どうしてもそういうことが出てくるということを仮定して対処していただくということで、対

策連絡協議会もつくっていただきましたし、まず条例を先駆けて塩竈でつくったと。仙台市は

これからつくるかというところの段階ですから、相当、塩竈はこのいじめ対策については進ん

でいる。そういうことでは、大いに塩竈市は自慢できることではないかな、このように。私も、

平成27年９月定例会で早く塩竈市、条例制定してくださいと要望したほうの立場からすれば、

私もうれしい限りでございます。 

  それで、そのようないじめに遭った人とか、あるいは学校についていけない人のそういう人

のやっぱり居場所対策なんです。それから、テストについても、平均点を上げるというよりも、

点数の低かった人を集中的に上げてやったほうが効果は上がると思いますので、平均点を全部

上げるというのは難しいけれども、少ない点数の人、やっぱりそういう人の授業がわかるよう

な、そういう学校に行って楽しいねと。学校に、そこに居場所があるんだという教育をしてい

ただくと、学力も両方上がってくると思うんですけれども、その辺のお考えをお聞かせくださ

い。 

○副議長（伊藤博章） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋睦麿） 議員ご指摘のとおりであります。今本市で取り組んでおりま

す「学びの共同体」による授業改善、これは、まさにそういったことをねらった教育改革であ

りまして、学校のもともとの役割というのは、一人残らず子供の学ぶ権利を保障してやること。

そして、その学びの質を高めるということだというふうに考えておりますので、一人も見捨て
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ずに、授業の中で満足感を与えるような授業ができるように、今各学校で取り組んでおるとこ

ろであります。以上であります。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。よろしくお願いします。 

  それから、いじめについて、ちょっと１点私から提案まではいかないんですけれども、この

ようにしたらいいんではないかと思うことがあるんですが、いじめについて、いじめはもう学

校だけでなくて社会に出てからももういろんな意味でありますから、そういうものに対する予

防効果というか、いじめに遭ったときにはどういうふうにしたらいいのかとか、対処法です。

そういうのもやっぱりいじめられっ子になっているだけではますますいじめられるというふう

な悪循環になってくると思うので、そういういじめられている人に対してもいじめられないた

めの教育というのも必要なんじゃないかと思うんですが、その辺のところはお考えになってい

るのかどうか、何か対策されているのかをお聞かせください。 

○副議長（伊藤博章） 遠山学校教育課長。 

○教育委員会教育部学校教育課長（遠山勝治） いじめに対しての予防対策というところでお

答えしたいと思います。 

  ただいま教育長が答弁したとおりでありますけれども、学級生活満足度が高いと。子供た

ちの人間関係がよいというところがまずは予防対策になるのではないかなと思っております。

また、大きなストレスを与えないというところでは、これも先ほど教育長お答えいたしまし

たけれども、「学びの共同体」の中で、授業がわかると、それで楽しいんだと、そういう子

供たちがふえてくれば、おのずといじめは減るのかなと思っております。 

  また、あわせて、子供たち万が一、いじめに遭った場合、気軽に相談できる窓口というと

ころも用意しておりますし、今後も、いじめというのは重篤な心理的な圧力を与えたりして

しまいますので、私たちもしっかりと目を行き届かせながら対策を練ってまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。 

  時間が少なくなってきましたので、３番目の道路の整備についてお伺いします。 

  市道の補修と道路側溝の整備について、それから安全でスムーズな通路の確保についてとい
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うことでございます。それで、平成28年に路面調査して緊急点検されたそうでございますので、

その辺の概要などをお聞かせしていただいて、市道の補修の基本方針などをお聞かせ願えれば

と思います。 

  それと、同じように道路の側溝についても、どうなっているのか、側溝はどういうふうな方

針でいくのかをお聞かせ願いたいと思います。 

  それと、安全でスムーズな通路の確保についても、狭隘道路の整備方針とか、それから冬場

に向けての除雪対策とか、それから交通混雑の交差点の解消に向けての施策など、いろいろあ

りましたら、道路整備状況について、まとめてお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 道路の整備についてご質問いただきました。 

  初めに道路の補修の整備方針的なものというふうなことになりますけれども、本市の市道及

び市の管理している道路、市管理道路の総延長は231キロほどございます。このうち東日本大

震災によって復旧・復興事業等で整備した路線、これ以外の路線について688路線、108キロほ

どになるんですけれども、平成25年度から平成26年度、２カ年かけまして路面の状況、性状調

査というものなんですけれども、それを実施しております。この調査によって得られた結果に

基づいて、また交通量とかバス路線等、そういった重要度も見ながら、補助事業によって整備

可能な31路線、約8.4キロほどあるんですけれども、これを抽出しまして、５カ年計画をつく

りながら、これまで計画的に整備を進めてきております。これによりまして、今年度末までに

月見ヶ丘栄町線や越の浦線、そういったところの整備なども行いますので、４路線、全体では

2.3キロほどが完了するというような状況になっております。 

  そのほかの道路につきましても、地方債とかを活用した整備、あるいは市の単独事業による

維持改修工事、そういったものの中で計画的に進めていきます。 

  それから、側溝等のお話もいただきました。こちらは、平成28年度に側溝等の緊急点検、そ

ういったものを実施しております。緊急に改修が必要なものの整備を、これも５カ年計画をつ

くりながら整備を進めてきているというふうな状況になります。 

  それ以外に安全でスムーズな道路の確保というふうなことで、さまざまな取り組み等をさせ

ていただいております。冬になりましたら除融雪とかそういった部分の対策等も行いながら、

日々道路交通の安全に努めてきております。 

  以上です。 
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○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございました。５カ年計画で路面をやられるというこ

とであります。 

  それで、側溝のちょっと鉄板のことについてお聞きしたいんですけれども、市内には側溝に

コンクリートのふたでなくて、鉄板でできたふたのところが大分固まっているところがいっぱ

いあるところがあるんですね。それで、どうして塩竈というのは、そういうふうな鉄板のふた

になっているところがいまだにあるのかなというのが一つ疑問に思ったわけです。そして、そ

ういったところが特に急傾斜のところですと、ちょっと歩く人にとっては非常に危険だという

ことで、心配されている方もおるものですから、そのようなところまでちゃんと整備してほし

いなというふうに思うんですけれども、まず具体的に言うと、今宮町と一森山のちょうど間の

坂道なんですけれども、延々と両側、側溝が鉄板になっておりますので、その辺のところ、ど

うしてそういうふうな鉄板になってしまったのか、あるいはもうこれからは普通の側溝のふた

にしていただけるのか、その辺のところをお聞かせください。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 初めに、縞鋼板の側溝のふたですね、整備した経緯なんですけれども、

こちらにつきましては、昭和50年代の前半に造船業の不況対策というような状況がありまして、

それで地元の中小企業と労働者の雇用の安定を図るために、その当時、市内の各所において縞

鋼板の鉄ぶたを整備したというふうな状況になります。今後の縞鋼板の改修について、これ少

しずつは危ない部分については改修を図ってきています。市内全体でも延長長いですので、特

に危険な箇所から優先して取り組んできております。 

  今一森山とか、そういったというふうな部分ありましたけれども、平成30年度につきまして

も、一森山で、ちょっと延長としては18メートルぐらいの延長になりますけれども、そういっ

た対応はしていくというふうなことになります。こちらも５カ年計画を定めながら計画的に整

備を進めていくというふうな内容になります。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） よろしくお願いしたいと思います。今聞きましたら昭和50年ということ

で、たしかそうだったんでないかな、造船不況かなと思いましたけれども、その当時はいい事

業をなさったと思うんです。 

  それで、逆を言うと、この鉄板のふたというところは、昭和50年ですから、今から44年前に
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整備したということですから、44年だったらやっぱりもう新しくかえて、もう耐用年数過ぎて

いると思うので、そういうところは、鉄板のところは古いんだよと。あるいはその当時にとっ

ては重要なところだったんです、ほかのところよりも。その当時は、ほかのところふたしない

で、ここからかけろというぐらい重要なところに先に鉄板のふたをしたと思うんですよね。で

すから、重要な道路でもある。鉄板が張られていれば、逆に重要な道路だったんだと。それと、

もう一点は、44年もたったんだということを認識されて、そういうところを改良工事、５カ年

計画と言わず、危険なところから早急に改修をお願いしたいと思います。要望でございます。 

  続いて、そのスムーズなほうの交差点のことでございますけれども、栄町の交差点というん

でしょうかね、県道塩釜吉岡線と市道新浜泉沢線の交差するところの交差点の、前にも私１回

質問したんですけれども、そんなに混んでいないよということなんですけれども、右折用の信

号とまではいかないんですが、時差式でもうちょっとされたらスムーズにいくんではないかと

思いますので、その辺のところ、検討していただきたいと思います。 

  ここの旭町も、結局両側が青の時間帯が同じだから、右折する車が多いところはどうしても

たまっちゃうというふうになりますよね。ですから、そういう右折するほうが多いところはそ

ちらのほうよりは長くということで、信号の時間だけ変えていただけますと、今混雑している

ところ、大分解消すると思うので、その辺のところ、全体的に点検していただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） ご質問いただいた箇所、泉沢町のガソリンスタンド付近の交差点とい

うふうなことになろうかなと思います。今後ちょっと時差式の信号が設置、ご提案いただいて

いる部分の内容につきまして、現地をちょっと交差点形状とか、あるいは交通量、そういった

ものを確認させていただきまして、どのような対策が図れるか、その辺を公安委員会とも協議

しながら進めてまいりたいと思います。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） ありがとうございます。いろいろやってなるべく便利になるようにサー

ビスをお願いしたいと思います。 

  ４番目の市立病院事業についてお聞きします。 

  １つは経営健全化対策について、２点目は市立病院建設の基礎調査事業についてということ

で、全般的にさらっとでいいですから、お答え願えれば。よろしくお願いします。 
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○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） まず、健全化対策についてというお尋ねがござい

ましたので、現在の、ちょっと現況をお伝えしたいと思います。 

  本年度におきましては、先ほどもちょっとお話ありましたけれども、近隣への大病院の開設、

あるいは地域内での救急体制の取り組みなどがありまして、なかなか医療環境が大きく変化し

てきている、そういう中で、市立病院、少しやや苦戦状態だというところをお話し申し上げま

した。 

  具体的なところですが、入院につきましては、これは入院患者数１日当たり127.1人と、目

標であります151.3人の84％にとどまっているという現状になっております。ただ、診療単価

では診療報酬の改定等があって上昇があると。目標達成しているんですが、残念ながら病院の

収益目標から今１億円余りほど下回っていると。一方、外来につきましては、これ患者数、１

日当たり225.0人、目標が276.3人というところですので、目標からは81.4％にとどまると。こ

ちらも診療単価はさまざまな検査等で単価は上回ってきているという状況ですが、目標率に対

して収益では今6,270万円ほど下回っているという厳しい現況にあります。 

  このような状況を一刻も早く改善するということで、平成30年度はさまざまな経営改善を早

期に実施しておるというところです。特に、やっぱり大病院間の転院促進というものを一番大

きくやっておりまして、訪問によりますＰＲ活動、こういったことを強めております。 

  さらには、二市三町、やはり地元の診療所、あるいはいわゆるクリニックの先生方、こうい

う方々にご訪問させていただきまして、どういうふうな、今状況になっているか。当院に対す

る例えば、ご要望でありますとか、そういったところをお聞きいたしまして、できるだけその

受け入れやすい環境というものの整備に今努めていると。 

  そのほかに、塩竈市内、多賀城、この辺の二市三町近辺には介護保険施設、いわゆる施設が

結構ございますので、そういった施設からの入院の受け入れというものも積極的に行うという

ことで、今院内での方針を決定して、今努めているという内容です。 

  一方、外来患者になりますと、こちらの二次検診、あるいはカメラの受診勧奨、はがきです

ね、こういったはがきによる勧奨でありますとか、あとは夜間の来院患者さん、こういった受

け入れの強化などを行っておりますし、この10月から皮膚科に常勤の先生を招聘いたしまして

外来患者の確保に努めております。 

  先ほどもちらっとお話しさせていただきましたが、これによりまして、今上半期の１日当た
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り225人というふうにお話を申し上げましたが、11月では265人というふうに40人ほど上回って

きていると。これ１日当たり40人ほど上回ってきているというふうな状況に変わってきていま

すので、こういったところを入院にもつなげるとか、全体の患者数の増というものに努めてい

こうというふうに考えております。 

  それから、２番目の基礎調査事業の進捗状況というところでございます。こちらはちょっと

重複になりますけれども、医療のあり方、経営上の課題というようなところを整理いたしまし

て、将来にわたって病院が安全で良質な医療を提供できると、そういったことを継続性を確保

するために今この調査を進めているという内容です。 

  中身的には、診療体制、あるいは施設の規模、そういったところの方向性、あるいは新しい

病院の建設費の事業費の算定、それに伴います経営安定化を目指した収支計画というものをつ

くるということを目標にしてございます。 

  簡単に申し上げますと、先ほども視点でお話しました。簡潔に申しますと、視点としては大

きく３つほどというところで、一般的な病気を丁寧に診る病院、これは患者さんの満足度を上

げるということ。２点目は、消化器分野を柱としました急性期医療の提供ということで、特に

内科では内視鏡の検査、あるいは手術、外科では肝臓、胆のう、膵臓、それから乳腺、甲状腺

などの数多くの手術の症例なども取り扱っておりますので、こういったところも急性期医療の

柱としてこれをしっかり守っていくという考えです。 

  あとは、３つ目としましては、臓器別の診療医にこだわらない総合診療と在宅医療の拠点と

いうところで、やはりこれからは高齢化社会を迎える中で、国が推進する地域包括ケアシステ

ム、こういう流れというのがどうしてもございます。そういった中では、総合診療、それから

在宅医療というものの充実も図っていくと。そういった中心になる病院であるというようなと

ころの考え方を今整理しているというところです。 

  ただ、これはもちろん、このほかに当院の機能としては、これからの健康の保持というとこ

ろでは、人間ドックあるいは健診というものがございます。こういったところも引き続きやっ

ていきまして、健康保持・増進の役割、こういったものの一翼を担っていこうという中身です。 

  現状ですが、今述べました病院の機能というふうなところの整理の段階に入ってきてござい

ます。その後、施設の規模、それから建設費の算定、収支計画を策定していくという予定であ

りますので、まとまり次第、皆様にご報告をさせていただこうという考え方にございます。 

  以上です。 
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○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。病院としてはいろいろ頑張ってもらって

いるというのは、わかります。でも、なかなか数字が出てこないということは、市立病院の医

療環境自体が変化して、それに、急激な変化に対応できていないんではないかなと、このよう

に私は思うところでございます。 

  ちなみに、今期の病床利用率は何％になっているでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 今現状としましては、78％程度という現状になっ

てございます。以上です。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。そういうことですから、相当厳しいんだ

なというように思います。ただ、何ぼ頑張っても対応し切れない環境の変化、その辺があるん

じゃないかということで、やはり新病棟をつくるなり何かいろんなことをしないとだめな状態

かなというふうに思って聞いておりました。 

  それで、どうしても市立病院でないとだめですよという、あったほうがいいですよという、

そこの塩竈の市立病院の存在意義というものがやっぱり皆さんにわかっていただくと、いろい

ろ利用していただけると思うんですけれども、塩竈の市立病院としての存在意義についてはど

のようにお考えでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 福原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（福原賢治） 先ほどから答弁しておりますように、塩竈市の高齢化というの

が非常に進んできてしまっているんです。今年度は、市長からの答弁ありましたように、高齢

化率が32％ということで、これは多くの、国の抱える2025年問題をもう既に塩竈は迎えてしま

っているわけです。そういうこともあって、当院では早い時期から、この高齢者医療に応える

診療体制に変えてきたわけです。つまり急性期医療から一部を地域包括ケア病棟、あるいは一

部を療養型病棟ということで、高齢者がこの地域で安心して暮らせるような体制を事前にもう

整えてきているということなわけです。 

  それから、もう一つは、これも非常に大事なことなんですけれども、在宅医療です。これも

多分この地域にはなくせない重要な医療体制の一つではないかなというふうに思っております。

こういうことを近隣の病院と連携をとりながら円滑に進めていくために、やはり中心となる医
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療機関というのが必要なんではないかなというふうに思っておりまして、これはやはり市立病

院が果たしていく非常に大事な役割ではないかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。そういうことで、やっぱり塩竈にはなく

てはならない病院だということでございますけれども、そうはいっても現実に利用者が少ない、

収支状況がよくないということでございますので、早急に対策を立てていかないとということ

だと思います。 

  それで、新病棟の計画としては、建設場所、今のところで建てるかまだ決まっていないかも

しれませんが、そのままやるのか、新しいところに建てて新病棟を建てるのか、そこだけの大

きな方針だけでも聞かせてほしいんですが、決まったんでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） まだそういった具体的なところは決まってござい

ません。やっぱり一定程度の病院の施設ですので、かなりの施設面積が必要ともなりますので、

そういったところは今後施設規模が固まり次第、どういったところが、調査の次の段階で確認

をしていきたいというふうに思っております。以上です。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。なかなかこういう議会の中では答えにく

いことだと思います。 

  それから、市立病院に関してですけれども、繰出金、先ほど鎌田議員も聞きましたけれども、

この辺は、繰出金は病院としてはどのくらいが妥当な金額というふうにお考えになっているの

か、基準というものはございますでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） やはり繰り出し基準は総務省の基準がございます

ので、基本的にはその範囲の中できちんとやっていくというのが適切な病院経営であるという

ところだとは思っております。 

  ただ、繰り出し基準外のところ、ここが残念ながら当院ではまだ発生していると。ただ、そ

の中身はと申し上げますと、やっぱり在宅医療や長期療養と。先ほど病院事業管理者もお答え

していました高齢者に関する医療の分野というものがちょっと採算がとれなくなってきている



-127- 

という現状がございますので、その辺ちょっとこれから収支計画を立てるときに大事なポイン

トになってくるのかなというふうに考えております。以上です。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもよろしくお願いします。そうすると、存在意義としての、もうジ

レンマですね。そういうのが存在意義なんだけれども、それをやると赤字になるということに

なると。そういうことで、なかなか難しい問題だと思いました。とにかく市民の健康を預かっ

ているところでございますので、頑張ってやっていただきたいと思います。 

  最後の５番目の浅海漁業の振興についてお尋ねいたします。 

  松島湾と浦戸の漁業振興についてお聞きしますが、この今現在、当局としては、漁業支援は

どのようなことをされているのか、現況をお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） お答えをいたします。 

  浅海養殖漁業に対する支援策ということでございます。現在、本市では浅海養殖漁業の生産

性の向上、それから販売の促進を図るために、市内に今４つ漁業協同組合がございますが、こ

の４組合で構成する塩釜市浅海漁業振興協議会を通じまして、新たなブランド品の開発や販路

の拡大、さらには漁業環境の整備を目的とした各種試験等の事業に支援をしているところでご

ざいます。 

  １つ例を申し上げますと、浦戸支所におきましては、一般的な生ガキよりもうまみが濃い一

粒ガキ、いわゆる「あたまっこカキ」のブランド化、それから供給量の安定を目指した試験栽

培を行っておりますし、また浦戸の母ちゃんの会の皆様が中心になりましてカキのつくだ煮な

ど地場の加工品の商品化、いわゆる６次化というものにも取り組んでいただいておりますので、

そういったところを応援させていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 14番志子田議員。 

○14番（志子田吉晃） どうもありがとうございます。いろいろ応援していただいて、やっぱり

一次産業ということではなくて、六次産業に向けていろいろやられているということでござい

ますので、いろいろ特徴を出して宣伝して、塩竈の宣伝になるように頑張っていただきたいと

思います。 
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  いろいろこっちの松島湾ではいろいろなものが浅海漁業でとれるわけです。ノリだけでもな

いし、カキだけでもないしということで、いろいろとれます。そういう中で、塩竈市では全国

に先駆けてワカメがなるということで、特産品があるということを聞いたので、その辺の早ど

りワカメの宣伝発信についてお聞かせください。 

○副議長（伊藤博章） 簡潔にお答えください。佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 通常、ワカメというのは３月から４月、春先が収穫期ということ

なんですが、松島湾は水温が割と変動が少ないために、今議員からご指摘いただいたように、

12月ごろから収穫が始まるそうです。早どりワカメと言われているそうですので、普通のワカ

メよりも非常に実がやわらかいというような傾向もあるということで、こういったところも今

後いわゆるブランドワカメみたいな形で応援できればいいなというふうに考えております。 

  以上でございます。（「ありがとうございました」の声あり） 

○副議長（伊藤博章） 以上で、志子田吉晃議員の一般質問は終了いたしました。 

  ６番阿部かほる議員。 

○６番（阿部かほる）（登壇） 平成30年12月定例会、オール塩竈の会、阿部かほるでございま

す。 

  平成の年号の最後の年の瀬を迎えております12月定例会において質問の機会をいただきまし

たこと、大変意義深く、心より感謝を申し上げます。また、市長を初め、当局におかれまして

は、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。 

  さて、ことしも全国においてさまざまな自然災害があり、防災の備えの大切さを再確認した

年でもあります。今なお被災地において避難生活を余儀なくされている多くの被災者の方々に

心よりお見舞いを申し上げ、一日も早い復旧をご祈念申し上げます。 

  被災地の一つである倉敷市には、現在、塩竈市を代表いたしまして職員が派遣されており、

被災地の力となり、頑張っていただいております。私たちも、塩竈の復興から発展へと力を尽

くしてまいります。 

  それでは、質問に入ります。 

  活気ある産業のまちづくり、塩釜水産物仲卸市場の振興策について。 

  ことしも９月末から三陸塩竈ひがしものを含むマグロの水揚げで、魚市場はもとより、仲卸

市場にも県内外から多くの来客でにぎわっております。また、12月に入り、歳末商戦も始まっ

ております。魚市場を見学し食堂を利用する人や仲卸市場の中で自分で海鮮丼をつくって食べ
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るなど、それぞれの楽しみ方があり大変喜ばれております。 

  魚市場と仲卸市場、これら２つの施設が社とさかなのまちとして、地元観光産業の大きな柱

となっております。宮城の食の発信地として、さらなる振興を図ることが塩竈市の大きな課題

であります。特に、仲卸市場の建物の老朽化の対策、組合員の高齢化対策、国・県が進めるイ

ンバウンドへの対応策など、市として仲卸市場の今後をどのように考えておられるのか。 

  また、これらの課題についての対応策をお伺いいたします。 

  質問２から６は自席にて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） ただいま阿部かほる議員から活力ある産業のまちづくりのうち、

塩釜水産物仲卸市場の振興策について、あるいは建物の老朽化対策について、そして職員の高

齢化について、またインバウンドの対策等についてというご質問をいただきました。 

  一つ一つお答えをさせていただきます。 

  塩釜水産物仲卸市場の振興策のうち、まず仲卸市場の建物の老朽化対策についてのご質問で

ありました。建物は建築後52年が経過をいたしており、中小企業法に基づく組合であります連

合会がこの建物の所有者であります。現状としては、店舗の減少による空きスペースを例えば、

マイ海鮮丼の食事スペースの拡大や水産物以外の店舗への貸し出しなどに活用されているとい

うふうに認識をいたしております。 

  かつて本市が魚市場の建てかえ工事を計画をした際に、県からは、仲卸市場も魚市場と併設

するような形で建てかえをしてはいかがでしょうかというようなお話も頂戴したことがござい

ました。しかしながら、仲卸市場の皆様方の総意は、やはり後継者の方々が大変心配であると。

このような時期に大きな投資をして負担になるということも大変な苦労がありますというよう

なこともございまして、残念ながら魚市場の建てかえの時期に仲卸市場の移転というものがで

きなかったということをまずはお話をさせていただきたいと思っております。 

  こういった中で、組合員の高齢化ということについて、塩竈市ではどのような考えを持って

いるかというご質問でありました。後継者の問題による休廃業の増加ということにつきまして

は、この仲卸市場の運営に携わる方々はもちろんでありますが、我々塩竈市にとりましても大

変大きな喫緊の課題というふうに受けとめております。 

  本市では、みやぎ産業振興機構が実施をしております事業承継ネットワークに加盟をいたし

ており、支援機関等と連携・情報共有等を図りながら、仲卸市場を構成する４単協に対しまし
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てニーズに合わせた相談窓口の紹介でありますとか、支援策の情報提供を行っているところで

あります。ぜひこのような制度を活用していただきながら、次の展開に取り組んでいただきた

いと考えているところであります。 

  次に、インバウンドの対策としての対応についてであります。 

  本市では、平成28年度からインバウンド推進懇談会を立ち上げ、メンバーとして商工会議所

青年部や鹽竈神社、ＮＰＯ、ボランティアガイドのほかに、仲卸市場の関係者にもご協力をい

ただき、さまざまな情報交換を行わせていただいております。 

  推進懇談会では、仲卸市場もインバウンド誘致の拠点であるという位置づけから、今年度は

マイ海鮮丼の主なネタとなる商品の英語表示などにも取り組もうと塩竈市から提案をさせてい

ただきましたところ、仲卸市場からは既に英語など５つの言語に対応した指さし表示を作成中

でありますからご心配ないようにという、逆にそんなお話もいただいたところであります。 

  このほかに既に新たな多言語パンフレットも作成をされ、インバウンド誘致への熱い気持ち

を感じたところであります。 

  さらに、今回作成した指さし表示をしない飲食店のメニュー表にも参考にしてほしいという

大変頼もしいお言葉も頂戴をしたところであります。 

  また、仲卸市場からは、外国の方も理解できる看板のデザイン化に取り組みたいというよう

なご意向もお伺いをいたしておりますので、インバウンド誘致を民間事業者向けの国のインバ

ウンド関係補助制度の紹介など連携を図りながら受け入れ体制を整えるとともに、仙台・松島

ＤＭＯと連携した新たな旅行商品の造成などにも取り組みを深めさせていただきたいというふ

うに考えているところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部かほる議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございました。仲卸市場の方たちとちょっとお話をする機会

がございまして、今申し上げた点のご相談があったわけです。もちろん建物につきましては、

もう老朽化は誰の目にも明らかでございます。そして、恐らく震災時はご自宅を被災された方

もいらしたでしょうし、やはりそこまでは手が回らなかったのかなというふうに今市長のご答

弁を聞きながら思いました。ただ、あれから８年たちまして、もうここまで来てしまったとい

う感じで、ぜひぜひ何とかしなければというお話が出ておりました。まさしくこの仲卸市場と

魚市場というのは、２つの施設が非常に大きな、今交流人口拡大の相乗効果というものが非常
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に高くなっております。塩竈にとっては、食の発信地として最も重要なところであろうかとい

うふうに思いますが、その辺のことはどのようにお考えでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今阿部議員から魚市場と仲卸市場の関連性についてというご質問でありま

した。 

  水産都市「塩竈」の魚市場と仲卸市場は二枚看板であるというふうに理解いたしております。

水産物の流通拠点ということだけではなくて、先ほども若干説明をさせていただきました。観

光面においても、重要な役割を果たし続けていただいているということで、感謝を申し上げて

いるところであります。 

  これから先の取り組みについてでありますが、若干魚市場と仲卸市場の間には距離がありま

す。逆にこの距離を活用して、この魚市場、仲卸市場を訪れていただきます皆様方に交流の機

会をつくっていただけるような取り組みがぜひ必要ではないのかなと考えております。そのた

めには、塩竈市が魚市場と仲卸市場を連携する道路について、やはり道路整備費用を投入し、

一体感が醸成をされますような取り組みは必須の条件ではないのかなと思っております。関係

者の方々とも、今さまざまな意見交換をさせていただいているところであります。ぜひ大勢の

方々に魚市場と仲卸市場の一体感を感じていただけますような取り組みを積極的に展開をさせ

ていただきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部かほる議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。 

  仲卸市場の建物ですけれども、これは仲卸市場の隣接する建物ももう既に何か使われていな

い建物もございまして、あの辺の整備はやはり喫緊の課題ではないかというふうに思っており

ますが、その辺は市としてどのように考えていらっしゃいますでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今の議員のご質問は、仲卸市場の背後にあります塩乾組合というふうに理

解をさせていただきますが、前段申し上げましたとおり、例えば、仲卸市場につきましても、

中小企業法に基づく組合であります連合会が所有されている。塩乾組合についても、今申し上

げました名称の組合が建物及び土地もですかね、そういったものも所有をされているという状

況であります。大分廃業された方々がおられて、今数社が業務を継承されているようでありま
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す。皆様方が今後こういった建物をどう活用したいかというようなことを我々のほうでも水産

振興課を中心にお伺いをしながら、しからばそういった建てかえ、あるいは補修、あるいは改

築、さまざまなことに対してどういった制度が使え、本市としてどういった支援ができるかと

いうようなことについても、今後同じ目線で我々も力を注いでまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。よろしくお願いします。 

○副議長（伊藤博章） 阿部議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。建物につきましては、隣接する建物も含めてで

すけれども、複合施設的なものを考えていくと解決策が出てくるのかなというふうに思いまし

た。今ＰＰＰとかＰＦＩという公民連携事業とか手法とかいったものがありまして、やはり今

民間投資を呼び込んで複合的にやっていく。あそこにグループで、あるいは家族で楽しめるよ

うな施設が併設されるということは、もっともっと魅力が増すんではないかというふうに私は

思っております。その辺、これは今すぐできることではないんですけれども、ぜひ朝３時、４

時から働いている仲卸の方たちにとって、そういったことをやれるかということになれば、こ

れは大変厳しい問題であります。ぜひこの辺は行政でもいろいろとアドバイスをいただいて、

何とか建てかえということの方向性というものを見きわめていきたいと思うんですが、その辺、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、あと、会員さんの高齢化なんですが、やはり家族経営が多いということ、後継者

問題はまず３分の１の店舗の方たちが悩みを持っているということで、仲卸市場の存続、継続

できるのかという、今すごいそういうお話が出てきております。喫緊の課題です。まず会員の

方からお話いただいたのは、法人化という言葉も出てまいりました。こういった手法も一つの

解決策かというふうに思いますが、その辺、いかがでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 先ほどもご報告申し上げましたが、みやぎ産業振興機構というものがあり

ます。理事長は前宮城県の副知事をされた方であります。たまたま昨日もお会いできる機会が

ございましたので、塩竈で今、水産加工業界、あるいは仲卸市場の方々が、一つはやはり構造

的な不況といいますか、具体的に申し上げれば、風評被害で依然として大変厳しい戦いをされ

ている。もう一つは、やはり後継者というのがなかなか見つからない。こういったものについ

て、みやぎ産業振興機構様からもぜひ多大なるご支援、アドバイスをいただきたいというお話

をさせていただきましたところ、「もう既に一、二度、現地も調査に行かせていただいており
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ます。産業振興機構といたしましては、事業承継ネットワークというものをつくりまして、さ

まざまな方々にご参加をいただいております。そういった方々と共通の場でお話をすることに

よって、また新たな展開も見出せるのではないのか」というようなお話をいただいたところで

あります。 

  なお、今後とも、我々も伴走型の支援といったら恐縮でしょうか。一緒になって問題・課題

の解決に取り組みをさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部かほる議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  それで、市場の方たちがもう一つお願いしたいことがあるということで、お話いただきまし

た。これまでも観光関係で、ＰＲは随分、私たちもゆめ博のときもそうですが、ＰＲをしてま

いりましたけれども、やっぱりまだ県内外の一般の方たちも買えるんだというＰＲが十分に広

がっていない部分があるということで、そのＰＲをしていただきたいというふうなお願いがな

されました。 

  それと、あとは年末年始、交通手段のやっぱり混雑といいますか、私もゆめ博のとき大変困

ったことがありました。というのは、仲卸市場に行きたいんですけれどもと本塩釜駅でおりら

れて、じゃタクシーでというと大変交通費がかかる。じゃ、東塩釜駅まで一旦行っていただい

てそこからということもいろいろご説明したりもしたんですが、なかなかアクセスがまだ十分

なところがないのかなと。わかりやすく仲卸市場や魚市場に行ける、そういったＰＲあるいは

方策が必要ではないかと思ったんですが、その辺もしお考えがあればお聞かせください。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 仲卸市場までの公共交通機関といいますか、そういったことについてのご

質問でありました。やはり仙石線では、東塩釜駅が直近になります。あわせまして、ぜひ東塩

釜駅から仲卸市場までの動線を確保したいということで、実は道路沿いにお魚のシールみたい

なのを張りまして、仲卸市場までの動線も確保させていただきたいと思っております。 

  また、一番わかりやすい公共交通機関といたしましては、やはりしおナビ100円バスではな

いのかなと思っております。市場のすぐ脇にとまりますので、我々もさまざまな機会を利用し

てぜひしおナビ100円バスをご活用いただきたいということは申し上げてきているつもりであ

りますが、なおそのような趣旨を徹底してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 
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○副議長（伊藤博章） ６番阿部かほる議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。塩竈

にとりまして、相乗効果として、まち全体の活性化につながると思いますので、何とぞお力添

え、よろしくお願いいたします。 

  それでは、次にまいります。 

  ２番、高齢者福祉の充実。これは在宅福祉サービスで、タクシー利用助成についてでありま

す。 

  年々高齢化が進む中、高齢者を取り巻く環境にも変化が見られてきております。ひとり暮ら

しの高齢者が増加していることに伴い、孤立防止が課題となっております。孤立防止のために

は、高齢者の方の外出を促す環境整備が大切であります。塩竈市には交通機関として100円バ

スがあり、多くの市民に利用されております。しかし、100円バスを利用していた人も、年齢

を重ねるとバスの乗車が困難になり、タクシーが全ての交通手段になります。これが経済的に

負担となり、外出の機会が減少し、家に閉じこもることが常態となってきております。市では、

障がいのある方へタクシー利用助成を行っておりますが、高齢者の方への支援としてタクシー

の利用助成拡大をしていただきたいと思いますが、お伺いをいたします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 阿部議員から介護予防のための日常生活支援ということで、在宅福祉サー

ビスとしてタクシー料金の助成を行うべきではないのかというご質問でありました。 

  今現在、本市で取り組んでおります高齢者の外出支援について、まずは３つの事業をご紹介

させていただきたいと思います。 

  １点目に移送サービスであります。ただ、この制度は要介護度３以上の車椅子使用や寝たき

りで、一般交通機関を利用することが困難な在宅の方を対象に通院や施設への送迎用として、

リフトつきタクシーの利用券730円分を１カ月当たり３枚交付をさせていただいております。 

  また、２点目でありますが、福祉有償運送であります。要介護・要支援の高齢者や障がい者

など、単独で公共交通機関の利用が困難な移動制約者を対象にＮＰＯ等の非営利活動法人が自

家用車で行う輸送サービスでございます。市内ではＮＰＯの１法人が運行いたしておりまして、

体制、規制、規模から会員制で、利用者人数は限られ、平成29年度は27名の方々でこういった

ものを活用されたというふうにお伺いをいたしております。 

  ３点目でありますが、いきいきシルバー号であります。ご高齢者の健康づくり、研修、福祉
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活動を推進する団体の代表に貸し出し運行を行っているところであります。利用料は無料です

が、燃料費は実費負担をしていただいているところであります。多くの団体の皆様方に利活用

いただいておりまして、４月、５月、10月や11月などは、ほぼ毎日運行させていただいている

ところであります。 

  また、しおナビ100円バスに加えまして、ＮＥＷしおナビ100円バスは、従来のコースに加え

新ルート便も運行するなど、ご高齢者の方々にも利用しやすく、外出の機会がふえるよう、充

実を図っているところであります。 

  今定例会でも、2025年を迎えるに当たりまして、塩竈市のこれから先行きはますます厳しい

状況になっていくのではないのかというご質問をいろいろな方々からご頂戴をいたしておりま

す。高齢者の外出支援につきましては、地域全体の課題として議論を喚起し、市民の皆様と課

題を共有しながら行政のとるべき方策について慎重に検討させていただきたいと考えていると

ころでございます。よろしくご理解をお願い申し上げます。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。高齢者タクシー利用助成につきましては、私、

身近な方たちが、バスを利用していた方がつえをつき始めますと、ほとんどバスは無理なんで

す。非常に危険です。それで、どうしてもタクシーを利用するということで、公民館等でいろ

んな練習、練習日だったり、いろんな事業がありますと、一生懸命頑張って外出して、そうい

った交流機会を求めて来てくださるわけなんですが、それがどうしてもタクシーだけ利用とな

ると、例えば、月４回ぐらい出ていたのが２回ぐらいとか、だんだん減っていきますと、非常

に体が、歩けなくなるというのはおかしいんですが、非常に身体機能が低下していくというの

が目に見えていくわけです。つまり介護保険に移行しないような自立した生活を送れるように

支援するという意味では、ほかの、私はこれ初めて自分でいろいろ周りを見ましてこういった

ことを質問しようと思ったんですが、調べてみましたら、宮城県内では他市町村でも障がい者

福祉とともに高齢者に対する福祉政策としてタクシー助成事業を実施しております。角田市、

白石市、名取市、大崎市、それから大和町とか、いろいろやっておりまして、これは調べてい

ただくとわかると思いますが、非常にやっぱり優しい。そして、高齢者の方、障がい者の方が

住みなれた地域で生活することを支援するためにという、やはり多くの自治体でも閉じこもり

にならないように、孤立しないようにという目的でこういった助成をしているということです

ので、この辺のお考えがありましたらお聞かせください。 
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○副議長（伊藤博章） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 阿部かほる議員のおっしゃりたい中身は大変よくわかります。た

だ、きょう前段でもご質問ありましたように、2025年問題、少子高齢化というのは、子供が少

ないこと、高齢化が問題なのではなくて、高齢者を支える世代が少ない、それを将来的にも少

ないだろうという、篤とご案内かと思いますけれども、そういうふうなことが問題としてます

ます今後顕著になっていって、これが軽減されるということはしばらくないだろうと、日本国

内においてはないだろうというのが見通しでございます。 

  そのような中で、一般高齢者を対象としたタクシー助成というのは、介護保険制度の基本的

な介護給付であるとか地域支援事業の対象にはこれはなりませんで、仮に実施する場合は市独

自での事業というふうなことになります。これらを介護保険ではなくて市税の一般財源で賄う

ということは、塩竈市の体力としては非常に困難ではないかなというふうに考えております。

なお、現在、塩竈市としてこういった介護保険によらない一般会計で実施しております高齢者

サービスといたしましては、金額ベースとしますと約7,000万円の取り組みを実施しておりま

して、脳と身体の健康づくり教室であるとか、緊急通報システムの機器の設置であるとか、介

護用ベッドの貸し出しであるとか、それから家族介護をしていらっしゃる方がレスパイトとい

うか、緊急避難的に休憩されるというような一般会計での高齢者支援の事業に取り組んでおる

ところでございます。 

  今事例として、私どもも調べさせていただきましたけれども、やはり市域が大変広範な市町

村での実施というふうに捉えておるところで、きょう前段説明の中で、塩竈市内には64カ所も

健康づくりのための自主サークルなどが運営されておりまして、市内では本当に身近なところ

で、塩竈市はすごい身近なところで外出につながるような地域での活動というのが地域の自主

的な運営とそれから包括支援センター等の努力によって数多くある環境にございますので、外

出は本当にしていただきたいというふうに考えておりますけれども、それを公費でタクシーと

いう形で促進するというのはなかなか困難だというふうに今のところは申し上げざるを得ない

というふうに考えております。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部議員。 

○６番（阿部かほる） これは、大抵の市町では75歳以上というふうにやはり限定をしておりま

す。特に、つえを必要とするような状況になった場合ということで限定しますと、相当絞られ
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てくるのではないかというふうに思います。タクシー利用に関しては、600円を２枚ぐらい月

に発行しているところもありますし、500円というところもあります。それでまた市外に行く

とき助成、市内はこのぐらいというふうな助成、助成の金額はいろいろですけれども、塩竈市

としても少しはこの辺は高齢者福祉医療ということで考えていただきたい。つまり体が不自由

になるということですから、これ本当に障がい者の方と同じような状況になるわけです。つえ

がなければ歩けなくなってしまいましたら、そういう状況にあるということで、やはりその辺

は一体的な考え方を持っていただきたいと思います。 

  じゃ、次にまいります。ありがとうございます。 

  ３番目ですけれども、通行空間の安全性、快適性の確保についてであります。 

  通学路における交通安全対策について、無電柱化の推進について。 

  これまで無電柱化は良好な景観形成の点で進められてきましたが、本年度の道路法の改正に

伴い、歩道も無電柱化の対象に含まれ、著しく狭い歩道についても、歩行者の安全かつ円滑な

通行を図るため、これは車と歩行者がすれ違う際に電柱が邪魔になるといった狭い歩道を指し

ます。無電柱化の地域を拡大する方針が出されました。特に、通学路等の生活空間における交

通安全対策には有効策であると考えますが、お伺いいたします。 

  また、現在、塩竈市において無電柱化を進めている道路はありますでしょうか、お伺いをい

たします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 通行空間の安全性・快適性の確保として、無電柱化の推進についてご

質問をいただきました。 

  初めに、道路法の改正についてちょっとご説明したいと思います。 

  ことし３月31日に道路法が一部改正、公布されております。改正内容としましては、今議員

からもお話があったような説明内容になるんですけれども、幅員が著しく狭い歩道について、

歩行者の安全かつ円滑な通行を図るため、道路管理者が電柱の占用を制限できるよう改正され

た内容となります。 

  通学路の交通安全対策として無電柱化が有効ではないかとのお尋ねになりますけれども、無

電柱化、これに当たりましては、国が示している100メートル当たりの標準的な工事費という

ものがございます。電線の共同溝の工事、これが国とそれから地方公共団体がそれぞれ負担す

るような形になりますけれども、約3,500万円、それからトランスやケーブルなどの地上機器
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分が、これは電線管理者の負担となりますけれども、1,800万円ほどになります。合計では100

メートル当たり5,300万円ほどの費用がかかるというふうなことになります。こういった形で

ちょっと多額の費用が必要となるというふうな状況になりますので、課題として一つあります。 

  また、無電柱化を図ったとしても、電力供給のため地上にはトランスボックス、こういった

ものが必要となり、完全に道路上の支障物がなくせないというそういった課題もございます。 

  このため、通学路等で無電柱化について、今年度から国ではそれを推進されておりますけれ

ども、本市の負担とあわせ、電力とか、あるいは電話会社、そういったところにも負担が生じ

ることとなりますので、なかなかちょっと難しいのかなというふうに捉えております。これま

で進めてきております車両の速度抑制のための路面の表示、そういったものとか、通行帯のカ

ラー化などによって、まずは通学路の交通安全対策、そういったものに努めていきたいという

ふうに思います。 

  あと、本市の道路の無電柱化の状況についてご質問いただきました。 

  本市道路の無電柱化につきましては、都市計画道路、あるいは国道など、主要な幹線道路で

計画的に進められております。平成９年度から平成19年度にかけて鹽竈海道の景観整備とあわ

せまして、西町から宮町まで900メートルの区間において、県事業としてまずは整備が行われ

ております。 

  また、国道45号線、こちらにつきましては、海辺の賑わい地区の整備を契機にいたしまして、

平成21年度より尾島町の中の島交差点から壱番館の北側の交差点まで、1,100メートルの区間

において、国の事業として整備が進められております。以上です。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。これまでは景観形成ということで、幹線道路を

主体にしてやってきたということなんですが、地中化も非常に簡単な工事になりまして、直接

埋め込めるというようなことも、国土交通省の資料をいただきました。直接お話もちょっとし

たんですが、そういったこともございました。というのは、塩竈の国道45号線下馬交差点より

第三中学校へ通ずる道路、あそこは多賀城市の市道なんですけれども、ここは多賀城と塩竈の

本当に境目ということで、あの道路は大変歩行者の方が苦労するというか、狭くて歩道がない

というような状況であります。 

  特に、雨の日、傘を持った場合に電柱の外側にどうしても傘を持ったまま出なきゃならない。

それを見かねた住民の方たちから、「とても危険なので何とか対応してほしい」というお声が
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上がりました。無電柱化が無理であれば、先ほど言ったようにカラー塗装とかそういったこと

をしていただければ一つの予防になるのかなというふうに思いますが、多賀城さんの市道であ

るということなので、この辺は塩竈市がどうこうしようとなかなか難しいのは承知で今回話を

出しました。というのは、やはりこちらからも働きかけが必要であろうかというふうに思った

わけであります。どうぞ行政側からこういった対応をしていただきたいと思いますが、どのよ

うにお考えでしょうか、よろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） ご質問いただきました第三中学校までの道路につきましては、多賀城

市で管理してある多賀城の市道下馬笠神線というふうな形になります。前段申し上げましたよ

うに、無電柱化、そういった部分については、ボックスとかそういった部分の問題もあります

ので、少し難しいかなというふうに考えております。本市としましては、本市と隣接している

そういった道路でもございますので、また第三中学校の生徒も現実的には通学に利用している

というふうなこともございますので、交通安全対策等が図れるか、この辺につきましては、多

賀城市と協議をしてまいりたいと思います。 

○副議長（伊藤博章） 議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたします。 

  ６番阿部かほる議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

  それでは、４番目の特色ある学校づくり、しおがま「学びの共同体」による授業づくり。 

  去る11月７日、第三小学校において、しおがま「学びの共同体」による授業づくりの公開研

究会が実施されました。授業改善、それは授業を実施する先生方にとって永遠の課題であると

言われております。本市では、「学びの共同体」を導入するにつき、目指す教育目的について

どのように把握されているのか、お伺いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋睦麿） まず、「学びの共同体」による授業改善を取り入れた理由に

ついてご説明を申し上げます。 

  これまで本市の教育課題は学力不振と不登校問題でありました。特に、不登校問題につきま

しては、平成24年、宮城県が全国ワースト１というときに、本市がその中でのワースト１とい

うことでありました。震災直後ということもありまして、そういった不登校児童生徒が多かっ

たということでございます。 
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  不登校児童生徒の多くが学習を苦手としており、教室の中に入るものの、学習内容が理解で

きず学習を諦めている児童生徒、それからできない自分を責め続けている児童生徒も相当数お

りました。そこで、学力不振と不登校問題の２つの教育課題を抜本的に解決する方策といたし

まして、児童生徒がお互いに支え合い、学びを深める学習を取り入れることによって、全ての

児童生徒の学ぶ権利を保障し、１人も見捨てることなく、よさや可能性を伸ばす授業づくり、

「学びの共同体」を取り入れたところでございます。 

  先ほども申しました。学校というところは、１人の、全ての子供に学ぶ権利を保障してやる

こと。そして、高い学びを担保するということだと思っておりますので、そういったものを目

指して推し進めてまいりたいと思っておるところであります。 

  以上であります。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。私、「学びの共同体」授業づくりを拝見いたし

ました。大変感動いたしました。これまではクラスの中に先んじて勉強してどんどん進んでい

く子、それからある程度時間をかければわかっていく子、それからどうしても皆さんよりも時

間をかけなければ、そういった指導が必要なお子さんというふうに、大体クラスの中というの

は３段階ぐらいに学力があるのかなというふうに思います。先生方は、どの子に合わせて授業

していくかというのが今まで恐らく悩みのもとでなかったかなというふうに思いますが、この

「学びの共同体」の授業を拝見いたしまして、本当に子供が子供同士で理解をし合い、そして

引き上げていく、学力を、非常に画期的な授業を見せていただきました。先生方の授業づくり

の努力の一端も本当に見せていただきました。通常学級で、実はそこに発達障がいの可能性の

あるお子さんが入っていたなどということは全然わかりませんでした。やはりグループになる

んですが、そのグループの子供たちが、課題について、必ずお一人の子供さんが、リーダー的

にわかるお子さんがいると、一生懸命理解するように教えるんです。２人理解しました。１人

だけどうしてもわかりませんというと、今度みんなでその子に教えていくという形で、最後に

やっぱり解答を導き出すということで、非常にすばらしい授業だったと思います。あの授業を

見ていて、学力向上はこういうところから恐らく底上げしてくるのではないかという、大変私

は希望を持ちました。震災後、さまざまな要因があって、子供たちの精神的なものにも影響し

ているということを私は方々からいろんなお話を伺っております。これは私たちがもう忘れて

いることなんです。お母さんのおなかにいて生まれて震災を知らずに育ってきた子が今小学生、
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５・６年生になっていますが、実は本当に親から100％視線を向けられて育ったかというと、

みんな親たちが震災復興で我が家のこと、仕事のこと、必死になって生きてきた８年間なんで

す。そうすると、子供たちがある程度の年齢になったとき、それが今出てきているという部分

で、大変難しい小学校の事例なんかも私も聞きますと、はっとするわけです。表には出ない。

誰にも理解できない。でも、こういうことが原因なのではないのかなという部分が思い当たり

ます。震災を忘れてはいけないということです。それから、子供たちには、言葉ではないそう

いったものが家庭の中であったり学校の中であって、時々に出てくるという部分もありますし、

この「学びの共同体」の対話的な学びというのはすばらしいと思いました。一生懸命没頭して

いるんです。教えよう。みんながお友達同士で教えよう。その没頭できる環境、集団づくり。

今までは学習させる、させられるという関係だったのが、生徒が一人一人お互いに学ぶ存在と

いうことが意識させられました。この深い学びの転換期に来ているのかなということで、私は

塩竈が今取り組んでいる授業に対しては、大変な高い評価を持ちたいと思います。今後とも、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。もし何かまたつけ足すことがあれば、どうぞお聞か

せください。 

○副議長（伊藤博章） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋睦麿） 全て言っていただいて、大変ありがたく思っております。今

後とも、今いただいた言葉を学校現場に伝えて、さらに頑張るようにお話をしてまいりたいと

思います。ありがとうございました。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部かほる議員。 

○６番（阿部かほる） よろしくお願いいたします。 

  それでは、５番健やかな体の育成推進。「置き勉」について。通学カバンの重量に対する対

策についてであります。 

  小中学生が持ち歩くランドセルやカバンが重くなり、通学時の負担が増していることに対し、

教科書類を含めた教材などを学校に置いていくことを許可する対策が全国の学校で進んでおり

ます。 

  この問題は、教科書の大型化、カラー化、新教科の導入などが背景にありますが、小中学校

の荷物の重さについてどのような認識を持っておられるのか。 

  また、荷物の重さについては、専門家から体重の15％ほどが限度としての話があります。荷

物の重さについての対策をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 
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○副議長（伊藤博章） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋睦麿） 文部科学省の通知で、平成30年９月６日付で通知が来ており

ます。文部科学省で児童生徒の携行品に係る配慮についてというような文書が出たのは今回が

初めてであります。 

  そういったことから、これを受けて市の校長会、教頭会におきまして、家庭に持ち帰る物と

学校に置いてよい物との選別、それから児童生徒の持つ荷物の重さの量を軽減するよう指導し

ておるところであります。 

  各学校の実情も違いますし、子供たちの実態も違いますものですから、各学校において置い

ていい物、それから特に長期の休みに入るときに１回で持っていくのも大変だということもあ

りますので、分割して持っていくようにとか、それから家庭学習ということもありますもので

すから、持っていく教科、それから置いてもいい教科というものを各学校選別しながら、指導

を工夫していただいておるところであります。 

  以上であります。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。今の小学生は、震災経験をしておりません。両

手をやっぱり塞がって荷物を持って歩くということの、やはり塞がらないようにという部分も

あるのではないかというふうに思っております。大切な部分です。 

  それから、中学校においては、なかなか難しい点があるのかなというふうに私も考えました。

普通教室の施錠の危惧、盗まれることはないと思いますけれども、いたずらとかそういうこと

を考えると、そういったこともありますし、部活動の大きな部品を学校に、部室に保管すると

いう、そういった対策も先生方にとってはなかなか大変な部分かなというふうには思います。 

  ただ、岐阜の小学校で、小学校４年生の女子ですけれども、体重が24キロ、カバンが６キロ、

それで大体体重の25％カバンが占めているといった実例も出てまいりまして、やはりはり・き

ゅう院さんにかかる子供の数が多くなって、ぎっくり腰というそういった現象がちょっと起き

ているということがありました。やっぱりはかったらカバンが６キロあったということで、で

も持って帰らないと不安であるというような子供さんも中にはおりますので、これは十分な配

慮が必要ではないかというふうに思いますが、何とぞ児童の安全とそして健康、そういったも

のを優先して考えて対策をとっていただきたいと思いますが、その実態調査というのをどのよ

うに考えておりますでしょうか、お伺いいたします。 
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○副議長（伊藤博章） 遠山学校教育課長。 

○教育委員会教育部学校教育課長（遠山勝治） 置き勉についての実態調査につきましてです

けれども、先ほど９月６日に文部科学省通知が出たということでしたけれども、その後、私

たちも各学校でどの程度取り組んでいるかというのを聞き取り調査しております。それで、

先ほど教育長答弁いたしましたように、各学校でも対策は進んでおります。部活動の荷物等

の用具の置き場所についても新たに設けるとか、さまざまな具体的なところでやっておりま

すけれども、今議員おっしゃるように個別の部分も必要だと思いますので、その辺について

も今後校長会等でお話ししてまいりたいと思っております。以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部議員。 

○６番（阿部かほる） どうぞよろしくお願いいたします。第一中学校の生徒さんなんかも、私

いつも第一小学校のところを通るんですが、重いかばんを背負って夕方、やっとやっと歩いて

いるという姿も後ろから見ていまして、荷物、何とかならないかなというふうにちょっと思っ

たこともございました。少しでも軽減していただければありがたいと思いますので、その対策、

よろしくお願いをいたします。 

  それでは、６番目、浦戸生活基盤整備。浦戸通信障害の対策等について。 

  離島の生活の中で、電気、水道、燃料とともに、重要な生活インフラである通信に支障が出

ております。防災、観光のみならず、島の生活にとって外部との通信は命をつなぐ大切なもの

です。通信障害については通信会社が関係するものですが、島全体の広範囲にわたって通信障

害があることに対し、どのような改善策があるのか、市としてのお考えをお伺いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） お答えをさせていただきます。 

  今議員からのご質問にもありましたように、スマートフォンを含む携帯電話、現在国内では

80％を超える方々が所持しているということ。また、浦戸地区の皆さんにとっても、なくては

ならない通信手段というふうになっているかと思います。市としての電話がつながりにくい地

域の解消に対応はできないのかということでございますが、こちら今お話にも触れていただき

ましたように、電波を中継する基地局などの施設、これは携帯電話会社、それぞれが整備をす

る施設ということになっておるところでございます。我々としても、現況として、浦戸地区で

携帯電話会社によって、また地区によってつながり方に差があるということも伺っているとこ

ろでございます。 



-144- 

  この通信状況の改善ということにつきましては、携帯電話会社それぞれに相談窓口が設置さ

れておるということでございますので、浦戸地区の状況を説明させていただきながら、地区の

皆様とともにつながりにくい場所の調査、あるいは解消に向けて意見の集約を行って改善策を

申し入れていくような対応をしてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いい

たします。 

○副議長（伊藤博章） ６番阿部議員。 

○６番（阿部かほる） ありがとうございます。桂島と朴島はほとんど問題ないということで、

島の方が全部島を歩いて調査してくださったんです。その資料をいただきました。やっぱり

野々島と寒風沢、これは復興住宅とか、あるいはブルーセンターの部分も入っていまして、こ

うなると個人的な問題だけではなくて、やはり大きな意味で観光とか、あるいは防災とかの点

でこれは対応しなければならない、改善しなければならないということで、今回取り上げまし

た。 

  それで、初めはガラケーが多いと、だんだんサービスが低下してきておりますので、その点

かなというふうに思ったんですが、やはり半分半分、スマホと半分半分ぐらいで、島でも固定

電話大分少なくなっているようなんです、そういうやっぱり携帯電話を持ちますので。そうい

ったことで、これは早急にやっぱり改善をしていかなければならない。だからといって個人的

にどうぞというわけにはいかない部分があるということで、今回取り上げさせていただきまし

た。 

  やはり通信のふぐあいというのは日常生活のインフラにとっては大変必要不可欠であります

ので、早急に改善しなきゃならないという、どうか行政としてのお力添えをぜひお願いして、

改善していただけるようにお願いをしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長（伊藤博章） 以上で、阿部かほる議員の一般質問は終了いたしました。 

  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、明18日、定刻再開いたしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（伊藤博章） 異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、明18日、定刻再開するこ

とに決定いたしました。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 
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  本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

   午後５時２３分  散会 

─────────────────────────────────────────── 

  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   平成３０年１２月１７日 

 

        塩竈市議会議長  香 取 嗣 雄 

 

        塩竈市議会副議長  伊 藤 博 章 

 

        塩竈市議会議員  菅 原 善 幸 

 

        塩竈市議会議員  浅 野 敏 江 
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   午後１時  開議 

○議長（香取嗣雄） ただいまから１２月定例会３日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、日程第３号記載のとおりであります。 

  傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等を持参されている方は、電源を切るようにお願いを

いたします。 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（香取嗣雄） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員には、４番西村勝男議員、５番阿部眞喜議員を指名いたします。 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

   日程第２  一般質問 

○議長（香取嗣雄） 日程第２、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

  なお、本日の一般質問は全て一問一答方式にて行います。 

  15番土見大介議員。15番。 

○15番（土見大介）（登壇） つなぐ会の土見です。このたびは一般質問の機会を与えてくださ

り、ありがとうございます。 

  先日の塩竈は2025年問題を先どりしているという旨の発言が、お話がありました。確かに塩

竈は全国に先んじて人口減少や少子高齢化の波が到来しております。また、社会や地域の課

題というものは多様化し、複雑化しており、その課題に対して、関係する住民が主体的に課

題を解決していく。そして、行政はそのためのサポートを行っていく。そのような体制が求

められていると思います。そのため、今回は官民連携やそのための市民力の向上を軸に質問

を行っていきたいと思います。 

  今回質問する内容は、市民力向上について、塩竈市立病院について、浦戸振興について、空

き家対策について、商業の活性化について、今後の公共施設のあり方についての６点です。 

  では、早速１問目に入らせていただきたいと思います。 

  市民力についてですが、先ほど社会の背景の部分については述べさせていただきましたが、

市内においても公共施設総合管理計画や介護予防・日常生活支援総合事業などについて住民

の役割が明記され、その中で、主体的に住民がまちづくりに参画することが求められていま
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す。 

  しかしながら、現状としましては、住民主体のまちづくりの考え方や、それに必要な組織体

制、技術、ノウハウ等がまだまだ一般的に市民の中に浸透しているという状況ではないとい

うことが言えます。そのため、住民主体のまちづくりというものを実現するために、それら

に必要な市民力を醸成していくためには何が必要なのか、行政としてどのようなサポートを

していくべきなのかについて質問したいと思います。 

  今後のまちづくりにおける市民の役割とは、そしてそのために市民には市民力としてどのよ

うなものが求められるのか。まずは質問したいと思います。 

  ２問目以降は自席にて行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） ただいま土見議員から、市民力の向上についてというご質問をい

ただきました。特に、今後のまちづくりにおける市民の役割についてという確認のご質問を

いただきました。 

  第５次塩竈市長期総合計画のまちづくりの主要な課題の一つに、市民力の強化をあげさせて

いただいております。市民力とは、市民を初め町内会、市民活動団体、企業、あるいはその

他の団体等の多様な担い手の皆様方が、それぞれの得意分野において、まちづくりや課題解

決のため連携する力を、市民力という表現をさせていただいております。また、まちづくり

において塩竈市民の皆様に担っていただきたいことでありますが、やはり塩竈に愛着と誇り

を持ち続け、単に公共サービスの受け手としてだけではなくて、自分たちの住む地域をみず

からの力でつくり上げていく担い手であるという強い意識を持ったまちづくりの推進役とし

ての活躍を期待させていただいているところであります。 

  しからば、市民力向上のための施策について、本市の取り組みについてはというご質問であ

りました。市民の皆様がまちづくりに参画をいただきやすい環境を行政側が整えるというこ

とが最も重要な役割ではないかと考えております。 

  これまでの主な取り組みといたしましては、やはり情報の共有化ということではないのかと

思っております。このため、市民の皆様と協働で塩竈の特性を生かしたまちづくりを行うた

め、市の施策や事業等を市の広報誌やホームページ、あるいはフェイスブック等で発信をさ

せていただいているところであります。また、市民活動団体等を支援する協働推進室の機能

の拡充や情報交流コーナーとしてマリンプラザの運営、さらには市民活動団体同士の交流が
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図られますよう、活動内容をホームページ等で公開させていただいているところであります。 

  加えまして、市の重要な施策や計画等に、市民の目線に沿ったご意見を取り入れるため、政

策策定の段階から、市民の方々に審議会等の委員として参画をいただく取り組みをさせてい

ただいているところであります。 

  また、パブリックコメント手続実施要綱によりまして、市民の皆様のご意見を市の重要な施

策等に反映し、よりよい行政を目指すため、事前に素案等を公開し、広くご意見を募る等の

取り組みの強化に現在努めさせていただいているところでございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ご回答ありがとうございます。市民力の向上のための施策まで一気にご回

答いただきました。 

  その中で、さまざま広報から始まり情報共有、そして協働推進室の活動の活性化、もしくは

審議会への参画など、さまざまご回答いただきました。 

  私として今考えている課題、先ほど公共施設総合管理計画の話とか、あとは介護予防・日常

生活支援事業について挙げさせていただいたんですけれども、これらを上げた一つの理由と

して、総合管理計画の中では、それこそ集会所の譲渡先として町内会というのが一つ例とし

て挙げられているんですけれども、町内会としてはこのまま受けとっても困るというような

のが今のところの意見として多くあがっているというお話をお伺いしております。 

  また、生活支援総合事業のほうでは、住民主体の健康維持の活動というのも行っているんで

すけれども、なかなかその事業を実施する活動団体というのが要件に見合わずふえないとい

うような現状もあって、なかなか現状の市として行っている政策だけでは、市民のほうとし

ての、事業を担う市民団体というものの育成というのがうまくいっていないんではないかと

いうところから、今回このような質問をさせていただきました。 

  この中で、私が特に重要だと思うのは、この市民が集う場所というものが市内にあまりない

のではないかというようなことを考えております。場所としましては、情報を交換したり、

もしくは気軽に交流したり、あとはまちづくりをやっていくときの、例えば組織の運営とか、

もしくは経営とかの部分を勉強するような場というものが塩竈市内に足りないというふうに

考えているのですけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 
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○市長（佐藤 昭） 土見議員から、総合管理計画に基づく取り組みの状況についてお話をいた

だきました。 

  市民の皆様方からもご意見をいただいておりますが、例えば集会所につきましても、ただ渡

されただけでは困るというようなご意見も数多くあったということは、担当からもお伺いを

いたしておりました。 

  ただ、そのご質問の中の、市民の方々が身近なところで集う場所の原単位は、私は集会所で

はないのかと思っております。今三十五、六の集会施設を指定管理でお願いさせていただい

ています。活発な活用をいただいている町内会もございますし、単に町内会の総会とかそう

いったことだけでお使いいただいている集会施設もあることも事実であります。こういった

ところに、先ほど申し上げました協働推進室がいろいろかかわりながら、よりよい利活用を

していただくようなことになお努めさせていただきたいと思っています。 

  今ご質問の中で、集う場所ということについては、今申し上げましたように町内会の集会施

設が原単位ではありますが、例えば、東西南北の地区単位で見たらそういったものがしっか

り配置されておりますかというようなことも、我々も若干不安を感じる部分がありますので、

今後審議会の中でもそういった議論を重ねさせていただきたいと思っています。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  町内会に関していえば、集会所というのが一つのコミュニティーの醸成の場というふうにな

り得ると思いますけれども、集会所でひとつネックとなるのは、集まった人たちの自助努力

の中でしか活動を行えないというのが一つあると思っています。 

  というのは、私が求めているものとしては、この個々の町内会がそれぞれ頑張る場ではなく、

それぞれが意見を交換したり、あとは町内会という地域単位ではなくて、例えば文化事業が

得意な人たち、もしくは子育てが得意な人たち、そういうさまざまなレイヤーでの集団とい

うものが意見を交換したり、情報共有をしたり、もしくは学び合うことができる場というの

が今の塩竈には必要なんではないかということをお尋ねしたところでありますが、その点に

ついてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 町内会の集会施設を指定管理にさせていただいたという点は、幾つかござ
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います。その中の一つに、今まで行政が運営してきた範囲を超えて、もっと幅広い範囲で集

会施設をご活用いただけないかという思いがございまして、指定管理をお願いしたという経

過もございました。 

  ただ、今申し上げましたような、かなり幅広いご利用をいただいている町内会もございます

が、やはり中心となるのは町内会の皆様方の活動の拠点というような位置づけが多いという

ことも認識はいたしているところであります。 

  これから先、ぜひ私ども行政側も、もっと町内会の皆様方とそういったことについても活発

な意見交換をしながら、まず先ほど原単位と申し上げましたが、町内会の活動が活性化され

ることによりまして、本市の行政の活性化ということにも間違いなくつながると思っており

ますので、今後そういった部分について、協働推進室を活用しながら、なお一層取り組みを

深めてまいりたいと思っています。 

  ありがとうございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  町内会についてはぜひ協働推進室を中心にというか、活用して、積極的に働きかけて、町内

会それぞれが地域の課題というものを解決できるような道筋を立てられるように、ぜひご支

援をお願いしたいと思います。 

  周辺の自治体に目を向けると、例えば、利府町ですと駅前に「ｔｓｕｍｉｋｉ」という町の

施設がございます。ここはワークスペースだったりとかカフェというものを併設しておって、

起業・創業の支援、もしくはマルシェなどのイベント企画なども行っております。また、多

賀城市には、もう歴史も長いですけれども、多賀城市の市民活動サポートセンターというも

のもありまして、こちらも市民活動に関する情報の共有、もしくはそこの活動する場、そし

てあとは人材育成の場ということで活用されている場所であるんですけれども、私としては

塩竈にもこういう場所というものが必要なんではないかと。やはり、それぞれの活動する団

体たち、町内会も市民活動団体も含めて情報交流をしていく場というのは必要だと思うんで

すけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 前段申し上げさせていただきましたが、例えば、そういった町内会単位を

超えてということでありますれば、マリンプラザという施設がございます。議員も足を運ん
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でいただいたことがあるかと思いますが、ああいった場所も情報発信の場として活用いたし

てまいりたいと思っております。 

  また、今杉村惇美術館がもう開館２年目、３年目に入っているんですか。大勢の方々からご

活用いただいています。市民活動のためのスペースも十分に確保させていただいていると思

っています。また図書館の中にも、あるいは遊ホールでも地域の方々のそういったコミュニ

ティーの場として積極的にご活用いただきますように、現在は月曜日も開館という形にさせ

ていただいているところであります。また、ふれあいエスプ塩竈あるいは公民館等々、そう

いった施設を活発にご活用いただきながら、一つはやはり町内会という単位のまとまりと、

それから東西南北の地域のまとまり、そしてもう一つは市全体としてのまとまりといったよ

うな、基軸となるものがそういったところで結成されますように、なお努力をさせていただ

きたいと思っております。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  マリンプラザ、私も何度か活用させていただいておるんですけれども、周りの市民の方にお

伺いすると、意外とマリンプラザの活用方法もしくは協働推進室の活用方法というのをご存

じない方もたくさんいらっしゃいます。町内会長とか各団体の、登録している団体には案内

がいくと思うので活用されると思うんですが、それ以外の方々というのは、なかなか活用で

きるということもよく理解されていない方というのはいらっしゃるので、ぜひそこら辺の周

知というものを図っていただきたいと思います。 

  あと、このさまざまな施設、スペースとしてはあるんですけれども、ここがなかなか活性化

しない一つの理由として、目的がなければ行けない場所だというふうに私は思っています。

ふらっと入って何かを得て帰ってくるということがどうしてもできづらいのかと、まだ。そ

の点を解消する目的として、先ほど挙げた施設などでは、常に誰かしらがいたり、カフェを

併設してほかのことができるようにしたりと、ある程度特定の目的がなくても、ふらっと寄

って何かしらの収穫を得て帰ることができるスペースというふうな位置づけをとっているも

のがあります。 

  なので、ぜひ塩竈としてもそういうスペースというのをつくっていただけたら、より人々が

その中で自分たちの解決すべき課題というのを認識して、そしてそれを解決するための方法

というのを学び、解決に向かっていけることができると思うんですけれども、その点につい



-155- 

てはいかがお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今さまざまな施設利用について、ぜひ積極的にご活用いただきたいという

ことを申し上げさせていただきました。そのほかに、特定の目的がなくても立ち寄れるよう

な場所というようなお話であったかと思います。 

  本市でも、例えば、協働推進室なんかにつきましては、町内会長をはじめ皆様方がぜひふら

っと立ち寄って、今塩竈市の行政としてどんな取り組みをしているのか。あるいは、町内会

活動に取り組まれる皆様方がどんなお悩みをお持ちなのかといったようなことについては、

気さくに立ち寄っていただけるような場所ではないのかと思っておりますが、なおそういっ

た場所をぜひふやしてもらいたいというようなお話でありました。 

  どういったことができるか検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  ぜひご検討いただいて、協働推進室も、行くともちろん担当のスタッフの方と対面すること

になって、ふらっと寄ってふらっと出るということがなかなか難しいのかというふうな、や

はり話さないとという気もしてしまうところもあって難しいのと、あとはほかの団体が頻繁

に、なかなか僕が行っているときが、私が通うときがおかしいのかもしれないんですけれど

も、なかなか交流することもないので、そこの部分がうまく円滑にできれば機能していくの

かと思っております。 

  あとは、指定管理の建物なのでちょっと話は変わるかもしれないんですけれども、マリンゲ

ート塩釜も市営汽船の最終便が終わった後というのは非常に寂しい状態になっています。し

かしながら、一応23時まではあの場所というのは活用できるということをお伺いしておりま

すので、夜の部分に関して、人々の交流スペースとして活用するなども一つはありなのでは

ないかと。ホールの部分ですとか。そういう部分はぜひご検討していただきたいと思って、

次の質問に行かせていただきたいと思います。 

  続きまして、市立病院についてお伺いします。 

  昨日、議員からの一般質問については市立病院からお話を伺ったんですけれども、今回は市

長からご答弁いただけるということで、昨日で大体内容というのは把握しているところでは

あるんですけれども、もう一度市長から、今後の市立病院の担うべき役割というものをどの
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ように認識されているかという点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 昨日、鎌田議員から、2025年に問題に端を発しまして、2040年度の対応に

ついて、我々地方自治体がどのようなことでこの課題・問題に向き合うのかというようなこ

とのご質問をいただきました。この公立病院の役割についても全くそのとおりだと私は思っ

ております。 

  今後の市立病院の担う役割でありますが、本年度から始まりました市立病院建設基礎調査事

業で検討を始めております。その内容について若干ご説明をさせていただきたいと思います

が、国が進める地域医療構想であります。全国区におきまして高齢化が急速に進行する2025

年に向けた対策でございます。 

  塩竈市におきましては、高齢化が既に2025年のレベルを超えておりますことから、これまで

も外部委員を中心とした市立病院改革プランにおきまして、早くから高齢化対策に着手をさ

せていただいてまいりました。具体的には、救急医療や急性期医療に限定することではなく

て、急性期医療を終えた患者様の受け入れといったような問題、また在宅から比較的軽症な

患者様についても受け入れをさせていただくというような課題であります。さらに、在宅医

療などさまざまなニーズにお応えする医療体制を構築するということに力を注いでまいった

と思っております。したがって、この医療を継続する現在の体制を維持することが今後とも

極めて重要であります。 

  ただ、大変恐縮でありますが、市からの繰り入れというものをお願いさせていただいており

ますほかに、その繰り入れでも不足するというような状況がここ２年ぐらい続いている状況

でありますので、やはり今までの取り組みの一部見直しが必要な状況になってきているので

はないのかという認識でございます。また、高齢化は2040年を超えて続いてまいる課題であ

りますので、少なくとも今後20年以上にわたり、良質で安全な医療を提供できる環境、病院

環境整理が急務でございます。 

  当院の病棟でありますが、最長で59年を過ぎております。したがって、残念ながら今掲げま

した目標を達成するということはなかなか難しいということになります。 

  具体的に申し上げますと、病院が建設された昭和30年代と現在の医療は全く異なっておりま

す。例えば、医療安全対策であります。あるいは、感染症の基準といったようなものが大き

く変わっております。また、酸素や吸引の配管のない病室も残念ながらございます。あるい
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は空調が時々停止する病室も数多くあるわけであります。安定した医療の供給をこのような

状況の中で続けられるかということも、しっかりと議員の皆様方にもご相談をさせていただ

かなければならないと思っております。これらを加味した2040年に向けた医療体制を今構築

することが、当病院の果たす最大の役割ではないのかと思っています。 

  なお、まだ中間報告も取りまとめ中でございます。まとまりましたら、早速議会の皆様方に

内容をご報告させていただきたいと考えているところでございます。よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  多分前回の議会のときも少し質問させていただいた部分かと思っているんですけれども、今

国としては、地域の医療構想の部分も含めて、役割分担というのが一つ重要な観点になって

いると考えます。 

  その中で、この塩竈という地域、それこそ大学病院が少し離れたところにしっかりあったり、

あと地域に中型の病院がたくさんあるというような状況の中で、どういう役割を担っていか

なければいけないのかというところで、前回の質問のご答弁の中では、例えば、包括ですと

か、サブアキュートとポストアキュートという部分について力を入れていかなければいけな

いというようなことをご答弁いただいたことかと思っております。その中で、包括ケア病棟

をいち早く導入していたというのはやはり必要なことだったのかと思うんですけれども、そ

れに加えた上で、その状況というのは、やはり生活支援型の医療というものの割合が今後ど

んどん大きくなっていくのかというふうに考えております。 

  そこを考えたときに、ここから先ちょっとご提案という形になるとは思うんですけれども、

健康福祉部と合わせた上で、やはり介護予防とか予防医療というようなものを連携して図っ

ていく一大拠点という形にしていかなければ、今後市立病院としての意義というものが示せ

ないのかと。例えば、不採算医療だけをどうこうというのではなくて、やはり市立病院であ

る以上、政策的な医療ができる場所という形で医療展開はしていかなければいけないんでは

ないかと思うんですけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） いろいろアドバイスいただきまして、ありがとうございました。 

  確かに高度急性期を、市立病院で患者を受け入れできるかということになりますと、なかな
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か厳しい環境だと思っています。例えば、ドクターの方々についても十六、七人、今実際も

っと少ない状況であります。そういった中で、高度急性期に対応する病院として市立病院を

経営し続けるということについては非常に困難であると思っています。 

  今お話しいただいた急性期、あるいは高度急性期の病院に入院されていた方がそのまま家庭

に帰るのではなくて、市立病院が保有しております地域包括ケア病棟、今40床かと思います

が、そういったところで少し体力をつけていただいて、しかる後にそれぞれの活動拠点にお

戻りいただくというような取り組みの役割を本病院が担っていくのではないのかと思ってい

るところであります。 

  また、予防医療についてもご質問いただきました。今現在、人間ドックでありますが、年間

3,000人を超える方々を受け入れさせていただいています。例えば、早期にがんを発見させて

いただいて、早い時期に手術を受けられてという方々も数多くおられるわけであります。今

もっともっとそういった予防医療ということに、市民の皆様方から関心を持っていただく努

力をしていかなければならないと思っております。 

  また、健康診断につきましても、年間4,000人ぐらいの方に受診をいただいている状況であ

ります。これから先、こういった分野をしっかりと補強することによりまして、今土見議員

からご提案いただいた予防医療という部分について対応できていくのではないかというふう

に考えているところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  ぜひ、病院に来た方というのはやはり何かしらの病気なりけががあっていらっしゃる方で、

またいらっしゃる可能性というのも、普通の全く病気にかからない人よりはあるのかと思う

ので、そういう方々が二度と来ないでというとあれですけれども、次同じような病気にかか

ってこないように、しっかりと予防の知識なりなんなりを伝えながら、健康というものの維

持を図っていっていただきたいと思います。 

  その際、今包括ケア関係の病床がふえるのかという話もさせていただいたんですけれども、

塩竈市立病院、僕もさまざまな病院の経営のところを見させていただいたんですけれども、

規模としてはやはり中の下ぐらいの、小さくはないけれどもちょっと大きくもない病院とい

うことで、一番実はこの加算を取るのが難しいし、方向性を、かじをきるのが難しい単位の
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病院なのかというふうに思っています。 

  その中で、さまざま医師の確保などいろいろな課題があると思うんですけれども、この包括

関係の病床を見て、そして医療の、医師の体制が十数人という中で考えていくと、それこそ

総合診療医のような、ある程度万能なお医者さんというのを定期的にしっかり確保しないと、

病院として医師を回していくのが難しいんではないかというふうに考えているんですけれど

も、その点についてはどのような確保をお考えか、もしお答えがあればお願いします。 

○議長（香取嗣雄） 福原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（福原賢治） 今ご質問いただいた総合診療医のことなんですが、これは一つ

の学会の基準というものがありまして、もう専門医制度ができあがっているんです。この制

度は既に３年ほど前に確立してしまって、こういう医師を積極的に当院にご勤務いただくと

いうのは、もしかすると割と難しい状況なのかもしれません。 

  一方、当院はベテランの医者が多いものですから、今までの経験を踏まえて、割とひどい疾

患に対応できるような教育なり診察、それから診療をやってきたわけなので、こういう意味

では、割と広範な患者に対応できる体制は既にあるだろうというふうに思っています。 

  そして、総合診療医はおりませんが、内科のほうでは始まっているんですけれども、総合診

療科として既に機能しておりますし、１月からはそこに外科医も入りまして、さまざまな患

者に対応していくというような体制を建てようというふうに考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  僕も知り合いの同世代のお医者さん、何人かお話聞いていると、やはり専門性の高い、そし

て高度な医療をやるところにやはり医学的な興味があって、行きたいと希望するお医者さん

というのは非常に多いような話を伺っております。 

  その中で、この塩竈市立病院のようなところとしては、やはり医学的なもちろん興味という

ものもあるんですけれども、やはり社会的な意義というのが非常に重要になってくるのかと。

そういうものを若いお医者さんたちにどう伝えて塩竈市立病院に勤めていただくのかという

ところが、今後熟練された先輩のお医者さんたちの技術なりなんなりを継承していく上でも

非常に重要だと思うんですけれども、その点については、若手の医師の確保についてはどう

お考えでしょうか。 
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○議長（香取嗣雄） 福原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（福原賢治） これは、外科に関しては既にそういう体制があります。指導医

がおりまして、そのもとで高度な医療を学びたいという若手が、東北大学から定期的に、２

年交代で派遣されてきています。それから、短期間で学びたいという、そのほかの病院から

の研修を受け入れておるところなんです。 

  以前も申し上げましたとおり、当院はこの仙台圏の急性期医療と同等の医療ができる診療科

というのがかなり限られております。これは今後のお話しでも述べようと思っていますが、

消化器系の疾患に関しては非常にすぐれた医師をそろえているところでございまして、この

件に関しては若手の医師を取り込むことは十分可能だと思います。そして、市立病院での勤

務を通しながら、いろいろな幅広い疾患に対応できる医師を育てるというようなことも可能

であると考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  ぜひ地域での医療の分業というか連携の部分も考えながら、塩竈市立病院の今後の地域にお

ける意義、存在意義というものをしっかり示していただきながら、その病院のお医者さんた

ちの確保というところも積極的にやっていただけたらと思います。 

  続きまして、浦戸振興についてお伺いしたいと思います。 

  現在、かさ上げや防潮堤工事というものが行われているんですけれども、市内のほうと比べ

て非常に進みが遅い状況となっております。話を聞けば、まだ５割も進んでいないんではな

いかというような状況。その中、震災前600人いた人口というのが現在330人弱、もしかした

ら300人を切っているかもしれません。そして、10年後には164人になるという推定も出てお

ります。 

  そのような中で、今後この浦戸をどのように振興していくのか。その方向性についてお伺い

いたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 浦戸の災害復旧事業が大変おくれておりますことについては、心からおわ

びを申しあげるところであります。 

  残念ながら、入札をしてもなかなか受注いただけないということの繰り返しで、悪循環であ
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ります。先日も職員ともども現地を見てまいりまして、その打開策を今構築中であります。

間もなく新たな形で入札を行いますので、そういったものが受注いただければ、かなり工程

が促進されるんではないのかと期待いたしているところであります。 

  浦戸の方々もこういった、いまだ東日本大震災の被災の後を残す地域でお暮らしをいただい

ております。心からおわびを申しあげるところであります。 

  長期総合計画の中で、浦戸のまちづくりの方向の一つとして、潤いと魅力ある島づくりを掲

げさせていただき、市民の皆様とともに、自然と融和した快適な生活環境や浅海漁業等の振

興、あるいは交流活動の推進を大きな方向性とさせていただいているところであります。特

に定住者の居住環境維持と、新規の皆様方の誘致等に一生懸命取り組みをさせていただいて

いるというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  冒頭人口のお話をさせていただいたんですけれども、現状、浦戸にずっと住まわれている

方々に対するサポートというものは、もちろん工事の遅れはあるものの、ある程度なされて

いるというふうに評価するんですけれども、この定住人口というのはやはり自然減、社会減

ある中で、どうしても減少しているというのが現状であります。その中で、これから浦戸の

人口というのは、ある程度の規模で維持するためには、外からの方々が入って来ていただか

ないといけないというようなことがあるんですけれども、それについて、市としては、要す

るに定住人口の増加について、市としてはどのような策を講じられているのでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 新規に居住をされる方々という意味でのご質問であったかと思います。 

  ご案内のとおり、特別名勝「松島」という網をかぶっている地域でありますので、新たな住

宅建設というのがなかなか難しいということはご理解いただいていると思いますが、例えば、

空き家を活用して、老後にゆったりと浦戸で過ごしたいといったようなご希望をされる方々

もおられます。また、芸術文化的な活動を、環境のよい浦戸で取り組みをしたいというふう

なご紹介等もいただいているところであります。 

  もう一つでありますが、ご案内のとおり浦戸小中学校でありますが、今年度53名の生徒たち

が浦戸に通学をいただいております。できますれば、こういったご家族の方々などに浦戸に
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定住をいただいて、島民の方々とお暮らしをいただくといったようなことも、今後ぜひ積極

的に呼びかけをさせていただきながら、できる限り新規の居住者の勧誘等につきましても、

行政としてさまざまな分野で取り組みはさせていただきたいと考えているところでございま

す。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  新しい方々が、特に学校に通わせている親御さんたちが住んでほしいという話はあったんで

すけれども、なかなか浦戸から職場に通うというのは非常に難しいのかというのがあります。 

  私としてネックになっている点としては、大きく３つあると思います。１つは土地利用とし

ての地権の問題。それから交通の便の問題。そして、地域資源、浦戸の資源の活用もしくは

発信力の弱さ。この３つが浦戸の今の課題なのではないかというふうに思うんですけれども、

定住促進を狙いとしたときに、今の交通ダイヤのままでいいのでしょうか。お伺いします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 市営汽船の問題についてお答えさせていただきます。 

  実は、塩竈市におきまして、市営汽船について、昨年浦戸５地区で、島民の皆様と運航につ

いての懇談会を開催させていただきました。 

  その中で、全ての地区で多くの皆様方からご意見をいただきましたのが、現在は４月から９

月までの季節ダイヤとして運航しております塩竈発午前11時の下り４便でありますが、これ

をぜひ通年運航にしてほしいという声が全ての地域の方々から出されております。 

  そういったことを踏まえまして、確かに病院への通院、あるいは介護においでになった方々

の、島に戻られるということを考えれば、午後１時の便まで実は２時間以上待たなければな

らないというようなことになりまして、大変ご不便をおかけしているということを改めて痛

感させられた出来事でありました。 

  これを受けまして、現在、平成31年度から下り４便の通年運航といったようなことをもし取

り組むとすればどういった課題、問題があるかということについて議論を始めております。

東北運輸局にもお邪魔をさせていただきながら、運輸局としてこういった取り組みについて

どういった理解をいただけるかといったようなことのスタートを切らせていただいておりま

す。さまざまな課題、問題はまだ残っておりますが、ぜひそういった課題、問題を解決する
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よう、行政として取り組みを深めてまいりたいと思っています。 

  また、毎週金曜日に限定をさせていただいておりますウイークエンド特別便であります。初

年度は１便当たり15.4名の方々にご活用いただいておりますが、その後は１便当たり８名、

９名といったような状況となっており、本年度も同様の利用者数で推移をいたしております。 

  今後のあり方についてでありますが、利用者の皆様方のご意見を伺いながら、あわせて島全

体として５地区が、どういった連携ができるのかといったようなことも検討させていただき

たいと思います。 

  実は、ある団体から船を１そう寄贈いただいております。さわやか財団という財団から、約

2,000万円ぐらいの船を頂戴いたしております。趣旨は浦戸の方々の島民の足としてご活用い

ただきたいということでありましたが、まだ十分な活用がされていないという状況だと認識

をいたしておりますので、こういった船の活用につきましても、島民の皆様方と意見交換を

させていただきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  浦戸に長い間住んでいる方々に対する対応としてはいいと思うんですけれども、若い方々の

流入、もしくは若い人たちが島から流出した原因を考えると、もう少し策があるんではない

のかと。特に、夜遅い便というのをしっかり確保するというのが、外で働くためには一つ重

要な役割だと思っています。 

  それから、昨日、阿部議員からもあったんですけれども、浦戸の通信状況というのがなかな

かよろしくないというような状況があります。その中で、３大キャリア、携帯キャリアに対

して働きかけをするのと同時に、現在、宮城ケーブルテレビで行っている島ネットという有

料のインターネット接続サービスがあります。そこの一部を開放しながら、各観光スポット

や主要施設にインターネットのＷｉ－Ｆｉ環境というのを敷くという考えがあると思うんで

すけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 浦戸地区におきましては、平成22年12月から広域無

線ＬＡＮの通信施設の賃貸先契約ということで、10年間の間、関西ブロードバンド株式会社

というところと宮城ケーブルテレビを窓口として、通信の、インターネット接続ができるよ
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うな環境ということを、議員おっしゃるとおりつくっております。こういった通信の環境を

使いまして、フリーＷｉ－Ｆｉの環境ということができるんではないかというようなことか

と思います。 

  技術的には、現在のインターネット接続環境を拡大することで整備ができるということは確

認させていただいておるところでございます。問題は、一般の観光客を対象とするために、

アクセスポイント必要設置数ですとか、あるいは回線の増大によります本土との接続回線の

増強とか、一定の投資効果とか費用対効果というものがあるかと思います。 

  そういったことにつきましては、これからの観光のあり方とか、あるいは浦戸諸島の環境整

備っていうものを総合的に見て判断していかなければならないのかというふうに考えておる

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。ぜひ進めていただきたいと思います。 

  浦戸のところの最後なんですけれども、他地域を見てみますと、地域おこし協力隊の役割と

して、それこそ地域資源の、地域産業の担い手というだけではなくて、さまざまな活動とい

うものを地域おこし協力の方々がやられております。例えば、きのうご紹介いただいた丸森

の赤パンツ専門店も、地域おこし協力隊の方々が始めた事業です。それから、対馬のほうで

は地域資源プロデュース事業なんていうのも地域おこし協力隊の方がなされています。 

  その中で、今の塩竈の浦戸の状況というのを考えた上で、例えば、ステイステーションを指

定管理にしてしまい、その団体に委託し、その管理費というものを計上的な財源に充てても

らった上で、浦戸における観光やまちづくりの事務局的な役割を担ってもらうというような

ことが、浦戸の活性化に非常に有効な手立てだと思うんですけれども、その点についてはど

うお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） ただいま地域おこし協力隊の活用につきましてご質

問を頂戴いたしました。 

  塩竈市、御存じのとおり浅海漁業の担い手というような意味で、地域おこし協力隊、今まで

活躍をいただいております。 

  今ご指摘いただきましたとおり、ほかの自治体におきましては、例えば観光振興ですとか、
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例えば、森林を活用するためにどういうふうにしたらいいかとか、さまざまな分野で活用し

ている事例がございますので、今ご提案いただきましたステイステーションの運営も含めて、

どういった形で地域おこし協力隊、さらに活用できるのかということについてはなお検討さ

せていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  浦戸の事務局的な役割を担っていただくというのは、それこそ観光とか産業の面も含めて非

常に役に立つものだと思いますので、ぜひご検討ください。 

  では次に、空き家対策について質問させていただきたいと思います。 

  今全国的な動きではあるんですけれども、空き家というものがもちろんふえているという状

況があります。その中で、塩竈のケースも多々見させていただいたんですけれども、どのよ

うなケースが多いかというと、やはり高齢のご夫婦もしくは片方の方がお住まいで、お子さ

んたちは東京など遠方に住んでいて、そこで親御さんが施設に入るなり亡くなるということ

で空き家になったものを、そのままどうしようもなくてずっと放置しているというようなこ

とが現状として一番多いケースなのかというふうに把握しております。 

  その中で、こういう空き家というものがいずれは特定空き家になり、そして周りに害を及ぼ

してしまうような現状というのが生まれてきているんですけれども、この空き家対策につい

て重要な観点としては、一つは危険なそういう特定空き家というものにならないうちに、な

らないように、なる前に手を打つというのが一つ。それから、特定空き家になってしまった

ものに対しては、それがちゃんと周りに危険を及ぼさないように対処することが必要。その

２つが重要なことだと思うんですけれども、その中で、塩竈の今の現状、塩竈での活動につ

いてお伺いしたいんですけれども、危険度にかかわらず空き家というものが市内にどれぐら

いのあるのか。そして、そのうち危険と判断された空き家はどのぐらいあるのか。また、そ

の危険と判断された空き家に対する処置としては、今どのようなものを行っているのか。市

内の空き家の状況についてお教え願います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） まず、一般的な空き家ということについてお答えさせていただきたいと思

います。 

  本市の中にも、もう家屋を離れて他の地域でお暮しいただいている方々等を中心とした空き
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家が結構ございます。今国土交通省では、こういった空き家を有効活用しようということで、

さまざまな補助制度を構築いただいております。本市ではまだ残念ながらこういった制度を

活用したものがございませんので、今年度から不動産事業者等と連携した空き家バンクの立

ち上げを行いたいと思っています。現在協定締結に向けた協議を進めさせていただいている

ところであります。 

  なお、この空き家の数については、後ほど担当からご答弁をさせていただきます。 

  次に、そういった空き家が年数を経ることによりまして、周辺に危険を及ぼすような特定空

き家というものが、市内にも結構数多く存在をいたしております。平成29年度末の調査では

49件という数字が確認をされておりました。今年度も新規に、あるいは継続する案件などの

相談を受けまして、特定空き家調査を行わせていただいたところ、今年度分といたしまして

は56件という状況であります。かように年々空き家がふえてきております。 

  行政といたしましては、所有者の皆様方に改善要請、あるいは文書指導というものを行わせ

ていただいておりますが、残念ながら余り顕著な改善は見られないという状況ではあります

が、引き続きそういった努力を継続しながら、つい先日は、税金を支払っていただけなかっ

たものについて、家族の方にご確認をした上で、競売という形をとらせていただいた物件も、

つい最近１件ございました。 

  できる限り、地域の皆様方の不安解消に努めさせていただきたいと思っています。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 空き家の件数ということでございます。 

  ５年に１回、住宅土地統計調査というものが行われまして、今平成30年度、まさにやってお

るところで、最新のデータというのが平成25年度になってしまいます。 

  まず、住宅土地統計調査におきますいわゆる空き家というものは1,270戸ございます。これ

は賃貸とか売却予定というものは除いております。その後、私ども平成26年度に、町内会の

協力をいただきまして、先ほど議員おっしゃったように、例えば、相続した後に誰も住んで

いない空き家というのは多分あると思うんですが、そういったものを多分除いて、見るから

に誰も、これから誰も済まないだろうというようなもので調べましたところ、217戸ございま

す。 

  そのうち、先ほどご答弁申し上げました法律に基づく特定空き家というということで、いろ
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いろ住民からの情報で危険ですとか、あるいは衛生的に問題がありますというところで通報

を受けておりますものが49戸になっております。 

  今年度でいくと56戸ということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  その56件については今後どうするかお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） こちら56戸につきましては、私どもあくまでも空き

家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、その居住者等については固定資産財台

帳等を見ることは許されることになっております。 

  そういったものを確認させていただいて、所有者の方に解体あるいは何らかの適正な措置を

してくださいというところで、既にこういったことで通知をしておりますし、こういったこ

とをまず繰り返していくということが基本的な対応となっております。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  空き家になっているところ、それこそ遠方にいる権利者の方というのも年配になってきてど

うしようもないというのも現状としてあるのかというふうに思うんですけれども、年がたつ

ごとにどんどん老朽化というのは進んでいきます。ただ通知を送っているだけではやはりど

んどん危険性というのは増してくるんですけれども、その他の対策として、どうしてももう

これ以上危険でどうしようもないというものに対してはどのような対処をお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） あくまでも、どうしても個人の財産ということにな

りますので、法的には代執行ということはございますけれども、本当に周辺に大変な悪影響

を及ぼすとか、あるいはまさにそういった家主の方が見つからないとか、そういった本当に

ぎりぎりの状況になれば代執行ということは法的にはあるかと思いますけれども、そこに至

らないように、何とかそういった働きかけを通じて解消していただきたいということが、今

の段階の対応というふうになります。 

  以上でございます。 
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○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。ぜひ周辺の地域の方々に危険が及ばないように進

めていただきたいと思います。 

  ちなみに、誰も住まないであろうと考える217件というのも、いずれは特定空き家になって

しまう可能性というのは非常にはらんでいるというもので、この特定空き家にしないように

早目に手を打つというのが重要だと思います。 

  その中の一つとして、一つは積極的に、権利者の方々がどうしようもないという状況である

という場合が多いのであれば、積極的に権利放棄というのを進めてしまうというのも一つ手

なんではないかと。権利放棄してもう公共の土地として管理してしまうというのも一つなの

ではないかというふうに考えているんですけれども、その辺についてはどうお考えでしょう

か。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 権利を放棄していただくということで、その権利を

例えば、市が取得するということ前提にお話しいただいているのかと思いますけれども、そ

うした場合には当然市のほうでそれを除却する、あるいはその土地を何らかの形で活用する、

管理するというような当然コストが出てくると思います。 

  非常にいろいろな、さまざまな権利関係、あるいはコストの関係含めて、ちょっと軽々にで

きるできないということは私どもなかなか申し上げづらいところですけれども、そういった

難しさがあるということをご理解いただければとまず思いますし、さまざまな法制度も国の

ほうで検討されているというふうにも聞きます。 

  例えば、車であればリサイクルのコストをあらかじめ購入者に求めるというようなことがあ

りますけれども、そういったことなんかも含めて国のほうでいろいろな制度を整備しておる

ようでございますので、まずはそういったあたりの制度がどういうふうになってくるかとい

うことを見届けていかなければならないかと。そういったことがあれば直ちに対応できるよ

うにしていかなければならないと思っております。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  国の法制度のほうがどれぐらいの時間で進むのかはちょっと謎なんですけれども、既に今危

険であるものに対してはなるべく早く対処しなければいけないと思っています。 
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  その中で、塩竈と同じ魚のまちである呉市では、除去費用というのを上限30万円で補助する

ということにより、代執行するよりも能動的に所有者の方が除去するのを進めるということ

によって公的負担というのが少なくなると見積もって活動をされているようなこともあるの

で、ご参考にしていただけたらと思います。 

  続いて、まだ程度のよい、使える空き家についての利活用というところなんですけれども、

空き家バンクの整備というのは必須事項ではあると思うんですけれども、整備しただけでは

やはり利用率というのは低いというのが今の現状、他地域を見ますと現状であると考えてお

りますが、そのＰＲ、もしくはそれを新しくリフォームして、リノベーションして使うとき

の整備補助などのインセンティブというのが必要だと思うんですけれども、その点について

はどうお考えでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤建設部長。 

○建設部長（佐藤達也） 既存建物の活用というのも、土地の有効活用とあわせまして、地域コ

ミュニティー維持の観点からも重要というふうに捉えております。 

  そうした意味で、今年度から不動産業者と連携して空き家バンクといったものをスタートさ

せようということで、今準備しているわけですけれども、市内にある空き家、前段の市民総

務部長等が申し上げましたとおり、いろいろと要するに建築上の問題とかがありまして、な

かなかそのままでは使えないというようなものがあります。 

  具体的に申し上げますと、昭和56年５月以前に建築された、耐震基準に満たないような、そ

ういった建物もございますので、そのままの活用が難しいということがございます。こうし

た耐震基準に満たない木造の住宅の活用、こういったものを推進するために、私どものほう

で既存の木造耐震改修の工事費の助成、そういったものを取り組んでいます。 

  今回、例えば、こういった耐震改修の補助金の活用とあわせて、市外の転入者の方、そうい

った方に、子育てとかあるいは３世代同居、近居の住宅支援事業、これもスタートさせてお

りますので、これらをパッケージで活用できるような、そういったモデルケースをつかみま

してアピールするような、それを不動産業者と空き家バンクで連携してＰＲしながら空き家

流通の促進につなげていきたいと考えております。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  三世代同居、近居というところで、少し補助金が少ないんではないのかという話は、ほかの
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議員からも話あるんですけれども、やはりここはいろいろな支援制度をパッケージにした上

で、トータルで見ればこれだけお得だというのは言い方として適切かわかりませんが、これ

だけ皆様をお迎えするための準備ができているという形をちゃんとしっかり示した上で、入

居者もしくは活用者に対するＰＲとしてやっていってほしいと思います。 

  あとは、この意見なんですけれども、空き家対策の面考えたときに、ただ空き家を所有して

いる場合と、あとそこに住むために持っているのかというところというのは非常に大きな境

目があるのかというふうに考えていますので、ぜひ活用する気配のないところに対しては積

極的に、何かしら人に譲る、民間に譲渡するなども含めて、働きかけというのを行って、危

険空き家にならないような対策というのをお願いしたいと思います。 

  続きまして、商業の活性化についてお伺いしたいと思います。 

  塩竈市におきましても、商業の活性化ということで、さまざまな事業が行われていると思い

ます。現状として、商業の活性化策というものが、どのようなものがあるのか、それについ

てもう一回おさらいをしたいと思いますので、ご回答をよろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 塩竈としてどういった制度を活用しているのかというご質問でありました。 

  まず、空き店舗の解消により、商店街への集客、にぎわい創出の支援といたしまして、シャ

ッターオープンプラス事業というものを用意させていただいております。 

  また、千賀の浦観光推進産業特区によりまして、税制上の特例措置を実施し、例えば飲食店、

あるいは飲食料品小売販売店の誘致等を図っているところであります。 

  また、今年度からスタートしたものでありますが、継続的な経営に向けた販路開拓等に取り

組む事業者を支援するための塩竈市小規模事業者サポート補助金を本年７月に開始させてい

ただいているところであります。当初４件という状況でありましたが、制度の拡充によりま

して、現在13件の方々から申請をいただいているところであります。 

  このような制度をぜひご活用いただきたいということで、今後もＰＲに努めてまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。ぜひ進めていただきたいと思います。 

  その中で、一つのその支援のための活性化策としてシャッターオープンプラス事業というの
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があると思います。それを活用してさまざまな事業というのが、お店が出されていると思う

んですけれども、その中で、先日マリンゲート塩釜の活用の方法としてチャレンジショップ

というお話があったと思います。ぜひこのチャレンジショップというものを活用して、新し

く店舗を構える前に、店舗を構える方々が実際の市場の反応を見たりとか、あとはそこで経

験を積んで、店舗を建てたときにより確実に運営ができるような、ある意味修業の場という

か、経験の場として活用していったらいいというふうにも考えるんですけれども、その点に

ついてはいかがお考えでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） お答えいたします。 

  先ほどご質問をいただきましたのは、マリンゲートを我々が例として挙げさせていただいた、

それを町場でも展開してはどうかという趣旨のご質問かと思いますので、今我々マリンゲー

トでご提供させていただいている機会というのは、まさに一度イベントなんかに合わせた段

階で出店をしていただく、それで市民の方々の反応を見ていただく、それで一定程度手ごた

えがあるということであれば恒常的にお店を入っていただくというようなことを今考えさせ

ていただいております。 

  こういったところで、町場でやるということになると、やはり場所の提供、そういったもの

も必要になってまいりますので、我々はやっていただくための事業としてシャッターオープ

ンプラス事業等々は提供させていただいている段階でございます。 

  ただ、そういった一定のスペースとかの活用、そういったものもちょっと今後また検討はさ

せていただければというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  事業経験が豊富な方はいいとして、なかなか初めて事業をされる方というのは、実際に事業

を起こしてからこうだったらよかったのにというふうに学ぶ部分というのも多かろうと思い

ます。そのため、ぜひ実際に店舗を出す場所に近い場所で、チャレンジショップというよう

な形で経験を積んでいただいて、確実に事業を展開していくということをやっていっていた

だけるよう市として支援していただけたらというふうに思います。 

  あとは、実際、先ほど産業特区の話もございましたけれども、お店がある程度密集すること
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によって人が流れるというような効果というのもあります。そのため、もちろん町内会とか

商店街との連携というか意見交換も含めた合意が必要だとは思うんですけれども、ある特定

の地区にこういうものを設置する場合は、市としてふだんよりもちょっと厚くサポートしま

すといった、市としての意向を入れた補助制度というのを新設するといいのではないかとい

うふうにも考えるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 今までのところ、そのようなちょっと考え方というのは、実はし

たことがございません。一応参考とさせていただきたいとは思いますが、私ども今まで取り

組んでおる事業といたしましては、まさにご説明を申し上げました、今既存の商店街で閉じ

ている部分について、それのシャッターを開けていくということ。それによって町場での事

業展開をしていただくというのをまず第一に考えております。 

  それから、先ほどちょっと一部漏れましたけれども、その際に応援をする策といたしまして、

商工会議所とも連携をしながら企業の支援、創業支援というものにも取り組ませていただい

ております。 

  議員からもご指摘いただいたように、開けてからこうだったああだったというのはよくある

と思いますので、その前段の話として、資金の調達の面とか、それから事業計画の立て方、

そういったものも含めて商工会議所からアドバイスをしていただき、そして我々の事業につ

なげていただくというような事業にも取り組ませていただいておりますので、その町場を全

体として見て、まちづくりの中で、例えばもう今ちょっと商店というのは消えてしまってい

ますけれども、商店街の中でそういった一つ一つのお店のつどい、そういったものを創出し

ていければいいかというふうには考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  お店を密集させるというのは非常に効果があることで、ぜひ他地域では１つ寂れた商店街に

カフェができた、そこにさまざまここで起業したい人が集まってきて、そのカフェを中心に、

近くにパン屋をつくったり雑貨屋をつくったりということで、一つの商店街というか、そう

いう小売りの町ができてきたというような場所もございます。なので、ぜひそういう、集ま

ることによって人を呼ぶ力が増すということもぜひ頭に入れた上で活動をしていただけたら
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と思います。 

  最後の質問にいきます。今後の公共施設のあり方について、最後に質問したいと思います。 

  現在、公共施設再配置計画審議会が行われておりまして、私も何回か傍聴させていただきま

した。最初は24％削減という財政的な目線の、量的な観点からスタートした審議会だったと

思うんですけれども、回を重ねるごとに塩竈らしさとか地域の価値とか、そういう質といっ

た観点が徐々に入ってくるようになりまして、傍聴していて非常に期待感を覚える、わくわ

くするものになってきました。あと２回しかないと思うとちょっと口惜しいところではある

んですけれども、それをぜひ事務局の方々がまとめて、いい案にしていただけるんだと思う

んですけれども、この審議会の中で、塩竈モデルっていう言葉がここ２回ぐらい出てきてい

るというふうに思います。 

  私の解釈としては、合理性、経済性だけではない塩竈らしさとか塩竈の誇りとか、そういう

塩竈らしいというものを一つ基準においた価値基準というものがそこにあるのかと思うんで

すけれども、この塩竈モデルというのはどのようなものであると認識されていますか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 塩竈モデルの意味でありますが、単なる施設の縮減ありきといったような

ことではなくて、塩竈市の歴史や豊かな食文化、あるいは魅力的な景観でありますとか、コ

ンパクトな市街地特性といったような視点をこの計画に取り入れていくべきではないのかと

いうのが、一つの塩竈のモデルだと思っています。 

  実は、もう一つ私はあると思っておりまして、こういった議論を、各層各会の方がお集まり

になって、いち早くそういった形で始めたということについて、委員の皆様方からもぜひそ

うあってほしいと。これが塩竈モデルとして、他地域ででもこのような活発な、オープンの

議論がされてほしいという意味合いも込めて塩竈モデルということを言われたものと思って

いるところであります。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 土見議員。 

○15番（土見大介） ありがとうございます。 

  審議会の中で話を聞いていると、それぞれの審議委員の方によって、若干塩竈モデルという

ものに対する印象というか認識というのは違うのかというふうに感じていたので、そのよう

な質問をさせていただきました。 
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  ただの合理性ではない塩竈らしさとかの価値基準というのを入れていくということを考えた

ときに、どうしてもじゃあなぜ私の地域の施設のは維持されないのにこちらは維持されるん

だというところが問題として出てくるのかと。そのときに必要なのは、やはり住民の方々が

いかに話し合いをして、住民と合意をとっていくのかというところが必要だというふうに考

えております。そういうところから、やはり住民主体のまちづくりと一番最初に言ったんで

すけれども、そのような市民力の向上というのはこの面でも必要なところではないかという

ふうに考えております。 

  ぜひ、塩竈モデル、ただの合理性ではない価値基準というのを入れていく中で、もちろん最

終的には量的な話に落とし込まなきゃいけないということはあると思うんですけれども、削

減する量を減らしつつ、例えば一部では収益性を向上させるなど、今までにない形での塩竈

モデルというのを確立してほしいというふうに思って質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（香取嗣雄） 以上で、土見大介議員の一般質問は終了いたしました。 

  18番曽我ミヨ議員。 

○18番（曽我ミヨ）（登壇） 日本共産党市議団を代表いたしまして一般質問を行います曽我ミ

ヨでございます。 

  ことしは地震、津波、台風、豪雨災害に見舞われ、８月に気象庁が、異常気象が繰り返され

るという警告まで出される状況がありました。 

  また、12月２日から開催されました国連気候変動枠組条約締約国会議、ＣＯＰ24が15日に閉

幕しましたが、その特徴は、島諸島と開発途上国から、平均気温上昇の抑制目標は２度未満

でも生存は厳しいと、気温上昇抑制を1.5度が必要という提起がなされたこと。また、1,000

を超える機構が化石燃料への投資から撤退を明らかにしたこと、こうした脱炭素、脱石炭と

いう世界の潮流の中で、日本の現状はどうか。仙台パワーステーション建設に見られるよう

に、石炭火力発電所の建設、輸出など、世界の流れに逆行する国になっていることも明らか

になりました。今後採択された実施ルールをもとにして、温室効果ガス削減のために、各国、

自治体、企業、市民協働の真剣な取り組みが求められることを申し上げて、質問に入りたい

と思います。 

  初めに、被災者支援について。 

  ①「災害援護資金」についてお伺いします。 
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  塩竈市の災害援護資金の償還はことし７月から始まっており、８月23日の民生常任委員協議

会資料では、平成23年度の貸付件数は335件に対して、償還済み額が133件、返済率は４割弱

になっております。このことは、放置すると利息がかかること、連帯保証人ありの場合は連

帯保証人に求められることになりかねないこと、６年間の据え置き期間の中でもさまざまな

変化が生じていることなどが考えられます。仙台市や多賀城市などは早くから少額償還など

を表明して取り組んでいますが、市の対応がよく見えない状況です。市として要綱や内規な

ど、公平平等な対応がとられるようになっているのかお伺いします。 

  ②は、災害公営住宅家賃軽減延長実施の実施です。 

  ８月28日に災害公営住宅家賃問題を考える会が塩竈市に家賃軽減援助を求め、389筆の要望

署名が出されてまいりました。市は近隣とも協議し、12月まで方針を出したいと言ってまい

りました。年の瀬を迎えておりますが、軽減延長するよう求めるものですが、お伺いいたし

ます。 

  ③からは、自席から質問いたします。 

  以上で第１回目の質問といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） ただいま曽我議員から、災害援護資金についてのご質問をいただ

きました。 

  まず、これまでの貸し付け状況を若干ふれさせていただきたいと思います。 

  東日本大震災により、住居や家財に著しく被害を受けられました世帯の中で、一定所得に満

たない世帯の皆様方に対し、平成23年７月から、震災による災害を回復するための資金の貸

し付けを行っております。平成30年11月末現在の貸付件数でありますが、647件、金額は９億

3,278万円となっております。 

  次に、現在の償還状況についてであります。 

  償還期間は13年間でありますが、貸付開始から６年間の据え置き期間がございます。今年度

で終了する過程がございますことから、今年７月分から償還が開始されております。11月末

までに償還期限を迎えた貸付件数でありますが、123件であります。金額は2,758万円であり

ます。これに対しまして、償還されました件数は76件、金額は1,698万円でございます。償還

率は61.6％でございます。議員のおっしゃられた数字と若干違っているかもしれません。 

  また、このほかに、実は既に繰り上げ償還された件数でありますが、100件で6,692万円が繰
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り上げ償還をされているという状況であります。 

  次に、被災者の災害公営住宅家賃軽減延長実施の見通しについてのご質問でありました。災

害公営住宅特別家賃軽減事業でありますが、本市では平成31年度から、伊保石災害公営住宅

が入居管理開始から６年を迎えることになり、段階的に家賃の引き上げが始まります。この

災害公営住宅の家賃につきましては二市三町において共通の課題となりますことから、本年

７月から12月の期間の中で、段階的に引き上がる６年目から10年目までの期間の家賃につき

ましては引き続き現行制度を維持し、11年目から本来の家賃となる減免制度を基本とさせて

いただきまして、協議を重ねてまいりました。 

  ただ、例えば、塩竈市が災害公営住宅が390戸、多賀城市が523戸であります。七ヶ浜町が

212戸であります。このことに対しまして、松島町が52戸、利府町は25戸という状況でありま

す。戸数でありますとかそういったところに若干幅がございまして、今現在も最終調整がま

だできずにおります。先ほど議員からもお話いただきましたが、12月末までに意見を集約で

きますように、なお一層努力をいたしてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） 私が求めたのは、塩竈市として、災害援護資金について、ほかの市町村と

同じように、きちんと塩竈市の対応について明確にしていくべきではないかということを求

めたわけであります。 

  それで、何でもそうなんだけれども、塩竈市のインターネットを見ても、いろいろな軽減策

も何も、ほかの市町村はぱっと出てくるんだけれども、塩竈市のインターネットというのは

本当に、市民の目線に立ったインターネットの公開がさっぱりされていないと思うんだけれ

ども、そういう点でやっぱり仙台市とか多賀城市のように、きちんとこの災害援護資金につ

いて、こういうことでやりますからどうぞ気軽に来てくださいというような情報発信が必要

だと思うんです。そういうこともしてほしいし、広報なんかでもきちんと対応すべきだと思

うんですが、お考えあればお伺いしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今議員から、インターネットを通じてというお話でありましたが、本市に

おきましては、６年間の措置期間が終了する３カ月前までに、借受人の方に対しまして償還

計画表を送付させていただき、返還金、返済金額を確認させていただき、その後、電話での
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返済の確認や相談をさせていただいているところであります。しっかりと対応させていただ

いていると思っております。 

  また、今年４月から償還指導員を配置し、生活福祉課内に貸付金の相談窓口を設け、相談対

応を行わせていただいております。借受人からの相談内容といたしましては、全額や一部を

繰り上げ償還したい、先ほど繰り上げ償還の話をさせていただきました。また、著しく生活

が困窮している借受人の方々からの相談では、面談を実施させていただき、借受人の方々お

のおのの生活の状況を確認させていただきながら、例えば年賦償還を月割りにして支払う分

割償還に対する等、柔軟な対応をさせていただいているところでございます。よろしくご理

解をお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 小林生活福祉課長。 

○健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長（小林正人） ただいま広報についてのご

質問ありました。 

  生活福祉課としましては、11月の広報等、災害援護資金貸付金の償還に関する相談を受けつ

けていますといった形で、広報等につきましてはお知らせしておりますが、今後ともそうい

った相談窓口を設置していること等の周知等について、努めてまいりたいと思っております。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） わかりました。ぜひこういった対応を、後々回しではなくて的確にやはり

やっていただくことが大事なんだろうと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思

います。 

  それから、災害公営住宅家賃軽減ですが、それぞれ被災状況が違うから戸数はもちろん違う

と思うんですが、要はその災害公営住宅に入っている人たちの家賃を早く軽減するように、

継続するように示してほしいと。結局この議会が終わってしまうと、市長のところでどうい

うふうな形で継続するかどうか示すことになるんだと思いますが、その辺はどのように被災

者に示そうと考えているのか、もし考えがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） このことについても、曽我議員からもたびたびご質問いただいています。 

  私からは、６年目から10年目までの期間の家賃につきましては、引き続き現行制度を継続さ

せていただきたいと、させていただきますというお話をたびたびさせていただいております。

こういった条件で、できますれば、この二市三町地域が足並みをそろえることができれば、
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被災者の方々で制度がばらばらだということの心配もないのではないのかということで、二

市三町として同じ歩調で取り組みをさせていただきたいということでお話をさせていただい

ております。 

  12月末までに意見が集約できるよう努力をさせていただき、そういったことが確定した後に、

塩竈市の対応といいますか、二市三町の対応という形で地域の皆様方にご説明をさせていた

だきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、③の被災者見守り・相談支援事業についてお伺いしたいと思います。 

  委託先であるふれあいサポートセンターでは、生活や病気、経済的なことなどさまざまな問

題を抱えていて、見守り・相談支援事業によって孤立化を極力防げているんだというお話が

ございました。引き続きこれを継続してほしいということになっておりますが、来年度も継

続するよう求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 被災者の方々の見守り、本当に大切な事業であると思っています。曽我議

員にもいろいろご心配いただきまして、感謝を申し上げるところであります。 

  現状でありますが、震災後の仮設住宅建設直後から、この入居者見守り訪問を開始させてい

ただいております。平成23年11月からは、塩釜市社会福祉協議会に業務を委託し、ふれあい

サポートセンターとして見守り事業を実施いたしてまいりました。 

  現在でありますが、災害公営住宅に入居している方々に対しまして、引き続き援助の必要な

方々などに対する見守り訪問を通じた各種相談、あるいは集会所等を利用した手芸教室であ

りますとか、映画鑑賞等のサロンを開催させていただき、孤立化の防止を図っているところ

であります。また、本市の保健師や、あるいは専門機関につなげる対応を徹底し、一刻も早

く安全な生活を営むことができますよう、本市も一緒になって努力をさせていただきたいと

思っています。今年度の訪問回数でありますが、４月から11月までで約8,000回の訪問活動を

させていただいております。 

  今後についてのご質問をいただきました。今、この見守りのためのふれあいサポートセンタ

ー運営事業につきましては、被災者支援総合交付金というものを活用させていただいており
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ます。全て国費という状況であります。 

  来年度もこの事業は継続するということは既に発表されておりますが、それから先というこ

とについては、復興庁あるいは宮城復興局の今後の対応ということも未定のような状況であ

りますので、できる限り引き続きこういった制度を継続していただきますよう、さまざまな

機会に要望を重ねてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） 実は、ふれあいサポートセンターに行っていろいろお話を聞いてきたんで

すが、どうも来年度からこれらもなくなるというご心配をしておられました。だから今回こ

のことを取り上げたんですが、来年も引き続き取り組んでいくということがわかりましたの

で、どうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、第２問の子育て支援にかかわることでお伺いします。 

  １つは、放課後等デイサービス事業についてです。 

  ２月に続いて７月に厚生労働省が再度各自治体に、放課後等デイサービス事業から再度調査

を実施することの通知がなされたとしておりますが、塩竈市ではどのように対応されたのか

お伺いします。 

○議長（香取嗣雄） 小林生活福祉課長。 

○健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長（小林正人） 放課後等デイサービスの厚

生労働省通達に基づく調査について、本市の取り組みについてご説明いたします。 

  放課後等デイサービスにつきましては、児童福祉法を根拠として、障がいのある就学中の児

童が放課後。夏休み中に、生活能力の向上、社会との交流促進、その他必要な療育支援を行

う通所型福祉サービスであります。ことし４月に改正されました児童福祉法に基づきまして、

これまで一律の単価設定となりました基本報酬が、サービスの適切な評価を行うために、障

がい児の状態像を勘案した新指標での調査判定や判定結果による報酬区分が導入されたとこ

ろでございます。 

  先ほどご質問ありました、ことし７月の厚生労働省に対する対応ですが、通知につきまして

は放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組みといった内容でございますが、調査の

判定結果、先ほどご説明いたしました調査結果の判定の結果が、自治体でばらつきがありま

すことから、サービス事業者から再判定の求めがあった児童、あるいは書面のみで判定を行
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った児童につきましては、その新たに導入されました新指標での再調査を実施すること等が

通知されているところでございます。 

  本市としましては、既に平成30年度当初から、書面のみではなく、聞き取り等による新指標

での調査を実施しておりまして、適切な障がい児の状態像の把握に努めている状況でござい

ます。また、サービス事業者等から再判定の依頼もございませんので、７月にいただきまし

た通知はもう適切に行われているものと考えておりますので、ご理解をお願いします。 

  なお、本市では放課後等デイサービスの利用者が増加しており、ことし、今回の補正予算で

1,436万3,000円の増額補正を計上している状況でございます。 

  以上となります。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） わかりました。 

  それで、丁寧に実態をつかんでいるということですが、改めてこの塩竈の放課後等デイサー

ビスを利用する児童は今何名おられて、市内の児童が利用されている事業所は幾つあるのか

お伺いします。 

○議長（香取嗣雄） 小林生活福祉課長。 

○健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長（小林正人） 今現在、登録されている方

と実際月利用される方、数字が若干違うんですが、登録されている方は92名ということにな

っていまして、利用されている方は約80名前後ということになっております。 

  また、どちらのほうを利用しているかといったご質問でしたが、市内の方が約半分、市外の

放課後等デイサービスを利用している方が約半分というふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） その事業所が幾つなのかはわからないと。市内では３つなのか２つなのか、

市外では１０なのか５なのか、その事業所はつかんでいないんですか。 

○議長（香取嗣雄） 小林生活福祉課長。 

○健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長（小林正人） 市内の放課後等デイサービ

スにつきましては、11月末現在では３カ所ということになっておりまして、あと２カ所、今

月開所する予定でございます。 

  あと、市外の放課後等デイサービスなんですが、かなり数がありまして、たしか100カ所以
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上県内ではありまして、利用できるといった形ですけれども、近隣の二市三町の中で利用し

ているというのが一般的な内容となっております。 

  二市三町でいうと14カ所ぐらいが、放課後等デイサービスを利用しているという状況となっ

ております。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） わかりました。 

  塩竈でないのかと思ったら、この間、わかりました。旭町に、新たに放課後等デイサービス

をやっている事業所がありまして、お尋ねしていろいろお話を聞きました。やっぱり相当、

こういう仕事に思いを持って取り組んでいる方でしたが、やはりこれは先ほど課長が言われ

たように、療育の部分に入る事業です。だから、その親御さんと事業所だけに任せないで、

本来はそういう事業所も、ちゃんと療育分野に当てはまることをやっているのか、あるいは

そういった方々の苦労も聞いて、つかんでいくことが必要だと思うので、今後とも事業所等

も含めて、あとちゃんと訪問して意見を聞くようにお願いしておきます。 

  続きまして、保育所問題について伺いたいと思います。 

  来年度の保育所の申し込みがもう終わって、いろいろ対面での調査なども始まっているよう

ですが、公立保育所や、あるいは認定こども園、小規模保育所などいろいろ変化してきてい

ると思います。現段階で、来年に向けた保育所申し込み状況についてお伺いしたいと思うん

ですが、昨年の同時期の申し込みと比べてどういう状況なのか。また、新浜町保育所が海岸

通の子育て支援室への移転廃止の計画になっておりますが、来年度に向けてそれぞれ保育児

童の申し込みはどのようになっているのか、お伺いしたいと思いますが、よろしくお願いし

ます。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 子育て支援にかかわる保育所の問題についてご質問いただきました。 

  その前にちょっとお詫び申し上げます。さっき見守りふれあいサポートセンターの関係であ

りますが、被災者支援総合交付金、これは現在要求段階だということでありますので、その

旨でご理解をいただければと思います。 

  次に、来年４月からの保育所の入所児童数についてお答えさせていただきます。 

  認定こども園と小規模保育園が新たに開園されますことから、保育所、保育園、認定こども

園、小規模保育園の13施設の利用定員でありますが、823名となります。 
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  平成31年度の利用申し込みにつきましては、保育所等を既に利用している児童の継続申し込

みをまずは11月中に行っていただきました。そして、新規利用の申し込みにつきましては、

12月３日から開始をいたしておりますが、12月10日現在で792名の方々から申し込みをいただ

いているところであります。 

  なお、ご質問の新浜町保育所の定員等につきましては、担当からご報告をさせます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 新浜町保育所の廃止に伴う、平成32年４月からですけれども、ち

ょっと早く子供たちの環境を安定させるために早く移転したいというふうなニーズが結構ご

ざいますので、そういった、どこに移りたいというのを個別個々のお話を聞きまして、あと

新浜地区には企業主導型の保育所が来年４月にオープンいたします。そういった情報なども、

新たな情報などもこちらでわかり次第提供した上で、希望に叶うように進めてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） わかりました。 

  それで、できれば認定こども園、来年４月からだとも聞いていたんですが、よくその動きも

見えませんし、最近新浜町の企業が保育所を、保育事業をやるんだということも聞いていま

すが、その辺は明確になっているんですか。認定こども園は送り迎えなんかはするのかしな

いのかもう含めて、わかれば教えてください。 

○議長（香取嗣雄） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 認定こども園は聖光幼稚園で始める予定になっておりまして、そ

のうち継続、そのまま聖光幼稚園での認定保育園に、そのまま預けられる方というのが、継

続が29名で、新規定員が70名なんですけれども、継続が29名おりますので、その差し引きが

新規として受け入れるというふうなことになろうかと思います。 

  それから、新浜地区の企業主導型保育園ですが、今年度国からの補助金の交付決定というか、

まだ内示なんですけれども、内示が10月末に来て、その体制を含め進めていいということな

んですけれども、本決定に至るまでなかなか事業、本当に工事に着手もしづらいという状況

がございまして、そういったことが確定次第、いち早く情報を議会にもお出ししていきたい
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と考えております。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） よろしくお願いいたします。 

  それでは、第３番目の介護保険事業についてお伺いします。 

  一つは浦戸の介護保険サービス確保事業者の参入についてですが、このことについて、宮城

県に対して、離島地域における介護保険サービス確保対策支援策の拡充の要望をしてきたん

ですが、その見通しはどうなっているのかお伺いします。 

○議長（香取嗣雄） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 今ご質問ございました、今年度、長寿社会課で一生懸命取り組ん

でまいりまして、６事業所が現地見学会に来ていただいて、その後浦戸でデイサービスをで

きるかという具体的な検討に入っていただいておるところでございます。 

  なお、さまざまな条件面の整備がございますので、そういったことを今市とその事業所とや

りとりをさせていただいておるというところです。 

  以上です。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） 今聞いたのは、宮城県に対して塩竈市から、こうした事業にぜひ予算をつ

けてくれないかって要望をしたわけだけれども、その見通しはあるのかと。そして、２番目

に聞こうと思ったことは今答えていただけましたから、それはわかりましたけれども、改め

て石巻のほうを調べると1.5倍、船賃と報酬を含めてそれぐらい引き上げて対応しているんだ

と。田代島等を見ましたら。この辺は塩竈では参考にして検討はしなかったのか、したけれ

ども無理だったのか、その辺についてお伺いします。 

○議長（香取嗣雄） 鈴木長寿社会課長。 

○健康福祉部長寿社会課長（鈴木宏徳） 私から、先ほどの、まず宮城県への要望のところでお

答えをさせていただきます。 

  宮城県の要望、それから離島振興協議会全国組織の要望を、このような離島地区での事業所

の確保のためにということで、今までの制度の上乗せなどを要望させていただいているとこ

ろですが、まだなかなか見通しは立っていない状況でございます。 

  ２番目、その後にご質問いただきました、石巻市、田代島などで、介護報酬の1.5倍の上乗
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せを行っているというところ、このあたり、私どもも事前の調査のほうでは確認してござい

ます。そもそもこの助成につきましては、介護サービス事業者が、離島がゆえに乗船時間や

船待ち時間のために拘束時間が長くなるのに対しまして、助成を行って事業者の誘致を図る

ためのものでございます。石巻市の田代島や網地島は外洋にございまして、船便が実質的に

上下３便であるのに対しまして、浦戸地区は平日でも上下５便であり、乗船時間、船の便数

や拘束時間など、浦戸地区と比べると事業者にとって負担が大きいようであります。また、

現在田代島などでは、本土からの介護事業者は、ケアマネジメントと福祉用具のレンタルの

みと伺っております。 

  なお、事業者の船賃につきましては、石巻市も本市も全額助成を行っているところでござい

ます。 

  このような環境の違いもありますので、本市としましては全国の他の事例も参考としながら、

総合的に検討を行わせていただきまして、現在の助成率15％、本土から訪問していただいた

場合、介護保険の報酬の10％増し、上乗せをというような設定をしているところでございま

す。 

  よろしくお願いします。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） わかりました。 

  それでも６事業所が手をあげるっていうか、そこを今検討しているっていうことですが、最

後はどういうふうになるかわかりませんが、引き続き市長におかれましては、宮城県あるい

は国に対して、こういった離島に対する補助をやはりしっかりやってもらわなければ、どん

どん人口も減っていくし、大変なんだということを強く言っていただくことをお願いしてお

きます。 

  それでは、続きまして②の低所得者の介護保険料の軽減です。それから、介護サービス利用

料の軽減についてです。 

  介護保険料は、創設時に比べて約２倍になっています。どの収入階層も、保険料が年金の１

カ月に相当する保険料になっています。これ以上の保険料引き上げは高齢者の生活をさらに

苦しめることになりますし、そういった中で、多賀城市では低所得者に対する介護保険料の

減免制度をつくって対応しております。 

  塩竈市でもぜひこの多賀城市を参考に、まずは低所得者に対する介護保険料の減免制度を設
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けることを検討してほしいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 議員から、介護保険料軽減とサービス利用料の軽減についてのご質問をい

ただきました。 

  ご理解のことかと思いますが、基本的に所得段階に応じて介護料金を負担していただくとい

うのが今の制度でございます。また、国の介護保険料の標準段階で９段階でありますが、本

市におきましては、所得階層の改定率が改定されました折に、よりきめ細かな保険料率を設

定させていただき、11段階として負担の軽減を図らせていただいたところであります。 

  また、介護保険の減免制度についてでありますが、本市においても介護保険制度上の基本的

なものとして、例えば、火災や災害、事業の廃止などによって、前年に比べて収入が著しく

減少し、一定条件を満たす場合には、利用者負担の軽減、保険料の徴収の猶予、そして減免

等を行える制度を、条例及び規則で規定させていただいているところであります。 

  また、低所得者に対する介護保険料軽減といたしまして、平成27年度から、全国の自治体と

同様に、所得段階の第１段階におきまして、保険料基準額に対する割合が0.5であるところを、

本市では0.45に軽減をさせていただき、国、県、市で公費負担を行っているところでござい

ます。 

  よろしくご理解をお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） そういったことは、内容はわかっているわけですが、改めて低所得者に対

する介護保険料の減免制度を設けていくべきではないかということを言っているわけです。

なかなか今すぐどうこうというのは難しそうですが、いずれまた質問をする機会があれば、

別な観点から求めていきたいと思います。 

  それからサービス料ですが、生活介護サービス利用料、生活援助サービスの制限が行われて

います。さらに訪問、通所介護などの在宅サービスの総量規制強化がされようとしています。

利用者の原則負担が今度は２割に引き上げられるということも検討されております。 

  こういった中で、千葉県の船橋市ですが、利用者の負担は現在１割なんだけれども、40％軽

減を図っているという取り組みがされております。こういったことが、非常にきめ細やかな

サービスが受けられる状況になっているというふうにも聞いておりますが、特に私この介護

保険料あるいは利用料の件では、引き続き国のほうは年金について、マクロ経済スライドの
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発動がされるという情報が今新聞でも言われております。つまり、年金給付が下がることに

なります。そうしますと、やはり介護保険料が払いにくくなったり、サービスを使いにくく

なったりする傾向になってくるんではないかと。そういったことも含めて、今後ともこうい

ったことが、減免が必要になってくるということを申し上げて、この点はここで終わらせて

いただきたいと思います。 

  それから４つ目ですが、地元産業にかかわる課題について伺います。 

  漁業法について、11月20日、私たち漁協を訪ねて意見を伺いました。ほとんどの漁協の方は

中身がよくわからないという状況でした。 

  今回、この改定されようとする漁業法について、参議院の農林水産委員会の参考人質疑に、

塩竈在住の宮城海区漁業調整委員がこの改定に反対の立場で、参考人質疑で出ております。

漁業法は、漁業者及び漁業従業者を主体に、漁業の民主化を基本にして今まで育まれてきた

ものだと。この漁業法については、その調整委員は、自分はこの１条を70年間磨きに磨いて

きたと、こういうふうに訴えたわけであります。 

  政府の漁業法改定について、まさに漁業者に説明もしないまま、漁業者置き去りで根本から

転換するものになったわけですが、こういったことへの批判、そして今回の漁業改革は、沿

岸漁業からの立場ではなくて、現場からの声ではなくて、新たな儲け口として漁業あるいは

養殖業への参入を狙ったものにほかならないということが指摘されております。 

  塩竈でも、小さいとはいえ、やはり浅海漁業を営んでいる方がいらっしゃいます。この漁業

法の改定と浅海漁業について、市長はどのような認識をお持ちなのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今回の漁業法の改正についてでありますが、水産資源の管理措置と免許制

度等の漁業生産に関する基本制度を一体的に見直すことを目的とされているようであります。

従来、地元漁協に優先的に付与されていた漁業権を、漁場を適切かつ有効に活用していない

場合、地域水産業の発展に最も貢献する者にも免許を与える仕組みといったようなものが新

たに導入されていることについては、動注いたしております。 

  その背景についてでありますが、漁業権については、漁業者の権利保護のため取得条件が厳

しく、誰でも取得できるというものではありませんが、その一方で、全国的に漁業者の高齢

化や、あるいは担い手不足による漁場利用の減少が見受けられているということも事実では
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ないのかと思っております。 

  結果的に、こういったことが地域水産業の衰退につながっていくのではないかという懸念か

ら、民間企業の参入も認めながら、水産業の成長産業化を図るため法改正がされたものとい

うふうに認識をいたしております。 

  本市の対応についてというご質問でありました。本市といたしましては、当然のことであり

ますが、適切な漁業管理が行われ、漁業者の権利が保障された上で、水産業の振興が図られ

ることが何よりも重要ではないのかと考えております。漁業者の皆様の意向を大切に、今後

適宜適切な対応を本市としてもいたしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） その判断は、適切かつ有効に活用しているかどうかの判断は、これは行政

がやることになるんですね。 

  その見方によってさまざま変わってくるということになります。しかも、この適切かつ有効

に使われているということについては、全く定義がないと。そこに問題があると言っている

方もいらっしゃるんですが、そういったことの危惧も抱いている問題でありますが、これは

やはり関係する漁業者の方々とで、引き続きやはりきちんとした漁業が継続されるように注

意を払っていかなければならないことだと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと

思います。 

  それでは、最後に公共施設再配置計画についてであります。 

  特に公共施設の24％削減で、移転、譲渡、複合、集約、一部解体の対象の施設、つまりそれ

は何かというと集会所、公民館、学校、保育所、高齢者、障害者福祉施設、そして公営住宅

など。この利用者への説明はどこまで取り組まれたのか。そして、その説明の中でどんな意

見が出されているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ご質問の公共施設再配置計画であります。計画の策定に当たりましては、

今後30年間を見据え、公共施設の再配置を具体的にどのように進めていくのかということを

ご審議いただく場であります。 

  今、議員からのご質問は、民間の、市民の方々の意見ということでよろしいでしょうか。市

民の方々からどういった意見が出されたかと、それをどのように反映していくのかというご
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質問でありました。 

  平成29年度に策定をいたしました再配置計画（素案）の内容につきまして広くご理解をいた

だくため、町内会や施設利用団体等を対象とした説明会を開催し、延べ190名の皆様方にご参

加をいただきました。また、ワークショップ等による意見交換会も実施をし、計19団体の施

設利用団体の皆様や、塩釜高校の生徒たちからも貴重なご意見をいただいたところでありま

す。 

  意見の概要ということでありますが、二、三ご紹介をさせていただきますが、参加された皆

様方からは、施設の削減方針に対する厳しいご意見があったことも事実であります。しかし

ながら、将来を見据えた施設運営への前向きな意見など、これまで多くのご意見をいただい

たところであります。 

  さまざまなご意見につきましては、全て審議会の審議委員の皆様方にご公表させていただき、

意見をできるだけ計画に反映できますよう、今努力を重ねているところでございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） 今百幾つかの施設というふうにお話しされましたが、まだ説明は一部であ

って……（「19団体」の声あり）19団体ですか。そうすると、今私が言った集会所からずっ

といっても、数も相当あるわけですし、それから市営住宅だって相当ありますし、それから

保育所だって５カ所ありますし、そういったことの数を数えると、まだまだ本当に充分に市

民にそういった計画が隅々まで説明されているというふうには思わないんです。 

  ６月のときの提案では、その審議会の市民の代表も入れます、有識者も入れますと言ってき

ました。ところが、審議会には市民の代表は入っていないということがこの間答弁されまし

た。つまり、市民への説明、市民の代表も入れていないと。審議会に、やはりつぶさに市民

の意見を入れないまま審議会が終わってしまいかねないというふうに心配するわけです。 

  鎌田議員に対して市長は、塩竈モデルとかあるいはまちづくりの方向性とかという意見も出

されていると。つまり塩竈市が審議会に出したのは、私たちに示した、これを持って議論し

てくださいというと、やっぱり審議会は将来まちをどうするのかがわからないで、公共施設

24％、人口が減るから、財政が厳しいからとわかったにしても、市民の声をなしにこういっ

たことが進むのかと。町の方向性っていったって、私たち議員も塩竈市の５年先、10年先の

まちのあり方、どうしましょうかという議論も、全く一言もないわけです。 
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  だから、塩竈モデルで、これはほかの自治体よりもいいことのほうに行くというふうに市長

は先ほど言っていたのかと思うんだけれども、しかし審議委員にしてみれば、一体塩竈をど

の方向にもっていくかをわからないで、その民間委託化とかいろいろあるでしょう、手法は。

だけれども、そういった乱暴な仕方っていうのは、私はあるのかというふうに思っているん

です。 

  だから、せめてその関係する、24％削減とする対象と当局がした、そこは丁寧に、全てです。

やはり議論して、意見をいただいたことをきちんと審議会のほうにやはり盛り込んでいくべ

きだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 昨日も同様の説明をさせていただいておりますが、今回の審議会でありま

すが、公共施設全般にわたる再配置計画を今ご議論いただいております。しかる後に、これ

を受けて今後いよいよ具体的な個別計画を策定するわけであります。 

  したがいまして、個別計画策定の段階では、さまざまな方々にもまた議論の輪に入っていた

だきまして、塩竈市としての一定の方向性についてさまざまなご意見を頂戴できるというこ

とになるものと思っておりますが、現在は再配置計画全体の議論をいただいているというこ

とでありますので、ぜひそういったことをご理解いただきながら、なお審議会の構成委員に

つきましては担当よりご報告をいたさせます。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 公共施設再配置計画審議会委員は12名に委嘱をさせ

ていただいております。学識経験者を初め各分野の代表者ということでございますけれども、

その中に塩竈市民の方ももちろん入っております。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） それはそうです。みんな委員の、Ｓさんだって市民だっていえば市民でし

ょうし。だけれども、やはりそうではなくて、市民の一般的な利用者、つまり、例えば市営

住宅の利用者の他代表だとか保育所の利用者だとか、そういった方の意見も入れるべきでは

ないかと。 

  私は、６月のこの当局が提案したときはそういうことも含めてなんだろうと思って、開けて

みたらそうではないと。有識者だけだったということになるわけですが、それはそれにして
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も、やはりきちんと９月定例会の伊勢議員に対しても、やはり説明は大事だと小山部長は答

えているわけですが、そういったことをきちんと、いつまでそれを、全部の施設についてど

ういう計画で進めようとしているのかお伺いします。 

○議長（香取嗣雄） 末永財政課長。 

○市民総務部財政課長（末永量太） お答えいたします。 

  まず、前段申し上げておきますが、全ての市民の方に説明する、どこまで可能かどうかとい

うのは何とも言えません。 

  ただ、我々として、ずっと公共施設総合管理計画から始まりまして、各施設の利用団体の

方々、もちろん市民の方々に対してもきめ細かく説明する方向で努力をずっとしております。 

  具体的に申しますと、今年度、再配置計画の説明会に関しましては、まず町内会から説明を

スタートしました。これは、去年も実は町内会の方々には説明会をしたんですが、今年度も

まずスタートをしました。そこから各施設などの利用団体の代表の方々を、なるべく多くの

方々にお声をかけさせていただいて、もちろんこれは時間帯等によって皆さん参加できなか

ったということもございましたけれども、そういった施設利用団体の方々をきめ細かく対象

として我々の説明会を開催してきたつもりでございます。 

  最後にまた宿題をいろいろいただきました。市民の方々、我々の総論として、まずは基本的

に説明をしているんですが、当然どうしても各論としていろいろなご意見をいただきます。

こういったことに対しての、今回の再配置計画に対して、どのように影響させるか、内容を

反映させるかということの答えを持ちながら、最後にまた町内会の方々に今年度の中で説明

をしていきたいと考えておりました。 

  そういった形で、まずはこの再配置計画というのをつくらせていただいて、あと来年以降、

何度もこれまでも説明しておりますが、個別施設計画のほうに突入していくという流れで考

えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） まず、とにかくきちんと市民、要するにまちづくりも施設利用者も市民だ

ということです。だから、そこを丁寧にしていかないと、ボタンのかけ違いになっていきは

しないかということを心配します。 

  しかも、審議会は１月が第４回、３月が第５回、こういうことになっていきます。それで、
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最終的には事業の第８章、つまり市の職員の中で、市の職員の啓発、意識づけをしっかりと

徹底させるということから始まるようですが、やはりそれにつけても、先ほど前段にお話し

しましたような、きちんとした市民の生活や暮らし、それからまちづくり、産業、医療、こ

ういったことを、やはり今現状にどういう状況にあるのかと、何がやはり塩竈のよさなのか

と、何に不便を来しているのかと、そういったことも合わせてやはり調査して、資料をきち

んとそろえて審議していかなかったら、何もなしに、この間私たち勉強してきました。秦野

市に行ってきたんだけれども、結局これありきだったんです。この計画ありき。だから、そ

ういった点では、私はもう一歩そういった暮らし、医療、福祉、子育て、そういったものが、

今塩竈が全体でどういう地点にあるかっていうこともきちんと調査すべきだと思いますが、

そういったことはしないのですか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 先ほど担当課長からは、そういったことを丁寧にやってまいりますという

趣旨のご説明をさせていただいたと思っておりますので、よろしくご理解をお願い申し上げ

ます。 

○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） それは、丁寧にやっていって、いつごろ示すんですか。 

○議長（香取嗣雄） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 先ほど担当から、今回が全てではないですということを、ご報告をさせて

いただいておりますよね。 

  総合管理計画を、まずは白書から始まったわけであります。塩竈の白書をつくり、それから

総合管理計画を策定し、という手順を踏んできていることは、議員の皆様方にも全て資料を

お渡ししているはずであります。 

  それを踏まえて、今公共施設再配置計画というものを、素案をまとめようとして今取り組み

をさせていただいている。その素案についても、先ほど担当課長から、東西南北の町内会の

方々を欠かさず訪問させていただいておりますというお話をさせていただいてまいりました。 

  そういった形で素案をまとめましたら、いよいよ個別計画というものに入ってまいりますと。

個別計画の策定につきましても、できる限り多くの市民の方々のご意見をいただきながらと

いうことを申し上げたつもりでございますので、ぜひご理解をお願い申し上げます。 

  以上でございます。 
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○議長（香取嗣雄） 曽我議員。 

○18番（曽我ミヨ） よくわからないです。やはり。手に取るようにわからないですね。そうい

う点では、丁寧な説明を何回も求めていくことになると思いますが、よろしくお願いしたい

と思います。 

  以上で終わります。 

○議長（香取嗣雄） 以上で、曽我ミヨ議員の一般質問は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。再開は15時30分といたします。 

   午後３時１１分  休憩 

                                            

   午後３時３０分  再開 

○副議長（伊藤博章） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  10番志賀勝利議員。 

○10番（志賀勝利）（登壇） 市民クラブの志賀勝利でございます。今回は、同じ会派の菊地議

員の質問の番だったんですが、お譲りいただきまして感謝申し上げます。 

  まず初めに、９月定例会におきまして、市当局より発表がありました市立病院の建てかえ事

業費の試算額約100億円の算出根拠についてお伺いしたいと思います。その金額を聞いてから

私、インターネットでいろいろ調べました。この100億円という金額が、とてつもない立派な

病院を建てそうな金額に感じましたので、その100億円の試算の根拠をまず初めにお伺いした

いと思います。 

  あとの質問につきましては、自席より質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤 昭市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） 志賀議員から市立病院建設基礎調査事業についてのご質問のうち、

市立病院の建てかえの試算額100億円の算出根拠についてというご質問でありました。 

  この数字は、あくまでも概算でありますことをまずご理解をいただければと思いますが、直

近で公立病院である石巻市立病院の建設事業というものが取り組まれております。病床数１床

当たりで試算をいたしますと約7,800万円の建設費でありましたことから、市立病院の病床数

161床を掛け合わせて試算させていただきました。約125億6,000万円となりましたが、石巻市
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立病院の場合は、ご案内のとおり、震災復興復旧の混乱期でありまして、建設コストが非常に

高かったということとあわせまして、復興係数といいますか、建設費用を試算する際に、復興

事業に限るということで復興係数を加えた額で試算されております。約20％程度でありました。

こういったことを除きますと、概算で約100億円という試算をさせていただいたものでござい

ます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ちょっと病床数を聞き漏らしたんですが、もう一度お話しいただければ。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 塩竈市立病院の病床数でありますが、現在161床でございます。よろしく

お願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） １病床当たり7,800万円という金額を聞きまして、本当に驚きました。イ

ンターネットで調べますと、前にもこの議場でお話ししたんですが、公立病院の場合は大体１

ベッド当たり3,300万円、民間の場合は1,600万円ということであります。確かに震災後、建設

コストは高くはなっていると思いますが、果たしてそこまで上がるのかなと。倍以上の金額で

あります。まずこの辺もそのコンサルタントをお願いした会社の調査結果を受けて出てきたの

かとは思いますが、結局、こういう試算額を平気で議会に提示すること、そういう感覚自体が

私はコストというものに対しての考えが非常に甘いのではないかなと感じました。 

  建設場所については、前にお聞きしたときは、今検討中であるということもお聞きしてはい

るわけですが、私の近所の空き地が結構ありまして、その辺も候補地になっているんだとかと

いろんなうわさが飛び交っています。住民の方にも聞かれたりすると、私も、いや、それはわ

からないよという答えをしているわけですが、その辺については、具体的に固まりつつあるも

のなのか、まだまだこれから先のものなのか。それと、お聞きしたいのは、病院建設について

は国から補助金が出るということはあろうかと思いますが、土地の購入については国からの交

付金が出るのか、出ないのか、その辺もちょっとあわせてお聞きしたいと思います。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今ご質問いただきました100億円の算出根拠については、これはあくまで

もコンサルタントが積算したというものではございません。我々、議会の皆様方と意見交換を
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する上で、全く数字がないままで議論させていただくというのは大変恐縮でありましたので、

先ほど申し上げましたような同様の公立病院の事例を引用しながら、私どもとしては概略で

100億円というお話をさせていただいたものと思っております。 

  今現在の状況については、先ほど担当部長からご説明をさせていただきましたが、あくまで

も建てかえありきということではなくて、これからの公立病院に要求されるような、例えば、

診療科目であります。あるいはベッド数であります。そういったさまざまなものを今取り組み

を始めているところであります。昨日の担当部長の答弁でも、まだ中間報告がまとまっていな

いというお話をさせていただきました。まずは中間報告をまとめたものを議会の皆様方にご説

明をさせていただき、今後こういう病院で進みたいということについての一定程度のご理解を

いただいた上ではないと次の段階ということには当然至らないものだと思っておりますので、

今現在はそういった段階での話だということでご理解をいただければ大変ありがたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ちょっと確認なんですが、今回のコンサルタント会社をお願いしたわけで

すが、このコンサルタント会社の事業者名は何というところか、ちょっと教えてください。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 今回の競争入札によってとった業者の名前ですけ

れども、株式会社アイブレインというところです。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ことしの２月の予算特別委員会ですか。そのときに市立病院関係の随意契

約の書類をいただきまして、その中に、ことしじゃないか。９月の決算です。133件のうちの

随意契約の中に市立病院の経営健全化ですか、それに対してのアドバイザーという形で東京

都の田中 豊事務所というところに840万円という大金をはたいてアドバイザー契約を結んで

いるわけです。それで、その会社が当然市立病院の経営健全化に携わっていて、それで今回、

またこのコンサルタント会社に2,000万円ですか、一応、全額かかっているかどうかわかりま

せんが、我々にそういう提示がありまして、お願いしていると。ちょっと仕様書を入手にし

たものですから、この仕様書をちょっと見ていきますと、結局、内容が病院の現状の整理、
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分析ということで、仙台圏の医療圏とか、内部環境調査とか、課題の整理、分析とか、経営

改善策の立案とかということが書いてあって、何かこのアドバイザー契約を結んでいる会社

の業務と非常にダブるところがあるのではないのかなと感じるわけですが、その辺について

はいかがでしょう。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 今回の調査の中身というのが、これまでの経営コ

ンサルタントとは中身は全くかわってきまして、例えば、今後の医療のあり方、今後の病院

の機能、そしてその規模、そしてその新病院に係る建設費用はどうなっていくかと、全くそ

の内容が異なってきています。したがいまして、今回は、これまでのコンサルタントという

ことは、あくまで経営アドバイザーということでこちらにご支援いただいておりましたけれ

ども、改めましてそういうふうに総合的に業務ができるという業者さんを競争入札によって

決めてきたという経過のために、今回新しく株式会社アイブレインさんがおとりになったと

いう中身になります。 

  もう一つつけ加えさせていただきますと、今回は一般競争といいましてもこれまでのプロポ

ーザルとは違いまして、さらにその競争性を高めるために本市では初めて今年度から導入い

たしました委託にあります評価落札方式というもので、２段階で業者を選定するというやり

方を採用しました。１段階目は、いわゆる価格でもってまず業者を選定する。その予定価格

ラインに入った複数の業者でもって技術提案を行うというふうな、改めてそういうやり方に

しまして、競争性と公平性と、そしてよりいいものの内容をご提案いただいた業者を決めた

いということで、新しいやり方で業者を選定させていただいたという経過です。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 説明を聞くと、もっともらしい説明をされているわけですけれども、例え

ば市立病院の医療収入が年間25億円ですよね。25億円程度の一般企業が2,000万円も3,000万

円も払って新規事業の調査をコンサルタントとかに頼まないですよ。自前でやりますよ、は

っきり言って。企業にそれだけの余裕はありません。 

  そして、塩竈市立病院にもお医者さんがたくさんいらっしゃるわけですし、そういった医療

事情というのは、皆さん、かなり認識されていると思います。ただ、残念ながら事務方が２

年、３年で結局ころころころころかわるものですから、そういうところでは経営体というの
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をしっかり把握できないという弱点があろうかと思います。ですから、そういうところもや

っぱり組織というものを余りいじくり過ぎても結局経験のない人が次々来て、結局は無駄な

ことの繰り返しになっていくのかな。せっかく事務に精通した人が２年、３年でいなくなる

と。また一から勉強し直しだということになりますと、それが大きなマイナスになっていく

と。 

  それと、この仕様書を見ますと、病院の運営形態については何も触れられていないんですが、

もう最初から今の形態ありきですか。要するに公務員さんが公務員さんによるこの運営をし

ていくという形態ありきということを前提で考えているのか、お聞かせください。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 今回の調査業務の中身としては、今の塩竈市立病

院という形態の中で運営していくにはどうしていったらいいかというものを調査しておりま

すので、今のところ運営形態としては、今の直営、いわゆる地方公営企業法の全部適用会計

の中で行っていくというものを前提にしております。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ということは、ほかのものは考えていないという認識でよろしいわけです

か。それともこれから考える余地があるんだということなんでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 昨日からお話ししておりますように、今病院の今

後の医療動向を踏まえたとき、どういう医療体制があるべきかから、まず議論といいますか、

調査を行っていると。その上に立って、規模と、それからどういうレイアウトでいけばいい

かということで、ようやく施設の内容が固まってくる。その上に立って、事業費が試算とい

う形でできるというわけになります。その事業費の、例えば、資金調達がどうあるべきなの

かというのは次のステップになってきますので、そういう場面の中でいろんなご意見を頂戴

できればというふうな考え方でおります。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 現在の市立病院は、この10年間で赤字額が70億円、それで売り上げが300

億円と。民間企業でいったらとてもとてもとっくに消えてなくなっている状況の中で、行政、
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公立がゆえに繰入金という、毎年７億円の繰入金を入れて経営を維持していると。 

  それで、先ほど来、子育てとか、そういった定住人口促進について、各議員からいろいろな

ご意見が出ました。その中で、例えば、子供さんを多く産んでもらうためにどうしたらいい

のかということも議論されていましたけれども、単純に言いますと、例えば１人10万円誕生

祝い金を出したときに、今塩竈市内１年間で600人を超える方が亡くなっているわけですけれ

ども、600人の子供さんを産んでいただくために10万円を出せば6,000万円なんですね。それ

をそういったところにすぐ振り向けられると。これはただ足し算と引き算です、単純に。市

立病院がなくなったら、それだけ金額が、７億円の出し前がなくなる。一部は国から来てい

るんだということはあっても４億円はなくなる。その中でその余裕ができれば、ほかの事業

ができると。そして、前にも経常収支比率ですか、１億円で１％かかると。そうすると

97.5％が４億円下がれば93.5％で財政柔軟度が出てくるというようなこともあり得るわけで

すから、何が何でも旧態依然の公務員さんによる経営ということではなくて、やはりここは

指定管理者制度であるとか、民間売却、そういったものも含めて検討していただけるのがい

いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） さまざまなそのお話、あくまでも今基礎調査とい

う中身で、それを発端にしていろいろと皆様のご意見を頂戴しようという、まず考え方でお

ります。そのためには一番大事なところは、昨日からありましたように、今後の2025年問題、

あるいは2040年問題、そういった中で当市におけます医療でありますとか福祉、こういった

ものが大きくさま変わりするはずです。そういったところを皆様とご議論をまずするという

ことがまず一番大切ではないのかな。その上に立って、今回試算が出てきます、年度末にな

るかと思いますが、そういった試算の中で事業費が出てきて、それを踏まえて今後どのよう

にしていくかというものを皆さんとご議論していくというのが非常に大事だと思っておりま

す。そういうご議論の中でいろいろお話というのが出てくるかと思っていますので、そうい

うお話を一つ一つ整理をさせていただければと考えております。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） どうも私の質問に対してぱっと簡単に答えていただけないですね。検討す

る余地があるのか、ないのかということをお聞きしているんですから、検討する余地はあり
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ません、検討させていただきます、どっちかに答えてください。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） 今ここでさまざまな議論がなくして、検討する、

しないとお話になろうかということについて、私、ちょっと難しいかなと思います。議論と

いうのは、一定の条件とか整理の中で初めていろいろ出てくる話かなと思います。とても大

事なことだと思います。したがいまして、ここで、できる、できないという話をするという

ことは、まだ時期的に私は的を得ていないのではないかと思います。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 別に窓口を広げますよ、広げませんよというだけの話でしょう。そんなの

を議論するのはおかしいんじゃないですかということ。おかしいじゃないですか。窓口を広

げていろんな方法を取り入れて、その中で検討していきたいということでいいわけですから。 

  それと、２年か３年前に私、塩竈市立病院のホームページを開きましたら、こういうのがア

ップされていました。ここには、周辺には病院が多くて、市立病院が恒常的な赤字経営です

と。狭い医療圏の中で７つもの病院が集まっていることになりますので、唯一の公立病院と

しては経営的に大変厳しく、恒常的な赤字が続いておりますと。７つの病院の病床が書いて

ありました。これが載っかっていたんです。これは最近見ましたら、私の勘違いではないと

思います。こういうのはもうホームページから消えていたんですね。これは市立病院のホー

ムページですか。それとも、病院の経営健全化の会議で出てきた資料なのかもしれませんけ

れども、だから、現実的にこういう状況であるということは皆さん、認識されているわけで

すから、これをどうやって改善していくかと。でもこれも30年以上やっているわけでしょう、

経営改善。できないわけですよ、現実的に。できないのは何かといったら、結局公務員によ

る公務員の経営だからできないのであって、これはやっぱり民間に委託してみるということ

が一つの選択肢でも私はあると思います。 

  それで、先日、福島県の三春町にお邪魔して、三春町立病院を見てまいりました。そこでは、

結局もともと県立病院だったものが、県が廃止を決定したと。ところが地域にちゃんとした

病院がないので三春町が受け皿となったと。ただ、三春町では病院経営のノウハウがないの

で、指定管理者制度で募集して、それで県内の大きな病院の方に応募していただいて、条件

としては繰入金がなしと。それと、町が負担して、施設は無償で譲渡します。このかわり、
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建て直しはちゃんと減価償却して建て直してくださいという、これは簡単な条件で、そうい

う条件でもって建設したと。それで、平成17年に建設しまして、84病床で建設が19億円で、

平均すると１病床当たり2,200万円でできています。ですから、これは民間の指定管理者を決

めて、それによって民間の、指定管理者制度を導入すると、そういうことが可能になったわ

けですね。これがやっぱり官でやるとなると高くなっちゃうんです。だから、そこのところ

も含めてぜひ検討していただきたいなと。 

  コンサルタント会社というのは、事業費を大きくすればするほど多分自分たちの取り分が大

きくなるので膨らませてくると思いますので、その辺はどういう契約になっているかわかり

ませんけれども、一般的にはそうです。ですから、そこのところを勘案してやっていただき

たいなと。 

  それと、先ほど土見議員の質問の中で市民力のアップというところもありまして、情報の共

有化ということもありました。この市立病院の建設については、市民の方は今のところまだ

全く蚊帳の外です。ですから、現在の市立病院の経営状況というものを市民の皆様にちゃん

と報告して、そしてこれからの市立病院のあり方というものを市民の皆様にお話しして、そ

れでやっぱり賛同を得るという、情報を共有するという作業も私は必要ではないのかなと。

ただ、ここで議案として議会に上がってきたから、はい、賛成です、反対ですということで

はないのではなかろうかなと思っているんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 荒井市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長兼医事課長（荒井敏明） そこは志賀議員のおっしゃるとおりだと思います。

やはり今回のお話は非常に大きくて大事な話になるかと思いますので、まず基礎調査の中間

報告というものと、それから当院の現状というものをつぶさにお示しした上でいろんな議論

を深めていくということは非常に大事だと理解いたしますので、そこはそのようにさせてい

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 多くの市民の方に説明に参加していただいて、理解をいただいて、赤字を

なくすような経営体、運営体系をつくっていただいて、少しでも将来の負担が少なくなるよ

うな努力をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それで、２つ目の質問に入っていきます。 
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  ９月定例会にて、私、瓦れき問題について再調査ということで市長にお伺いしましたが、残

念ながら今のところないというお話でした。それで、その後、10月26日ですか、市民の方が

この件に対して住民監査請求を提出されましたので、改めてまたこの場で再調査の意向をち

ょっと市長にお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか、市長。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ９月のときにも同様のご答弁をさせていただきましたので、同じ答弁とな

りますことをお許しをいただきたいと思います。 

  本市と災害復旧連絡協議会の関係でありますが、契約上は発注者と受注者であります。基本

的には対等の立場で信義則に基づき、業務を進めていただいたということは、これまでの議

会の中でもご説明をさせていただきました。東日本大震災からの復旧復興にこういった関係

者の方々に大変なご努力をいただいたことに改めて感謝を申し上げるところであります。し

たがいまして、仕様書に定めた書類が提出をされていないとすれば、それは当然行政として

提出を求めるべきでありますが、その範囲を超えるものについては、基本的には行政の権限

ではないというふうな理解であります。一方、議会におかれましては、100条委員会の調査権

をもって当局を超える資料の提出を求め、調査が行われたところでありますし、告発後、警

察当局ではこの100条委員会が求めた資料に加え、本市からも提出資料でありますとか、意見

の聴取による捜査が行われたところであります。こういった警察当局の捜査を踏まえて、検

察庁が不起訴という判断を下されたわけでありますので、こういったことを踏まえまして、

再調査が必要であるという状況ではないというふうな認識をいたしているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 今ちょっと市長のお言葉の中で、範囲を越えたということでありますが、

この範囲を超えるとは何の範囲を、どのような範囲を超えるのか説明願います。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 受注者が受託をした工事を進める上で、塩竈市に提出すべき書類というも

のは決まっております。そういったものについては提出をいただいております。100条委員会

の中では、我々が提出を求めている資料の範囲を超えて資料の提出をいただいたものと思っ

ておりますが、そういったことについては、行政側としてはそこまでの権限は有していない
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ということで、今のような表現をとらせていただいたところでございます。よろしくお願い

いたします。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 決められたということですけれども、例えば、作業現場の労働者の作業員

の写真、これなんか当然、普通建設業界では当たり前のように決められたことだと思います

が、塩竈市の場合は今回は一切これを出されていないわけですね。それに対してどうなんで

すか、市長。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 一切出されていないということでは私は理解をしておりません。ただ、資

料が、写真がなかったものもあったということは了知をいたしております。そういったこと

につきましては、ご家族のご意見等もお伺いをしながら、今まで確認作業を進めてまいった

ということだと理解をいたしているところであります。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 残念ながら作業の写真は一切出てきていません。それは市長、ご存じでし

ょう。まあ、いいです、これは。ないということをお伝えしておきます。 

  それと、今回の住民監査請求の中で、いろいろ私が何回もこの場で、作業員、運転手、軽作

業員がいない月の請求書がいっぱいありますと。今回３億一千何がしかのお金がありますと。

請求がありますと。こういう事実を住民監査請求で出されているわけですけれども、これに

対しても、連絡協議会から出てきた書類が正しいから、それを超えて調査しなくてもいいん

だというお考えなんでしょうか。 

  それと、協議会から出てきていた請求書の中身で、重機の部分で、運転者と重機というのは

同じ数でなければいけないということだと思いますが、この辺については、市長、どう判断

されますか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） まず、瓦れき処理につきましては、１つは民民の訴訟がございましたが、

原告の訴えが棄却されたようであります。その一方で、損害賠償請求事件として住民訴訟が

提起をされておりますが、今年３月に行われました仙台地裁による判決では、「原告の訴え

を却下する」との判断が示されております。また、１審判決後、原告側が高等裁判所へ控訴
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いたしておりましたが、去る11月７日に判決が言い渡され、１審同様に「本件控訴を棄却す

る」との判断が示されました。しかし、控訴人におきましては、２審判決の全部を不服とし

て上告及び上告受理申請申し立てを提出をいたしておりますので、今なお控訴中ということ

で認識をいたしておるところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 私の問いに対して答えるように言っていただけませんか。答えが出ていな

いですものね。重機の違い、重機とオペレーター人数の違いは、違っていいんですか。同数

なんですかと私、聞いているんです。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今手元にそういった資料を一切持たないで私、答弁しなければならない立

場になっているわけでありますが、そういった中でのご答弁を申し上げさせていただければ、

特別委員会の中で、議会から資料請求があったものついてはかなりの数量を提出をさせてい

ただき、その内容等についても議論させていただいたと記憶をいたしているところでござい

ます。先ほど来、警察ご当局初め、裁判所にも同様の資料を提出をいたしておりますので、

よろしくご理解をお願い申し上げたいと思います。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） ちょっと質問をかえさせていただきます。 

  市長は、今回の住民監査請求の内容をごらんになっていますか。ごらんになっていませんか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 私も訴状初め、目を通させていただいております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 訴状にそのことがちゃんと詳しく書いてあるんですが、それで、結果とし

て重機の数が４カ月間で約1,300台近くオペレーターより多いと。そういうことが当たり前な

んですか、当たり前じゃないんですかとお聞きしているわけです。それがまず土木のプロで

すもの、わかるでしょう。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 繰り返しになりますが、特別委員会、100条委員会を通じて、そういった
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さまざまな資料を議会に提出をさせていただいております。私どもは提出した資料が正しいも

のと思って提出をさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 本当に不誠実ですね。人の問いに対して答えないですよね、いつも。都合

が悪くなるとそういう答えばっかりされますよね。どこが公明正大をモットーとされているん

ですか。おかしいじゃないですか。だって、わかることでしょう。環境課の担当者は、重機と

オペレーターの数が一緒ですと。一緒でなければいけませんと言っているわけです。これは誰

が考えても一緒なわけです。重機が動いていないのに重機の請求が来たらおかしいです。当然

担当者はこのおかしさをわかっていたはずなんです。 

  それと、７月１日から16日まで、これもたびたび言います。これも作業者がいないのに請求

だけが協議会から上がってきている。だから、再調査してみたらいかがですかと私は言ってい

るわけです。 

  それで、たまたま今回質問するに当たって、調査特別委員会の議事録をずっともう一回読み

直してみました。そうしましたら、平成25年６月10日の第３回調査特別委員会の中で、当時新

任の環境課長は特別委員会でこのような発言をしました。「浦戸諸島の瓦れき処理清掃業務は、

平成23年７月５日に業務を委託している。」と。ということは連絡協議会から１日から請求が

上がってきてはおかしいはずなんですね。それが堂々と７月１日から請求書が上がってきてい

る。それで東北重機工事さんはこの業務委託を受けて、翌々日の７月７日に段取りのために世

話役を含む男性４人と女性１名を浦戸に派遣しているわけです。こういうつじつまが合わない

ことが現実にあるわけですから調査しませんかと私は言っているわけです。それをなぜできな

いのか。それから重機だって明らかに違うわけですし、それと家屋解体でこれも交通船という

ものがずっと年間通して680隻計上されています。だけれども、浦戸での仕事というのは瓦れ

き収集運搬作業と危険家屋解体作業と一時仮置き場の作業が、連絡協議会の資料を見ますと全

部同時に一緒くたに行われていたと。全然分かれていませんでした。そうすると、家屋解体の

ためにいちいち交通船を使うなんてことは状況的にあり得ない。そしてまた、市営汽船がもう

通っているわけですから、市営汽船に乗っていけば間に合うこと。それと、一般管理費が20％

ある。通常は、土木工事というのはその現場まで通うのにはそれは一般管理費の中で私は賄う

というのが通例ではないかなと思います。そういう違う事実がはっきりしているにもかかわら
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ず、地方検察庁が100条委員会なりを却下したからいいんだということでは私はないと思いま

す。こういう違いをちゃんと塩竈市としてどういう違いが出たのかということをちゃんと精査

して、やはり３億1,000万円の違いがあるわけですから、調べて違っていたらそれを返してい

ただくと。それと家屋解体についてもこれは時効で却下されましたけれども、これも明らかに

１億2,000万円、二重請求しているわけです。そういうことも含めてしっかりと私は調査して

いただきたいなと思うわけですけれども、いかがでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 繰り返しになりますが、私どもからは特別委員会、あるいは100条委員会

に対して議員の皆様方からご要請があった資料については、行政として作成できるものは全て

作成をして提出をさせていただいたということであります。したがいまして、その資料は正し

いものだと我々は認識をいたしております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 重機の違いは協議会の請求書を見てもらえばわかることですから、それを

ちゃんと見てください、市長。それと、それだけかたくなに拒まれると、私は結局は連絡協議

会を元請にしたということが、やっぱりこの元請するという考えは前もお聞きしましたが、ど

なたが考えたんですかということを市長もいつも答えが出てこないんですが、やっぱり佐藤市

長以外いないんじゃないのかなと思うわけですけれども、違いますか。お考えじゃないですか、

佐藤市長。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） このことについても特別委員会の中で私、ご説明させていただいたと思っ

ております。津波警報が解除になってから直ちに職員を同行して、自分では警戒作業というつ

もりでありました。まちの中にある夾雑物、あるいは車両等をできるだけ移動させて、支援物

資でありますとか、瓦れき類の撤去のための車を入れるような取り組みをしなければならない

ということで、職員10名ぐらいと現場に行ったということをお話しさせていただいたはずであ

ります。ただ、残念ながら職員の力では車は全く動かせなかったということを踏まえて、副市

長にこういった状況なので災害防止協力会、当時はそういった組織でありました。そういった

方々にぜひ現場の片付けとか、あるいは道路の警戒作業をやっていただきたいということを早

速連絡をしていただきたい。これは災害防止協力会とは既に協定を結んでいるわけであります。
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一旦そういったことが発生した場合には、直ちにそういった行動に入っていただくということ

について協定を結んでいたものでありますから、そういったことをお願いしました。そういっ

た話をしたところ、建設業協会と災害防止協力会と２つの組織があったわけでありますが、そ

れを一本化して今回の大災害に対応したいというお話があり、それを受けてこのような組織を

立ち上げたということであったかと思いますが、なお、詳しくは副市長からご説明いたさせま

す。 

○副議長（伊藤博章） いいんですか、答弁。 （聴取不能） いや、答弁をもらったら、せっ

かくだもの。だって時間が少なくなるわけではないもの。 

  では、内形副市長。 

○副市長（内形繁夫） 今志賀議員からなぜこの団体にお願いしたのかと、誰が決めたんだとい

うことでご質問がございまして、市長が今お答えしました。そのとおりであります。 

  私は市長の指示を受けて、まずそういったような団体にすぐさま瓦れきの撤去をお願いした

いということでお願いに歩きました。当時車も動けない状態で、道路なんかを歩きながら代表

の方のところにお願いをしていきました。また一方、すぐさま中央から大手のそれぞれの業者

の方々が私どもに来ました。ぜひ手伝わせてくれと。いや、地元にはこういったような組織が

あります、団体がありますので、それはお断り申し上げますと。まずはその様子を見た上で改

めてご相談をさせていただきたいということで、多くの企業のお断りをさせていただきました。 

  以上であります。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） わかりました。 

  ただ、私が不審に思っているのは、私は５月初めに東華さんに２度ほどお邪魔しています。

そのときに経緯はお聞きしています。２つの組合が一本化したと。それはどこまでも連絡業務

の一本化を目的に一本化しましたと。それで、問題が起きないように事務局も３人用意しまし

た。ところが残念ながら問題が起きたわけですね。そのことはお聞きしています。ただ、連絡

協議会を元請としたことは、そのとき話はいただいていません。当然５月20日前ですから。そ

れで、塩竈市内、家屋解体件数1,982件。浦戸の102件を含めて1,982件。そのほかに寄せ集め

が72件と。本土分が、ですから1,882件、浦戸が174件、そのほかに流出したと称する家が58件

でありました。この本土の、例えば、家屋解体を一件一件やった業者と契約しているわけです。

なぜあえて協議会にまとめて出さなければいけなかったのか。それで、もっと言えば浦戸が東
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華さんと東北重機さんが分けて仕事をやっているんです。２社と直接契約すれば何も問題ない

ものを何であえて協議会に発注したのかなと。その結果、４億5,000万円に上る裏金といった

ら悪いですけれども、不当な利益を得るようなものが、私が調べた結果、資料としてでき上が

ってきていると。これはちょっとおかしいなという疑問があるわけです。 

  そこで、これをちゃんとはっきりさせるために、ちゃんと再調査しましょうと私は呼びかけ

ているわけです。それが、いや、警察でこうやったから、事件がそうやったからもういいんだ

ということになると、やっぱり私からすると市長がそういう音頭を取ったから、みずからそう

いうお願いした方が罪をかぶるようなことになってはできないから、かばってずっとそうやっ

て調査しないとおっしゃっているのかなとしか考えられないわけです。やっぱりそういうご自

分のあれをかたくなに何か拒むんですね。何で調査すると一言言えないんですかね。そうすれ

ば、一緒にやりましょうと言って、資料なら私、いっぱい持っていますので、調査できるわけ

です。そして、その疑問を晴らしてもらいたいわけです。 

  私は調査特別委員会の委員長として、そして100条委員会の委員長としてやってまいりまし

た、この事件の解明に。やっぱり市民の方から説明責任を求められるわけです。どうなってい

るのやと。私としては、いや、ノープロブレムだとは言えないわけです。「うん」じゃないん

です。言えないんです。だから、そこのところを市長にお願いしているわけです。市長が踏み

切らないので、やむなく結局は住民監査請求という手段を市民の方の力をお借りしてやったわ

けですけれども、そのことによって多分時効が中段してくるんだと思いますが、市長がどこま

でもこの件に対して調査をしないと言い張るのであれば、それはそれで結構です。あとは裁判

の場で争っていく以外ないわけですから。なぜそこまで協議会の方をかばおうとするのか私に

は理解できないわけです。これだけはっきりした事実を提示されていながら、それも協議会の

請求書の明細にそこからそういう違いが出てきているということを指摘しているんです。作業

員を使っていないのに請求書が上がっていますということを言っているわけです。それについ

ては資料を見ていないからわからないとおっしゃるんですが、だったら見える場をつくってみ

たらいかがですか。それができないんですか。もう一回お伺いします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 今議員から申し立てをいただいた件についても特別委員会等で、例えば日

報まで全て出しておりますよね。日報まで全部出させていただいておりますので、そういった

ものに基づいて我々も数量等についてはチェックをさせていただき、発注内容と合致をしてい
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るということで処理をさせていただいたということを今申し上げているつもりでありまして、

私が特別、個別個々の企業をかばうとかなんとかということは一切ございませんので、そうい

った発言はできればご容赦をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 日報というのは連絡協議会の請求をまとめた日報であって、下請企業の日

報は出されていません。特別委員会では下請企業に日報の提出を求めました。だけれども、市

長は……。 

○副議長（伊藤博章） 静粛にしてください。 

○10番（志賀勝利） 市長はそのとき、信頼関係のもとに下請業者の日報等はチェックしていな

いんだと、チェックしないで払ったんだということをおっしゃっているわけです。だから、例

えば環境課の担当者は、私と菊地議員で東北重機の日報をもとに７月１日から15日のやつをこ

れはおかしいんじゃないのと言ったら彼は黙ってしまいました。それで、彼がそのときに言っ

た言葉は、「こんな仕事、やりたくなかった」と。「誰もやらなかったからやったんだ」と涙

目で訴えていました。「こんな仕事、やりたくなかった」というのはどういう意味なんでしょ

うか。そういうところをやはり明らかにするためにやっぱりちゃんと再調査していただきたい

なと私は思います。そこでちゃんと何もなかったんだということがはっきりすれば、それはそ

れでいいことですから。連絡協議会の方に信頼関係があるんですから、市長、ちゃんと協力し

てもらってください。それを提出させるあれは塩竈市では持っていないんだと言っていないで。

そこが一番問題なんですから。そこのところをやってください、市長。お願いします。 

○副議長（伊藤博章） 答弁、求めますか。（「お願いしてもだめですから」の声あり）やるか

やらないかの答弁でいいですね。佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 先ほど来、同じことをご説明させていただいております。我々が出した資

料をご理解をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 資料、今何とおっしゃったんですか。もう一回、済みません。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 特別委員会であり、それから100条委員会に私どもが、きょうは本当はこ
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こに持ってきたかったんですが、膨大な資料をつくっておりますよね。つくって出しておりま

すよね。何でしたら今度持ってきてここに積みますから。これだけの資料を出させていただい

たということをぜひご理解をいただきたいと思います。市民の方々にもごらんいただきたいと

思います。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） この場でしゃべったってらちが明かないですよ。ちゃんと担当者突き合わ

せて書類を引っ張り出して全部説明しないと、市長。だって、大体、重機の運転手と使った重

機が違うんですということに対したって答えないとおかしいでしょう。それすらおかしいじゃ

ないですか。土木のプロですよね。土木工事で重機とオペレーターの数が違うんですか、請求

をするのに。それで請求書が成り立つんですかということを私、お聞きしているんです。それ

が資料を見ないとわからないと、そんなばかなことはないです。ただ、一般常識的に、使った

重機とオペレーターは数が一緒だと、でなければだめだという判断をするだけですから。違い

ますか。その判断もできないんですか、市長。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 先ほど来、申し上げておりますとおり、個別個々の事案についてはここの

この部分という話になるのかと思っておりますが、先ほども志賀議員から職員が涙を流してと

いうふうなお話をいただきましたが、これだけ東日本大震災という厳しい中で職員はできる限

りの努力をしてきたと私は思っております。本当に大変辛い仕事であったと思っております。

涙を流す理由もわかります、それは。わかります。そういった努力を重ねてきて、なおかつ今

回提起いただきました特別委員会なり100条委員会について、それだけ膨大な資料を使わせて

いただいて提出をさせていただいたと。したがいまして、その内容が私は正しいということを

申し上げているわけでありまして、個別個々のお話であれば、それはどこのここという話なん

だと思いますが、全てそこまで私が把握するというのはなかなか難しいかと思います。それは

今後努力はさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 彼が言ったのは、不正なことをやりたくないと言ったんです。そういう意

味合いで言ったんです。そんな仕事のあれじゃないです。だって現実に（「一方的な話だ」の

声あり）一方的な話じゃない。架空請求が２週間あるわけです。その事実を突きつけているん
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です。（「一方的だ」の声あり）一方的じゃない。だからそれを調べましょうと言っているの

になぜ拒むんですか。一緒に調べましょうと言えばいいじゃないですか。拒むというのは怖い

からでしょう。怖くなかったらやってください。 

  それと、何かにつけてそういう、先ほど混乱したなんだ、きわみはなんだとおっしゃいます

けれども、塩竈市はこの沿岸部で一番で被害が軽かったんです。ほかの市町村はちゃんとやっ

ています。それで、塩竈市の瓦れき処理は、沿岸部で一番トン当たり経費がかかっています。

東松島市の３倍かかっています。お隣の多賀城市の1.5倍かかっています。そういう事実もあ

るわけです。説明になっていないです。だから、一緒にやりましょうと言っているんですから。

決断してください。 

○副議長（伊藤博章） 答弁求めますか。答弁どうしますか。（「決断しないという答え」の声

あり） 

  内形副市長。 

○副市長（内形繁夫） 我々出している資料の正当性につきましては、再三にわたって市長が答

弁しておるとおりであります。ただ、一言、私は言います。我々の職員が不正なんてこれたり

ともやりませんからね。それだけは議員、わかってください。今この議場で、不正をやってい

ると今言いましたので、本当にその根拠を示してください。我々、本当にそういうことをやる

とみんな職員はもう頑張れなくなります。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 以上で、志賀勝利議員の一般質問は終了いたしました。 

  ４番西村勝男議員。 

○４番（西村勝男）（登壇） 平成30年12月定例会最後の一般質問者となりましたオール塩竈の

会、西村勝男でございます。一般質問の機会を与えていただきました議員各位に感謝申し上げ

ます。 

  今定例会の質問に骨子は、人口減少に伴う歳入歳出規模の縮小に対していかに持続可能な行

政サービスを行い、塩竈市の発展に向けたコスト削減ができるかを中心に質問をさせていただ

きます。 

  初めに、自治体クラウド導入について質問いたします。 

  国は、各自治体の業務の効率化と経費削減、またセキュリティーの向上等を念頭に自治体ク

ラウド導入を推進しております。平成29年４月の時点で、全国自治体の約55％が導入しており
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ます。またシステムの変更に対し、財政措置などを設け、積極的に支援を行ってまいっており

ます。また宮城県も自治体クラウドの導入に係る支援を行っており、平成30年10月に富谷市と

村田町の自治体クラウド導入を両自治体の間で税や福祉の15業務に対して合意形成がなされ、

県内初の自治体クラウド導入が決定されました。そこで、お伺いします。 

  塩竈市として自治体クラウドへの取り組みについてどのようにお考えになっているのか、お

伺いいたします。 

  また、公共施設コストについてから歴史的風致維持向上計画、行政窓口の対応については、

自席から質問をさせていただきますので、ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） ただいま西村議員から自治体クラウドというご質問でありました。 

  クラウドという言葉がなかなか理解しにくいと思いますので、私から若干説明させていただ

きます。例えば、住民基本台帳や税務、福祉などの自治体の情報システムやデータを外部のデ

ータセンターにおいて管理、運用し、複数の自治体で共同利用する仕組みであるということで

はないかと思っております。自治体クラウドを導入するメリットといたしましては、サーバー

等の運用やソフトの改修等にかかるコストの低減がまず第一であります。それから、集中監視

による情報セキュリティーレベルの向上、さらに災害時に庁舎が、例えば、被災をいたしまし

ても業務継続が可能であること、また、参加団体間で業務が共通化、標準化されることなど等

がメリットとして挙げられるかと思っております。 

  本市の取り組みについてというご質問をいただきました。 

  昨日のご説明でもご答弁を申し上げましたが、実は二市三町でこの自治体クラウドを共有し

ようというような提案をさせていただいたところでございましたが、なかなか更新時期がずれ

てきているということで、残念ながら二市三町としての導入ということには至りませんでした。 

  本市としての取り組みの基本的な考え方でありますが、現行システムの更新時期など、共同

利用する他の自治体とのマッチングがまず大切なことではないのかなと思っております。そう

いったことから、今後に向けた大きな課題であるという認識はいたしております。 

  そういった中、議員からも宮城県におきまして富谷市と、それから村田町で初めて共同で運

用を開始したということのようであります。平成30年から平成35年までの期間となっているよ

うでありますが、現行の同様の構築費用でありますと３億125万円ぐらいでありますものが、

共同で取り組みますと２億6,596万円、3,530万円ぐらい節減できる、約11.7％であります。こ
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ういったこともお伺いをいたしました。今後本市といたしましても他の自治体との連携により

ましてクラウドの導入等につきましても積極的に検討させていただきたいと思っております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） ご答弁ありがとうございます。 

  先ほど、今のお話でも３億数千万円というお話が出ましたけれども、実際に塩竈市で業務委

託している会社に対して、全体で３億幾らでよろしいでしょうか。ちょっと確実な数字をお願

いします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 平成30年度に住民情報システム委託料として払っております件数が７件ご

ざいます。この７件の今年度の金額が、約１億円であります。先ほど、村田町、富谷市の場合

は５カ年ということでありますので、塩竈市としても５年契約となれば５億円ぐらいの仕様に

なるものと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 西村議員。 

○４番（西村勝男） １億数千万円というお話が出ましたけれども、この前、契約の書類を見て、

各課の担当部分を計算しましたら３億円を超すような形での業務委託がされていると感じたん

ですが、その辺は財政課でどうなんでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 末永財政課長。 

○市民総務部財政課長（末永量太） 私からお答えいたします。 

  今市長が答弁を申し上げたとおり、まず対象となるのが住民情報システム関係で、合計１億

円で金額を見ております。恐らく議員が計算されたのは担当課での複数年契約の分を足され

ているか、あとはもしかするとクラウドの対象外のシステム分も、失礼でございますが拾っ

ている可能性はあるのかなと思います。我々としては、自治体クラウドを導入する場合には

どの部分の範囲までのシステムが必要かという部分を拾いまして、それで先ほどの１億円と

いう形になっております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 西村議員。 

○４番（西村勝男） わかりました。 
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  ただ、１億円であっても共同でグループで割り勘でそれを維持管理するとなると15％から多

いところで35％、事例を見ますと45％ぐらい削減できるというお話でしたので、今後これか

ら1,000万円、2,000万円、3,000万円、多くて4,000万円ぐらい削減できるとすれば今後30年

間の公共施設整備計画の中で大分お金がかかるとなればやっぱりコストカットというものは

近々に迫られた課題だと思います。ですから、早めに導入については検討していただければ

と思います。 

  最終的にいろんな書物の中で統計を見ていましたら、自治体クラウド導入の目標は、塩竈市

は平成36年ということが記載されていた冊子がありました。ただ、実際はそれではこれから

６年になりますと4,000万円ぐらい削減できたとすれば、3,000万円ですか。例えば１億8,000

万円ぐらい無駄になるという可能性もありますので、最終的にいつごろまで導入に向けて対

処していくのか、その辺、お考えを示してください。 

○副議長（伊藤博章） 末永財政課長。 

○市民総務部財政課長（末永量太） お答えいたします。 

  まず、クラウドをする対象の住民情報システム関係でございます。今の契約が５年間の契約

で、平成34年度までということになります。ということは単純に今の契約が終了して自治体ク

ラウドに移行するとしたら平成35年度からということになります。これは自治体クラウドを導

入するに当たっての一つのまず大きなハードルが何かといいますと、やはり他の自治体とのマ

ッチングでございます。他の自治体とまず同じタイミングにできるかどうか。あとは同じシス

テムとして導入できるかどうか。このマッチングが合致することによってまず実現するという

のが事実でございます。 

  あともう一つ考え方として、例えば現在の契約を途中で打ち切ってどこかの自治体とやりま

しょうという考えもあるかと思います。これはコスト比較をして、どっちが得か損か、損益勘

定分岐点は多分あると思います。損益分岐点があると思いますので、その部分を勘案しながら

検討しなければいけないとは思っております。繰り返しになりますが、素直にまず今の契約状

況から見ますと、平成35年度からの導入がまずは今現実的かなとは考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） ありがとうございます。 
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  ただ、行政事業の中でできるもの、できないものがあると言いましたが、どうしてもこうい

う電算システム並びにハードの面、ソフトの面でこれからコスト削減に向けて安くしていくと

いう努力は今後されていくのか。今回自治体クラウドに加入する分が１億数千万円と言いまし

たけれども、そのほかに２億円ぐらいの事務手続、委託する分がありますが、それに対してこ

のコストカットといいますか、安くする工夫というのはあるのかどうか、ちょっとお伺いしま

す。 

○副議長（伊藤博章） 末永財政課長。 

○市民総務部財政課長（末永量太） お答えいたします。 

  まず、各種業務システム委託というのは非常に高額です。基本的に億単位の契約ばかりです。

財政担当としても頭を痛めています。基本的に今言った住民情報システム関係ですと、やはり

自治体クラウドの導入というのは非常に有効な手段かと捉えております。先ほど申しましたと

おり、２団体が組み合わさることによって10％程度の削減効果が出た。あとは総務省の通知で

もって大体３割程度も効果が出るんじゃないかという言い方もしています。これは２団体だけ

じゃなくて、例えば、複数、３団体とか４団体とか、複数団体をクラウドすることによるかと

思います。 

  一方で、他の自治体クラウドの対象とならないシステム費についてのコストカットの方法で

ございますけれども、正直言ってなかなか難しいです。何といいますか、システムというのは、

議員もご承知かと思いますけれども、一度入れることによってやはりそのデータの扱いという

のは、どうしてもその業者のデータになってしまうんです。所有権は我々だとしてもほかの業

者にかえるときには、このデータをそのまま使うためにはお金がかかるというふうな、そうい

ったあれもあります。本当にこのシステム導入に関しては、導入する段階で例えば競争性をい

かに働かせて安くするかとか、もしくはシステムをもっとシンプル化して導入するかとか、最

初の導入段階にかかっているのかなというのは常々考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） わかりました。 

  ただ、国でも二市三町、５市町がまとまれば2,000万円ぐらいの補助が出ると。５市町まと

まらない部分については1,000万円しか補助が出ないというような事例もあるようでございま

す。今即これから１年でも２年でも早く活性するために、富谷市も含めて、やっていることに
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対してのアプローチも一つ必要ではないかと思いますが、その辺についてはどうお考えですか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 担当課長から再三ご説明させていただておりますが、途中解約となります

とさらに大きな費用を負担しなければならないということになってしまうわけであります。し

たがいまして、本来であれば同時期にスタートする自治体同士がクラウドを組むということで

あれば一番効果が発現しやすいんだと思いますが、途中から入るというのはなかなか難しいと

いうことを我々も勉強させられたところであります。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） わかりました。 

  できれば、大分大きな金額です。３億数千万円ぐらいの業務委託をしている部分であります

ので、極力下げる工夫をしていかないと、民間事業者に対するいろんな契約の方法を見ますと

必ず前年度比５％削減された中での値段を価格設定されたから、いろんな契約に向って進んで

いるというような形も出ています。しかし、これだけは下げられないと。もう悪し可しもう押

さえられてハード面での部分、機械の部分でのメンテナンスも含めて押さえられているという

ことは今後市政を圧迫する一つの原因になる可能性もありますので、その辺、努力していただ

ければ幸いですので、よろしくお願いします。 

  それでは、次の質問に移ります。公共施設のコストについてお伺いします。 

  私は、塩竈市公共施設白書並びに再開発計画の素案の中で見た中でちょっと感じたことの一

つとして質問させていただきます。 

  １から６ですが、１から３につきましてはフルコスト、ネットコストの一番高い順というこ

とで表が出ていました。その中で公共施設を今後30年間で面積約24％縮減という計算がされて

おります。また、平成27年から今後30年間の更新費用の総額が1,033億5,000万円、年間で34億

5,000万円という数字も出ております。過去５年間の施設整備費が平均15億7,000万円とも記載

されておりまして、その差が２倍ぐらいこれからかかってくるという中で、いかにこれから行

政事務の中で、また施設運営の中でコスト削減しなければならないのかということで、その中

で今回の質問を考えてみました。ただ、現在、塩竈市公共施設再配置計画審議会が12名の方々

で３回開催されております。私も何回か見させていただきました。その中で感じたことは、従

来の考え方にとらわれず、変えるということだと思っています。また、そういう工夫により、
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資産を最大限に生かす工夫を今考えられているのかなと。ただ、きょういろいろ議会の中で出

てきましたように、資産の状況をどう市民にお知らせして、例えば年間で15億円から16億円こ

れから30年必要になってくるという試算が出されておりますが、それにどう寄り添ってやって

いくのかということだと思っております。そこで、最初に塩竈市清掃工場、伊保石リサイクル

センターに２億8,390万円というコストがかかっております。昨日の答弁でも、また前回の議

会でも、補修工事を行い、延命化に努めるということでしたけれども、この２つの施設は耐震

化未実施でありますが、今後の予定のコストは今までの中で含まれているのか、また、予定が

ありましたら教えてください。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） お答えさせていただきます。 

  耐震化が未実施となっております清掃工場、それから伊保石のリサイクルセンター、こちら

の今後の予定コストということでございます。前段としまして、耐震化という部分につきまし

ては、本市が公共施設の防災上重要な施設、あるは多数の市民の方々が利用する施設、こうい

ったところの耐震化を優先的に進めているという状況にございます。お尋ねいただきました清

掃工場につきましては、平成23年度に東日本大震災による被害災害復旧工事、これを実施して

おりますが、耐震化そのものは未実施で現在に至っているところでございます。また、伊保石

のリサイクルセンターについては、昭和40年度の建設ということで、既に建物自体、耐用年数

を経過したということがございまして、耐震化を図るというよりは、本来であれば、建てかえ

が必要な施設と考えております。 

  今後という部分につきましては、ごみ処理につきましては昨日の答弁でもお答えさせていた

だいておりますが、宮城東部衛生処理組合の参画というのを進めてまいりたいと考えておりま

して、現在一市三町と事務レベルでの話し合いを行わせていただいております。したがいまし

て、ご質問にありました両施設につきましては、今後耐震化や建てかえなどの大きな費用をか

けずに維持をしてまいりたいと考えております。修繕などの維持管理等に大きな変化がない場

合には、塩竈市の公共施設白書に記載をしておりますコストとほぼ同程度の水準で推移をして

いくものと見ておるところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 西村議員。 

○４番（西村勝男） 清掃工場なり、また別の施設についてもそういう話でということで、維持
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管理をしながら施設運営をしていくということがわかりました。ただ、今回中倉処分場もこ

こ３年ぐらいで満杯といいますか、全て埋まってしまします。新たな予定地と、そういう部

分でのコストの部分ではどうお考えになっているのか、お知らせください。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 中倉埋立処分場についてのご質問でございます。 

  ご案内のとおり、中倉埋立処分場は、現在利府町の行政区域の中に土地を持って処分してお

ります。今議員からありましたが、今の計算では今後５年ぐらいということで試算をしている

ところでございます。今後新たな予定地ということになりますと、やはり塩竈市内で見ますと

なかなかその土地の確保というのは現実的に難しいかと思いますので、こちらにつきましても

宮城東部衛生処理組合への参画というのを今目指して話を進めているところでございます。そ

の際のコストにつきましては、今後の協議の中で明らかになってくるものではないかと考えて

おるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） 昨日のお話の中でもいろいろ出ていましたけれども、最終的にいつまでに

宮城東部衛生処理組合への参画を目標にされているのかだけ、ちょっと再確認させていただき

ます。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） いつまでに具体的にというのは、相手があることでございますの

でちょっと非常に難しいところでございますが、私どもとしては本当にできるだけ早くという

ことでご協議をさせていただければと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） 相手のあることですのでなかなか難しいのはよくわかりました。 

  では、ごみ処理のコストを削減するために市民の方々にさまざまな協力をいただいている自

治体があります。コンポストを使って生ごみの量を減らして、全体でも減らすと。リサイクル

に充てるとかという部分がありますけれども、このコスト削減のためにごみの減量化の対策に

ついてはどのように進めているのか、ちょっとお知らせください。 

○副議長（伊藤博章） 木村環境課長。 

○産業環境部次長兼環境課長（木村雅之） まず、ごみの減量化、それからリサイクルというこ
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とで、将来に向けて考えていることはということでございますけれども、実際に仙台市などで

は、家庭で切られた庭木の枝、それから幹などを収集してボイラー燃料にしていきたいという

ような取り組みをことし９月から開始されているような状況が、新聞で報道されておりました。

本市におきましても、例えば庭木の枝や幹を粉砕してボイラー燃料にするのか、あるいは肥料

化にしていくのか、方法はいろいろと考えられるかもしれませんが、その辺について検討して

みる必要はあると考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） わかりました。 

  ただ、塩竈市としての施策はないということでよろしいんですか。つまり、コンポストなり

生ごみの処理をしながら、国のごみの減量化に向って何か考えているということがありました

らということで、質問させていただきました。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤産業環境部長。 

○産業環境部長（佐藤俊幸） 記憶の中ですので、明確にいつかというのはちょっと申し上げら

れないんですが、過去にコンポスト化をするということで、生ごみのコンポスト化に対する補

助というのを実施していた時期がございました。ただ、なかなか当時は本当にごみを燃やすと

いうことについての量を全体的に減らさなくてはいけないということで、肥料化に努めていた

だいたんですが、その需要というのが当時少し少なくなってきたということで、終了させてい

ただいた経過はあるかと思います。今、やはり一番取り組むというのは、分別にしましてもま

だまだ100％ではないというところもありますので、そういったところをまず取り組ませてい

ただきながら、今担当次長から申し上げましたような取り組みについても検討させていただけ

ればと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） わかりました。 

  どうしてもごみの分別についても大分違法行為といいますか、ちょっと常識をはずれたもの

が出てきている部分がありまして、回収業者の方が置いていくと、回収しないでいくというこ

とも結構起きています。やはり今後とも市民に対するそういう意識の高揚に向けてのＰＲをも

っと徹底されて、ごみの減量化、少なくするための努力をしていただければ幸いですので、よ
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ろしくお願いします。 

  次に、②塩竈市保健センターについて。 

  これは余り皆さんはこれにはこだわって何も質疑はされることはないと思いますけれども、

フルコストして１億6,083万円、市民の生涯にわたる健康づくりの拠点としてデイサービスと

健康づくりの活動の場を提供、母子保健事業、予防接種、住民健康診断、健康教室、保健相談、

栄養指導等を行うということでの保健センターの位置づけですが、事業運営費として、人件費

なんですけれども、１億5,279万7,000円ほどかかっておりますが、その内訳について、もし説

明できれば、よろしくお願いします。 

○副議長（伊藤博章） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 事業運営費１億5,279万7,000円の内訳でございますが、職員人件

費の9,581万1,771円が一番多く、事業運営費の62.7％を占めております。それから、次いで多

いのが各種健康診断、健診に係る委託料になっておりまして、4,939万5,279円で、これが

32.3％を占めておりまして、大きな部分が今申し上げたところでございます。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） 西村議員。 

○４番（西村勝男） ありがとうございます。 

  なかなか表向き、保健センターでこれだけの事業費がかかっているというのが目に見えない

部分なので、質問させていただきました。ただ、利用者１人当たりのコストが２万円ぐらいか

かると。１人来場いただいていろいろな健診を受けた方々にかかるコストが２万円と。果たし

てこれが妥当なのかという部分を考えまして質問を細かく挙げておりました。ただ、今後この

ような保健センターについても外部委託、アウトソーシングはできないものなのか。それだけ

の雇用を365日ではないですが、280日ぐらい雇用しながら9,500万円ほどの人件費を確保して

いく部分は、ほかに委託はできないものかということで質問したいんですけれども、よろしく

お願いします。 

○副議長（伊藤博章） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） ご案内のように、保健センターは保健師を中心にして、それから

栄養士と専門職が配置されておりまして、本市の保健、市民の健康とそれから病気になる前の

予防、そういった任務を担っております。これまで取り組んでおります経費削減の手だてにつ

いては、さまざまなその職種について臨時で雇用できる方については雇用する、それからアウ
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トソーソングとかについても直営ではなくて医師会、歯科医師会へお願いをして利便を高めな

がら外出しをして、経費の削減に努めているということでございます。そういったことで財政

運営との整合を図りながら、全体で24％削減しなければならないという命題がございますので、

さまざまな手段を考えて、例えば、大きいまちですと福祉事業団みたいなところがそういった

ところを請け負っているというところもございますので、そういったことが今度二市三町とか

で広域化できないのかどうか、いろんなことは考えていかなければならないかなと考えておる

ところです。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） 新しいお答えをいただきまして、ありがとうございます。 

  なかなかこの保健センターについては当たり前にあり、当たり前にいろんな事業をされて、

ただ、コスト的にこんなにかかっていいのかと。１人の利用者に対して２万円ぐらいという金

額が出ていましたので、その辺も含めて、これからアウトソーシングに向けた対応をよろしく

お願いします。 

  それでは、次に移ります。 

  塩竈市民図書館について１億3,827万円ほど年間にかかっております。図書館法に伴い、行

政は住民に対して図書館サービスを行い、設置に努めると。また、他施設を統合を含むを可と

することもやっていただきたいと。または指定管理者制度の導入も検討課題であるということ

も書いてありました。前回、私も図書館について質問させていただきました。移動図書館は、

果たしてコスト的に見合うのかということも含めて今後考えていかなければならないのではな

いか。しかし需要があるから住民サービスは削ることはできないというお話がありましたが、

今回、公共施設の整備計画の中で、24％という枠の中でさまざまな問題が出てくると思います。

そこでお伺いします。前回、平成28年度の貸し出し状況は、環境の変化、他市町村との競合の

部分も含めて15％ほど減少しております。平成29年度の状況は、また今年度の状況についてお

知らせください。 

○副議長（伊藤博章） 阿部教育部長。 

○教育委員会教育部長（阿部光浩） お答えいたします。市民図書館の平成29年度の貸し出し数

の現状と今年度の状況についてお答えいたしたいと思います。 

  平成29年度の貸し出し者数は、４万4,722人で、前年度と比較して2.2％の減、また入館者数
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も７万7,405人で、前年度比14.1％の減となり、引き続き減少しております。やはり隣接市に

新たな複合型の図書館が開館したことなどが引き続き影響していると捉えております。しかし

ながら、今年度の４月から10月までの貸し出し者数は２万6,789人、前年度同期比としては

１％の増、入館者数にあっては５万2,068人、前年度同期比で16.5％増となっており、例年に

なく前年度を上回る状況となっております。これらの要因は、臨時開館の拡大ですとか、利用

者増に向けた新たな事業として新聞の読み方講座や中学生、高校生参加型のティーンズブック

リーダー事業、学校へ出向いての読み聞かせやブックトークなどの取り組みが図書館利用増に

つながってきているものと考えております。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） 平成28年度が15％、平成29年度も人数で14％減ってきていると。また、今

年度はふえてきている。ただ、前年度対比でふえているということは、下がった時点から上が

っても前年度に追いついていない部分も多々あると思います。やはり利用者の満足度を向上さ

せたり、また貸し出し冊数としては、貸し出しコスト１冊について、例えば、ほかのまちです

と少ないところでは１冊に対して500円ぐらいの貸し出しコストがかかると。例えば、高齢者

の方が来るんだったら、来て貸し出しを望むのでしたら100円バスのチケット２枚お渡しすれ

ばもっと安く済むんじゃないかと。動いていただくというような形で健康管理にもいいだろう

し、それはいいんです。ただ、こういうコストの面での感覚というものはおありなのか、また

指定管理者制度の導入についてはどうお考えなのか、ちょっとお伺いします。 

○副議長（伊藤博章） 阿部教育部長。 

○教育委員会教育部長（阿部光浩） お答えいたします。 

  １冊当たりの貸し出しコストですけれども、平成29年度の図書館費が１億177万6,470円、貸

し出し冊数は19万9,337冊でしたので１冊当たりの貸し出しコストは511円になっております。

貸し出し冊数の減少により、１冊当たりの貸し出しコストが年々高くなっておりますことから、

コストという観点からも来館者数や貸し出し冊数をふやす取り組みを行ってまいりたいと考え

ております。 

  また、指定管理のこともお聞きいただきました。これにつきましては、現在、教育委員会の

中に図書館のあるべき姿を検討する「あり方検討会」を設置いたしまして、図書館の管理運営

の方法なども含めて検討しております。その中で指定管理についても検討しているところです。 
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  以上です。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） わかりました。どうぞ早目早目の対応をし、なるべく次世代にきちっとし

た形でいいものを残していくということで、検討のほど、よろしくお願いします。 

  次に移ります。 

  塩竈市公立保育所について、維持費が３億9,047万4,000円という数字が出ております。その

中で、大分老朽化進んでおります。東部保育所が平成６年度に満期を迎えたと。香津町保育所

が平成８年、清水沢保育所は平成10年に耐用年数を含めてもう迎えているということで、今後

の施設更新計画についてどのようにお考えなのか、ちょっとお聞かせください。 

○副議長（伊藤博章） 阿部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（阿部徳和） 将来的な人口減少や少子化、それから来年10月から始まります幼

児教育保育の無償化の影響、また新たな認定こども園や小規模保育園などが開設をするという

ことを踏まえて、私立の保育施設も含めた市全体の保育需要と保育の提供量の調整というか、

マッチングを図らなければならないと考えております。このことから、今ご指摘いただきまし

た老朽化した保育所の建てかえや整備に関しましては、その規模や整備する場所、役割や運営

方法などを整理しながら、先ほどご質問ありました公共施設の再配置計画や次の子ども・子育

て支援事業計画を基本としながら公立保育所の再編とそのあり方を法定手続であります子ど

も・子育て会議に審議をいただきながら検討を進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） ありがとうございます。さまざまな条件整備をしながら、新たにつくって

いただくということで理解しました。 

  このコスト上位50のうちで清水沢保育所が１億円ちょっとの金額で維持管理をしていらっし

ゃるということでした。90名の保育士の要件の中で、１歳児、２歳児が結構多いということで、

これはかかるのかなということで納得しました。ただ、これも踏まえて今後の維持管理につい

てもやはり24％削減の中で、保育士さん、なかなかいないと病院の関係でも看護師さんもいな

いという部分もあったりしますけれども、午前と午後に雇用を分けて使う。つまり120万の運

用の中でそういうことも踏まえてこれからの雇用の人件費の削減に向けた考え方も含めて今後

検討していただければと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 
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  次に、市内小中学校の管理運営についてということでお伺いします。 

  全体で２億6,460万円の経費がかかっております。学習指導要領の改定の中で、学校教育を

通じ、よりより社会をつくる目標を共有し、社会と連携・協働しながら、未来の創り手となる

ために必要な資質・能力を育成し、学習評価の充実を図ることになっておりますということが

出ておりました。今回コストの面で見ましたら、浦戸小学校全部で53名ですか、児童が学ばれ

ていますが、市内の小中学校と浦戸小中学校との生徒の１人当たりのコスト単価が大分開いて

おります。これは教育ですからお金をかける、人材育成だからそれは仕方がないという部分も

あるのは十分にわかっております。そこでもちょっと市内の小学校との３倍の格差があり、中

学校では７倍の維持管理費、授業運営費がかかっているということなんですが、結局そういう

お金をかけた分で、やっぱり浦戸地区の学力の向上という部分では実績を上げています。でき

ればこの実績を市内の小中学校に対してもその波及といいますか、そういうことは考えていら

っしゃるのか、考えをお知らせください。 

○副議長（伊藤博章） 阿部教育部長。 

○教育委員会教育部長（阿部光浩） お答えいたします。 

  浦戸の小中学校につきましては、少人数体制校であるということで、やはり本土と比べまし

て活躍の場ですとか、交流の場が多いということが学力向上につながっていると思います。現

在本土で学びの共同体を行っておりますけれども、その中で活躍の場ですとか、交流の場をた

くさん設けて学力向上に当たっているということで、そういった学びの共同体を通して本土の

学力向上もしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） 調べましたら、宮城県の教育費ということで、平成28年度の小学校の１人

当たりの生徒に係る経費は、教育費として100万円、中学校が約120万円というコストがかかっ

て、このまちの教育を先生方が受け持っていらっしゃると。そういう中で秋田県を調べてみま

した。秋田県は小学校で115万円です。中学校で135万円ぐらいの、つまりコストのかけ方によ

って学力が変わってくるのか。いや、失礼な言い方ですけれども、これは違うのかもしれませ

んけれども、教育委員会のやり方、やはり先生の教え方なり、さまざまな形の中で全てが融合

して結果として、つまりどうしても行政も学校教育も含め、結果というものに対してはなかな

か実際、昨日教育長から学級の満足度、学校の満足度は上がってきているというのはなかなか
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他市町村の父兄の方とか、そういうふうには知れ渡りません。しかし、点数、どこまでのレベ

ルだかというのは必ず出てきます。結果だと思います。ですから、その結果を求めて、ある程

度先生方もコスト意識を持つべきなのかなという部分も考えられるのではないかと思っていま

す。 

  これは答えていただかなくて結構ですが、大阪市の学力テスト結果が政令都市の中で２年連

続で最下位だったということを受けて現市長が、同テストの成績を校長と教員のボーナスや学

校の予算に反映させるというような、これはまずいんでしょうけれども、ただ、そういう結果

に向けてどう対応するかということで、こういう自治体もあるということだけお話ししておき

ます。 

  ただ、もう一つは、今回、大河原町が平成30年度全国学力調査で、小学校において全国平均

を大分上回って結果を出されたという記事が載っていました。同じ学習指導要領の改正の中で

学校がどういう制度を導入しているので出てきたのか、その辺、教育長、何かおわかりの経緯

がありましたら、お知らせください。 

○副議長（伊藤博章） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋睦麿） 大河原町のこの状況については、私たちも情報共有している

ところであります。友達でありますので、非常によかったねという話と同時にうちも早くとい

う思いをしたところであります。 

  大河原町は３つの小学校がありまして、１つは、800人クラスの小学校でありまして、昔か

ら専科制をとっております。教科によってそういった取り組みもございました。それから、特

に顕著なところは、放課後に教え合い活動というのを時間をとって子供同士で教え合いをして

いると。それから、年２回の町独自の学力テストを国語、算数でやっているということであり

ます。 

  翻って本市であります。本市では子供の実態から授業の中での学び合いというのを根幹に置

きながら、それから当然学力テストを受けるわけですので、各学校で校内計画で過去問を年２

回行って実態を見ていくというようなことをやっております。そんなことでやっておりますの

で、何とか結果が出るように頑張りたいと思います。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） どうしても市民に知っていただき、魅力あるまちの中で、ああ、ここの学

区は、地域は学力向上に努めていらっしゃっていて、住んで子供を育ててみたいというような
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方もいっぱいいらっしゃると思います。やっぱりそれを知らせる上でも結果が出ないことには

幾ら、本当に頑張っていらっしゃるのは十分にわかります。やっぱり新しい人材育成のために

その部分についてはすばらしい人間形成をする上で努力されていることは十分にわかりますが、

最終的には、ごめんなさい、結果なものですから、その辺も含めてこれから頑張っていただけ

れば、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

  では、次に６番目、集会施設についてお伺いします。 

  先ほども大分集会所についてはお話が出てきました。全部で32カ所の集会所施設があって、

19カ所が耐震工事が進んでおり、13カ所の集会施設がまだ残っているということだったんです

けれども、この集会施設について、内容についてもしわかりましたらお知らせください。 

○副議長（伊藤博章） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） ただいまのご質問は集会所の耐震化のことでよろし

かったでしょうか。（「はい」の声あり）塩竈市、今というか、塩竈市公共施設白書には32カ

所の集会所ということで記載してございます。昭和56年以前のいわゆる新耐震基準が適用され

る前の公共施設の集会所のうち、20カ所、あと町内会所有のものの４カ所の24カ所を対象に耐

震の調査をさせていただきました。この調査結果を踏まえまして、近く建てかえを予定してい

るとか、そういったものが５カ所あったので、それを除いた19カ所に対して耐震工事というも

のを実施しておるところでございます。その当時５カ所を除いたもののうち、４カ所について

はその後もう解体したり建てかえをしたりということでございまして、１件だけちょっとまだ

耐震化が終わっていないというところがございます。これについては今後利用方法とかを含め

て町内会と協議を進めていこうと考えておるところです。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） 安心しました。１カ所がまだ残っているということだけですが、ただ、１

カ所でも、やはり前段でも議員からコミュニティーの中心であり、大事な施設ですからやはり

そういう部分では安心・安全に使えるような施設にしてほしいということでしたが、今後30年

で24％削減しなければなりません。その中で、削減の中での集会施設の今後の取り組みといい

ますか、30年で24％、32カ所といいますと、大体７カ所ぐらいは必ず少なくしなければならな

いとすれば、そういう基準についてどう考えているのか。今回集会所施設について資料を見さ

せてもらいましたけれども、どう利用しているのか、何人ぐらい利用しているのかが載ってい
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ませんでした。維持管理コスト、事業費の運営コスト、あと減価償却、またあと収入面とコス

トということは載っていますけれども、今後いろいろな部分で削減するという方向性に向かう

場合は、きちっとした説明の中で、なぜここは削減しなければならないのかをやっぱり住民と

のコンセンサスを深めながら進めていただければ幸いですので、どうぞよろしくお願いします。

これは答えは結構でございます。 

  今までコストの削減についてお話しさせていただきましたけれども、ここ30年で面積が24％、

年間で十五、六億円の費用を捻出しなければならないという数字が出ていましたが、これから

３年、５年だけで50億円ぐらいの積み残しが次世代に回ってきます。今どうしても行政サービ

スは今生きている方々、老人、子供たちは全て皆さんの要望が生きて対処しなければならない

んでしょうけれども、次世代、孫や次の子供たちに対してどう残していくかということは、今

から痛みを感じながら、やはりここに出た金額について削減方法を考えていかなければならな

いと思いますが、市長、ちょっとお伺いしますが、次年度の予算編成の中で、これをベースに

何か新しい施策というのは方向性を見出して考えていらっしゃるのかどうか、お答えください。

よろしくお願いします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 先ほど来、申し上げておりますとおり、最終的には個別計画に落としてい

かないと、そこで初めてどういったものを縮小する、あるいは廃棄をする、また逆にどういっ

たところについてふやすかという個別の作業をやっていく段階で、当然その結果を予算に反映

させていくということになるものと思っております。今は、各業種別という言い方ではないで

すね。利用種別に議論をしていただいておりますので、直接、来年度予算に反映されるという

ことではないものと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） 議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたします。 

  ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） この計画の中に、平成27年度からということで30年間と出ています。もう

３年経過をしております。これから２年過ぎますと５年で75億円ぐらいが処理されないままに

次の時代に積み残すということになる可能性もあります。それを踏まえて、やはり痛みは今の

時代、私たち生きる人間にも、またお年寄りも子供たちにも若干の痛みを感じていただきなが

ら、次の時代にどうつないでいくかを検討しながら予算編成を組んでいただければ幸いですの
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で、よろしくお願いします。 

  では、次に移ります。歴史的風致維持向上計画についてお伺いします。 

  今年度12月に勝画楼が塩竈市の有形文化財建造物に指定されました。次世代に継承すべき歴

史文化遺産を保全・活用したまちづくりを推進するため、勝画楼を含めた歴史的風致維持向上

計画を策定し、施設の２分の１、用地の３分の１の直接補助を受けることができるということ

で風致維持向上計画が策定され、進んでいると聞いておりましたが、現在の進捗状況について

お伺いします。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） 歴史的風致維持向上計画の進捗状況についてのご質問をいただきました。 

  おかげさまをもちまして、今年度塩竈市の文化財指定に取り組むことができました。ただ、

これから先、県の文化財指定、あるいは国の文化財指定を進めるに当たりまして、できるだけ

国や県の補助金などを活用させていただきたいということを申し上げさせていただいておりま

す。そのためには、基礎となりますのが歴史的風致維持向上計画の策定であります。具体的に

は、今この勝画楼の建物をどのような形で維持、あるいは修繕をしていくかというものについ

ては、まだ全くございません。今年度取り組んでおります2,000万円の部分につきましては、

今雨漏りがしております屋根、あるいはつなぎ目の応急的な工事ということで、ようやく再建

業者が決まったところであります。今後の国の文化財指定等も見据えながら、できるだけ早く

勝画楼の保存計画書をまとめ、そういったものを歴史的風致維持向上計画にさせていただくと

いうことであります。 

  具体的なスケジュールということで聞かれておりますが、確実といいますか、今後に直近に

取り組みたいと思っておりますのが、市の文化財指定を受けましたので、次は県の文化財指定

といったようなことを視野に入れております。ただ、大変貴重な歴史的遺産でありますので、

軽々に我々、手をつけますと、結果として歴史的価値を損なってしまうということも極めて懸

念されるわけであります。時間がかかりましてもそういったところは慎重に進めさせていただ

きたいと思っておりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） 現在の状況についてはわかりました。やはり市民の財産であります。やっ

ぱり大切に扱っていただいて、完成に向けた歩みをいろいろ進めていただければと思いますの
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で、よろしくお願いします。 

  ただ、今テントが張ってあるのかな。ただ、これから年末年始、鹽竈神社に来る方々に対し

て現在の状況ではなくて、今後の見通しについて、写真なり何か見せる工夫はないものかと考

えています。ロープを張っていまして中に入れないという状況です。せっかく財産でいろいろ

発信はしていますけれども、見えないという状況になっていますので、その辺についてはどう

お考えなのか。何かほかに視察なんかに行きますと、完成図はこうなります、こういう予定で

進んでいますというようなことで明示して、見ていただく工夫をされているところも結構あり

ますので、その辺についてはどうお考えでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭） ご答弁で申し上げましたとおり、まだ将来どうするかというのは一切ない

わけであります。これからそういったものをつくっていくということを先ほどもご説明を申し

上げさせていただきました。理由は、これも答弁させていただいたとおり、軽々に我々の判断

で手をつけてしまいますと結果として歴史的価値を損なってしまい、今申し上げました歴史的

風致維持向上計画に合致しないということにもなりかねないという状況でありますので、時間

がかかって恐縮でありますが、この辺については慎重に作業を進めさせていただきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） わかりました。ただ、現在までの経過なりなんなり、見せる工夫も一つ考

えていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、行政窓口対応についてお伺いします。 

  市役所は、市内最大のサービス産業の拠点と言われるぐらいであります。また市政ホットラ

インなどでさまざまなご意見、要望があると思いますが、受付業務について、今現在、市とし

ての対応といいますか、指針というものがありましたらお知らせください。 

○副議長（伊藤博章） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 行政全般のことでございますので、私からご回答さ

せていただきたいと思います。 

  ただいまのご質問というのは、市役所の１階の案内コーナーということで、全体の窓口とい

うことですか。基本的には、市役所の窓口といいますものは、まず本市の顔でございますので、
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一人一人の職員というのが市の代表ということで、市民サービスに直結する最も重要なことで

あると認識しておりますし、そのことにつきましては新規採用職員の研修ですとか、あるいは

各公務研修所における研修、あるいは庁内の研修等々で話を常にしているところでございます。

基本的には、そういったことが基本ですということでの対応ということが基本方針となるかと

思います。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） そういう指針の中でやっていらっしゃるのはわかりますが、このごろ民間

委託化したことで窓口の対応がなかなか難しいという、周知徹底が図られていないのではない

かという声を聞きます。窓口対応について感謝の気持ちと不満など、そういう投稿はあるのか

どうか、お知らせください。 

○副議長（伊藤博章） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 委託している部分、あるいはそれ以外、市の職員直

接、そういったことを含めますと当然対応が非常に感じが悪かったとか、あるいは洗面所に職

員が、例えば、占拠していて使えなかったとか、そういったことをいただいてございます。そ

ういったことについては、各種会議等を通じて各課に周知して改善を図っておるところでござ

います。 

  以上でございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） この窓口対応についてある市民から言われました。塩竈市の窓口、さまざ

まなところに何カ所か行ったんですけれども、午前中でしたらおはようございます、午後でし

たらこんにちは、何かご用でしょうかというのが普通だと。窓口に立ってもなかなかこちらを

向いてくれないと。事務をしながらたまにイヤホンをしている方もいらっしゃったと。そのと

きに議事録を作成しているのかどうかわかりませんけれども、そうではないはずです。窓口業

務に、近くにいる方はやはり来るお客さんに対して、やはり午前中でしたら本当におはようご

ざいます、何かご用でしょうか、午後からで、いらっしゃいませ、何か案内することがありま

したらということで、また庁舎１階の案内コーナーについても女性お２人お座りになっていま

すけれども、おはようございます、こんにちは、どちらに行かれますかとかというお話は一切

ありません、このごろ。ですから、今後そういう窓口業務の体制をもう少し強化すべきだと思
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いますが、その辺についてはどう思うでしょうか。 

○副議長（伊藤博章） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 先ほどの投書もそうでございますし、ただいまの議

員のご指摘、ごもっともなことだと思います。私ども、そういった先ほど言ったような形で研

修なりで心がけている点はございますけれども、日々の業務の中でそういったことがもしおろ

そかになっているのであれば、改めてそこのところは徹底させていただきたいと思います。改

めまして各窓口に快く市民に方にお越しいただけるような対応をするようにということで徹底

させていただきたいと思います、どうもありがとうございます。 

○副議長（伊藤博章） ４番西村議員。 

○４番（西村勝男） きょうその話をさせてもらいましたけれども、市職員の方々は自分の職域

の中で一生懸命取り組んでいらっしゃるのは十分にわかります。ただ、市民が初めて庁舎内に

来た。また、壱番館の１階、２階、３階に来た場合にやはり入り口付近で声をかけて、どちら

においでですかとかということをきちっとお聞きする、挨拶することがこれからの行政サービ

スの一丁目一番地ではないかなと思います。さまざまな予算を計上していろいろな行政サービ

スをするのは確かですけれども、亡くなられて初めて塩竈市役所に来ました。どうしたらいい

かわかりませんという場合に、やっぱり一声笑顔でおはようございます、きょう何かご用でし

ょうかというような対応をやられてはいるんでしょうけれども、私が目につかなかったのかも

しれませんが、今後その辺を注意していただいて、今後新しい年号で新しい年度を迎えますの

で、その辺の対応をよろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

○副議長（伊藤博章） 以上で西村勝男議員の一般質問は終了しました。 

  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、明19日を議会運営委員会開催のため休会とし、

20日、定刻再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（伊藤博章） 異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、明19日を議会運営委員会開

催のため休会とし、20日、定刻再開することに決定いたしました。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

   午後５時２１分  散会 
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   午後１時  開議 

○議長（香取嗣雄） ただいまから12月定例会４日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、日程第４号記載のとおりであります。 

  傍聴人の方へ申し上げます。携帯電話等を持参されている方は、電源を切るようにお願いを

いたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（香取嗣雄） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員には、６番阿部かほる議員、８番山本 進議員を指名いたします。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第２  議案第６５号ないし第７７号（各常任委員会委員長議案審査報告） 

○議長（香取嗣雄） 日程第２、議案第65号ないし第77号を議題といたします。 

  去る12月10日の会議において、各常任委員会に付託しておりました各号議案の審査の経過と

その結果について、それぞれの委員長の報告を求めます。 

  まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。 

  13番鎌田礼二議員。 

○総務教育常任委員会委員長（鎌田礼二）（登壇） ご報告いたします。 

  今期定例会において総務教育常任委員会に付託されました関係議案について、12月12日に委

員会を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その審査の結

果についてご報告いたします。 

  まず、議案第65号「塩竈市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例」については、復興産業集積区域において、対象施設等を新設または増設

した事業者等への固定資産税の課税免除の適用期限を１年間延長するため所要の改正を行うも

のであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第67号「塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例」については、塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

に関する選挙公営の導入等を行うため、新たな条例を制定しようとするものであり、質疑・採

決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」については、歳出において、東日
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本大震災追悼式開催費や小中学校空調整備事業等が計上され、また、債務負担行為において、

住民情報システム元号改正対応委託等が追加され、さらに地方債において、緊急防災・減債事

業債等が変更され、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

  １．住民情報システム元号改正対応委託等については、平成31年５月の元号改正に対応する

ため、住民情報システム及び内部情報システムの改修を行うため債務負担を設定するものであ

るが、住民票や税情報等に係るシステムは住民生活に直結するものであることから、改修後に

ふぐあいが生じないよう、システムテスト等を十分に実施されるなど、万全な対策を講じられ

たい。 

  １．小中学校空調整備事業については、国のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活

用し、学校施設における空調設備の整備に取り組もうとするものであるが、事業の実施に当た

っては、全国的に工事が一定期間に集中し、資機材や人材の不足が懸念されることから、来年

の夏の稼働が可能となるよう早期着工に努められ、良質な学習環境の創出を図られたい。 

  １．学校給食調理業務一部委託については、第三中学校学校給食調理業務の一部委託を平成

31年度から３カ年で実施するため、その委託料について債務負担を設定するものであるが、学

校給食については、教育の一環として食の重要性を唱えていることを鑑み、給食施設の老朽化

や衛生管理、また委託事業者の継続化の観点から、安心安全な学校給食の提供に取り組まれた

い。 

  次に、議案第76号「工事請負契約の締結について」は、議会の議決に付すべき契約に関する

条例第２条の規定に基づき、30－復・交越の浦雨水ポンプ場流入渠築造工事について提案され

たものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

  １．水路の整備に当たっては、民有地に面する危険箇所についても必要に応じて安全柵等の

設置を検討されるなど、十分な安全対策を講じられたい。 

  以上が本委員会で審査をした案件の経過と結果の大要であります。よろしくご審議ください

ますようお願い申し上げ、ご報告といたします。 

                            総務教育常任委員長 鎌田礼二 
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○議長（香取嗣雄） 次に、民生常任委員長の報告を求めます。 

  ４番西村勝男議員。 

○民生常任委員会委員長（西村勝男）（登壇） ご報告いたします。 

  今期定例会において民生常任委員会に付託されました関係議案について、12月13日に委員会

を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その審査の結果に

ついてご報告いたします。 

  まず、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」については、歳出において、被災

された方々に対する東日本大震災災害義援金や自立支援医療費等が計上され、質疑・採決の結

果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

  国民年金事務費については、国民年金第１号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間

の国民年金保険料が免除される制度が平成31年４月から開始されることから、国の国民年金事

務費を活用し、国民年金システムの一部改修を行おうとするものであるが、減免制度の開始に

当たっては、広報やホームページ等による制度の周知を徹底し、あわせて、関係各課と緊密に

連携しながら、対象者が速やかに免除を受けられるように努められたい。 

  次に、議案第72号「平成30年度塩竈市介護保険事業特別会計補正予算」については、保険事

業勘定において、平成29年度決算の清算に伴う財政調整基金からの繰入金とともに一般会計繰

出金を計上し、歳入歳出それぞれ17万5,000円を増額し、総額を54億7,265万1,000円にするも

のであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上が本委員会で審査をした案件の経過と結果の大要であります。よろしくご審議くださり

ますようお願い申し上げ、ご報告といたします。 

                              民生常任委員長 西村勝男 

○議長（香取嗣雄） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

  10番志賀勝利議員。 

○産業建設常任委員会委員長（志賀勝利）（登壇） ご報告いたします。 

  今期定例会において、産業建設常任委員会に付託されました関係議案について、12月14日に

委員会を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その審査の

結果についてご報告いたします。 
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  まず、議案第66号「塩竈市下水道条例の一部を改正する条例」については、排水設備工事責

任技術者の登録の有効期間等を宮城県内で統一するため所要の改正を行おうとするものであり、

質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第68号「塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び塩竈市水道事業給水条例

の一部を改正する条例」については、学校教育法の一部改正により、新たな高等教育機関とし

て専門職大学及び専門職短期大学が創設されることに伴い、所要の改正を行おうとするもので

あり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」については、歳出において、東日

本大震災復興交付金事業４事業の決算整理に向けた減額補正や、平成29年度決算実質収支額精

算分として、各特別会計からの繰入金、塩竈市水産加工業従業員宿舎整備事業などが計上され

ました。また、地方債については、都市再生整備計画事業及び緊急防災・減債事業の限度額が

変更され、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  なお、審査に当たりまして、各委員から述べられた要望・意見の主なるものを申し上げます。 

  １．市道整備事業費については、市道新富町笠神線ののり面対策工事について、２工区に分

けての工事を計画していたが、早期に地域の道路環境保全と安全性を高めるため、一括で整備

を行うものであるが、工事箇所は第三中学校への通学路であり、道路の幅員も狭く、見通しが

悪い状況にあることから、事業実施に当たっては、安全対策に万全を期されたい。 

  １．都市再生整備計画事業については、第３期都市再生整備計画に基づき、国の社会資本整

備総合交付金を活用し、本塩釜駅（神社参道口）駅前広場の整備を行い、地域交流拠点の機能

強化と利用者の安全性・快適性の向上を図るものであるが、門前町の玄関口として、塩竈を訪

れる方々に対する鹽竈神社のイメージを生かしたまちづくりの整備に一層努められるとともに、

海岸通地区や本町地区等の周辺地区と調和した整備についても検討されたい。 

  次に、議案第70号「平成30年度塩竈市下水道事業特別会計補正予算」については、公営企業

災害復旧費として、北浜地区災害復旧事業の受注業者の破産に伴い、工事執行不納になったた

め、残工事の速やかな再発注・施工に向けて必要な事業費を計上するものであります。 

  また、北浜地区区画整理関連下水道事業の予算を増額するとともに、東日本大震災復興交付

金事業３事業に係る決算整理に向けた事業費の整理予算を計上し、平成29年度消費税及び地方

消費税の確定申告による支払額確定に伴う減額補正を行うものであります。 

  さらに、平成29年度実質収支額とは、歳入総額から歳出総額を差し引いた額から、年度内に
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終了しないため、残った工事などの繰り越すべき財源を差し引いた差額であります。これを繰

越金として計上するとともに、一般会計繰出金を計上し、清算を行うものであり、歳入歳出そ

れぞれ４億148万5,000円を増額し、総額を58億1,976万9,000円にするものであります。 

  債務負担行為については、公営企業災害復旧費を追加し、地方債については、公営企業災害

復旧事業及び公営企業復興交付金事業の限度額を増額補正するものであり、質疑・採決の結果、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第71号「平成30年度塩竈市漁業集落排水事業特別会計補正予算」については、平

成29年度実質収支額を繰越金として計上するとともに、一般会計繰出金を計上し、清算を行う

ものであり、歳入歳出それぞれ1,573万7,000円を増額し、総額を２億2,433万7,000円にするも

のであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第73号「平成30年度塩竈市北浜地区復興土地区画整理事業特別会計補正予算」に

ついては、北浜地区被災市街地復興土地区画整備事業に係る決算整理に向けた事業費の整理予

算を計上し、また、平成29年度実質収支額を繰越金として計上するとともに、一般会計繰出金

を計上し、清算を行うものであり、歳入歳出それぞれ4,275万5,000円を減額し、総額を１億

7,834万5,000円にするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議案第74号「平成30年度塩竈市藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計補正予算」に

ついては、平成29年度実質収支額を繰越金として計上するとともに、一般会計繰出金を計上し、

清算を行うものであり、歳入歳出それぞれ286万4,000円を増額し、総額を１億6,196万4,000円

にするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第75号「工事施行協定の一部について」は、平成30年２月８日締結した工事施工

協定（東日本大震災による港湾災害復旧事業と隣接する野野島漁港毛無崎護岸災害復旧事業に

係る工事施工に関する協定）について、内容に変更が生じるため、協定金額を変更しようとす

るものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第77号「塩釜港旅客ターミナルの指定管理者の指定について」は、塩釜港旅客タ

ーミナルの指定管理者候補者として選定した団体を指定管理者に指定しようとするものであり、

質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  なお、審査に当たりまして、各委員から述べられた要望・意見の主なるものを申し上げます。 

  １．指定管理者候補の審査に当たり、評価点数70.3点と大変厳しい判定をされているが、経
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営基盤について、指定管理者候補者の事業計画書において、資本金の減額について記載されて

いることから、大株主である市は、県と連絡を密にされ、その動向を把握し、今後のスケジュ

ール等について議会に逐次報告されたい。また、指定管理者に対する数値目標の設定や、定期

的に目標分析を行われ、その成果を指定管理者の公募要件に盛り込む等、幅広い事業者から応

募されるよう取り組みを検討されたい。 

  １．テナント誘致の取り組みについて、テナント増加につながる具体的な手法の構築に努め

るとともに、既存テナントからの指定管理者に対する評価や意見等を踏まえ、さらに真摯に対

応されるよう指導されたい。 

  また、利用者の満足度の向上について、駐車場を利用する際の利便性の向上等、塩竈を訪れ

る方々が気軽に施設を利用できる環境整備に努められたい。 

  以上が本委員会で審査した案件の経過と結果の大要であります。よろしくご審議くださいま

すようお願い申し上げます。ご報告といたします。 

                            産業建設常任委員長 志賀勝利 

○議長（香取嗣雄） 以上で委員長報告は終了いたしました。 

  これより委員長報告に対する質疑を行います。（「なし」の声あり） 

  これをもって委員長報告に対する質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論の通告がございますので、順次発言を許可いたします。 

  議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」について、まず委員長報告に対する反対

者からの発言を許可いたします。 

  17番小高 洋議員。 

○17番（小高 洋）（登壇） 日本共産党市議団の小高 洋でございます。 

  議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」について、反対の立場から討論を行いた

いと思います。 

  まず初めに、本補正予算におきまして、将来の塩竈市を担うとされる市内小中学校に通学さ

れております児童生徒に関する予算ということで、国の補正予算、交付金等を活用しまして空

調設備の早期整備、こうしたものが含まれておりますが、当市議団といたしましては、毎年度
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当局に対する年次要望書でお願いをしてまいりました。７月26日には直接、文部科学省に対し

予算の拡充を求め、一定の回答をいただいてきました。８月には副市長、教育長にお時間をい

ただきまして、緊急の申し入れを行ってまいりました。ようやくといった思いであります。こ

の点につきましては、特に評価をするとともに、来年の夏を見据えた早期整備並びに地元活性

化のための発注方法、こうしたところについて当局の取り組みに期待をするものであり、この

部分については評価をするものであります。 

  一方で、平成31年度から３カ年にわたります第三中学校の学校給食調理業務の一部委託を実

施するとしまして、３カ年について債務負担行為限度額3,337万8,000円を設定するという内容

について、反対の立場から討論を行います。 

  この事業の目的について、行財政改革並びにアウトソーシングと、こうした方針に基づき２

点あげられておりました。１点目は行政運営の効率化と、２点目は安全で良質な学校給食を安

定的に提供するためということでございましたけれども、学校給食調理業務は児童生徒、特に

子供たちの食に関する部分でありますので、心身の健康と発達に大きな影響を与えるところで

あります。軸足とすべき大きなポイントはこの２点目にあるかというふうに考えますが、この

重要な点、安全で良質な学校給食を、この一部委託化によって、いかに提供するのかと。そし

て、その前提として、委託化に当たってはどういった点に留意するのかということが重要であ

るというふうに考えるわけであります。 

  今定例会の冒頭、総括質疑で明らかになりましたのは、行革とアウトソーシングの方針があ

り、これまで退職不補充ということが貫かれてきた中で、その流れの中で今回の給食の調理、

配膳、洗浄、清掃業務の一部委託についても考えられているということであります。 

  安全な給食の提供について問うた質疑に対して、退職者が出る中で、退職不補充のため補充

ができないと、このようになったわけであります。総務教育常任委員会での審査も含めて、安

全で良質な学校給食を、学校給食調理業務の一部委託化によっていかに提供するのかと、安全

性を担保するために留意すべき点について、委託事業者に何を求めるのかと。どういった事業

者にどういった要件を持ってやっていただくのか、その考え方も見えなかったわけであります。

そして、今後このままいけば１月には委託業者が決定され、仕様等が決まった後に、２月には

保護者説明が行われると。保護者は受けとめるしかなくなります。そして、４月には委託開始

というふうになっていくわけであります。このことに大きな懸念を覚えるものであります。 

  行財政改革全てを否定するわけではありませんが、学校給食法第１条に位置づけられた、学
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校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ児童及び生徒の食に関す

る正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割と、これを果たすための大前提となります

安全で良質な学校給食の提供、これを行うために、今回の外部委託でどういった前進が図られ

るのかと。何よりも、安全性を担保するためにどのような形で委託するのか。全く見えないま

ま認めるわけにはいきません。 

  さらに言うならば、昭和60年に出されました当時の文部省体育局長通知における学校給食業

務の運営の合理化について、合理化の推進という方針を踏まえた通知ではありますけれども、

その中で学校給食の質の低下を招くことのないよう十分配慮することを初めとし、また民間委

託の実施に当たっては、さまざまな点で留意するべき点というものも述べられておりました。

どこに配慮しどこに留意をしたのかがわからないと、子供たちの顔を思い浮かべればこそ、こ

のまま白紙委任のような形で認めることはできないのであります。 

  以上のことを持ちまして、議案第69号、そのうち平成31年度から３カ年間、第三中学校の学

校給食調理業務の一部委託化に係る債務負担行為限度額設定について反対をいたします。 

  ご清聴まことにありがとうございました。 

○議長（香取嗣雄） 次に、委員長報告に対する賛成者の発言を許可いたします。 

  ８番山本 進議員。 

○８番（山本 進）（登壇） 私から、議案第69号「塩竈市一般会計補正予算」案に対し、賛成

の立場から討論を行います。 

  当該議案第69号には、市民の方々が最も関心を示しております極めて重要な予算が計上され

ております。それは、ことしの異常な暑さにより愛知県で起きた熱中症により、小学生が亡く

なったできごとをきっかけとして、全国的に小中学校における空調設備の早急な整備を求める

声が高まり、宮城県内の自治体でも既にほぼすべての自治体で設置計画が決定されました。 

  当市議会におきましても、さきの９月定例会で、多くの議員が一般質問の中で設置を強く要

望してまいりました。結果、今回の12月補正予算の中で、総額３億7,768万9,000円、内訳とし

て、小学校普通特別教室全校126教室、同じく中学校70教室、合計196教室の設置予定箇所とな

っております。 

  反対者も、係る事案につきましては、積極的に要望活動を展開されてきたことがただいま報

告されておりました。しかしながら、せっかく予算化された議案第69号に反対となれば、その

成果といえる空調設備関連予算にも反対することになりはしませんでしょうか。本来であれば、
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第10款教育費第２項小学校費及び第３項中学校費を含めた一般会計の予算案のうち、これら空

調設備整備関連予算は認めた上で、いわゆる債務負担行為としての学校給食業務一部委託を削

除した修正案を提出するのが、私は議会手続の基本的なルールであると考えます。具体的には、

地方自治法第115条の３の規定に基づき、塩竈市議会会議規則第16条により修正動議を発議す

べきであると考えます。 

  さらに、いわゆる少数意見の留保という措置もできます。つまり、予算原案そのものに反対

であり、その反対意思を委員長報告の中に加える措置であります。同じく塩竈市議会会議規則

第39条を根拠とします。 

  以上、法令で認められた手段があることから、適切に準用することにより、効果的な議論が

可能になると思料をします。 

  さて、学校給食業務の一部委託を内容とする債務負担行為でありますが、議案審議に当たり、

今回の提案の経過について当局にその目的をただしました。結果、平成17年、いわゆる食育基

本法が制定され、安全で安心な学校給食を推進することにより、食育を教育の一つの理念とし

ております。 

  本市でも、その国の動向を踏まえ、平成22年、保護者、経験者からなる塩竈市学校給食在り

方懇話会が設置され、学校給食施設の整備、さらに20年後を見通した本市独自の創造性を持っ

た先進的施設の整備がそれぞれ提案されております。この提案を受け、平成24年、塩竈市学校

給食運営プラン研究協議会が設置されまして、新たに給食センター方針が発表されました。そ

の具体的な内容についての詳細は省きますが、現在の小中学校給食施設の環境は、第一小学校

を除き、いわゆるウエット方式といわれるものであり、衛生管理基準を定めるＨＡＣＣＰ対応

への早期の整備が求められている状況であることが指摘されております。これらの内容につき

ましては、当然、議会にも報告されておるとのことであります。 

  施設整備の具体的提案として、既存の施設改修と給食センターの事業費の比較がされ、当時、

すべての学校給食施設改修では17億7,000万円、新たなセンター建設では13億5,000万円が試算

されており、結果、将来的な学校給食センター構想が示され、現在に至っております。その間、

東日本大震災に伴う復旧復興の行政優先課題の対応とか、あるいは財政健全化のための行財政

改革推進計画への取り組みが続けられてまいりました。特に平成22年度から始まった第３次計

画では、技能労務職員の退職不補充が示され、庁内での議論、職員団体との協議、そして議会

への説明が重ねられてきたものと受けとめております。 
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  今回の学校給食業務の民間委託につきましては、私は安易な民間委託は支持しません。あく

までも塩竈市の教育、学校給食でも明らかにされておりますように、給食センターに向けての

検討作業を進めるとともに、学校給食運営プランの基本目標である学校給食の樹立、食育の推

進、効率的な運営の３つの柱により安全安心な給食を提供するという基本理念を厳守されるこ

とを強く望むものであります。 

  議案審査中、教育委員会との議論の中で、「学校給食現場に正職員がいなくなったので、学

校給食業務を民間委託します。」との説明答弁がありますが、これは、これまでの背景からす

れば認識が違っていると私は思います。あくまでもセンター化を目標としながらも、行財政改

革推進計画の履行の中での一部民間委託であり、いわば窮余の策、現状における最善の策であ

ることを改めて確認させていただきます。 

  だからこそ、安易な民間委託ではないという強い考えを持って、児童生徒の健全な発達と安

全安心な食事の追及を希望して、賛成討論とします。 

  議員各位の良識ある判断のもとご賛同賜りますようお願い申し上げ、賛成討論といたします。

ありがとうございました。 

○議長（香取嗣雄） 以上で通告による討論は終了いたしました。これにて討論を終結いたしま

す。 

  採決いたします。採決は分割にて行います。 

  まず、議案第65号ないし第68号、第70号ないし第77号について採決いたします。 

  議案第65号ないし第68号、第70号ないし第77号については、委員長報告のとおり決するに賛

成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（香取嗣雄） 起立全員であります。よって、議案第65号ないし第68号、第70号ないし第

77号については、委員長報告のとおり決しました。 

  次に、議案第69号「平成30年度塩竈市一般会計補正予算」について採決いたします。 

  議案第69号については、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（香取嗣雄） 起立多数であります。よって、議案第69号については委員長報告のとおり

決しました。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 
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   日程第３  請願第１０号（議会運営委員会委員長請願審査報） 

○議長（香取嗣雄） 日程第３、請願第10号を議題といたします。 

  去る12月10日の会議において、議会運営委員会に付託しておりました請願審査のその経過と

その結果について、委員長の報告を求めます。 

  ８番山本 進議員。 

○議会運営委員会委員長（山本 進）（登壇） 報告いたします。 

  今期定例会において、議会運営委員会に付託されました請願について、12月19日、委員会を

開催し、紹介議員の出席を求め、慎重に審査いたしたので、その審査結果についてご報告いた

します。 

  請願第10号「塩竈市議会議員定数削減に関する請願」については、今後さらに時間をかけ、

慎重に審査すべきとの意見が大勢を占め、採決の結果、閉会中の継続審査の取り扱いにすべき

ものと決しました。 

  以上、よろしくご審議くださるようお願いを申し上げます。ご報告といたします。 

                              議会運営委員長 山本 進 

○議長（香取嗣雄） 以上で委員長報告は終了いたしました。 

  これより、委員長報告に対する質疑を行います。（「なし」の声あり） 

  これをもって委員長報告に対する質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  請願第10号「塩竈市議会議員定数削減に関する請願」については、委員長報告のとおり決す

るに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（香取嗣雄） 起立多数であります。よって、請願第10号に対しては、委員長報告のとお

り決しました。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第４  議案第７８号及び第７９号 
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○議長（香取嗣雄） 日程第４、議案第78号及び第79号を議題といたします。 

  議案の朗読は省略いたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭）（登壇） ただいま上程いただきました議案第78号及び第79号につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

  まず、議案第78号「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、平成30年人事院勧告を踏まえ、本市の

一般職の職員の給与等について、本年度から給料月額を平均で0.2％、勤勉手当の支給月数を

0.05月分引き上げる等、所要の改正を行おうとするものであります。 

  次に、議案第79号「特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」であります

が、議案第78号と同じく、平成30年人事院勧告を踏まえ、市長、副市長、教育長及び市議会議

員並びに市立病院事業管理者に係る期末手当について、支給月数を引き上げるため、所要の改

正を行おうとするものであります。 

  以上、各号議案についてご説明を申し上げましたが、なお補足を必要とする部分につきまし

ては担当部長から説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、ご協賛を賜りますようにお

願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（香取嗣雄） 小山市民総務部長。 

○市民総務部長兼政策調整監（小山浩幸） 私からは、議案第78号並びに議案第79号につきま

してご説明をさせていただきます。 

  恐れ入りますが、資料番号８番、第４回市議会定例会議案資料（その２）、こちらの５ペー

ジをお開きいただきたいと存じます。 

  初めに、議案第78号「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明をいたします。 

  本条例の一部改正につきましては、平成30年の人事院勧告を踏まえ、本市一般職の職員の給

与等について、１点目は（１）の月例給のところをごらんいただきたいと思いますけれども、

行政職給料表について、初任給ベースで1,500円、若年層で1,000円、その他は400円の引き上

げを基本に、平均改定率で0.2％の引き上げを行いますとともに、２点目、（２）の期末・勤

勉手当の欄に記載のとおりに、勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げ、期末勤勉手当の合計
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月数を4.45月とするために所要の改正を行おうとするものでございます。 

  ３点目は、３の給与制度の改正の欄に記載のとおり、宿日直手当の額を200円引き上げ、

4,400円とするものであります。 

  次に、同じ資料の10ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第79号「特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」についてご説明を

いたします。 

  本条例の一部改正につきましては、一般職の職員と同様に、本市特別職の職員並びに市議会

議員の期末手当の支給月数を、２の（１）及び（２）の表にそれぞれございますとおり0.05月

分引き上げ、合計月数を3.35月としますとともに、（３）の表に記載のとおり、市立病院事業

管理者の勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げ、期末勤勉手当の合計月数を4.45月とするた

めに所要の改正を行おうとするものでございます。 

  条例の施行時期につきましては、公布の日から施行し、一般職の月例給につきましては平成

30年４月１日の遡及適用をいたしまして、期末勤勉手当につきましては一般職、特別職ともに

平成30年12月１日から適用するものでございます。 

  なお、関連する新旧対照表につきましては、同じ資料の前後のページに掲載してございます

ので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。 

  議案第78号及び第79号の説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（香取嗣雄） これより質疑を行います。（「なし」の声あり） 

  これをもって質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第78号及び第79号については、会議規則第37条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、議案第78号及び第79号については委員会付託を省略する

ことに決しました。 

  これより討論を行います。 

  討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 
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  採決いたします。 

  議案第78号及び第79号については、原案のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（香取嗣雄） 起立全員であります。よって、議案第78号及び第79号については、原案の

とおり可決されました。 

───────────────────── ◇ ──────────────────── 

   日程第５  議員派遣の件 

○議長（香取嗣雄） 日程第５、議員派遣の件を議題といたします。 

  本件は、お手元にご配付のとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第161条の規定に

より、議員を派遣しようとするものであります。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員派遣の件については、質疑、委員会

付託、討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、議員派遣の件については、質疑、委員会付託、討論を省

略することに決定いたしました。 

  採決いたします。 

  議員派遣の件については、お手元にご配付のとおり決するにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、お手元にご配付のとおり、議員を派遣することに決定い

たしました。（「議長、動議」の声あり） 

  10番志賀勝利議員。 

○10番（志賀勝利） 私から、浦戸地区瓦れき処理の再調査に関する動議を行いたいと思います。 

○議長（香取嗣雄） ただいま10番志賀議員より、浦戸地区瓦れき問題の再調査を求める動議の

提出がされました。（「賛成」の声あり） 

  この動議は１人以上の賛成がありましたので、成立を認めます。 

  暫時休憩いたします。 

   午後１時５３分  休憩 

                                            

   午後３時００分  再開 
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○議長（香取嗣雄） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の会議において、浦戸地区瓦れき処理に関する再調査を求める動議が提出され、１人

以上の賛成者がありましたので、成立いたしております。 

  志賀議員からの発言の申し出がございますので、これを許可いたします。 

  10番志賀議員。 

○10番（志賀勝利） 先ほど動議を提出しましたが、浦戸地区瓦れき処理に関する再調査を求め

る動議につきましては、議長を初め議会運営委員会委員各位のご進言もありまして、決議とし

て内容をさらに熟慮の上、全会一致となりますよう各会派へご理解を求めてまいりますので、

今回は取り下げさせていただきます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（香取嗣雄） ただいま志賀勝利議員から、動議を取り消したい旨、ご発言がございまし

た。 

  お諮りいたします。浦戸地区瓦れき処理に関する再調査を求める動議を取り消すことにご異

議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（香取嗣雄） 異議なしと認め、浦戸地区瓦れき処理に関する再調査を求める動議を取り

消すことに決しました。 

  以上をもって、本定例会の全日程は終了いたしました。よって、本日の会議を閉じ、本定例

会を閉会といたします。 

   午後３時０２分  閉会 
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   平成３０年１２月２０日 

 

        塩竈市議会議長  香 取 嗣 雄 

 

        塩竈市議会議員  阿 部 かほる 

 

        塩竈市議会議員  山 本   進 
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